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【支援教育の現状】 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
                  
  
  
  
  
  
  
                                                        

――  今今  後後  取取  りり  組組  むむ  べべ  きき  課課  題題  ――  

 

初 等 教 育 後期中等教育 就 学 前 

義 務 教 育（公立） 

自立支援推進校 

支援学校(高等部) 
3,991 

 

中学校(支援学級) 
 
 
 

11,712 

共生推進校 

支援学級 

43,241 
義

務

教

育

学

校 

小

・

中

学

校 
 

障がいの重度・重複化など、障がいのある子どもの教育を取り巻く状況の変化に伴い、幼児児童生徒

や保護者の意識やニーズが多様化している。また、国においてはインクルーシブ教育システム構築のた

め、これまでも法改正等が進められてきた。 
 大阪府では、すべての幼児児童生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、支援学校などで、一人ひとりのニーズに応じた教育を行っている。 
 障がいのある幼児児童生徒が生き生きと笑顔で過ごせるために、一人ひとりの生活自立や社会的自立

をめざした教育の充実に取り組んでいる。 

前期中等教育 

支

援

学

校 

通常の学級 
通級指導教室 
（注２） 

＊＊大大阪阪府府ににおおけけるる障障ががいいののああるる児児童童生生徒徒のの教教育育のの特特徴徴  

・府内の支援学校在籍者数は５年連続増加した。（前年度比＋239 人） 

・小・中・義務教育学校への支援学級設置校率は 99.5％と、他府県と比較して高い。 

（全国平均 84.8%、R6.5.1） 

・支援学級在籍児童生徒数は、令和５年度より２年連続で減少していたが、令和７年度は増加した。 

・学齢期の子どもが減少しているが、支援を必要とする児童生徒数は増加している。 
 

視覚支援学校   142 

聴覚支援学校   326 

支
援
学
校 

・知的障がい 

・肢体不自由 

・病弱 

9,836 

訪問教育（注１）    95 

 

高等学校 

  ○知的障がい支援学校等の教育環境の充実 
○府立高校における知的障がいのある生徒の学習機会の充実 

 ○小・中・義務教育学校における「ともに学び、ともに育つ」教育の推進 
 ○府立支援学校のセンター的機能の発揮 
 ○一人ひとりのニーズに応じた支援教育の充実（医療的ケアの体制整備含む） 
 ○高等学校に在籍する障がいのある生徒への指導・支援 
  ・令和 6 年度、府立高校に在籍する障がいにより配慮を要する生徒は 3,974 人。一人ひとりの障がいの状況等に

応じた教育が必要 
 ○発達障がいのある幼児児童生徒への指導・支援 

○障がいのある児童生徒の状況に応じた学びの場のさらなる充実 

10,399 
 

弱 視 学 級 62 

難 聴 学 級 192 

知的障がい学級 17,927 

肢体不自由学級 815 

病弱・身体虚弱学級 646 

自閉症・情緒障がい学級 23,599 

 
（枠内の数字は R7.5.1 現在の在籍者数(政令市を含む)。支援学校は幼稚部、高等部、専攻科も含む。） 

注１：支援学校の小・中学部、高等部に設置。 
注２：通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒が、他の教室に通級して学習する制度。この他、生野聴覚支援学校、 

堺聴覚支援学校、中央聴覚支援学校においても実施。 

通級指導教室 
中学校(通常の学級) 

 

 

保育所 

支援学校（幼稚部） 

83 

幼稚園 

認定こども園 

小学校(通常の学級) 

 

小学校(支援学級) 
 
 
 

31,529 

支援学校(中学部) 

2,991 
 

義務教育学校（支援学級） 

義務教育学校（通常の学級） 

支援学校(小学部) 

3,334 
 

Ⅰ 大阪府における支援教育について 
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第２次大阪府教育振興基本計画における支援教育の概括 

このページは、⼤阪の⽀援教育に関する施策を体系的に整理し、課題及び重点的に取り組む事業等を明確化する
ことで、今後の⽀援教育の推進の端緒となるよう、令和５年３⽉策定の「第２次⼤阪府教育振興基本計画」及び、
令和９年度までの５年間を計画期間とする「第２次⼤阪府教育振興基本計画 前期事業計画（令和５年４⽉策定）」
のうち、⽀援教育に係る具体的事業（下表下線の重点取組に基づくもの）をまとめたものです。 

 

〜基本計画及び事業計画の内容〜                  大阪の支援教育では★を抜粋 
                  

  
 
 
 

 
 

 

基本方針 

 

重点取組 

 
具体的事業 

掲載ページ 
     

1.確かな学⼒の
定着と学びの
深化 

 
①個別最適な学びと協働的な学びによる学びの深化 
②社会や地域とつながる探究的な学習の実践 
③グローバル社会を⾒据えた英語教育・ICT活用の推進 
④障がいのある子どもたちの教育の充実 
⑤配慮や⽀援が必要な子どもたちへの指導の充実 
⑥特⾊・魅⼒ある府⽴⾼校づくりの推進 
⑦活⼒ある学校づくりをめざす府⽴⾼校の再編整備の推進 

 

③P.4〜5 

④P.5〜11 
    

 

2.豊かな心と 
健やかな体の
育成 

 
⑧豊かな心のはぐくみ 
⑨セーフティネットとなる居場所づくりの推進 
⑩運動への興味・関心の向上と運動による体⼒づくりの推進 
⑪健康を保持・増進する生活習慣づくりの推進 

 

⑧P.12〜17 

     
3. 将来をみすえた

⾃主性・⾃⽴性の育成 
 ⑫人格形成の基礎を培う幼児教育の充実 

⑬夢や志を持って粘り強くチャレンジする姿勢の育成 

 

⑬P.18 

 

4.多様な主体と
の協働 

 
⑭地域・⼤学・企業等との連携や多様な人材との連携 
⑮教育コミュニティづくりをはじめとする社会教育の推進 
⑯子ども・保護者・府⺠への魅⼒・情報発信の推進 

 

― 

 

5.⼒と熱意を備
えた教員と学
校組織づくり 

 

⑰子どもたちや保護者の個々のニーズ、社会や教育現場の変革に 
向き合う資質・能⼒を備えた教員の確保・育成 

⑱経営感覚を持った学校組織づくりの推進 
⑲教員の働き方改革の推進 

 

― 

     

6.学びを⽀える
環境整備 

 ⑳施設等の計画的な整備の推進 
㉑災害時の備えの充実と安全・安心な教育環境の確保 

 

⑳P.19〜21 
 

7.私⽴学校の 
振興 

 ㉒さらなる特⾊・魅⼒づくりへの⽀援 
㉓公私を問わない⾃由な学校選択の機会の保障 

 

― 
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「具体的事業等」の達成状況の記載について（凡例） 
 

項 目︓事業計画に掲げる目標を記載。 
目   標︓上段は令和 6 年度目標を記載。 

下段（）は前期事業計画の最終年度である令和９年度の目標を記載。 
ただし、「引き続き 100％を維持する」等、令和 6 年度と令和９年度で目標が同じ 
場合は、下段（）の記載は省略。 

計画策定時︓事業計画を策定した令和４年度実績を記載。 
R ５ 実 績︓令和 5 年度実績を記載。 
R ６ 実 績︓令和 6 年度実績を記載。 

「※前年度」と記載しているものについて、「計画策定時」欄では令和３年度実績 
を記載、「R5 実績」欄では令和 4 年度実績を記載、「R6 実績」欄では令和 5 年度実績
を記載。 

R6 達成状況︓令和 6 年度実績の達成状況を⽰す記号（◎、○、△、×）を記載。 
各記号の⽰す状況は、以下のとおり。 

◎ 
目標達成 

令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値を⼤きく上回る（120%以上） 
○ 令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値に到達（100〜119%） 
△ 

目標未達成 
令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値に未達（計画策定時実績同程度） 

× 令和 6 年度実績が計画策定時実績を下回る（計画策定時実績未満） 
定性的な目標を設定している「具体的事業等」の場合は、客観的評価ができない 

ため、「―」を記載。 

進 捗 等︓実施すること⾃体が成果となる「具体的事業等」の場合は、事業計画に記載する 
「今後のスケジュール」の進捗等を記載。 

 
 
基本方針１ 確かな学⼒の定着と学びの深化 
 
重点取組③ グローバル社会を⾒据えた英語教育・ICT 活用の推進 

➤具体的事業等 

■府⽴学校における１⼈１台端末を活用した授業の推進 

これまでの教育実践に１人１台端末をはじめとする ICT を効果的に取り入れ、授業改善を推進する。 

 

【現状(R4)】 

・令和３（2021）年度に、すべての府⽴学校で１人１台端末の配備が完了。 
・「授業にICTを活用して指導することができる」と回答した教員の割合は、府⽴⾼校で72.4%※、

府⽴⽀援学校で79.8％※。             

「基本方針」ごとの具体的事業 

※は令和３（2021）年度実績のもの。以下同様。 
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「具体的事業等」の達成状況の記載について（凡例） 
 

項 目︓事業計画に掲げる目標を記載。 
目   標︓上段は令和 6 年度目標を記載。 

下段（）は前期事業計画の最終年度である令和９年度の目標を記載。 
ただし、「引き続き 100％を維持する」等、令和 6 年度と令和９年度で目標が同じ 
場合は、下段（）の記載は省略。 

計画策定時︓事業計画を策定した令和４年度実績を記載。 
R ５ 実 績︓令和 5 年度実績を記載。 
R ６ 実 績︓令和 6 年度実績を記載。 

「※前年度」と記載しているものについて、「計画策定時」欄では令和３年度実績 
を記載、「R5 実績」欄では令和 4 年度実績を記載、「R6 実績」欄では令和 5 年度実績
を記載。 

R6 達成状況︓令和 6 年度実績の達成状況を⽰す記号（◎、○、△、×）を記載。 
各記号の⽰す状況は、以下のとおり。 

◎ 
目標達成 

令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値を⼤きく上回る（120%以上） 
○ 令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値に到達（100〜119%） 
△ 

目標未達成 
令和 6 年度実績が令和 6 年度目標値に未達（計画策定時実績同程度） 

× 令和 6 年度実績が計画策定時実績を下回る（計画策定時実績未満） 
定性的な目標を設定している「具体的事業等」の場合は、客観的評価ができない 

ため、「―」を記載。 

進 捗 等︓実施すること⾃体が成果となる「具体的事業等」の場合は、事業計画に記載する 
「今後のスケジュール」の進捗等を記載。 

 
 
基本方針１ 確かな学⼒の定着と学びの深化 
 
重点取組③ グローバル社会を⾒据えた英語教育・ICT 活用の推進 

➤具体的事業等 

■府⽴学校における１⼈１台端末を活用した授業の推進 

これまでの教育実践に１人１台端末をはじめとする ICT を効果的に取り入れ、授業改善を推進する。 

 

【現状(R4)】 

・令和３（2021）年度に、すべての府⽴学校で１人１台端末の配備が完了。 
・「授業にICTを活用して指導することができる」と回答した教員の割合は、府⽴⾼校で72.4%※、

府⽴⽀援学校で79.8％※。             

「基本方針」ごとの具体的事業 

※は令和３（2021）年度実績のもの。以下同様。 

 

 

【目標(R9)】 
・「授業にICTを活用して指導することができる」と回答した教員の割合をすべての府⽴学校におい

て100％にする。 

【進め方】 

・教員研修や教員が情報を共有するポータルサイトなどを通じ、好事例を発信することで、各学校
において、これまでの教育実践とICTを効果的に組み合わせた授業が実施されるようにする。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

「授業にICTを活用して
指導することができる」
と回答した教員の割合
（％） 

府⽴⾼校 83.4 
（100） 72.4※前年度 73.3※前年度 75.9※前年度 △ 

府⽴⽀援 87.9 
（100） 79.8※前年度 81.1※前年度 81.3※前年度 △ 

 
 
重点取組④ 障がいのある子どもたちの教育の充実 

➤具体的事業等 

■小・中学校における支援学級や通級による指導の充実 

⽀援学級に在籍する子どもたちや通級による指導を受ける子どもたちに、一人ひとりの障がいの状

況等に応じたきめ細かな指導を⾏う。 

 

◆支援学級 

【現状(R4)】 
・⽀援学級に在籍する子どもたちに編成される特別の教育課程が、機械的・画一的とならないよう、 

市町村教育委員会へ指導・助言を実施。 

【目標(R9)】 

・小・中学校において、⽀援学級の子どもたち一人ひとりの障がいの状況等に応じた特別の教育 
課程の編成と確実な実施を実現する。 

【進め方】 

・府が地域の小・中学校への訪問を通じて、市町村教育委員会へ指導・助言を引き続き実施する。 
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【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R5達成状況 

小・中学校において、支援学級の子ども
たち一⼈ひとりの障がいの状況等に応じ
た特別の教育課程の編成と確実な実施を
実現する。 

小・中学校 

・府が、地域の小・中学校訪問（政令市を
除く41市町村63校を訪問）を実施し、
一人ひとりの障がいの状況等に応じた特
別の教育課程の編成と確実な実施につい
て、市町村教育委員会や当該校へ指導・
助言を⾏った。 

◎ 

◆通級による指導 

【現状(R4)】 
・通級による指導のニーズが年々⾼まっている一方で、通級による指導（巡回指導含む）を⾃校で 

受けることができる学校は小学校で56.4％、中学校で51.9％。 

【目標(R9)】 

・通級による指導を⾃校で受けることができる小・中学校の割合を100％にする。 

【進め方】 

・府が市町村⽀援教育担当指導主事会や市町村教育委員会へのヒアリングなどの機会を通じ、通級
指導の実施体制、巡回体制に関する好事例や先進事例を発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

通級による指導を自校で受ける
ことができる小・中学校の割合
（％） 

小学校 73.8 
（100） 56.4 95.6 98.4 ◎ 

中学校 71.1 
（100） 51.9 97.4 99.0 ◎ 
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【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R5達成状況 

小・中学校において、支援学級の子ども
たち一⼈ひとりの障がいの状況等に応じ
た特別の教育課程の編成と確実な実施を
実現する。 

小・中学校 

・府が、地域の小・中学校訪問（政令市を
除く41市町村63校を訪問）を実施し、
一人ひとりの障がいの状況等に応じた特
別の教育課程の編成と確実な実施につい
て、市町村教育委員会や当該校へ指導・
助言を⾏った。 

◎ 

◆通級による指導 

【現状(R4)】 
・通級による指導のニーズが年々⾼まっている一方で、通級による指導（巡回指導含む）を⾃校で 

受けることができる学校は小学校で56.4％、中学校で51.9％。 

【目標(R9)】 

・通級による指導を⾃校で受けることができる小・中学校の割合を100％にする。 

【進め方】 

・府が市町村⽀援教育担当指導主事会や市町村教育委員会へのヒアリングなどの機会を通じ、通級
指導の実施体制、巡回体制に関する好事例や先進事例を発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

通級による指導を自校で受ける
ことができる小・中学校の割合
（％） 

小学校 73.8 
（100） 56.4 95.6 98.4 ◎ 

中学校 71.1 
（100） 51.9 97.4 99.0 ◎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小・中学校における「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用による一貫した指導・  

支援体制の構築 

障がいのある子どもたちに、一人ひとりの教育ニーズに対する一貫した指導・⽀援を⾏う。 

 
◆個別の教育支援計画 
【現状(R4)】 

・保護者参画のもと作成した「個別の教育⽀援計画」を活用し、医療・福祉機関との連携を⾏う 
学校の割合は、小学校で74.7%、中学校で70.9％。 

【目標(R9)】 

   ・個別の教育⽀援計画を活用し、医療機関等との連携を⾏う小・中学校の割合を第２次計画終了 
時点で100％にすることをめざし、90％以上にする。 

【進め方】 

・府が、市町村教育委員会へのヒアリングの機会等を通じ、個別の教育⽀援計画の活用好事例を 
発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

個別の教育支援計画を活用
し、医療機関等との連携を⾏
う小・中学校の割合（％） 

小学校 80.8 
（90.0以上） 

74.7 86.7 92.6 ◎ 

中学校 78.5 
（90.0以上） 

70.9 84.8 88.7 ◎ 

◆個別の指導計画 
【現状(R4)】 

・小・中学校においては、「個別の指導計画」を活用し、子どもたちへの指導の目標・内容・評価を
学校全体で共有する指導体制を構築。 

【目標(R9)】 
・校内⽀援委員会等を開催し、子どもたちの指導の目標等の情報共有を組織的に実施している小・

中学校の割合を100％にする。 

【進め方】 
 ・府が市町村教育委員会へのヒアリングなどを⾏い、活用状況の確認や指導・助言を実施する。 
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【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

校内支援委員会等を開催し、 
子どもたちの指導の目標等の情
報共有を組織的に実施している
小・中学校の割合（％） 

小学校 100 － 100 100 ◎ 

中学校 100 － 100 100 ◎ 

 

 

■府⽴⾼校における通級による指導の充実 

府⽴⾼校で学ぶ、発達障がいやその特性のある子どもたちへの指導・⽀援を充実し、子どもたちが 

学習上、生活上で困っていることを解消・改善し、子どもたちの学習意欲や⾃己肯定感の向上を図る。 

 

【今後のスケジュール】 

R5 R6 R7 R8 R9 

国加配を活用した通級指導教室設置校の充実（令和５（2023）年度時点で11校） 
     

通級指導教室の設
置の拡充の検討     

     
研修等を通じた教
員の専門性の充実     

【「具体的事業等」の達成状況】 

進捗等 

・発達障がいや、その特性のある生徒を対象とした通級による指導を、府⽴⾼校11校において実施。 
また、教育庁内に外部有識者等からなる「⼤阪府⽴⾼等学校通級指導運営委員会」を設置し、学識経験
者から子どもたちへの指導内容等に関する指導助言の機会を設けた。また、通級指導担当における担当
者連絡会を実施。 

 
 

■医療的ケアが必要な子どもたちが安全・安心に学ぶことができる環境づくりの促進 

医療的ケアを必要とする子どもたちが、安全・安心に学校生活を送ることができるよう、府⽴学校 
の教職員の理解を深めるとともに、小・中学校での受け入れ体制の整備を促進する。 

 
◆小・中学校 
【現状(R4)】 

・医療的ケアの必要な子どもたちが就学したことのある市町村は36市町村。 

【目標(R9)】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが就学した市町村の数を計画策定時（36市町村）よりも増加させる。  

− 8−− 8−



 

 
【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

校内支援委員会等を開催し、 
子どもたちの指導の目標等の情
報共有を組織的に実施している
小・中学校の割合（％） 

小学校 100 － 100 100 ◎ 

中学校 100 － 100 100 ◎ 

 

 

■府⽴⾼校における通級による指導の充実 

府⽴⾼校で学ぶ、発達障がいやその特性のある子どもたちへの指導・⽀援を充実し、子どもたちが 

学習上、生活上で困っていることを解消・改善し、子どもたちの学習意欲や⾃己肯定感の向上を図る。 

 

【今後のスケジュール】 

R5 R6 R7 R8 R9 

国加配を活用した通級指導教室設置校の充実（令和５（2023）年度時点で11校） 
     

通級指導教室の設
置の拡充の検討     

     
研修等を通じた教
員の専門性の充実     

【「具体的事業等」の達成状況】 

進捗等 

・発達障がいや、その特性のある生徒を対象とした通級による指導を、府⽴⾼校11校において実施。 
また、教育庁内に外部有識者等からなる「⼤阪府⽴⾼等学校通級指導運営委員会」を設置し、学識経験
者から子どもたちへの指導内容等に関する指導助言の機会を設けた。また、通級指導担当における担当
者連絡会を実施。 

 
 

■医療的ケアが必要な子どもたちが安全・安心に学ぶことができる環境づくりの促進 

医療的ケアを必要とする子どもたちが、安全・安心に学校生活を送ることができるよう、府⽴学校 
の教職員の理解を深めるとともに、小・中学校での受け入れ体制の整備を促進する。 

 
◆小・中学校 
【現状(R4)】 

・医療的ケアの必要な子どもたちが就学したことのある市町村は36市町村。 

【目標(R9)】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが就学した市町村の数を計画策定時（36市町村）よりも増加させる。  

 

 

【進め方】 

・医療的ケアの必要な子どもたちが安心して小・中学校へ就学することができるよう、府が市町村
教育委員会の取組みへの補助や看護師配置への⽀援を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

医療的ケアの必要な子ども
たちが就学した市町村の数 市町村 36よりも 

増加させる 36 38 38 ○ 

◆府⽴学校 
【現状(R4)】 

・府⽴学校においては、医療的ケアを必要とする子どもたちへの配慮事項等を教職員が共有。 
・医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校においては、校内医療的ケア安全 

委員会を設置し、すべての教職員に対して、医療的ケアに係る制度の理解を促し、校内の実施 
体制等を共有。 

【目標(R9)】 

・府⽴学校における⽀援体制の充実に努めるとともに、医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍
するすべての府⽴⽀援学校において、安全安心に学校生活を送ることができるよう、校内医療的
ケア安全委員会の設置や教職員の資質向上等、⽀援体制の充実に引き続き取り組む。 

【進め方】 

・医療的ケアが必要な子どもたちが在籍する府⽴学校に対し、看護師の配置等を⾏う。とりわけ、
医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校において、医療的ケアに係る理解度
チェックを年２回以上実施し、すべての教職員の理解を深める。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

府⽴学校における支援体制の充実に
努めるとともに、医療的ケアを必要
とする子どもたちが在籍するすべて
の府⽴支援学校において、安全安心
に学校生活を送ることができるよ
う、校内医療的ケア安全委員会の設
置や教職員の資質向上等、支援体制
の充実に引き続き取り組む。 

府⽴学校 

・医療的ケアが必要な子どもたちが在
籍する府⽴学校35校に看護師を配
置。 

・とりわけ、医療的ケアを必要とする
子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校
31校において、医療的ケアに係る理
解度チェックを年に2回実施。 

○ 
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■府⽴支援学校のセンター的機能の強化 

府⽴⽀援学校で培った⽀援教育のノウハウなどを踏まえ、地域の学校園で障がいのある子どもたち

を指導する教員等に対する⽀援を⾏う。 

 

【現状(R4)】 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディングスタッフが、市町村教育委員会の⽀援教育担当者や小・中
学校の⽀援学級担任、通級指導教室担当者等からなる「市町村リーディングチーム」または「⽀
援教育サポート校」と連携、協⼒し、地域の小・中学校、⾼校等に対し、多⾯的な助言を実施。 

【目標(R9)】 

・地域の小・中学校、⾼校等からの要請に応じ、引き続き、府⽴⽀援学校と市町村リーディング 
チームなどが連携した助言等を実施する。 

【進め方】 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディングスタッフを中心に、地域の小・中学校、⾼校等の教職員や
子どもたちの教育ニーズに応じた指導・⽀援や校内体制づくりへの助言を実施する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

地域の小・中学校、⾼校等からの要
請に応じ、引き続き、府⽴支援学校
と市町村リーディングチームなどが
連携した助言等を実施する。 

― 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディン
グスタッフを中心に、地域の小・中
学校、⾼校等1,160の学校園に対
し、教職員や子どもたちの教育ニー
ズに応じた指導・⽀援や校内体制づ
くりへの助言を実施した。 

○ 

 
 
 
■自⽴支援推進校・共生推進校での教育成果の普及 

⾃⽴⽀援推進校や共生推進校で培った⽀援教育に関するノウハウを共有し、障がいのある子ども 

たちへの教科指導等の充実を図るとともに、「ともに学び、ともに育つ」教育をより一層推進する。 

 

【現状(R4)】 

・知的障がい生徒⾃⽴⽀援コースを11校、⾼等⽀援学校の共生推進教室を10校設置。 
・府⽴⾼校からの要請に基づき、⾃⽴⽀援推進校や共生推進校が、障がいのある子どもたちへの 

教科指導等について、指導・助言を実施。 

【目標(R9)】 

・⾃⽴⽀援推進校・共生推進校での教育成果を普及し、引き続き府⽴⾼校における「ともに学び、 
ともに育つ」教育を推進する。 

 

− 10 −− 10 −



 

 
■府⽴支援学校のセンター的機能の強化 

府⽴⽀援学校で培った⽀援教育のノウハウなどを踏まえ、地域の学校園で障がいのある子どもたち

を指導する教員等に対する⽀援を⾏う。 

 

【現状(R4)】 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディングスタッフが、市町村教育委員会の⽀援教育担当者や小・中
学校の⽀援学級担任、通級指導教室担当者等からなる「市町村リーディングチーム」または「⽀
援教育サポート校」と連携、協⼒し、地域の小・中学校、⾼校等に対し、多⾯的な助言を実施。 

【目標(R9)】 

・地域の小・中学校、⾼校等からの要請に応じ、引き続き、府⽴⽀援学校と市町村リーディング 
チームなどが連携した助言等を実施する。 

【進め方】 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディングスタッフを中心に、地域の小・中学校、⾼校等の教職員や
子どもたちの教育ニーズに応じた指導・⽀援や校内体制づくりへの助言を実施する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

地域の小・中学校、⾼校等からの要
請に応じ、引き続き、府⽴支援学校
と市町村リーディングチームなどが
連携した助言等を実施する。 

― 

・府⽴⽀援学校の地域⽀援リーディン
グスタッフを中心に、地域の小・中
学校、⾼校等1,160の学校園に対
し、教職員や子どもたちの教育ニー
ズに応じた指導・⽀援や校内体制づ
くりへの助言を実施した。 

○ 

 
 
 
■自⽴支援推進校・共生推進校での教育成果の普及 

⾃⽴⽀援推進校や共生推進校で培った⽀援教育に関するノウハウを共有し、障がいのある子ども 

たちへの教科指導等の充実を図るとともに、「ともに学び、ともに育つ」教育をより一層推進する。 

 

【現状(R4)】 

・知的障がい生徒⾃⽴⽀援コースを11校、⾼等⽀援学校の共生推進教室を10校設置。 
・府⽴⾼校からの要請に基づき、⾃⽴⽀援推進校や共生推進校が、障がいのある子どもたちへの 

教科指導等について、指導・助言を実施。 

【目標(R9)】 

・⾃⽴⽀援推進校・共生推進校での教育成果を普及し、引き続き府⽴⾼校における「ともに学び、 
ともに育つ」教育を推進する。 

 

 

 

【進め方】 

・府⽴⾼校からの要請に基づき、⾃⽴⽀援推進校や共生推進校が、子どもたちへの教科指導等に 
ついて助言を⾏う。 

・フォーラムなどの開催により、⽀援教育に関する取組みを府⽴⾼校全体で共有する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

自⽴支援推進校・共生推進校での教
育成果を普及し、引き続き府⽴⾼校
における「ともに学び、ともに育
つ」教育を推進する。 

府⽴⾼校 

・令和6年度は、⾃⽴⽀援推進校11
校、共生推進校10校を設置。 

・⾃⽴⽀援推進校から４校を⽀援教育
サポート校と位置づけ、⽀援教育サ
ポート校による府内⾼等学校への訪
問・来校相談（36校68件）や、⽀援
教育コーディネーター連絡会（11
回）を実施。また、教育庁内に専門
家チームを設置し、必要に応じて府
⽴⾼校に専門家を派遣（10校16件）
し、教育⽀援体制等について教育・
医療等の専門的⾒地から指導助言等
を実施。 

○ 

 
 
■小・中学校における校内支援体制の充実 

小・中学校において、障がいのある子どもたちへの系統的・継続的な指導・⽀援が⾏われるよう、 

校内で常に情報共有が図られる体制の構築を促す。 

 

【現状(R4)】 

・⽀援教育コーディネーターを中心に、子どもたちの実態把握や⽀援方策の検討、関係機関との 
連携等を⾏う校内⽀援委員会を⽉１回以上開催した小・中学校の割合は78.1％。 

【目標(R9)】 

・校内⽀援委員会を⽉１回以上開催した小・中学校の割合を、第２次計画終了時点で100％にする 
ことをめざし、90％以上にする。 

【進め方】 

・府が市町村教育委員会へのヒアリングの機会等を通じ、校内⽀援委員会の必要性の説明や、先進 
事例の情報提供を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

校内支援委員会を月１回
以上開催した小・中学校
の割合（％） 

小・中学校 82.9 
（90.0以上） 

78.1 77.0 82.6 △ 
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基本方針２ 豊かな心と健やかな体の育成 
 
重点取組⑧ 豊かな心のはぐくみ 

➤具体的事業等 

■⼈権教育の推進 

子どもたちの人権を尊重する意識・態度を育成する。 

 

【現状(R4)】 

・「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」に基づき、人権課題に係る研究授業を実施している
学校は小学校で86.1％※、中学校で82.5％※。 

・すべての府⽴学校において、人権をテーマにした教育を子どもたちにホームルームや授業等で 
複数回実施。 

【目標(R9)】 

・人権教育のための教材集や資料を活用した指導が⾏われるよう、人権課題に係る研究授業を実施
している小・中学校を100％にする。 

・人権をテーマにした教育を子どもたちにホームルームや授業等で複数回実施している府⽴学校の
割合について、引き続き100％を維持する。 

【進め方】 

・教職員向け研修会やフォーラム等を通じ、指導方法や指導例、実践の成果を発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

⼈権教育のための教材集や資
料を活用した指導が⾏われる
よう、⼈権課題に係る研究授
業を実施している小・中学校
の割合（％） 

小学校 91.7 
（100） 86.1※前年度 

87.5 
89.7 △ 

R4:86.6 

中学校 89.5 
（100） 82.5※前年度 

87.0 
89.8 ◎ 

R4:80.7 
⼈権をテーマにした教育を子
どもたちにホームルームや授
業等で複数回実施している府
⽴学校の割合（％） 

府⽴学校 100 100 100 100 ◎ 
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基本方針２ 豊かな心と健やかな体の育成 
 
重点取組⑧ 豊かな心のはぐくみ 

➤具体的事業等 

■⼈権教育の推進 

子どもたちの人権を尊重する意識・態度を育成する。 

 

【現状(R4)】 

・「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」に基づき、人権課題に係る研究授業を実施している
学校は小学校で86.1％※、中学校で82.5％※。 

・すべての府⽴学校において、人権をテーマにした教育を子どもたちにホームルームや授業等で 
複数回実施。 

【目標(R9)】 

・人権教育のための教材集や資料を活用した指導が⾏われるよう、人権課題に係る研究授業を実施
している小・中学校を100％にする。 

・人権をテーマにした教育を子どもたちにホームルームや授業等で複数回実施している府⽴学校の
割合について、引き続き100％を維持する。 

【進め方】 

・教職員向け研修会やフォーラム等を通じ、指導方法や指導例、実践の成果を発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

⼈権教育のための教材集や資
料を活用した指導が⾏われる
よう、⼈権課題に係る研究授
業を実施している小・中学校
の割合（％） 

小学校 91.7 
（100） 86.1※前年度 

87.5 
89.7 △ 

R4:86.6 

中学校 89.5 
（100） 82.5※前年度 

87.0 
89.8 ◎ 

R4:80.7 
⼈権をテーマにした教育を子
どもたちにホームルームや授
業等で複数回実施している府
⽴学校の割合（％） 

府⽴学校 100 100 100 100 ◎ 

 
 
 

 

 

 

 

■障がい理解教育の推進 

子どもたちが、障がいについて正しく理解・認識するための指導の充実と取組みの推進を学校に 

促す。 

 
◆子どもたちへの教育 
【現状(R4)】 

・障がいのある人との出会いやふれあいなどを通じて、障がいのある人について理解を深める 
障がい理解教育を実施している小・中学校、府⽴⾼校の割合は100％。 

【目標(R9)】 

・障がい理解教育を実施する小・中学校、府⽴⾼校を引き続き100％にする。 

【進め方】 

・小・中学校において、⽇常的な関わりの中で、お互いの理解を深め、一人ひとりを尊重し、違い
を認め合う集団づくりを進める。 

・府⽴⾼校においては、家庭科や保健体育科等の授業で、障がい理解をテーマに、アイマスク体験
や⾞椅子体験等を取り入れる。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

障がい理解教育を実施する
小・中学校、府⽴⾼校の割合
（％） 

小・中学校 100 100 100 100 ◎ 

府⽴⾼校 100 100 100 100 ◎ 

◆教員の指導⼒ 

【現状(R4)】 

・小・中学校及び府⽴学校の教員を対象に、毎年度、教員のニーズを踏まえたテーマ設定を⾏い、
実施する障がい理解教育研修会の受講者の肯定的評価は99.6％。 

【目標(R9)】 
・参加者が研修内容を⾃校で共有できるよう、毎回、研修受講者の肯定的評価を100％にする。 

【進め方】 

・府が引き続き障がい理解教育研修会を毎年度実施するとともに、研修内容を充実させる。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

研修受講者の肯定的評価の割合
（％） 小・中・⾼ 100 99.6 96.4 98.1 × 
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■いじめが起こらない人間関係づくり 
子どもたちのいじめは絶対に許されないという人権感覚や、いじめに向かわない態度や⼒を育成する。 

 
◆子どもたちへの教育 
【現状(R4)】 

・小・中学校において、道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導を⾏った
学校は1,421校※、児童・生徒会活動等で、子どもたち一人ひとりがいじめの問題に向き合い、主
体的な人間関係や仲間づくりを⾏った学校は1,314校※。 

・府⽴高校において、いじめの未然防⽌教育等、いじめをテーマとした人権教育を⾏った学校は149
校中94校※、人間関係や仲間づくりをテーマとした人権教育を⾏った学校は149校中90校※。 

・府⽴⽀援学校において、いじめ未然防⽌教育等、いじめをテーマとした人権教育を⾏った学校は
46校中43校、人間関係や仲間づくりをテーマとした人権教育を⾏った学校は46校中46校。 

【目標(R9)】 
・より良い人間関係の形成や⾃⼰実現を図る意欲・態度の育成をはじめ、いじめの未然防⽌教育や、 

いじめに関する人権教育をすべての小・中学校、府⽴学校で実施する。 
・子どもたちが⾃らいじめについて考える機会が確保されるよう、児童・生徒会活動等で人間関係

や仲間づくりを実施する小・中学校、府⽴⽀援学校の割合を100％にする。 

【進め方】 
・子どもたち⾃らがいじめをなくすことについて考え、⾏動する取組みとして、府内全市町村の中

学校生徒会の代表者が集まる生徒会サミットの実施や、児童会生徒会担当教員等連絡会において
好事例を発信する。 

・府⽴学校においては、毎年人間関係や仲間づくりに関する指導⽅法や指導例、実践の成果を、 
教職員向け研修会等を通じて発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

より良い人間関係の形成
や自己実現を図る意欲・
態度の育成をはじめ、 
いじめの未然防止教育
や、いじめに関する人権
教育をすべての小・中学
校、府⽴学校で実施す
る。（％） 

小・中学校 99.2 
（100） 98.7※前年度 98.9※前年度 99.4※前年度 ◎ 

府⽴高校 82.9 
（100） 71.5 76.3 78.4 △ 

府⽴⽀援 96.1 
（100） 93.5 100 100 ◎ 

子どもたちが自らいじめ
について考える機会が確
保されるよう、児童・生
徒会活動等で人間関係や
仲間づくりを実施する
小・中学校、府⽴⽀援学
校の割合（％） 

小・中学校 94.8 
（100） 91.3※前年度 91.9※前年度 89.5※前年度 ✖ 

府⽴⽀援 62.1 
（100） 36.9※前年度 50.0※前年度 56.5※前年度 △ 
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■いじめが起こらない人間関係づくり 
子どもたちのいじめは絶対に許されないという人権感覚や、いじめに向かわない態度や⼒を育成する。 

 
◆子どもたちへの教育 
【現状(R4)】 

・小・中学校において、道徳や学級活動の時間にいじめにかかわる問題を取り上げ、指導を⾏った
学校は1,421校※、児童・生徒会活動等で、子どもたち一人ひとりがいじめの問題に向き合い、主
体的な人間関係や仲間づくりを⾏った学校は1,314校※。 

・府⽴高校において、いじめの未然防⽌教育等、いじめをテーマとした人権教育を⾏った学校は149
校中94校※、人間関係や仲間づくりをテーマとした人権教育を⾏った学校は149校中90校※。 

・府⽴⽀援学校において、いじめ未然防⽌教育等、いじめをテーマとした人権教育を⾏った学校は
46校中43校、人間関係や仲間づくりをテーマとした人権教育を⾏った学校は46校中46校。 

【目標(R9)】 
・より良い人間関係の形成や⾃⼰実現を図る意欲・態度の育成をはじめ、いじめの未然防⽌教育や、 

いじめに関する人権教育をすべての小・中学校、府⽴学校で実施する。 
・子どもたちが⾃らいじめについて考える機会が確保されるよう、児童・生徒会活動等で人間関係

や仲間づくりを実施する小・中学校、府⽴⽀援学校の割合を100％にする。 

【進め方】 
・子どもたち⾃らがいじめをなくすことについて考え、⾏動する取組みとして、府内全市町村の中

学校生徒会の代表者が集まる生徒会サミットの実施や、児童会生徒会担当教員等連絡会において
好事例を発信する。 

・府⽴学校においては、毎年人間関係や仲間づくりに関する指導⽅法や指導例、実践の成果を、 
教職員向け研修会等を通じて発信する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

より良い人間関係の形成
や自己実現を図る意欲・
態度の育成をはじめ、 
いじめの未然防止教育
や、いじめに関する人権
教育をすべての小・中学
校、府⽴学校で実施す
る。（％） 

小・中学校 99.2 
（100） 98.7※前年度 98.9※前年度 99.4※前年度 ◎ 

府⽴高校 82.9 
（100） 71.5 76.3 78.4 △ 

府⽴⽀援 96.1 
（100） 93.5 100 100 ◎ 

子どもたちが自らいじめ
について考える機会が確
保されるよう、児童・生
徒会活動等で人間関係や
仲間づくりを実施する
小・中学校、府⽴⽀援学
校の割合（％） 

小・中学校 94.8 
（100） 91.3※前年度 91.9※前年度 89.5※前年度 ✖ 

府⽴⽀援 62.1 
（100） 36.9※前年度 50.0※前年度 56.5※前年度 △ 

 

 

◆教員の指導⼒ 
【現状(R4)】 

・小・中学校、府⽴学校の初任者、小・中学校の10年経験者及び府⽴学校の２年から４年の経験者
に対して研修を実施。 

・小・中学校、府⽴学校の生徒指導担当者に対して悉皆で研修を実施。 
・上記研修の受講者数は2,030人。 

【目標(R9)】 
・いじめの防⽌に関する研修について、引き続き悉皆で実施するとともに、多くの教員が研修を 

受講し、指導⼒、対応⼒を⾼められるようにする。 

【進め方】 
・いじめの防⽌に関する研修の対象者をすべての小・中学校、府⽴学校の教員に拡⼤する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

いじめの防止に関する研修につい
て、引き続き悉皆で実施するととも
に、多くの教員が研修を受講し、指
導⼒、対応⼒を⾼められるようにす
る。 

小・中学校 

・府域すべての中学校（285校）、小学
校（591校）において教職員を対象
としたいじめへの対応と未然防⽌に
かかる研修を悉皆で実施した。 

◎ 

府⽴学校 

・府⽴学校生徒指導課題研修（悉皆研
修）において実施 

・「生徒指導上の今⽇的課題について」 

・「いじめの問題について」 

（各校、各課程１名以上の参加） 

◎ 

 
 

 

■情報モラルの育成 

子どもたちの、インターネット上での情報発信をはじめ、⾃他の人権を尊重した節度ある情報発信

を⾏う意識・態度を育成する。 

 

【現状(R4)】 
・インターネットを通じて⾏われるいじめの防⽌や効果的な対処のための啓発活動を実施している   

学校は小・中学校で78.9％※、府⽴⾼校で63.5％※、府⽴⽀援学校で52.2％※。 

【目標(R9)】 
・さまざまな授業、教育活動の場⾯を通じ、子どもたちがインターネットやSNSなどの有用性・ 

危険性を理解し、インターネット上でのいじめ防⽌や効果的な対処を⾝につけられるよう、啓発
活動を実施する小・中学校、府⽴学校の割合を100％にする。 
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【進め方】 

・府⽴⽀援学校において、子どもたちの障がいの状況や、スマートフォンなどの利用実態に即した
指導の年間計画を策定する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

さまざまな授業、教育活動
の場面を通じ、子どもたち
がインターネットやSNSな
どの有用性・危険性を理解
し、インターネット上での
いじめ防止や効果的な対処
を身につけられるよう、啓
発活動を実施する小・中学
校、府⽴学校の割合（％） 

小・中学校 87.3 
（100） 78.9※前年度 78.1※前年度 93.5※前年度 ◎ 

府⽴⾼校 78.1 
（100） 63.5※前年度 71.3※前年度 63.7※前年度 △ 

府⽴⽀援 71.3 
（100） 52.2※前年度 47.8※前年度 65.2※前年度 △ 

 

 

 

■居住地校交流、学校間交流の充実 

子どもたちが、障がいの有無に関わらず、互いに尊重しながら協働して生活していく態度を育成する。  

 
◆居住地校交流 
【現状(R4)】 
 ・居住地校への授業参加等の交流を希望する府⽴⽀援学校の子どもたちのうち、交流を実施できて   

いる子どもの割合は小学部で86.9％、中学部で82.1％。 

【目標(R9)】 

・希望する府⽴⽀援学校の子どもたちが教育課程に基づく居住地校交流を100％実現できるようにする。 

【進め方】 
・府と市町村担当者が連携し、小・中学校及び府⽴⽀援学校に対し、実施方法の助言や好事例の 

発信等を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

希望する府⽴支援学校の子ど
もたちが教育課程に基づく居
住地校交流を実施する割合
（％） 

府⽴⽀援 
（小学部） 

92.1 
（100） 86.9 96.8 96.0 ◎ 

府⽴⽀援 
（中学部） 

89.3 
（100） 82.1 92.8 91.7 ◎ 
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【進め方】 

・府⽴⽀援学校において、子どもたちの障がいの状況や、スマートフォンなどの利用実態に即した
指導の年間計画を策定する。 

【「具体的事業等」の達成状況】 

項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

さまざまな授業、教育活動
の場面を通じ、子どもたち
がインターネットやSNSな
どの有用性・危険性を理解
し、インターネット上での
いじめ防止や効果的な対処
を身につけられるよう、啓
発活動を実施する小・中学
校、府⽴学校の割合（％） 

小・中学校 87.3 
（100） 78.9※前年度 78.1※前年度 93.5※前年度 ◎ 

府⽴⾼校 78.1 
（100） 63.5※前年度 71.3※前年度 63.7※前年度 △ 

府⽴⽀援 71.3 
（100） 52.2※前年度 47.8※前年度 65.2※前年度 △ 

 

 

 

■居住地校交流、学校間交流の充実 

子どもたちが、障がいの有無に関わらず、互いに尊重しながら協働して生活していく態度を育成する。  

 
◆居住地校交流 
【現状(R4)】 
 ・居住地校への授業参加等の交流を希望する府⽴⽀援学校の子どもたちのうち、交流を実施できて   

いる子どもの割合は小学部で86.9％、中学部で82.1％。 

【目標(R9)】 

・希望する府⽴⽀援学校の子どもたちが教育課程に基づく居住地校交流を100％実現できるようにする。 

【進め方】 
・府と市町村担当者が連携し、小・中学校及び府⽴⽀援学校に対し、実施方法の助言や好事例の 

発信等を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

希望する府⽴支援学校の子ど
もたちが教育課程に基づく居
住地校交流を実施する割合
（％） 

府⽴⽀援 
（小学部） 

92.1 
（100） 86.9 96.8 96.0 ◎ 

府⽴⽀援 
（中学部） 

89.3 
（100） 82.1 92.8 91.7 ◎ 

 

 

 

 

◆学校間交流 
【現状(R4)】 

・府⽴⽀援学校が小・中学校、⾼校等との交流を実施している割合は小学部で95％、中学部92％、
⾼等部で100％。 

【目標(R9)】 
 ・府⽴⽀援学校のすべての学部において、学校間交流が100％実施されるようにする。 

【進め方】 
・オンライン交流等、交流方法の⼯夫を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

府⽴支援学校のすべての学
部において、学校間交流が
実施される割合（％） 

府⽴⽀援 
（小学部） 

97.0 
（100） 95.0 97.4 97.4 ◎ 

府⽴⽀援 
（中学部） 

95.2 
（100） 92.0 94.9 94.9 △ 

府⽴⽀援 
（⾼学部） 100 100 97.6 97.6 × 
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基本方針３ 将来をみすえた自主性・自⽴性の育成 
 
重点取組⑬ 夢や志を持って粘り強くチャレンジする姿勢の育成 

➤具体的事業等 

■府⽴支援学校における進路指導の充実 

小学部から⾼等部までの系統的なキャリア教育を実施するとともに、早期からのキャリア教育や職業

教育を充実し、時代のニーズに応じて子どもたちが社会的に⾃⽴できる⼒を育成する。 

 

【現状(R4)】 

・企業連携等による府⽴⽀援学校中学部向けの職場体験実習を令和元（2019）年度から実施。 
・府⽴⽀援学校中学部において、職場体験実習等を実施する府⽴⽀援学校の割合は、48.7％。 
・府⽴⽀援学校⾼等部において、子どもたちのニーズに応じた職場実習等を実施。 

 
【目標(R9)】 

・早期からのキャリア教育、職業教育を推進するとともに、府⽴⽀援学校中学部における職場体験
実習等の実施率を100％にする。 
 

【進め方】 
・キャリアプランニングマトリクスなどを活用する。 
 ・好事例を収集し、すべての府⽴⽀援学校において共有を図るとともに、府⽴⽀援学校⾼等部に 

おいて、企業及び関係機関と連携し、職場実習等の充実を図る。 
 ・教育・福祉・労働等の庁内関係部局の協⼒体制を強化し、公⺠連携や地域産業と積極的に連携 

することで、職場体験実習の受入れ企業を拡充する。 
・就労⽀援研修の改善により、教員の専門性向上・進路指導の充実を図る。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

早期からのキャリア教育、
職業教育を推進するととも
に、府⽴支援学校中学部に
おける職場体験実習等の実
施率（％） 

府⽴⽀援 
（中学部） 

69.2 
（100） 48.7 53.8 55.0 △ 
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基本方針３ 将来をみすえた自主性・自⽴性の育成 
 
重点取組⑬ 夢や志を持って粘り強くチャレンジする姿勢の育成 

➤具体的事業等 

■府⽴支援学校における進路指導の充実 

小学部から⾼等部までの系統的なキャリア教育を実施するとともに、早期からのキャリア教育や職業

教育を充実し、時代のニーズに応じて子どもたちが社会的に⾃⽴できる⼒を育成する。 

 

【現状(R4)】 

・企業連携等による府⽴⽀援学校中学部向けの職場体験実習を令和元（2019）年度から実施。 
・府⽴⽀援学校中学部において、職場体験実習等を実施する府⽴⽀援学校の割合は、48.7％。 
・府⽴⽀援学校⾼等部において、子どもたちのニーズに応じた職場実習等を実施。 

 
【目標(R9)】 

・早期からのキャリア教育、職業教育を推進するとともに、府⽴⽀援学校中学部における職場体験
実習等の実施率を100％にする。 
 

【進め方】 
・キャリアプランニングマトリクスなどを活用する。 
 ・好事例を収集し、すべての府⽴⽀援学校において共有を図るとともに、府⽴⽀援学校⾼等部に 

おいて、企業及び関係機関と連携し、職場実習等の充実を図る。 
 ・教育・福祉・労働等の庁内関係部局の協⼒体制を強化し、公⺠連携や地域産業と積極的に連携 

することで、職場体験実習の受入れ企業を拡充する。 
・就労⽀援研修の改善により、教員の専門性向上・進路指導の充実を図る。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

早期からのキャリア教育、
職業教育を推進するととも
に、府⽴支援学校中学部に
おける職場体験実習等の実
施率（％） 

府⽴⽀援 
（中学部） 

69.2 
（100） 48.7 53.8 55.0 △ 

 
 
 
 
 
 
 

 

基本方針６ 学びを支える環境整備 
 
重点取組⑳ 施設等の計画的な整備の推進 

➤具体的事業等 

■府⽴支援学校における特別支援学校設置基準等を踏まえた教育環境の充実 

知的障がいのある子どもたちの増加やそれに伴う教室不⾜の状況、国が新たに制定した特別⽀援学校 

設置基準（令和３（2021）年⽂部科学省令第45号）を踏まえ、特別⽀援学校設置基準の適合や教室

不⾜の解消のために、新校整備等をはじめ、必要となる教育環境を確保する。 

 

【今後のスケジュール】 
R5 R6 R7 R8 R9 

もと⻄淀川⾼校を活用した新校整備 
 

⼯事 
★ 
開校    

生野⽀援学校の⼤阪わかば⾼校敷地内への移転・併設整備 
 

設計・⼯事  ★ 
開校 

豊能地域・⼤阪市北東部における閉校した⾼校等を活用した新校整備（２校程度） 
 

基本計画・設計・⼯事 
設置基準の適合や教室不⾜の解消のために必要となる学校整備等の検討（５校程度） 

 

【「具体的事業等」の達成状況】 

進捗等 

・元⻄淀川⾼校を活用した出来島⽀援学校を令和６年４⽉に開校した。 
・また、生野⽀援学校の移転整備に係る実施設計を⾏うとともに、豊能地域と⼤阪市北東部において新た

な知的障がい⽀援学校の整備に係る基本設計を⾏い、北河内地域においても、交野⽀援学校四條畷校に
小学部を設置し本校化するための基本計画を策定した。 

 
 
 
■府⽴支援学校におけるバス通学の充実 

府⽴⽀援学校に在籍する子どもたちの障がいの状況等が重度・重複化、多様化している状況等を 
踏まえ、⻑時間乗⾞による子どもたちの負担を軽減する。 
 

【現状(R4)】 
・60分を超える乗⾞時間を要する子どもたちの割合は2.3％。 

【目標(R9)】 
・60分を超える乗⾞時間を要する子どもたちの割合を計画策定時（2.3％）より減少させる。 
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【進め方】 

・乗⾞時間短縮を考慮したコース編成への⾒直しを毎年度⾏うことに加え、新校整備等による教育 
環境の確保を図りながら、有料道路の活用等の対策を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

60分を超える乗⾞時間を要
する子どもたちの割合（％） 府⽴⽀援 2.3％より

減少させる 2.3 2.6 2.3 △ 

 

 

 
■医療的ケアが必要な子どもたちが安全・安心に学ぶことができる環境づくりの促進  ※再掲※ 

医療的ケアを必要とする子どもたちが、安全・安心に学校生活を送ることができるよう、 

府⽴学校の教職員の理解を深めるとともに、小・中学校での受け入れ体制の整備を促進する。 

 

◆小・中学校 
【現状(R4)】 

・医療的ケアの必要な子どもたちが就学したことのある市町村は36市町村。 

【目標(R9)】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが就学した市町村の数を計画策定時（36市町村）よりも増加させる。 

【進め方】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが安心して小・中学校へ就学することができるよう、府が市町村

教育委員会の取組みへの補助や看護師配置への⽀援を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

医療的ケアの必要な子ども
たちが就学した市町村の数 市町村 36よりも 

増加させる 36 38 38 ○ 

◆府⽴学校 
【現状(R4)】 

・府⽴学校においては、医療的ケアを必要とする子どもたちへの配慮事項等を教職員が共有。 
・医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校においては、校内医療的ケア安全委

員会を設置し、すべての教職員に対して、医療的ケアに係る制度の理解を促し、校内の実施体制
等を共有。 

【目標(R9)】 
・府⽴学校における⽀援体制の充実に努めるとともに、医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍

するすべての府⽴⽀援学校において、安全安心に学校生活を送ることができるよう、校内医療的
ケア安全委員会の設置や教職員の資質向上等、⽀援体制の充実に引き続き取り組む。 
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【進め方】 

・乗⾞時間短縮を考慮したコース編成への⾒直しを毎年度⾏うことに加え、新校整備等による教育 
環境の確保を図りながら、有料道路の活用等の対策を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

60分を超える乗⾞時間を要
する子どもたちの割合（％） 府⽴⽀援 2.3％より

減少させる 2.3 2.6 2.3 △ 

 

 

 
■医療的ケアが必要な子どもたちが安全・安心に学ぶことができる環境づくりの促進  ※再掲※ 

医療的ケアを必要とする子どもたちが、安全・安心に学校生活を送ることができるよう、 

府⽴学校の教職員の理解を深めるとともに、小・中学校での受け入れ体制の整備を促進する。 

 

◆小・中学校 
【現状(R4)】 

・医療的ケアの必要な子どもたちが就学したことのある市町村は36市町村。 

【目標(R9)】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが就学した市町村の数を計画策定時（36市町村）よりも増加させる。 

【進め方】 
・医療的ケアの必要な子どもたちが安心して小・中学校へ就学することができるよう、府が市町村

教育委員会の取組みへの補助や看護師配置への⽀援を⾏う。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 目標 計画策定時 R5実績 R6実績 R6達成状況 

医療的ケアの必要な子ども
たちが就学した市町村の数 市町村 36よりも 

増加させる 36 38 38 ○ 

◆府⽴学校 
【現状(R4)】 

・府⽴学校においては、医療的ケアを必要とする子どもたちへの配慮事項等を教職員が共有。 
・医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校においては、校内医療的ケア安全委

員会を設置し、すべての教職員に対して、医療的ケアに係る制度の理解を促し、校内の実施体制
等を共有。 

【目標(R9)】 
・府⽴学校における⽀援体制の充実に努めるとともに、医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍

するすべての府⽴⽀援学校において、安全安心に学校生活を送ることができるよう、校内医療的
ケア安全委員会の設置や教職員の資質向上等、⽀援体制の充実に引き続き取り組む。 

 

 
【進め方】 

・医療的ケアが必要な子どもたちが在籍する府⽴学校に対し、看護師の配置等を⾏う。とりわけ、
医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校において、医療的ケアに係る理解度
チェックを年２回以上実施し、すべての教職員の理解を深める。 

【「具体的事業等」の達成状況】 
項目 学校種等 R6年度の取組状況等 R6達成状況 

府⽴学校における支援体制の充実に
努めるとともに、医療的ケアを必要
とする子どもたちが在籍するすべて
の府⽴支援学校において、安全安心
に学校生活を送ることができるよ
う、校内医療的ケア安全委員会の設
置や教職員の資質向上等、支援体制
の充実に引き続き取り組む。 

府⽴学校 

・医療的ケアが必要な子どもたちが在
籍する府⽴学校35校に看護師を配
置。 

・とりわけ、医療的ケアを必要とする
子どもたちが在籍する府⽴⽀援学校
31校において、医療的ケアに係る理
解度チェックを年に2回実施。 

○ 
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支
援

学
校

在
籍

者
（
幼

～
高

等
部

）
支

援
学

級
在

籍
者

（
小

・
中

・
義

務
教

育
学

校
）

 
（
注

）
大
阪

教
育

大
学
附
属
特
別
支
援
学
校
在
籍
児
童
生
徒
数
は
除
く
 

(
年
度
) 

学
校
教
育
法
一
部
改
正
 

特
殊
教
育
か
ら
特
別
支
援
教
育
に
移
行
 

(
人
) 

 年
度

 

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
締
結
 

障
害
者
基
本
法
一
部
改
正
 

学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
改
正
 

就
学
先
決
定
の
仕
組
み
の
改
正
 

障
害
者
差
別
解
消
法
公
布
 

障
害
者
差
別
解
消
法
施
行
 

国
連
障
害
者
の
10
年
 

ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
1
0年

 

障
害
者
差
別
解
消
法
の
一
部
改
正
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※
＜
推
計
方
法
＞
 

H
28

年
度
推
計
と
同
じ
手
法
（
府
内

5
地
域
（
大
阪
市
・
北
摂
・
北
河
内
・
中
南
河
内
・
泉
州
）
の
過
去

5
年
間
の
支
援
学
校
在
籍
率
（
各
学
部
の
在
籍
数
÷
対
象
年
齢
人
口
）
の
平

均
値
か
ら
回
帰
分
析
（
最
小
二
乗
法
））
。
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
将
来
推
計
人
口
を
ベ
ー
ス
と
し
た
。
 

 

府
立
支
援
学
校
に
在
籍
す
る
知
的
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
の
将
来
推
計
（
Ｒ
２
年
度
）
 


 
Ｈ

２
８

年
度

の
推

計
か

ら
約

２
０

０
人

増
（

１
,
５

９
０

人
）

。
Ｒ

２
～

Ｒ
８

年
度

で
は

、
９

０
０

人
増

。
 


 
Ｈ

２
９

～
Ｒ

２
年

度
の

い
ず

れ
の

年
度

に
お

い
て

も
、

実
績

値
が

Ｈ
２

８
年

度
の

推
計

を
上

回
っ

た
。

 

 
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１１
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※
「

通
級

に
よ
る

指
導
」
と

は
、
通

常
の

学
級
に

在
籍

す
る

障
が

い
が

あ
る

児
童

生
徒

に
対

し
、
各

教
科

等
の
大

部
分

の
指

導
を

通
常

の
学

級
で

行
い

つ
つ

、
一

部
の

授
業

に
つ

い
て
、 

障
が

い
の
特

性
に

応
じ

た
特

別
の

指
導

を
特

別
な

場
（

通
級

指
導

教
室

）
で

行
う

も
の

。
 

府
内
小
・
中
学
校
等
の
通
級
に
よ
る
指
導
担
当
教
員
配
置
数
・
児
童
生
徒
数
の
推
移
 


 

府
内
小
・

中
学
校
等
の

通
級
に
よ
る

指
導
担
当
教

員
配
置
数
・

児
童
生
徒
数

は
、
年
々
増

加
。
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R2
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R4
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R7

中
学

校
・

義
務

教
育

学
校

後
期

課
程

小
学

校
・

義
務

教
育

学
校

前
期

課
程

児
童

生
徒

数

（
配

置
数
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（
年

度
）

 

（
人
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１　学級数及び幼児児童生徒数の推移

幼稚部 2 17 4 36 4 31 5 35 4 19

小学部 28 131 32 128 26 113 25 1 72 2 19 60

中学部 21 102 20 86 19 77 16 1 64 2 11 1 35 2

高等部 50 380 61 397 59 370 58 364 50 321

訪　問 1 5 2 4 1 2

小　計 101 630 117 647 109 596 106 2 539 4 85 1 437 2

幼稚部 27 181 35 212 38 186 35 162 30 142

小学部 67 449 65 332 62 291 56 231 45 173

中学部 31 216 37 215 32 158 29 136 29 122

高等部 43 327 44 258 47 282 48 287 34 199

小　計 168 1,173 181 1,017 179 917 168 0 816 0 138 0 636 0

小学部 61 567 141 926 149 839 124 4 614 9 121 2 571 6

中学部 84 585 105 643 107 771 150 4 955 15 127 2 756 3

高等部 14 133 67 616 118 1,082 211 1,924 269 2,347

訪　問 6 20 8 24 4 9

小　計 159 1,285 313 2,185 380 2,712 493 8 3,517 24 521 4 3,683 9

小学部 50 485 78 515 114 531 114 19 444 67 104 5 422 53

中学部 25 234 38 244 57 322 81 12 381 39 69 4 308 16

高等部 12 110 20 184 32 290 66 537 84 633

訪　問 13 60 31 106 9 69

小　計 87 829 136 943 216 1,203 292 31 1,468 106 266 9 1,432 69

小学部 16 98 30 108 29 121 33 4 81 9 20 3 42 14

中学部 12 78 18 92 20 81 23 4 82 12 21 4 80 12

高等部 3 12 3 17 4 24 3 19

訪　問 2 9 8 21 7 26

小　計 28 176 51 212 54 228 68 8 208 21 51 7 167 26

幼稚部 29 198 39 248 42 217 40 0 197 0 34 0 161 0

小学部 222 1,730 346 2,009 380 1,895 352 28 1,442 87 309 10 1,268 73

中学部 173 1,215 218 1,280 235 1,409 299 21 1,618 68 257 11 1,301 33

高等部 119 950 195 1,467 259 2,041 387 0 3,136 0 440 0 3,519 0

訪　問 0 0 0 0 22 94 49 155 21 106

543 4,093 798 5,004 938 5,656 1,127 6,548 1,061 6,355

   本校 17 23 29 34 35

              計 20 28 33 36 37

   分校 3 5 4 2 2

50 54

学
　
級

60 平成 ２

視
覚
障
が
い

肢
体
不
自
由

病
弱

訪
問
人
員

Ⅲ　支援学校（特別支援学校）の状況

昭和45年　度

障
が
い
別

部
別

人
　
員

学
　
級

知
的
障
が
い

学
校
数

訪
問
人
員

訪
問
学
級

計

(

学
部
別

）

合　　計

学級・人員 訪
問
学
級

人
　
員

人
　
員

注　大阪教育大学附属特別支援学校は除く
　　 訪問学級・訪問人員欄の数字は外数
　　 昭和60年度から訪問欄は再掲
　　 肢体不自由支援学校の生活課程は知的障がいに含む

学
　
級

学
　
級

人
　
員

聴
覚
障
が
い

人
　
員

学
　
級
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6 15 6 12 5 10 5 12 7 16 7 15 6 12

11 25 11 27 10 21 10 21 10 22 8 22 12 27

10 22 8 18 12 24 13 30 14 31 9 21 7 12

31 100 29 90 29 86 28 75 27 75 30 84 32 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 0 162 0 54 0 147 0 56 0 141 0 56 0 138 0 58 0 144 0 54 0 142 0 57 142

31 101 25 76 25 80 22 78 24 75 24 72 26 71

49 136 49 140 45 127 41 117 39 112 40 119 38 104

25 71 25 70 27 77 28 78 25 72 22 60 21 61

30 109 31 109 28 94 24 82 21 77 22 85 27 90

135 0 417 0 130 0 395 0 125 0 378 0 115 0 355 0 109 0 336 0 108 0 336 0 112 326

486 1,887 521 2,071 557 2,225 562 2,289 578 2,380 582 2,467 604 2,637

461 2,025 463 2,066 473 2,121 488 2,178 507 2,307 524 2,416 554 2,577

649 3,664 631 3,548 613 1 3,477 1 609 1 3,493 1 603 1 3,462 1 608 1 3,491 1 601 1 3,455 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,596 0 7,576 0 1,615 0 7,685 0 1,644 1 7,824 1 1,660 1 7,961 1 1,689 1 8,150 1 1,715 1 8,375 1 1,760 8,670

175 20 424 48 181 20 435 50 187 22 456 49 182 25 458 53 176 21 456 44 190 16 487 32 184 14 471 25

122 8 309 14 123 10 309 16 112 10 286 15 116 12 290 20 117 12 285 20 112 15 285 28 109 16 274 29

134 17 381 37 130 15 367 30 127 12 362 28 122 11 349 24 129 11 364 23 119 11 332 23 118 11 334 19

45 99 45 96 44 92 48 97 44 87 42 83 41 73

476 45 1,213 99 479 45 1,207 96 470 44 1,196 92 468 48 1,194 97 466 44 1,192 87 463 42 1,187 83 452 1,152

29 12 63 14 29 13 32 3 28 13 47 9 27 13 41 17 27 13 45 12 27 13 47 16 27 13 55 15

28 7 37 10 28 7 20 1 27 7 34 10 28 7 38 17 28 7 54 6 28 7 52 5 28 7 32 6

3 6 2 4 2 3 1 2 1 1 1 0 1 1

19 24 20 4 20 19 20 34 20 18 20 21 20 21

79 19 130 24 79 20 60 4 77 20 103 19 76 20 115 34 76 20 118 18 76 20 120 21 76 109

37 0 116 0 31 0 88 0 30 0 90 0 27 0 90 0 31 0 91 0 31 0 87 0 32 83

750 32 2,535 62 791 33 2,705 53 827 35 2,876 58 822 38 2,926 70 830 34 3,015 56 847 29 3,142 48 865 27 3,294 40

646 15 2,464 24 647 17 2,483 17 651 17 2,542 25 673 19 2,614 37 691 19 2,749 26 695 22 2,834 33 719 23 2,956 35

847 17 4,260 37 823 15 4,118 30 799 13 4,022 29 784 12 4,001 25 781 12 3,979 24 780 12 3,992 24 779 12 3,971 20

64 123 65 100 65 112 69 132 65 106 63 105 62 95

2,344 9,498 2,357 9,494 2,372 9,642 2,375 9,763 2,398 9,940 2,416 10,160 2,457 10,399

46 46 46 46 46 47 47

49 49 49 49 49 50 50

3 3 3 3 3 3 3

7

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

訪
問
人
員

6

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

訪
問
人
員

訪
問
人
員

令和元

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

3

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

訪
問
人
員

2

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

訪
問
人
員

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員

訪
問
人
員

訪
問
人
員

4 5

学
　
級

訪
問
学
級

人
　
員
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  ２　学校分布図

2233

2211
1199

1188

2200

2222

吹
田
市

豊
中
市

能勢町

豊能町

箕面市

茨木市

高槻市

島
本
町

池
田
市 枚方市

摂津市

守口市

寝屋川市
交野市

四條畷市門真市

大東市
2266

2255

2277

33

55
66

44

1144

11

1111

1122

11771155

88
大阪市

東大阪市

八尾

柏原市
藤井寺市

松原

羽曳野市

太子町

河南町

千
早
赤
阪
村

富田林市

大
阪
狭
山
市

堺市
高石市

泉大津市

忠岡町

和泉

河内長野市

岸和田市

貝
塚
市

熊
取
町

田尻町

泉南市
泉佐野市

阪南市

岬町

3322

3311

3344

3333

4400
3388

4466

4455

（注）図中の番号は所在地を表しています。

2244

2288

3300

4477

大阪府立校 （ 45校 ）
大阪府立の分校 （ ２校 ）
堺市立校 （ ２校 ）
堺市立の分校 （ １校 ）
国立大学法人 （ １校 ）
＊は、高等部に生活課程を設置する学校（４校）

1133

4444

1166

99

4422
4433

22

2299

3366

1100

3377

3399

4411

3355

P.29…①⑩⑮
P.30…⑧㊲㊶
P.31…⑱㉑㉕㉚㉝㊺
P.32…㉒㉔㉖㊳㊵㊼
P.33…③⑪⑫⑬㉙㊱

P.34…②⑦㉔㉜㊼
P.35…⑨⑪㉓㉙㊴
P.36…⑲㉗㉘㉛㉞㊻
P.37…④⑤⑥⑰
P.38…⑯⑳

P.39…㉟
P.40…⑭㊷㊸㊹

学校別概要（P.29～40）対応ページ

大阪市

1（視覚） 府立大阪北視覚支援学校

2（知） 府立東淀川支援学校

3（知） 府立思斉支援学校

4（肢） 府立中津支援学校

5（肢・病）府立光陽支援学校

6（肢） 府立西淀川支援学校

7（知） 府立出来島支援学校

8（聴覚） 府立中央聴覚支援学校

9（肢） 府立堺支援学校大手前分校

10（聴覚） 府立生野聴覚支援学校

11（知） 府立難波支援学校

11（知） 府立なにわ高等支援学校

12（知） 府立生野支援学校

13（知） 府立住之江支援学校

14（知） 大阪教育大学附属特別支援学校

15（視覚） 府立大阪南視覚支援学校

16（肢・知）府立東住吉支援学校

17（肢） 府立平野支援学校

泉北地区

37（聴覚）府立堺聴覚支援学校

38（知） 府立和泉支援学校

39（肢）＊府立堺支援学校

40（知） 府立泉北高等支援学校
41（聴覚）府立だいせん聴覚高等支援学校
42（知） 堺市立百舌鳥支援学校
43（肢） 堺市立百舌鳥支援学校分校
44（知） 堺市立上神谷支援学校

泉南地区
45（知）府立佐野支援学校

46（肢）府立岸和田支援学校
47（知）府立泉南支援学校
47（知）府立すながわ高等支援学校

北河内地区
25（知）府立寝屋川支援学校

26（知）府立守口支援学校

27（肢）府立交野支援学校
28（知）府立交野支援学校四條畷校
29（知）府立枚方支援学校
29（知）府立むらの高等支援学校

中河内地区
30（知） 府立八尾支援学校

31（肢）＊府立東大阪支援学校

32（知） 府立たまがわ高等支援学校

南河内地区
33（知）府立富田林支援学校
34（肢）府立藤井寺支援学校
35（病）府立羽曳野支援学校
36（知）府立西浦支援学校

三島地区

21（知） 府立高槻支援学校

22（知） 府立吹田支援学校

23（肢）＊府立茨木支援学校
24（知） 府立摂津支援学校
24（知） 府立とりかい高等支援学校

豊能地区

18（知） 府立豊中支援学校

19（肢）＊府立箕面支援学校
20（病） 府立刀根山支援学校

77
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     ３　学校別概要（部・学級数などは令和７年５月１日現在）
           ＊「交通アクセス」に記載の「メトロ」は「Osaka Metro」、「シティバス」は「大阪シティバス」のことをそれぞれ示しています。

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 3 9

理療科 理療科

3 6

2 4

小計

高等部

本科

普通科

6

専攻科

18

20 12

保健理療科

電 話 番 号 06-6693-3471 06-6328-7000

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 06-6693-1504 06-6328-5896

本校・分校・分教室 本校 本校

9

中学部 4 7 3 5

幼稚部 3 6

小学部 8 18

学学 校校 名名 ⑮⑮大大阪阪府府立立大大阪阪南南視視覚覚支支援援学学校校 ①①大大阪阪府府立立大大阪阪北北視視覚覚支支援援学学校校

学 校 種 別
知的 知的

所在地
郵便番号 558-0023 533-0013

住所 大阪市住吉区山之内1-10-12 大阪市東淀川区豊里7-5-26

交 通 ア ク セ ス
JR阪和線「我孫子町」駅 南西約400m
南海高野線「我孫子前」駅 東約700m

阪急京都線「上新庄」駅から、シティバス布施駅前
行「大桐一丁目」西約100m
メトロ今里筋線「だいどう豊里」駅 西約100m

中学部 中学部

○ ○

学級数・在籍者数 学級数 在籍者数 学級数 在籍者数

通学区域

〈幼・小・中〉
豊能郡、豊中市、池田市、箕面市、三島
郡、門真市、茨木市、摂津市、枚方市、寝
屋川市、大東市、高槻市、交野市、東大阪
市、八尾市、柏原市、吹田市、四條畷市
＊調整区域
松原市、大阪狭山市、羽曳野市、藤井寺
市、富田林市、南河内郡、河内長野市、生
野区、天王寺区、東成区、守口市

寄 宿 舎 設 置

柔道整復科

56

あり あり

35

合計 35 87

通 学 バ ス 台 数 2 4

保健理療科

設 置 学 部 ･ 学 科

なし

なし

0

⑩⑩大大阪阪府府立立生生野野聴聴覚覚支支援援学学校校

知的

544-0034

大阪市生野区桃谷1-2-1

JR環状線「桃谷」駅 北約400m
JR環状線・近鉄線・メトロ千日前線
「鶴橋」駅 南約400m

06-6717-3366

06-6717-5865

本校

中学部

○

学級数 在籍者数

12 35

20 51

6 19

38

8

22

4

普通科

9 26

3 15 3

理学療法科

保健理療科

0

3 6

3

55 105

天王寺区 ＊東大阪市 堺市
生野区 八尾市 泉大津市
阿倍野区 柏原市 和泉市
住之江区 富田林市 高石市
住吉区 河内長野市 泉北郡
東住吉区 松原市 岸和田市
平野区 羽曳野市 貝塚市
西成区 藤井寺市 泉佐野市

大阪狭山市 泉南市
南河内郡 阪南市

泉南郡

＊東大阪市は、①外環状線の東側は大阪南視覚支援学校の区域とする。

②外環状線の西側は築港枚岡線で南北に二分し、

その北側を、大阪北視覚支援学校の区域とする。

その南側を、大阪南視覚支援学校の区域とする。

（注）大阪南視覚支援学校及び大阪北視覚支援学校の高等部専攻科の通学区域

は府内全域とする。

北 区 東成区 茨木市
都島区 旭 区 摂津市
福島区 城東区 守口市
此花区 鶴見区 枚方市
中央区 寝屋川市
西 区 豊能郡 大東市
港 区 豊中市 門真市
大正区 池田市 四條畷市
浪速区 箕面市 交野市
西淀川区 三島郡 ＊東大阪市
淀川区 吹田市

東淀川区 高槻市

− 29 −− 28 − − 29 −



視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通学区域

〈幼・小・中〉
堺市、泉大津市、和泉市、高石市、岸和田
市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、
泉北郡、泉南郡
＊調整区域
阿倍野区、東住吉区、住之江区、平野区、
住吉区、西成区、松原市、大阪狭山市、羽
曳野市、藤井寺市、富田林市、南河内郡、
河内長野市

府内全域

3565

なし あり

なし

21

通 学 バ ス 台 数

寄 宿 舎 設 置

なし

20

なし

学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地
郵便番号

住所

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

幼稚部

小学部

中学部

本科

在籍者数

32

1

5183

24

7

11

9

アパレル情報科

インテリア科

21

21

12

12

合計 54 19

情報コミュニケーション科

知的知的

小計

○

5

19

情報コミュニケーション科

19

○

3

1

工業テクノロジー科

2

デザイン情報科

4

865

11

普通科

2

普通科

5

1

5

中学部

8

在籍者数

8

7

25

なし

102

学級数

㊲㊲大大阪阪府府立立堺堺聴聴覚覚支支援援学学校校

591-8034

堺市北区百舌鳥陵南町1

JR阪和線「上野芝」駅 南東約1km

学級数

072-257-5471

072-257-3310

本校

中学部

1512

5

高等部

専攻科

ライフサポート科

3

ライフサポート科

工業テクノロジー科

知的

06-6761-1419

540-0005590-0035

シティバス「上本町一丁目」 東北約150m
メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅
北東約600m

JR阪和線・南海高野線「三国ヶ丘」駅 西約1.2㎞

本校

学級数 在籍者数

本校

072-232-6762

⑧⑧大大阪阪府府立立中中央央聴聴覚覚支支援援学学校校㊶㊶大大阪阪府府立立だだいいせせんん聴聴覚覚高高等等支支援援学学校校

大阪市中央区上町1-19-31堺市堺区大仙町1-1

072-232-6761

06-6762-1800

〈幼・小・中〉
北区、都島区、福島区、此花区、淀川区、
港区、大正区、浪速区、西淀川区、西区、
旭区、城東区、鶴見区、中央区、東淀川区
＊調整区域
阿倍野区、東住吉区、住之江区、平野区、
住吉区、西成区、生野区、天王寺区、東成
区、守口市

〈高〉
府内全域

中学部
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視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通学区域

〈幼・小・中〉
堺市、泉大津市、和泉市、高石市、岸和田
市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、
泉北郡、泉南郡
＊調整区域
阿倍野区、東住吉区、住之江区、平野区、
住吉区、西成区、松原市、大阪狭山市、羽
曳野市、藤井寺市、富田林市、南河内郡、
河内長野市

府内全域

3565

なし あり

なし

21

通 学 バ ス 台 数

寄 宿 舎 設 置

なし

20

なし

学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地
郵便番号

住所

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

幼稚部

小学部

中学部

本科

在籍者数

32

1

5183

24

7

11

9

アパレル情報科

インテリア科

21

21

12

12

合計 54 19

情報コミュニケーション科

知的知的

小計

○

5

19

情報コミュニケーション科

19

○

3

1

工業テクノロジー科

2

デザイン情報科

4

865

11

普通科

2

普通科

5

1

5

中学部

8

在籍者数

8

7

25

なし

102

学級数

㊲㊲大大阪阪府府立立堺堺聴聴覚覚支支援援学学校校

591-8034

堺市北区百舌鳥陵南町1

JR阪和線「上野芝」駅 南東約1km

学級数

072-257-5471

072-257-3310

本校

中学部

1512

5

高等部

専攻科

ライフサポート科

3

ライフサポート科

工業テクノロジー科

知的

06-6761-1419

540-0005590-0035

シティバス「上本町一丁目」 東北約150m
メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅
北東約600m

JR阪和線・南海高野線「三国ヶ丘」駅 西約1.2㎞

本校

学級数 在籍者数

本校

072-232-6762

⑧⑧大大阪阪府府立立中中央央聴聴覚覚支支援援学学校校㊶㊶大大阪阪府府立立だだいいせせんん聴聴覚覚高高等等支支援援学学校校

大阪市中央区上町1-19-31堺市堺区大仙町1-1

072-232-6761

06-6762-1800

〈幼・小・中〉
北区、都島区、福島区、此花区、淀川区、
港区、大正区、浪速区、西淀川区、西区、
旭区、城東区、鶴見区、中央区、東淀川区
＊調整区域
阿倍野区、東住吉区、住之江区、平野区、
住吉区、西成区、生野区、天王寺区、東成
区、守口市

〈高〉
府内全域

中学部

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

通 学 バ ス 台 数

62

○

158

121

28

合計

所在地

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

知的

○

知的

○

知的

072-467-2252

JR学研都市線「寝屋川公園」駅 北東約900m
又は「星田」駅 西約1.2㎞ 大阪病院西隣

郵便番号
所在地

交 通 ア ク セ ス
北大阪急行「箕面船場阪大前」駅から、阪急
バス豊中－千里中央「北緑岡小学校前」 北
約300m

中学部 24 103 34 161 23 109

高等部（生活課程） 20

37

学級数

中学部

110

在籍者数

本校

22 132

中学部

○

なし なし

40

072-824-3709

192

21 124

学級数

○

85

06-6840-1801

26

15

学級数学級数

39

中学部

114

在籍者数

本校

072-824-1024

在籍者数

142

180

180

学級数

合計 70 433

郵便番号

豊中市北緑丘2-7-1

学級数・在籍者数

住所

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

小学部

学学 校校 名名

南海本線「泉佐野」駅又はJR阪和線「日根
野」駅から、南海バス犬鳴山行「久の木」
東約900m

072-467-1749

26

06-6840-0787

○

中学部

319 92 448

㊺㊺大大阪阪府府立立佐佐野野支支援援学学校校

寝屋川市寝屋川公園2100

37

12

中学部

32

在籍者数

33

20

中学部

高等部（生活課程）

知的

072-923-6734

0721-34-1675

高槻市富田町1-33-17

569-0814

知的

○

㉚㉚大大阪阪府府立立八八尾尾支支援援学学校校

○

㉑㉑大大阪阪府府立立高高槻槻支支援援学学校校

学 校 種 別

八尾市上之島町南7-6 富田林市大字甘南備216住所

072-696-2836電 話 番 号

㉝㉝大大阪阪府府立立富富田田林林支支援援学学校校

581-0846

知的

○

584-0054

14

学級数・在籍者数

小学部

学学 校校 名名

072-923-4485

572-0854

16

〈小・中・高〉
岸和田市、貝塚市

通 学 バ ス 台 数

なし

106

14

学 校 種 別

560-0001

⑱⑱大大阪阪府府立立豊豊中中支支援援学学校校 ㉕㉕大大阪阪府府立立寝寝屋屋川川支支援援学学校校

寄 宿 舎 設 置

163

在籍者数 学級数

本校

17

598-0021

泉佐野市日根野375

13

なし

JR京都線「摂津富田」駅 南西約600m
阪急京都線「富田」駅 西約400m

近鉄大阪線「河内山本」駅から、近鉄バス
東花園駅前行「上之島町」東約150m

072-693-4363

本校本校

○

138

39485

なし

○

42288

〈小・中〉
豊中市（第一中、第二中、第三中、
第四中、第五中、第八中、第九中、
第十一中、第十三中、第十四中、第
十五中、第十六中、第十七中、第十
八中の校区）、池田市、箕面市、豊
能町、能勢町

〈高〉
豊中市（第一中、第二中、第三中、
第四中、第五中、第八中、第九中、
第十一中、第十三中、第十四中、第
十五中、第十六中、第十七中、第十
八中の校区）、池田市、豊能町、能
勢町

〈小〉
寝屋川市、大東市、四條畷市

〈中〉
寝屋川市

〈高〉
寝屋川市、門真市（守口支援学校中
学部卒業者を含む）

〈小・中〉
高槻市（第一中、第二中、第三中、第四
中、第八中、第九中、柳川中、阿武野中、
城南中、川西中、如是中、芝谷中、阿武山
中の校区）、茨木市（養精中、西中、東中、
豊川中、三島中、北中、西陵中、北陵中、
太田中、彩都西中の校区）、島本町

〈高〉
高槻市（第一中、第二中、第三中、第四
中、第八中、第九中、柳川中、阿武野中、
城南中、川西中、如是中、芝谷中、阿武山
中の校区）、島本町

〈小・中〉
八尾市、東大阪市（ただし、向陽学
園入所児童生徒は西浦支援学校）

〈高〉
八尾市

〈小・中・高〉
富田林市、河内長野市、大阪狭山
市、太子町、河南町、千早赤阪村

通学区域

寄 宿 舎 設 置

通学区域

113

近鉄長野線「富田林」駅から、金剛バス甘南
備・吉年・コロニーセンター前行「府立こん
ごう福祉センター東口」西約700m又は「府立
こんごう福祉センター前」 東約200m

本校

39280

なし

○

0721-34-1677

中学部

26

在籍者数

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

交 通 ア ク セ ス

− 31 −− 30 − − 31 −



視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○

16 95

㊵㊵大大阪阪府府立立泉泉北北高高等等支支援援学学校校

314

本校・分校・分教室

堺市南区原山台2-6

18

70 349

なし

通 学 バ ス 台 数

072-485-3801

JR東海道本線「千里丘」駅から、阪急バス
柱本営業所前行き「上鳥飼」 東約150m

泉北高速鉄道｢栂・美木多｣駅 南東約600m

知的

㉔㉔大大阪阪府府立立摂摂津津支支援援学学校校

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

交 通 ア ク セ ス
JR阪和線「和泉砂川」駅 南約600m
南海本線「樽井」駅から、コミュニティバス
「府立支援学校前」すぐ

学級数在籍者数

341 61

小学部

在籍者数

学 校 種 別

郵便番号

電 話 番 号

〈小・中・高〉
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取
町、田尻町、岬町

なし

合計

小学部 115

103

12

通学区域

寄 宿 舎 設 置

摂津市鳥飼上1-1-15

590-0132

〈小・中・高〉
泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町

高等部（生活課程） 54

51

24 116

本校

072-298-2111

072-291-7953

21

寄 宿 舎 設 置

590-0522

16

18

11

中学部

20 122 19 108

28

072-654-8911

108

在籍者数

○

学級数・在籍者数

072-654-8912 072-485-3813

20 122 75

学級数 学級数

高等部（生活課程）

中学部 中学部

○

中学部 28 125

26

23

16

213

97

62

学級数

15

61

82

273

㉒㉒大大阪阪府府立立吹吹田田支支援援学学校校

564-0054

守口市南寺方東通5-2-2

26 125

121

103

06-6993-2810

○

570-0043

06-6389-9520

京阪本線「守口市」駅から、京阪バス鶴見緑
地行又は世木公園行「寺方東」 南約500m

メトロ御堂筋線・北大阪急行線「江坂」駅
西約１㎞

知的

○

知的

○

知的

交 通 ア ク セ ス

06-6389-95210725-45-8949

㊳㊳大大阪阪府府立立和和泉泉支支援援学学校校

12

吹田市芳野町13-120住所

設 置 学 部 ･ 学 科

学 校 種 別

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

電 話 番 号

学級数・在籍者数

中学部 中学部

○ ○

中学部

○

本校 本校本校

郵便番号 594-0083

和泉市池上町2-4-6

学級数 在籍者数

所在地

中学部

学級数在籍者数 在籍者数

学学 校校 名名 ㉖㉖大大阪阪府府立立守守口口支支援援学学校校

泉南市信達牧野40-1

8

本校本校

通 学 バ ス 台 数

〈高〉
堺市（中区・南区・西区のうち堺市
立上神谷支援学校、福泉中、鳳中の
校区）

○

知的

○

知的

○

通学区域

7

566-0062
所在地

13

合計

なし

〈小・中・高〉
吹田市（第一中、第二中、第三中、
第五中、第六中、片山中、佐井寺
中、南千里中、豊津中、豊津西中、
高野台中、竹見台中の校区）

㊼㊼大大阪阪府府立立泉泉南南支支援援学学校校

住所

なし

学学 校校 名名

〈小・中〉
守口市、門真市

〈高〉
守口市

〈小・中〉
高槻市（五領中、第六中、第七中、
第十中、冠中の校区）、摂津市、茨
木市（南中、東雲中、天王中、平田
中の校区）、吹田市（山田中、西山
田中、山田東中、千里丘中、青山台
中、古江台中の校区）

〈高〉
高槻市（五領中、第六中、第七中、
第十中、冠中の校区）、摂津市、吹
田市（山田中、西山田中、山田東
中、千里丘中、青山台中、古江台中
の校区）

なし なし

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

JR阪和線「信太山」駅 南西約600m

0725-45-9555

76

28

06-6993-2830

− 32 −− 32 −



視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○

16 95

㊵㊵大大阪阪府府立立泉泉北北高高等等支支援援学学校校

314

本校・分校・分教室

堺市南区原山台2-6

18

70 349

なし

通 学 バ ス 台 数

072-485-3801

JR東海道本線「千里丘」駅から、阪急バス
柱本営業所前行き「上鳥飼」 東約150m

泉北高速鉄道｢栂・美木多｣駅 南東約600m

知的

㉔㉔大大阪阪府府立立摂摂津津支支援援学学校校

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

交 通 ア ク セ ス
JR阪和線「和泉砂川」駅 南約600m
南海本線「樽井」駅から、コミュニティバス
「府立支援学校前」すぐ

学級数在籍者数

341 61

小学部

在籍者数

学 校 種 別

郵便番号

電 話 番 号

〈小・中・高〉
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取
町、田尻町、岬町

なし

合計

小学部 115

103

12

通学区域

寄 宿 舎 設 置

摂津市鳥飼上1-1-15

590-0132

〈小・中・高〉
泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町

高等部（生活課程） 54

51

24 116

本校

072-298-2111

072-291-7953

21

寄 宿 舎 設 置

590-0522

16

18

11

中学部

20 122 19 108

28

072-654-8911

108

在籍者数

○

学級数・在籍者数

072-654-8912 072-485-3813

20 122 75

学級数 学級数

高等部（生活課程）

中学部 中学部

○

中学部 28 125

26

23

16

213

97

62

学級数

15

61

82

273

㉒㉒大大阪阪府府立立吹吹田田支支援援学学校校

564-0054

守口市南寺方東通5-2-2

26 125

121

103

06-6993-2810

○

570-0043

06-6389-9520

京阪本線「守口市」駅から、京阪バス鶴見緑
地行又は世木公園行「寺方東」 南約500m

メトロ御堂筋線・北大阪急行線「江坂」駅
西約１㎞

知的

○

知的

○

知的

交 通 ア ク セ ス

06-6389-95210725-45-8949

㊳㊳大大阪阪府府立立和和泉泉支支援援学学校校

12

吹田市芳野町13-120住所

設 置 学 部 ･ 学 科

学 校 種 別

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

電 話 番 号

学級数・在籍者数

中学部 中学部

○ ○

中学部

○

本校 本校本校

郵便番号 594-0083

和泉市池上町2-4-6

学級数 在籍者数

所在地

中学部

学級数在籍者数 在籍者数

学学 校校 名名 ㉖㉖大大阪阪府府立立守守口口支支援援学学校校

泉南市信達牧野40-1

8

本校本校

通 学 バ ス 台 数

〈高〉
堺市（中区・南区・西区のうち堺市
立上神谷支援学校、福泉中、鳳中の
校区）

○

知的

○

知的

○

通学区域

7

566-0062
所在地

13

合計

なし

〈小・中・高〉
吹田市（第一中、第二中、第三中、
第五中、第六中、片山中、佐井寺
中、南千里中、豊津中、豊津西中、
高野台中、竹見台中の校区）

㊼㊼大大阪阪府府立立泉泉南南支支援援学学校校

住所

なし

学学 校校 名名

〈小・中〉
守口市、門真市

〈高〉
守口市

〈小・中〉
高槻市（五領中、第六中、第七中、
第十中、冠中の校区）、摂津市、茨
木市（南中、東雲中、天王中、平田
中の校区）、吹田市（山田中、西山
田中、山田東中、千里丘中、青山台
中、古江台中の校区）

〈高〉
高槻市（五領中、第六中、第七中、
第十中、冠中の校区）、摂津市、吹
田市（山田中、西山田中、山田東
中、千里丘中、青山台中、古江台中
の校区）

なし なし

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

JR阪和線「信太山」駅 南西約600m

0725-45-9555

76

28

06-6993-2830

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

中学部 25 119 21 96 17 78

高等部（生活課程） 21 133 27 15 84

合計 68 338 74 363 46

交 通 ア ク セ ス

06-6683-2622

所在地
郵便番号

知的

559-0022

06-6562-2251

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

メトロ四つ橋線「北加賀屋」駅 西約330m
シティバス「北加賀屋」 西約100m

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

学級数

知的

○

13

06-6758-3784

学級数在籍者数 在籍者数 在籍者数

交 通 ア ク セ ス

本校・分校・分教室

知的

○

○

中学部

○

中学部

○

〈小・中・高〉
阿倍野区、住之江区

学級数 学級数

06-6562-0194

本校

06-6758-5607

本校

メトロ千日前線｢北巽｣駅 南東約800m
JRおおさか東線「長瀬」駅 西約1km
シティバス「巽中学校前」 西約500m

⑪⑪大大阪阪府府立立難難波波支支援援学学校校

556-0027

大阪市浪速区木津川2-3-30

⑫⑫大大阪阪府府立立生生野野支支援援学学校校

544-0014

なし なし

8622

大阪市生野区巽東4-2-47

7

大阪市住之江区緑木1-4-167

18

12

108

知的

224

通学区域

〈小・中・高〉
都島区、旭区、城東区（寝屋川以
北）、鶴見区（寝屋川以北）

90合計 404 81

113

34269

26

JR環状線「芦原橋」駅 西約600m
南海汐見橋線「芦原町」駅 西約200m
シティバス「芦原橋駅前」西約600m

中学部

159

なし

住所

電 話 番 号

○

学学 校校 名名

6214

○

なし

25

33

〈小・中・高〉
中央区、西区、港区、大正区、浪速
区、西成区

通 学 バ ス 台 数

寄 宿 舎 設 置

通学区域

小学部

小学部

寄 宿 舎 設 置

中学部

423

在籍者数

156

159

89

中学部

高等部（生活課程）

23

中学部

○

38

34

18

本校

○○

106

大阪市旭区大宮5-11-7

知的

○

072-805-2731 06-6951-4063

072-957-0623

メトロ谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅
北西約600m

本校

㊱㊱大大阪阪府府立立西西浦浦支支援援学学校校㉙㉙大大阪阪府府立立枚枚方方支支援援学学校校

583-0861573-0042

学級数学級数

学学 校校 名名

学 校 種 別

中学部

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

535-0002
所在地

住所

電 話 番 号

➂➂大大阪阪府府立立思思斉斉支支援援学学校校

06-6951-4715

近鉄南大阪線「古市」駅 南約1.2km京阪交野線「村野」駅 南約300m

羽曳野市西浦2-1797枚方市村野西町60-1

072-957-0617

知的

○

在籍者数学級数・在籍者数

06-6686-1709

本校・分校・分教室 本校

郵便番号

6

072-805-2733

設 置 学 部 ･ 学 科

なし

⑬⑬大大阪阪府府立立住住之之江江支支援援学学校校

学 校 種 別

在籍者数

10通 学 バ ス 台 数

本校

なし

〈小・中〉
天王寺区、東成区、生野区、城東区
（寝屋川以南）、鶴見区（寝屋川以
南）、平野区（国道25号線以北）

〈高〉
天王寺区、東成区、生野区、城東区
（寝屋川以南）、鶴見区（寝屋川以
南）、平野区（国道25号線以北）、
東大阪市（長栄中、意岐部中、小阪
中、金岡中、布施中、上小阪中、長
瀬中、弥刀中、柏田中の校区　ただ
し、向陽学園入所生徒は西浦支援学
校）

198

22 104

25

22 125

119

〈小・中〉
枚方市、交野市

〈高〉
枚方市（第一中、第二中、第三中、
第四中、枚方中、中宮中、招提中、
楠葉中、東香里中、楠葉西中、山田
中、渚西中、桜丘中、蹉跎中、招提
北中の校区）

〈小・中〉
羽曳野市、柏原市、松原市、藤井寺
市、東大阪市の向陽学園入所児童生
徒

〈高〉
羽曳野市、柏原市、松原市、藤井寺
市、東大阪市の向陽学園入所生徒、
堺市（美原区・東区・北区のうち五
箇荘中、金岡北中、大泉中、八下
中、金岡南中の校区）

− 33 −− 32 − − 33 −



＊共生推進教室設置 ＊共生推進教室設置 ＊共生推進教室設置

課程

１
年

生産技術科

6 6

２・３
年

２・３
年

737

21

１
年

２
年

３
年

１
年

10 10 61

51 ものづくり科

6 6

高等部

１
年

２・３
年

１
年

２
年

２
年

３
年

高等部 専攻科 幼稚部 小学部 中学部幼稚部

072-485-3810

23

6

21

31

24

18 112 19 100

福祉・園芸科

流通サービス科 せいかつサービス科

9

１
年

３
年

35 食とみどり科 33 食とみどり科 22

40 生活科学科

ものづくり科

29

○

072-485-3816

本校

8

摂津市鳥飼上1-1-15

072-961-4730 072-654-9235

東大阪市稲葉2-3-25
所在地

郵便番号 578-0925

学 校 種 別

設 置 学 部 ･ 学 科
幼稚部 小学部 中学部

072-654-9237

本校・分校・分教室 本校 本校

学年

通学区域

○

高等部 専攻科

学級数・在籍者数 学級数 在籍者数

小学部 専攻科

学級数・在籍者数

小学部

中学部

高等部（生活課程）

68

在籍者数

20

学級数 在籍者数

病弱

○

533-0033

泉南市信達牧野40-1

学級数 在籍者数

○

通 学 バ ス 台 数

住所

②②大大阪阪府府立立東東淀淀川川支支援援学学校校

ＦＡＸ番号

電 話 番 号

視覚 聴覚 知的 肢体

大阪市東淀川区東中島3-5-22

学級数

17

学学 校校 名名

学 校 種 別

郵便番号

566-0062 590-0522

所在地

通 学 バ ス 台 数 なしなしなし

中学部

072-961-4788

合計

寄 宿 舎 設 置 なし なし なし

寄宿舎設置 なし

60 293合計

専攻科高等部中学部小学部幼稚部

○○○
設 置 学 部 ･ 学 科

23 133

92

電 話 番 号

住所

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

187

視覚

○

本校本校・分校・分教室

06-6325-9021

交 通 ア ク セ ス

JR京都線「新大阪」駅 南東約600m
メトロ御堂筋線「新大阪」駅 南東約900m
阪急京都線「崇禅寺｣駅 西約500m
シティバス「東中島三丁目」東約100m

06-6325-9011

聴覚肢体知的聴覚視覚

交 通 ア ク セ ス

近鉄奈良線「河内花園」駅 北約1㎞
近鉄けいはんな線「吉田」駅 南約1.5km
近鉄バス萱島線「菱江」 東約700m
近鉄バス吉田線「稲葉町二丁目」 東約150m

JR阪和線「和泉砂川」駅 南約600m
南海本線「樽井駅」から、コミュニティバス「府立
支援学校前」すぐ

JR東海道本線「千里丘」駅、「吹田」駅・阪急京都
線「摂津市」駅・大阪モノレール「南摂津」駅か
ら、阪急バス「上鳥飼」 東約150m
JR東海道本線「茨木」駅・阪急京都線「茨木市」
駅・京阪本線「寝屋川市」駅から京阪バス「上鳥飼
北」 南西約500m

〈小・中・高〉
淀川区、東淀川区、豊中市（第七中、第十
二中、庄内さくら学園中の校区）

通学区域

学学 校校 名名 ㊼㊼大大阪阪府府立立すすななががわわ高高等等支支援援学学校校㉔㉔大大阪阪府府立立ととりりかかいい高高等等支支援援学学校校㉜㉜大大阪阪府府立立たたままががわわ高高等等支支援援学学校校

○

病弱肢体知的聴覚視覚 聴覚肢体

○

知的聴覚

⑦⑦大大阪阪府府立立出出来来島島支支援援学学校校

視覚 聴覚 知的 肢体 病弱

○

555-0031

大阪市西淀川区出来島3-3-6

阪神なんば線「出来島」駅 南西約800m
シティバス「出来島」西約400m
シティバス「出来島大橋」南西750m

06-6474-1351

06-6474-1356

本校

49 236

8

なし

〈小・中・高〉
北区、福島区、此花区、西淀川区

幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

学級数 在籍者数

19 79

20 96

10 61

＊通学区域は「府内全域」

・入学者選抜を実施。

・詳細については、10月公表の「大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜実施要項」を参照のこと。

・問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。
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＊共生推進教室設置 ＊共生推進教室設置 ＊共生推進教室設置

課程

１
年

生産技術科

6 6

２・３
年

２・３
年

737

21

１
年

２
年

３
年

１
年

10 10 61

51 ものづくり科

6 6

高等部

１
年

２・３
年

１
年

２
年

２
年

３
年

高等部 専攻科 幼稚部 小学部 中学部幼稚部

072-485-3810

23

6

21

31

24

18 112 19 100

福祉・園芸科

流通サービス科 せいかつサービス科

9

１
年

３
年

35 食とみどり科 33 食とみどり科 22

40 生活科学科

ものづくり科

29

○

072-485-3816

本校

8

摂津市鳥飼上1-1-15

072-961-4730 072-654-9235

東大阪市稲葉2-3-25
所在地

郵便番号 578-0925

学 校 種 別

設 置 学 部 ･ 学 科
幼稚部 小学部 中学部

072-654-9237

本校・分校・分教室 本校 本校

学年

通学区域

○

高等部 専攻科

学級数・在籍者数 学級数 在籍者数

小学部 専攻科

学級数・在籍者数

小学部

中学部

高等部（生活課程）

68

在籍者数

20

学級数 在籍者数

病弱

○

533-0033

泉南市信達牧野40-1

学級数 在籍者数

○

通 学 バ ス 台 数

住所

②②大大阪阪府府立立東東淀淀川川支支援援学学校校

ＦＡＸ番号

電 話 番 号

視覚 聴覚 知的 肢体

大阪市東淀川区東中島3-5-22

学級数

17

学学 校校 名名

学 校 種 別

郵便番号

566-0062 590-0522

所在地

通 学 バ ス 台 数 なしなしなし

中学部

072-961-4788

合計

寄 宿 舎 設 置 なし なし なし

寄宿舎設置 なし

60 293合計

専攻科高等部中学部小学部幼稚部

○○○
設 置 学 部 ･ 学 科

23 133

92

電 話 番 号

住所

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

187

視覚

○

本校本校・分校・分教室

06-6325-9021

交 通 ア ク セ ス

JR京都線「新大阪」駅 南東約600m
メトロ御堂筋線「新大阪」駅 南東約900m
阪急京都線「崇禅寺｣駅 西約500m
シティバス「東中島三丁目」東約100m

06-6325-9011

聴覚肢体知的聴覚視覚

交 通 ア ク セ ス

近鉄奈良線「河内花園」駅 北約1㎞
近鉄けいはんな線「吉田」駅 南約1.5km
近鉄バス萱島線「菱江」 東約700m
近鉄バス吉田線「稲葉町二丁目」 東約150m

JR阪和線「和泉砂川」駅 南約600m
南海本線「樽井駅」から、コミュニティバス「府立
支援学校前」すぐ

JR東海道本線「千里丘」駅、「吹田」駅・阪急京都
線「摂津市」駅・大阪モノレール「南摂津」駅か
ら、阪急バス「上鳥飼」 東約150m
JR東海道本線「茨木」駅・阪急京都線「茨木市」
駅・京阪本線「寝屋川市」駅から京阪バス「上鳥飼
北」 南西約500m

〈小・中・高〉
淀川区、東淀川区、豊中市（第七中、第十
二中、庄内さくら学園中の校区）

通学区域

学学 校校 名名 ㊼㊼大大阪阪府府立立すすななががわわ高高等等支支援援学学校校㉔㉔大大阪阪府府立立ととりりかかいい高高等等支支援援学学校校㉜㉜大大阪阪府府立立たたままががわわ高高等等支支援援学学校校

○

病弱肢体知的聴覚視覚 聴覚肢体

○

知的聴覚

⑦⑦大大阪阪府府立立出出来来島島支支援援学学校校

視覚 聴覚 知的 肢体 病弱

○

555-0031

大阪市西淀川区出来島3-3-6

阪神なんば線「出来島」駅 南西約800m
シティバス「出来島」西約400m
シティバス「出来島大橋」南西750m

06-6474-1351

06-6474-1356

本校

49 236

8

なし

〈小・中・高〉
北区、福島区、此花区、西淀川区

幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

学級数 在籍者数

19 79

20 96

10 61

＊通学区域は「府内全域」

・入学者選抜を実施。

・詳細については、10月公表の「大阪府立知的障がい高等支援学校職業学科入学者選抜実施要項」を参照のこと。

・問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

＊共生推進教室設置 ＊共生推進教室設置

12

〈小・中〉
大阪赤十字病院附属大手前整肢学園に入園
中の児童生徒

12

12

なし なし

なし

なし

○

視覚 聴覚 知的

JR環状線・近鉄線・メトロ千日前線「鶴橋」駅
西約500m交 通 ア ク セ ス

590-0803

電 話 番 号

本校・分校・分教室

学 校 種 別
視覚 聴覚 知的

郵便番号

12

15

58

35

高等部

○〇 〇

㉓㉓大大阪阪府府立立茨茨木木支支援援学学校校

幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科

在籍者数 在籍者数

⑨⑨大大阪阪府府立立堺堺支支援援学学校校
大大手手前前分分校校

肢体

JR阪和線「百舌鳥」駅 南西約600m

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

567-0067

茨木市西福井4-5-5

JR東海道本線「茨木」駅から、阪急バスサニー
タウン線「福井宮の前」 北西約300m

06-6776-5306

本校

072-241-0288

543-8555

合計

学級数 学級数 学級数

肢体

8

分校

○

4

218

20小学部

中学部

高等部（普通課程）

高等部（生活課程）

33

78

60 204

13

5

設 置 学 部 ･ 学 科
幼稚部 小学部専攻科

3

専攻科

通 学 バ ス 台 数

寄 宿 舎 設 置

通学区域

学級数・在籍者数 在籍者数

○

中学部

45

26

36

111

62

高等部

○○

視覚 聴覚 知的 肢体

中学部

大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

072-643-6951

8

072-643-2776

本校

○

なし

２・３
年

中学部

○○○

聴覚

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

学年

06-6776-5307

幼稚部

072-241-6140

小学部

㉙㉙大大阪阪府府立立むむららのの高高等等支支援援学学校校 ⑪⑪大大阪阪府府立立ななににわわ高高等等支支援援学学校校

JR環状線「芦原橋」駅 西約600m
南海汐見橋線「芦原町」駅 西約200m
シティバス「芦原橋駅前」 西約600m

京阪交野線「村野」駅 南約300m

○

聴覚

㊴㊴大大阪阪府府立立堺堺支支援援学学校校

視覚 聴覚 知的 肢体 聴覚

○

学級数 在籍者数

住所

○

堺市堺区東上野芝町1-71

学学 校校 名名

所在地

95

２
年

学級数 在籍者数

高等部 専攻科 幼稚部

１
年

３
年

１
年

２・３
年

１
年

556-0027

枚方市村野西町60-1

郵便番号

住所

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

大阪市浪速区木津川2-3-30

学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地

○

06-6561-7361

573-0042

072-805-2733 06-6561-7300

本校 本校

小学部幼稚部 小学部

072-805-2327

視覚 聴覚 知的 肢体 聴覚

18

10

14

20

15423

２
年

○

３
年

１
年

中学部 高等部 専攻科

聴覚

なし

通学区域

寄 宿 舎 設 置 なしなし

課程

31

21

20

23674 8 8 7 51

32

33

38

ライフサービス
科

サービス・ビジ
ネス科

クリエイティブ
ワーク科

リビングデザイ
ン科

フードデザイン
科

プロダクトデザ
イン科

17合計

通 学 バ ス 台 数

【知的】
〈高〉
堺市（堺区・北区のうち中百舌鳥中、長尾
中、陵南中の校区・西区のうち堺市立百舌
鳥支援学校、浜寺中、浜寺南中、上野芝
中、津久野中の校区）

【肢体】
〈小・中・高〉
堺市
＊調整区域
高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町

【知的】
〈高〉
茨木市（高槻支援学校及び摂津支援学校
中学部卒業者を含む）

【肢体】
〈小・中・高〉
高槻市、茨木市、摂津市、島本町

＊通学区域は「府内全域」

・入学者選抜を実施。

・詳細については、10月公表の「大阪府立知的障がい高等支援学校職

業学科入学者選抜実施要項」を参照のこと。

・問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。
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視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○

109

通学区域

なし

16 46

9

41

寄 宿 舎 設 置

24 64

中学部 11 28 13

39

8

知的

24 140

14

15

JR学研都市線「忍ヶ丘」駅 西約1㎞

㉘㉘大大阪阪府府立立交交野野支支援援学学校校
四四條條畷畷校校

本校

所在地

学学 校校 名名

○

知的 知的 知的

○

中学部

○

中学部

072-426-5310072-984-9606

設 置 学 部 ･ 学 科

562-0035

知的

○

箕面市船場東3-15-1

072-728-1245

072-728-5694

北大阪急行「箕面船場阪大前」駅から東へ約
800m

本校・分校・分教室

東大阪市中石切町3-11-27

072-973-2853

10 52

学級数

11

10

23

住所

576-0063

学 校 種 別

在籍者数学級数 学級数

岸和田市土生町5-9-1

23

JR関西本線「柏原」駅 西約1㎞

072-973-1313

11

17

40

中学部

○
設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

合計

学級数

64

○

64

高等部（普通課程）

15

なし

10

〈小・中・高〉
枚方市、交野市、寝屋川市、四條畷
市、門真市

189

12

在籍者数

中学部

学級数

9通 学 バ ス 台 数

高等部（生活課程）

37 204

小学部

在籍者数

40

在籍者数学級数

○

中学部

072-892-0049

072-893-2445

交 通 ア ク セ ス
京阪交野線「河内森」駅 北東約1.7km
JR学研都市線「河内磐船」駅 北東約1.5km

交野市寺4-831

575-0001

四條畷市砂3-13-6

40

知的

分校

072-879-8316

本校本校・分校・分教室

電 話 番 号

郵便番号

072-879-8315

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

○

中学部

高等部（生活課程）

寄 宿 舎 設 置

通学区域

7

〈小・中・高〉
八尾市（近鉄大阪線・信貴線・近鉄
西信貴ケーブル以南）、松原市、柏
原市、富田林市、羽曳野市、藤井寺
市､大阪狭山市、河内長野市、太子
町、河南町、千早赤阪村

17

9

8

8

合計

㉗㉗大大阪阪府府立立交交野野支支援援学学校校

なし

小学部

本校

11237

通 学 バ ス 台 数

高等部（普通課程）

本校

㉞㉞大大阪阪府府立立藤藤井井寺寺支支援援学学校校

郵便番号

住所

電 話 番 号

本校

583-0001

学 校 種 別

579-8014
所在地

㊻㊻大大阪阪府府立立岸岸和和田田支支援援学学校校

○

中学部

072-984-8141

51

10440

596-0825

20

27

26

44

20

38

学学 校校 名名

交 通 ア ク セ ス JR阪和線「東岸和田」駅 南西約600m

072-426-3033

㉛㉛大大阪阪府府立立東東大大阪阪支支援援学学校校

なし

なし

在籍者数学級数・在籍者数

近鉄けいはんな線「新石切」駅
北北西約900m
近鉄バス「芝」 西南西約700m

11

9

30

97

なし

〈小・中・高〉
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南
市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
＊調整区域
高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町

⑲⑲大大阪阪府府立立箕箕面面支支援援学学校校

在籍者数

藤井寺市川北2-5-23

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

【知的】
〈高〉
東大阪市（石切中、孔舎衙中、枚岡
中、縄手北中、縄手中、池島学園、
くすは縄手中、玉川中、英田中、花
園中、若江中、盾津東中の校区）

【肢体】
〈小・中・高〉
大東市、東大阪市、八尾市（近鉄大
阪線・信貴線・近鉄西信貴ケーブル
以北）

〈中〉
四條畷市、大東市

〈高〉
四條畷市、大東市、東大阪市（盾津
中、楠根中、高井田中、新喜多中の
校区）、枚方市（津田中、長尾中、
杉中、長尾西中の校区）、交野市

【知的】
〈高〉
箕面市（豊中支援学校中学部卒業者
を含む）

【肢体】
〈小・中・高〉
豊中市、池田市、箕面市、吹田市、
能勢町、豊能町

− 36 −− 36 −



視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○ ○

109

通学区域

なし

16 46

9

41

寄 宿 舎 設 置

24 64

中学部 11 28 13

39

8

知的

24 140

14

15

JR学研都市線「忍ヶ丘」駅 西約1㎞

㉘㉘大大阪阪府府立立交交野野支支援援学学校校
四四條條畷畷校校

本校

所在地

学学 校校 名名

○

知的 知的 知的

○

中学部

○

中学部

072-426-5310072-984-9606

設 置 学 部 ･ 学 科

562-0035

知的

○

箕面市船場東3-15-1

072-728-1245

072-728-5694

北大阪急行「箕面船場阪大前」駅から東へ約
800m

本校・分校・分教室

東大阪市中石切町3-11-27

072-973-2853

10 52

学級数

11

10

23

住所

576-0063

学 校 種 別

在籍者数学級数 学級数

岸和田市土生町5-9-1

23

JR関西本線「柏原」駅 西約1㎞

072-973-1313

11

17

40

中学部

○
設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

合計

学級数

64

○

64

高等部（普通課程）

15

なし

10

〈小・中・高〉
枚方市、交野市、寝屋川市、四條畷
市、門真市

189

12

在籍者数

中学部

学級数

9通 学 バ ス 台 数

高等部（生活課程）

37 204

小学部

在籍者数

40

在籍者数学級数

○

中学部

072-892-0049

072-893-2445

交 通 ア ク セ ス
京阪交野線「河内森」駅 北東約1.7km
JR学研都市線「河内磐船」駅 北東約1.5km

交野市寺4-831

575-0001

四條畷市砂3-13-6

40

知的

分校

072-879-8316

本校本校・分校・分教室

電 話 番 号

郵便番号

072-879-8315

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

○

中学部

高等部（生活課程）

寄 宿 舎 設 置

通学区域

7

〈小・中・高〉
八尾市（近鉄大阪線・信貴線・近鉄
西信貴ケーブル以南）、松原市、柏
原市、富田林市、羽曳野市、藤井寺
市､大阪狭山市、河内長野市、太子
町、河南町、千早赤阪村

17

9

8

8

合計

㉗㉗大大阪阪府府立立交交野野支支援援学学校校

なし

小学部

本校

11237

通 学 バ ス 台 数

高等部（普通課程）

本校

㉞㉞大大阪阪府府立立藤藤井井寺寺支支援援学学校校

郵便番号

住所

電 話 番 号

本校

583-0001

学 校 種 別

579-8014
所在地

㊻㊻大大阪阪府府立立岸岸和和田田支支援援学学校校

○

中学部

072-984-8141

51

10440

596-0825

20

27

26

44

20

38

学学 校校 名名

交 通 ア ク セ ス JR阪和線「東岸和田」駅 南西約600m

072-426-3033

㉛㉛大大阪阪府府立立東東大大阪阪支支援援学学校校

なし

なし

在籍者数学級数・在籍者数

近鉄けいはんな線「新石切」駅
北北西約900m
近鉄バス「芝」 西南西約700m

11

9

30

97

なし

〈小・中・高〉
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南
市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
＊調整区域
高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町

⑲⑲大大阪阪府府立立箕箕面面支支援援学学校校

在籍者数

藤井寺市川北2-5-23

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

【知的】
〈高〉
東大阪市（石切中、孔舎衙中、枚岡
中、縄手北中、縄手中、池島学園、
くすは縄手中、玉川中、英田中、花
園中、若江中、盾津東中の校区）

【肢体】
〈小・中・高〉
大東市、東大阪市、八尾市（近鉄大
阪線・信貴線・近鉄西信貴ケーブル
以北）

〈中〉
四條畷市、大東市

〈高〉
四條畷市、大東市、東大阪市（盾津
中、楠根中、高井田中、新喜多中の
校区）、枚方市（津田中、長尾中、
杉中、長尾西中の校区）、交野市

【知的】
〈高〉
箕面市（豊中支援学校中学部卒業者
を含む）

【肢体】
〈小・中・高〉
豊中市、池田市、箕面市、吹田市、
能勢町、豊能町

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○

2 3

1 1

3 4

1 1 5 9

高等部（普通課程）

肢体

肢体

肢体 9 25

39

123

なし寄 宿 舎 設 置

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪市立総合医療センター

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪公立大学医学部附属病院

2

1 3 4 16

中学部

合計

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

寄 宿 舎 設 置

6

なし

在籍者数

534-0021

○

⑰⑰大大阪阪府府立立平平野野支支援援学学校校

本校

学級数

06-6645-2891

病弱

本校

06-6953-6932

幼稚部

28

学級数 在籍者数 学級数

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

小学部

○

中学部

06-6929-1221

分教室

中学部

545-8586

○

○

06-6929-1221

交 通 ア ク セ ス 詳しくは、病院のHPをご覧ください。

電 話 番 号

住所

郵便番号
所在地

学 校 種 別

なし

06-6709-2339

所在地

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

本校・分校・分教室

06-6475-9628

大阪市北区中津2-2-22

32

7

9

14

17

21

6077

学級数学級数・在籍者数

小学部

中学部

合計

在籍者数

9

6通 学 バ ス 台 数

06-6372-4134

高等部（普通課程）

9

設 置 学 部 ･ 学 科

29

幼稚部 高等部

○

12

学級数・在籍者数

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

小学部

通 学 バ ス 台 数

4

15

24

9

7

なし

なし なし

06-6707-6731

知的

学学 校校 名名

学 校 種 別

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校

阪神なんば線「福」駅 北東約800m メトロ谷町線「長原」駅 南南東約600m

06-6475-2560

555-0032 547-0014

本校

⑥⑥大大阪阪府府立立西西淀淀川川支支援援学学校校

大阪市平野区長吉川辺3-4-115

肢体

○

④④大大阪阪府府立立中中津津支支援援学学校校

知的

大阪市西淀川区大和田2-5-77

531-0071郵便番号

住所

なし

なし

分教室

535-0022

06-6645-2891

通学区域

聴覚

小学部

○

視覚 知的

中学部

○

中学部

○

肢体

06-6953-4022

専攻科

病弱

6727

阪急神戸線・宝塚線「中津」駅 北東約500m
メトロ御堂筋線「中津」駅 北約200m

06-6372-8256

5

20

在籍者数

30

25

病弱

肢体

肢体

肢体

21

12

14

病弱

病弱

肢体 47 病弱

高等部

○

56

病弱

専攻科

21

○

在籍者数 学級数 在籍者数 学級数

中学部

○

中学部

25

大阪市都島区都島本通2-13-22大阪市阿倍野区旭町1-5-7大阪市旭区新森6-8-21

大大阪阪府府立立光光陽陽支支援援学学校校
地地方方独独立立行行政政法法人人  大大阪阪市市民民病病院院機機構構
大大阪阪市市立立総総合合医医療療セセンンタターー分分教教室室

大大阪阪府府立立光光陽陽支支援援学学校校
大大阪阪公公立立大大学学医医学学部部附附属属病病院院分分教教室室

⑤⑤大大阪阪府府立立光光陽陽支支援援学学校校学学 校校 名名

○

【肢体】
〈小・中・高〉
北区（天神橋筋以東）、都島区、中央区
（堺筋以東）、天王寺区（千日前通り以
北）、東淀川区、東成区、旭区、城東区、
鶴見区、守口市

【病弱】
分教室が設置されていない場合でも、大阪
府内の病院に訪問教育（小・中学部）を
行っています。
問合せは、支援教育課学事・教務グループ
まで。

〈小・中・高〉
天王寺区（千日前通り以南）、生野
区、阿倍野区、東住吉区（メトロ玉
出―平野を東西に結ぶ線以北）、平
野区

〈小・中・高〉
北区（天神橋筋以西）、福島区、此
花区、中央区（堺筋以西）、西区、
港区、大正区、西淀川区、淀川区、
住之江区（南港大橋以北）

〈小・中・高〉
大阪整肢学院に入院中の児童生徒

通学区域

病弱肢体知的聴覚視覚 知的 知的

メトロ谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅から、シ
ティバス「旭東中学校前」 東約200m
京阪本線「森小路」駅 東約1.1㎞
メトロ今里筋線「清水」駅　南東約600m

なし

9

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に

訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

− 37 −− 36 − − 37 −



視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

28 知的

25 知的

26 知的

79 知的

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○

52

中学部

13

通 学 バ ス 台 数

なし

合計 4 3 1

06-6853-0200 072-847-6951

06-6995-5215

なし

知的

小学部

○

高等部 専攻科

学学 校校 名名

寄 宿 舎 設 置

通学区域

所在地
郵便番号

分教室

吹田市山田丘2-15

肢体 病弱

なし

06-6876-5229

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
大大阪阪大大学学医医学学部部附附属属病病院院分分教教室室

学 校 種 別

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室 分教室

○

学級数

4

1 1

14 15

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
関関西西医医科科大大学学総総合合医医療療セセンンタターー分分教教室室

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
関関西西医医科科大大学学附附属属病病院院分分教教室室

565-0871

小学部

知的

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪精神医療センター

交 通 ア ク セ ス

学級数 学級数 在籍者数 在籍者数学級数

寄 宿 舎 設 置

通学区域

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪大学医学部附属病院

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・関西医科大学総合医療センター

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・関西医科大学附属病院

中学部

○

高等部

設 置 学 部 ･ 学 科

なし

なし

なし なし

なし

肢体

肢体

肢体

幼稚部

128

120

146

1

学級数 在籍者数

2 9

4 13

分教室

所在地

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

合計

高等部

○

06-6608-9500

本校

小学部

○

知的

知的

知的

知的

肢体

○

病弱

専攻科

枚方市新町2-3-1

072-845-7065

中学部

2 1 0

○

中学部

○

住所

2

中学部

視覚 聴覚

なし

〈小・中・高〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪刀根山医療センター

知的

06-6876-5229

06-6853-0602

本校

9 10

4

15 なし

在籍者数

中学部

○

573-0022

阪急宝塚線・大阪モノレール「蛍池」駅
東約600ｍ

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

聴覚

072-847-6951

546-0023

⑯⑯大大阪阪府府立立東東住住吉吉支支援援学学校校

6 22

中学部

○

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

学 校 種 別

560-0045

豊中市刀根山5-1-1 枚方市宮之阪3-16-21

郵便番号

住所

⑳⑳大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
地地方方独独立立行行政政法法人人  大大阪阪府府立立病病院院機機構構

大大阪阪精精神神医医療療セセンンタターー分分教教室室

学学 校校 名名

06-6608-9100・9800

知的視覚 知的

近鉄南大阪線「矢田」駅 南西約500m
シティバス「矢田南中学校前」 南東約200m

2 1 1

分教室

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

06-6995-5215

在籍者数

8

5

○

1 4

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

なし

570-8507

072-845-7033

守口市文園町10-15

573-1191

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

大阪市東住吉区矢田5-1-22

学級数・在籍者数

通 学 バ ス 台 数

肢体

21

15

23

59

肢体

肢体

肢体

肢体

11

8

8

27 394

高等部

○

知的

学級数・在籍者数

小学部

設 置 学 部 ･ 学 科

中学部

幼稚部

学級数 在籍者数

【知的】
〈小・中・高〉
住吉区、東住吉区、平野区（国道25号線以
南）

【肢体】
〈小・中・高〉
浪速区、住之江区（南港大橋以南）、住吉
区、東住吉区（メトロ玉出―平野を東西に
結ぶ線以南）、西成区

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に

訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。
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視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

28 知的

25 知的

26 知的

79 知的

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○

52

中学部

13

通 学 バ ス 台 数

なし

合計 4 3 1

06-6853-0200 072-847-6951

06-6995-5215

なし

知的

小学部

○

高等部 専攻科

学学 校校 名名

寄 宿 舎 設 置

通学区域

所在地
郵便番号

分教室

吹田市山田丘2-15

肢体 病弱

なし

06-6876-5229

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
大大阪阪大大学学医医学学部部附附属属病病院院分分教教室室

学 校 種 別

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室 分教室

○

学級数

4

1 1

14 15

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
関関西西医医科科大大学学総総合合医医療療セセンンタターー分分教教室室

大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
関関西西医医科科大大学学附附属属病病院院分分教教室室

565-0871

小学部

知的

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪精神医療センター

交 通 ア ク セ ス

学級数 学級数 在籍者数 在籍者数学級数

寄 宿 舎 設 置

通学区域

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪大学医学部附属病院

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・関西医科大学総合医療センター

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・関西医科大学附属病院

中学部

○

高等部

設 置 学 部 ･ 学 科

なし

なし

なし なし

なし

肢体

肢体

肢体

幼稚部

128

120

146

1

学級数 在籍者数

2 9

4 13

分教室

所在地

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

合計

高等部

○

06-6608-9500

本校

小学部

○

知的

知的

知的

知的

肢体

○

病弱

専攻科

枚方市新町2-3-1

072-845-7065

中学部

2 1 0

○

中学部

○

住所

2

中学部

視覚 聴覚

なし

〈小・中・高〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪刀根山医療センター

知的

06-6876-5229

06-6853-0602

本校

9 10

4

15 なし

在籍者数

中学部

○

573-0022

阪急宝塚線・大阪モノレール「蛍池」駅
東約600ｍ

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

聴覚

072-847-6951

546-0023

⑯⑯大大阪阪府府立立東東住住吉吉支支援援学学校校

6 22

中学部

○

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

学 校 種 別

560-0045

豊中市刀根山5-1-1 枚方市宮之阪3-16-21

郵便番号

住所

⑳⑳大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
大大阪阪府府立立刀刀根根山山支支援援学学校校
地地方方独独立立行行政政法法人人  大大阪阪府府立立病病院院機機構構

大大阪阪精精神神医医療療セセンンタターー分分教教室室

学学 校校 名名

06-6608-9100・9800

知的視覚 知的

近鉄南大阪線「矢田」駅 南西約500m
シティバス「矢田南中学校前」 南東約200m

2 1 1

分教室

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

06-6995-5215

在籍者数

8

5

○

1 4

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

なし

570-8507

072-845-7033

守口市文園町10-15

573-1191

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

大阪市東住吉区矢田5-1-22

学級数・在籍者数

通 学 バ ス 台 数

肢体

21

15

23

59

肢体

肢体

肢体

肢体

11

8

8

27 394

高等部

○

知的

学級数・在籍者数

小学部

設 置 学 部 ･ 学 科

中学部

幼稚部

学級数 在籍者数

【知的】
〈小・中・高〉
住吉区、東住吉区、平野区（国道25号線以
南）

【肢体】
〈小・中・高〉
浪速区、住之江区（南港大橋以南）、住吉
区、東住吉区（メトロ玉出―平野を東西に
結ぶ線以南）、西成区

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に

訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

1

10

高等部

小学部 1

合計 3

所在地

学学 校校 名名

なし

なし

通学区域

本校 分教室 分教室

06-6606-5723

4

本校・分校・分教室

堺市南区原山台2-7-1

590-0132

交 通 ア ク セ ス

0

1 0

10

知的

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
近近畿畿大大学学病病院院分分教教室室

2

知的

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪急性期・総合医療センター

なし

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪母子医療センター

591-8025 589-8511

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪はびきの医療センター

郵便番号

072-299-5463

学 校 種 別

8

中学部

在籍者数

1

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
独独立立行行政政法法人人　　労労働働者者健健康康安安全全機機構構

大大阪阪労労災災病病院院分分教教室室

学級数

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
堺堺咲咲花花病病院院分分教教室室

通 学 バ ス 台 数

寄 宿 舎 設 置 なし

なし

住所

なし

知的

学級数学級数

4

4

在籍者数

5 6

4

583-0872 558-8558 594-1101

中学部

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

小学部

中学部

高等部

合計

羽曳野市はびきの3-7-1

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
地地方方独独立立行行政政法法人人  大大阪阪府府立立病病院院機機構構
大大阪阪急急性性期期・・総総合合医医療療セセンンタターー分分教教室室

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
地地方方独独立立行行政政法法人人  大大阪阪府府立立病病院院機機構構

大大阪阪母母子子医医療療セセンンタターー分分教教室室

郵便番号

住所

0725-56-9085

072-958-5000 06-6606-5723 0725-56-9085

近鉄南大阪線「藤井寺」駅又は「古市」駅か
ら、近鉄バス「府立医療センター前」

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

072-958-7890

○

中学部

○

1

0

在籍者数

2

3 9

○

知的 知的 知的

大阪市住吉区万代東3-1-56 和泉市室堂町840

㉟㉟大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

2 0

3

通 学 バ ス 台 数

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

中学部

○

詳しくは、病院のHPをご覧ください。 詳しくは、病院のHPをご覧ください。

072-252-8088 072-366-2505

堺市北区長曾根町1179-3

072-366-2505

在籍者数

0 2

学級数

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

中学部

1

0 1 0

なし

なし寄 宿 舎 設 置

在籍者数 学級数 在籍者数

072-252-8088

中学部

○

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

分教室

大阪狭山市大野東377-2

学級数

中学部

○

分教室分教室

072-299-5463

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・堺咲花病院

通学区域

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・近畿大学病院

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・大阪労災病院

なしなし

なし なし

0 1 0 2

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。

＊分教室が設置されていない場合でも、大阪府内の病院に訪問教育（小・中学部）を行っています。

問合せは、支援教育課学事・教務グループまで。
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Ⅳ 支援学級等の状況 

１ 支援学級数・児童生徒数 

  

（令和７年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 弱視 難聴 
知的 

障がい 

肢体 

不自由 

病弱 

・ 

身体虚弱 

自閉症・ 

情緒障がい 

言語 

障がい 
合 計 

義
務
教
育
学
校
前
期
課
程 

小 

学 

校 

学
級
数 

29 63 2,084 328 234 2,623 0 5,361 

児
童
数 

44 147 12,976 620 503 17,239 0 31,529 

義
務
教
育
学
校
後
期
課
程 

中 

学 

校 

学
級
数 

12 24 845 114 74 1,015 0 2,084 

生
徒
数 

18 45 4,951 195 143 6,360 0 11,712 

合 
 

 
 

計 

学
級
数 

41 87 2,929 442 308 3,638 0 7,445 

在
籍
数 

62 192 17,927 815 646 23,599 0 43,241 

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

〈小・中〉
堺市

〈小・中〉
堺市（堺区・北区・西区のうち浜寺
中、浜寺南中、上野芝中、津久野中
の校区）

106 3

24

合計 58 266 9 59

3

なし なし

メトロ谷町線「喜連瓜破」駅 東約50m

072-298-2861

072-298-2859

12

知的 知的 知的

○

中学部 中学部 中学部

○ ○ ○

072-252-3081

072-252-8440

学級数

通 学 バ ス 台 数

学 校 種 別

2 4

4 2

なし

なし

知的 知的

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・阪南病院

⑭⑭大大阪阪教教育育大大学学附附属属特特別別支支援援学学校校㊹㊹堺堺市市立立上上神神谷谷支支援援学学校校
　　　　　にわだに

なし

学学 校校 名名

0 0

6 6 51

通学区域

○

中学部 中学部

○

1

06-6708-2380

590-0134

寄 宿 舎 設 置

○○

住所

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

小学部

中学部

高等部

JR阪和線「百舌鳥」駅 西約1.2km

072-244-5940

072-243-0619

分教室

072-277-2888

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

072-277-2888

JR阪和線「上野芝」駅 東約１㎞

㊸㊸堺堺市市立立百百舌舌鳥鳥支支援援学学校校分分校校

堺市堺区大仙中町11-2

学級数 在籍者数 学級数 在籍者数

28 123

23 112

235合計

1 1

在籍者数

1

590-0801

堺市北区百舌鳥西之町1-124

591-8033

本校

599-8263

堺市中区八田南之町277

分校

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
阪阪南南病病院院分分教教室室

㊷㊷堺堺市市立立百百舌舌鳥鳥支支援援学学校校学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地
郵便番号

在籍者数

寄 宿 舎 設 置

住所

17

中学部 21 18

学級数

小学部 37 160 3

泉北高速鉄道「栂・美木多」駅から、南海バ
ス泉北栂地区線32系統(御池台回り)「御池台
４丁南」

堺市南区御池台4-24-1

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

交 通 ア ク セ ス

所在地

学級数・在籍者数

06-6708-2580・2590

547-0027

大阪市平野区喜連4-8-71

郵便番号

設 置 学 部 ･ 学 科

本校 本校

15 なし

なし なし

学級数 在籍者数

高等部

通 学 バ ス 台 数

徒歩もしくは公共交通機関を利用
し、自宅から本校まで
<小>40分程度
<中>50分程度
<高>70分程度内で通学できる地域

〈小・中〉
堺市（中区・東区・南区・美原区・
西区のうち福泉中、鳳中の校区）

通学区域

＊分教室が設置されていない

場合でも、大阪府内の病院に

訪問教育（小・中学部）を

行っています。

問合せは、支援教育課学事・

教務グループまで。

＊詳細に関する問合せは、堺市教育委員会事務局

学校教育部支援教育課まで。

＊詳細に関する問合せは、

堺市教育委員会事務局学校

教育部支援教育課まで。

＊詳細に関する問合せは、

大阪教育大学附属特別支援

学校まで。
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Ⅳ 支援学級等の状況 

１ 支援学級数・児童生徒数 

  

（令和７年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 弱視 難聴 
知的 

障がい 

肢体 

不自由 

病弱 

・ 

身体虚弱 

自閉症・ 

情緒障がい 

言語 

障がい 
合 計 

義
務
教
育
学
校
前
期
課
程 

小 

学 

校 

学
級
数 

29 63 2,084 328 234 2,623 0 5,361 

児
童
数 

44 147 12,976 620 503 17,239 0 31,529 

義
務
教
育
学
校
後
期
課
程 

中 

学 

校 

学
級
数 

12 24 845 114 74 1,015 0 2,084 

生
徒
数 

18 45 4,951 195 143 6,360 0 11,712 

合 
 

 
 

計 

学
級
数 

41 87 2,929 442 308 3,638 0 7,445 

在
籍
数 

62 192 17,927 815 646 23,599 0 43,241 

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

○ ○

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

視覚 聴覚 肢体 病弱 視覚 聴覚 肢体 病弱

幼稚部 小学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 高等部 専攻科

○ ○ ○

〈小・中〉
堺市

〈小・中〉
堺市（堺区・北区・西区のうち浜寺
中、浜寺南中、上野芝中、津久野中
の校区）

106 3

24

合計 58 266 9 59

3

なし なし

メトロ谷町線「喜連瓜破」駅 東約50m

072-298-2861

072-298-2859

12

知的 知的 知的

○

中学部 中学部 中学部

○ ○ ○

072-252-3081

072-252-8440

学級数

通 学 バ ス 台 数

学 校 種 別

2 4

4 2

なし

なし

知的 知的

〈小・中〉
以下の病院に入院中の児童生徒
・阪南病院

⑭⑭大大阪阪教教育育大大学学附附属属特特別別支支援援学学校校㊹㊹堺堺市市立立上上神神谷谷支支援援学学校校
　　　　　にわだに

なし

学学 校校 名名

0 0

6 6 51

通学区域

○

中学部 中学部

○

1

06-6708-2380

590-0134

寄 宿 舎 設 置

○○

住所

交 通 ア ク セ ス

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

設 置 学 部 ･ 学 科

学級数・在籍者数

小学部

中学部

高等部

JR阪和線「百舌鳥」駅 西約1.2km

072-244-5940

072-243-0619

分教室

072-277-2888

詳しくは、病院のHPをご覧ください。

072-277-2888

JR阪和線「上野芝」駅 東約１㎞

㊸㊸堺堺市市立立百百舌舌鳥鳥支支援援学学校校分分校校

堺市堺区大仙中町11-2

学級数 在籍者数 学級数 在籍者数

28 123

23 112

235合計

1 1

在籍者数

1

590-0801

堺市北区百舌鳥西之町1-124

591-8033

本校

599-8263

堺市中区八田南之町277

分校

大大阪阪府府立立羽羽曳曳野野支支援援学学校校
阪阪南南病病院院分分教教室室

㊷㊷堺堺市市立立百百舌舌鳥鳥支支援援学学校校学学 校校 名名

学 校 種 別

所在地
郵便番号

在籍者数

寄 宿 舎 設 置

住所

17

中学部 21 18

学級数

小学部 37 160 3

泉北高速鉄道「栂・美木多」駅から、南海バ
ス泉北栂地区線32系統(御池台回り)「御池台
４丁南」

堺市南区御池台4-24-1

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本校・分校・分教室

交 通 ア ク セ ス

所在地

学級数・在籍者数

06-6708-2580・2590

547-0027

大阪市平野区喜連4-8-71

郵便番号

設 置 学 部 ･ 学 科

本校 本校

15 なし

なし なし

学級数 在籍者数

高等部

通 学 バ ス 台 数

徒歩もしくは公共交通機関を利用
し、自宅から本校まで
<小>40分程度
<中>50分程度
<高>70分程度内で通学できる地域

〈小・中〉
堺市（中区・東区・南区・美原区・
西区のうち福泉中、鳳中の校区）

通学区域

＊分教室が設置されていない

場合でも、大阪府内の病院に

訪問教育（小・中学部）を

行っています。

問合せは、支援教育課学事・

教務グループまで。

＊詳細に関する問合せは、堺市教育委員会事務局

学校教育部支援教育課まで。

＊詳細に関する問合せは、

堺市教育委員会事務局学校

教育部支援教育課まで。

＊詳細に関する問合せは、

大阪教育大学附属特別支援

学校まで。
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 適切な学びの場の見直しにより、令和６年度の府内小・中学校における

支援学級数・在籍児童生徒数は減少した。 

 支援学級設置率は、全国平均を大きく上回る。 

 

 

 

 

 

※各年 5 月 1 日現在 

※平成 28 年度より小学校には、義務教育学校（前期課程）を、 中学校には、義務教育学校（後期課程）をそれぞれ含む。 
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中学校 小学校

支支援援学学級級のの児児童童生生徒徒数数  

<全国>R6 年度 
 小学校：87.0%  
 中学校：80.5% 

支支援援学学級級のの学学級級数数・・設設置置率率  

（年度） 

（年度） 

（学級数） 

（人） 

99.3％ 

99.6％ 
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に
は
義
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教
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程
を
含
み
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。

（
令
和
７
年
５
月
１
日
現
在
）

種
別

年
度

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

級
人

昭
3
0

3
7

3
9
9

1
1

1
2
1

2
3
0

3
9

4
2
9

1
1

1
2
1

5
0

5
5
0

昭
4
0

4
1
9

1
6

4
1
8

2
1
1

3
6
1

2
,
9
8
6

1
8
9
1
,
7
5
6

3
3
0

2
9

8
6
4

3
3
7

3
2
3

3
3
0

1
4

6
1
1
2

3
4
0

3
9
2

3
2
8
2

2
0
1

1
8
6
3

5
9
3

5
1
4
5

昭
5
0

1
4

6
5

3
6

3
4
1
8
9

1
2

5
8

7
1
4

3
,
6
9
2

3
4
2
1
,
9
1
7

1
2
7

5
1
6

2
3

6
9

3
7

1
9
9

1
1

4
0

4
7

2
0
2

6
1
6

3
0

1
7

3
1
6

6
3

1
0
0
9

4
8
8
0

4
0
3

2
1
2
2

1
4
1
2

7
0
0
2

昭
6
0

1
2

3
1

3
1
3

3
2
1
1
9

1
7

6
0

9
7
0

5
,
1
4
9

4
1
9
2
,
2
1
1

9
0

3
9
3

4
4

1
6
6

7
5

2
9
4

2
2

7
0

1
9
2

1
0
6
4

8
3

4
3
4

3
3

6
1

1
2

1
4
0
4

7
1
1
1

5
8
9

2
9
5
6

1
9
9
3

1
0
0
6
7

平
７

6
2
4

1
7

2
2

6
6

1
5

4
6

6
3
2

1
,
9
9
8

2
7
9

8
4
5

1
5
3

4
5
8

7
1

1
6
1

4
4

1
2
4

1
6

5
0

4
9
1

1
,
8
0
6

2
4
1

8
2
9

2
7

3
6

1
3
5
0

4
4
8
3

6
2
6

1
9
4
4

1
9
7
6

6
4
2
7

平
1
7

8
2
0

1
0

2
9

2
6

9
2

1
2

3
1

6
5
9

2
,
8
6
4

2
6
4

9
1
4

3
4
8

1
0
3
7

1
1
8

2
8
2

1
0
9

2
9
0

3
1

8
1

7
3
5

3
,
2
4
5

2
6
7

9
2
4

1
8
8
5

7
5
4
8

7
0
2

2
2
6
1

2
5
8
7

9
8
0
9

平
2
7

3
2

5
5

1
1

1
9

6
5
1
4
6

2
5

4
1
1
,
3
0
3

6
,
6
5
0

5
5
2
2
,
5
6
8

4
0
9

9
5
0

1
5
2

3
0
9

3
5
5

9
0
0

1
7
1

4
1
1
1
,
5
4
4

8
,
5
1
3

5
9
0
2
,
8
2
8

3
,
7
0
8
1
7
,
2
1
4
1
,
5
0
1

6
,
1
7
6
5
,
2
0
9
2
3
,
3
9
0

平
2
8

3
1

5
3

1
1

2
1

7
4
1
6
4

2
1

3
4
1
,
3
7
6

7
,
2
6
4

5
9
5
2
,
9
1
1

4
0
6

9
2
6

1
4
8

3
1
0

3
7
4

9
6
9

1
7
8

4
3
4
1
,
6
6
9

9
,
5
0
5

6
2
1
3
,
0
8
2

3
,
9
3
0
1
8
,
8
8
1
1
,
5
7
4

6
,
7
9
2
5
,
5
0
4
2
5
,
6
7
3

平
2
9

3
5

5
7

1
4

2
6

7
9
1
7
6

3
0

5
2
1
,
5
1
5

8
,
2
7
9

6
2
2
3
,
1
5
6

4
0
9

9
3
3

1
6
1

3
2
5

3
9
5
1
,
0
3
4

1
8
6

4
5
3
1
,
8
2
4
1
0
,
8
2
4

6
4
2
3
,
3
6
0

4
,
2
5
7
2
1
,
3
0
3
1
,
6
5
5

7
,
3
7
2
5
,
9
1
2
2
8
,
6
7
5

平
3
0

4
2

6
9

2
1

3
9

8
8
1
9
3

3
7

6
5
1
,
6
2
9

9
,
0
7
7

6
6
3
3
,
4
6
8

4
2
0

9
4
2

1
8
0

3
6
2

4
1
9
1
,
0
8
1

1
7
7

4
3
9
2
,
0
2
0
1
2
,
2
6
8

6
7
2
3
,
6
4
5

4
,
6
1
8
2
3
,
6
3
0
1
,
7
5
0

8
,
0
1
8
6
,
3
6
8
3
1
,
6
4
8

令
元

4
9

8
0

2
3

4
1

9
3
2
0
3

5
0

9
6
1
,
7
2
2

9
,
9
2
9

6
9
4
3
,
6
8
3

4
1
2

8
8
4

1
8
1

3
7
6

4
6
0
1
,
1
6
4

1
9
3

4
6
1
2
,
2
0
0
1
3
,
6
4
7

7
4
5
4
,
1
3
2

4
,
9
3
6
2
5
,
9
0
7
1
,
8
8
6

8
,
7
8
9
6
,
8
2
2
3
4
,
6
9
6

令
２

5
5

8
7

3
4

5
2
1
0
4
2
2
1

4
9

9
9
1
,
8
2
2
1
0
,
6
8
2

7
3
7
4
,
0
2
0

4
1
8

8
6
1

1
6
5

3
3
4

4
7
3
1
,
1
7
9

2
1
5

5
2
0
2
,
3
7
3
1
5
,
0
4
8

8
1
6
4
,
6
6
9

5
,
2
4
5
2
8
,
0
7
8
2
,
0
1
6

9
,
6
9
4
7
,
2
6
1
3
7
,
7
7
2

令
３

6
1

9
0

2
8

3
8
1
0
3
2
0
4

5
2

9
9
1
,
8
9
9
1
1
,
3
7
4

7
8
9
4
,
4
4
4

4
1
0

8
6
3

1
5
5

3
0
0

4
7
4
1
,
1
6
5

2
2
0

5
6
6
2
,
5
0
4
1
6
,
1
8
8

9
0
4
5
,
4
3
9

5
,
4
5
1
2
9
,
8
8
4
2
,
1
4
8
1
0
,
8
8
6
7
,
5
9
9
4
0
,
7
7
0

令
４

6
3

9
0

3
1

4
4
1
0
5
2
0
4

4
7

9
4
1
,
9
9
4
1
2
,
1
6
3

8
3
2
4
,
7
9
5

3
9
6

8
1
3

1
3
4

2
6
2

4
8
8
1
,
1
9
6

2
3
4

5
8
6
2
,
6
8
7
1
7
,
7
7
1
1
,
0
0
4
6
,
2
3
3

5
,
7
3
3
3
2
,
2
3
7
2
,
2
8
2
1
2
,
0
1
4
8
,
0
1
5
4
4
,
2
5
1

令
５

5
2

7
2

1
2

1
5

7
8
1
6
0

3
3

5
8
2
,
0
0
4
1
2
,
1
6
0

8
1
7
4
,
6
9
3

3
8
0

7
5
0

1
3
6

2
4
0

3
9
3

8
5
8

1
6
5

3
6
5
2
,
6
6
2
1
7
,
4
9
8
1
,
0
1
4
6
,
2
9
5

5
,
5
6
9
3
1
,
4
9
8
2
,
1
7
7
1
1
,
6
6
6
7
,
7
4
6
4
3
,
1
6
4

令
６

4
1

5
8

1
1

1
3

6
9
1
5
0

2
6

4
4
2
,
0
1
4
1
2
,
4
1
3

8
0
0
4
,
7
5
1

3
3
5

6
6
1

1
2
1

2
0
5

2
9
3

6
4
7

1
0
8

2
1
6
2
,
6
3
0
1
7
,
2
9
8
1
,
0
0
5
6
,
2
6
2

5
,
3
8
2
3
1
,
2
2
7
2
,
0
7
1
1
1
,
4
9
1
7
,
4
5
3
4
2
,
7
1
8

令
７

2
9

4
4

1
2

1
8

6
3
1
4
7

2
4

4
5
2
,
0
8
4
1
2
,
9
7
6

8
4
5
4
,
9
5
1

3
2
8

6
2
0

1
1
4

1
9
5

2
3
4

5
0
3

7
4

1
4
3
2
,
6
2
3
1
7
,
2
3
9
1
,
0
1
5
6
,
3
6
0

5
,
3
6
1
3
1
,
5
2
9
2
,
0
8
4
1
1
,
7
1
2
7
,
4
4
5
4
3
,
2
4
1

小
中

小
中

小
中

小

弱
 
 
 
 
 
 
 
視

難
 
 
 
 
 
 
 
聴

知
的
障
が
い

肢
体
不
自
由

中
小病
弱
・
身
体
虚
弱 中

小情
 
緒
 
障
 
が
 
い

中

級
人

言
 
語
 
障
 
が
 
い

そ
　
の
　
他

小
　
　
　
計

合
　
　
計

中
小

中
小

小
中

 

 

 適切な学びの場の見直しにより、令和６年度の府内小・中学校における

支援学級数・在籍児童生徒数は減少した。 

 支援学級設置率は、全国平均を大きく上回る。 

 

 

 

 

 

※各年 5 月 1 日現在 

※平成 28 年度より小学校には、義務教育学校（前期課程）を、 中学校には、義務教育学校（後期課程）をそれぞれ含む。 
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支支援援学学級級のの児児童童生生徒徒数数  

<全国>R6 年度 
 小学校：87.0%  
 中学校：80.5% 

支支援援学学級級のの学学級級数数・・設設置置率率  

（年度） 

（年度） 

（学級数） 

（人） 

99.3％ 

99.6％ 

− 43 −− 42 − − 43 −



 

 

（令和７年５月１日現在） 

中  学  校 ・ （義 務 教 育 学 校 後 期 課 程） 合 計 

市町村名 弱視 難聴 知的障がい 肢体不自由 病弱・身体虚弱 
自閉症・  

情緒障がい 

言語 

障がい 設 置 

校 数 

学 級 

数 計 

設 置 

校 数 
学級数 

校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 

３ ３ ９ ９ 129 252 48 48 23 23 129 297 

  

129 632 411 2165 大 阪 市 

- - ２ ２ 41 82 ５ ５ 11 11 43 91 43 191 135 683 堺 市 

３ ３ １ １ 30(3) 56(4) 15(2) 15(2) ６(2) ７(2) 30(3) 78(5) 30(3) 160(13) 95(3) 602(35) 豊 能 地 区 

３ ３ - - 16(1) 30(2) ７(1) ７(1) ４(1) ５(1) 16(1) 51(2) 16(1) 96(6) 54(1) 363(16) 豊 中 市 

- - １ １ ４(1) 10(1) ２ ２ １ １ ４(1) ９(2) ４(1) 23(3) 13(1) 84(10) 池 田 市 

- - - - ８ 14 ６ ６ １ １ ８ 16 ８ 37 22 141 箕 面 市 

- - - - (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (４) (１) (９) 能 勢 町 

- - - - ２ ２ - - - - ２ ２ ２ ４ ６ 14 豊 能 町 

４ ４ ４ ４ 57 107 13 13 11 11 57 130 57 269 177 1013 三 島 地 区 

- - ２ ２ 18 38 ３ ３ ６ ６ 18 35 18 84 53 376 吹 田 市 

３ ３ ２ ２ 18 25 ４ ４ ３ ３ 18 57 18 94 58 309 高 槻 市 

１ １ - - 14 30 ６ ６ １ １ 14 21 14 59 45 215 茨 木 市 

- - - - ５ ９ - - - - ５ 11 ５ 20 15 72 摂 津 市 

- - - - ２ ５ - - １ １ ２ ６ ２ 12 ６ 41 島 本 町 

１ １ ２ ２ 58(2) 113(3) 10(1) 10(1) ８ ８ 58(2) 135(7) 58(2) 269(11) 176(2) 1018(27) 北 河 内 地 区 

- - - - ７(1) 14(1) (１) (１) １ １ ７(1) 19(3) ７(1) 34(5) 19(1) 117(13) 守 口 市 

１ １ ２ ２ 19 40 ６ ６ ４ ４ 19 50 19 103 63 409 枚 方 市 

- - - - 12 23 - - １ １ 12 26 12 50 35 191 寝 屋 川 市 

- - - - ８ 13 ２ ２ - - ８ 15 ８ 30 20 110 大 東 市 

- - - - ６ 12 １ １ - - ６ 13 ６ 26 19 93 門 真 市 

- - - - ３ ５ １ １ １ １ ３ ５ ３ 12 ９ 51 四 條 畷 市 

- - - - ３(1) ６(2) - - １ １ ３(1) ７(4) ３(1) 14(6) 11(1) 47(14) 交 野 市 

- - １ １ 42(3) 66(5) ７ ７ ８ ８ 41(3) 78(4) 42(3) 160(9) 127(3) 569(27) 中 河 内 地 区 

- - 1 1 23(2) 39(4) ７ ７ ６ ６ 23(2) 51(3) 23(2) 104(7) 72(2) 336(22) 東 大 阪 市 

- - - - 14(1) 20(1) - - ２ ２ 13(1) 18(1) 14(1) 40(2) 41(1) 181(5) 八 尾 市 

- - - - ５ ７ - - - - ５ ９ ５ 16 14 52 柏 原 市 

- - １ １ 36(1) 57(1) ４ ４ ２ ２ 35(1) 67(1) 36(1) 131(2) 112(1) 487(8) 南 河 内 地 区 

- - - - ８ ９ - - １ １ ８ 18 ８ 28 24 107 富 田 林 市 

- - - - ７ 11 - - - - ６ 12 ７ 23 19 79 河 内 長 野 市 

- - １ １ ７ 15 ２ ２ １ １ ７ 13 ７ 32 22 110 松 原 市 

- - - - ５(1) ８(1) - - - - ５(1) ９(1) ５(1) 17(2) 18(1) 75(8) 羽 曳 野 市 

- - - - ３ ５ - - - - ３ ８ ３ 13 10 53 藤 井 寺 市 

- - - - ３ ５ ２ ２ - - ３ ３ ３ 10 10 37 大 阪 狭 山 市 

- - - - １ １ - - - - １ ２ １ ３ ３ ９ 太 子 町 

- - - - １ ２ - - - - １ １ １ ３ ３ 11 河 南 町 

- - - - １ １ - - - - １ １ １ ２ ３ ６ 千 早 赤 阪 村 

１ １ - - 15(1) 24(1) ５ ５ - - 15(2) 39(2) 15(2) 69(3) 50(2) 242(11) 泉 北 地 区 

- - - - ３ ４ - - - - ３ ８ ３ 12 11 59 泉 大 津 市 

- - - - ８(1) 16(1) ５ ５ - - ８(2) 25(2) ８(2) 46(3) 26(2) 133(11) 和 泉 市 

１ １ - - ３ ３ - - - - ３ ５ ３ ９ 10 38 高 石 市 

- - - - １ １ - - - - １ １ １ ２ ３ 12 忠 岡 町 

- - ４ ４ 32 74 ４ ４ ２ ２ 33 81 33 165 107(1) 556(2) 泉 南 地 区 

- - ２ ２ 11 26 ３ ３ １ １ 11 38 11 70 35 203 岸 和 田 市 

- - - - ４ 13 - - １ １ ４ 11 ４ 25 14(1) 74(2) 貝 塚 市 

- - - - ５ 11 - - - - ５ 12 ５ 23 18 100 泉 佐 野 市 

- - - - ４ 11 - - - - ４ ７ ４ 18 14 69 泉 南 市 

- - - - ３ ６ - - - - ４ ８ ４ 14 12 52 阪 南 市 

- - １ １ ３ ５ - - - - ３ ３ ３ ９ ８ 35 熊 取 町 

- - １ １ １ １ - - - - １ １ １ ３ ２ ９ 田 尻 町 

- - - - １ １ １ １ - - １ １ １ ３ ４ 14 岬 町 

12 12 24 24 440(10) 831(14) 111(3) 111(3) 71(2) 72(2) 441(11) 996(19) 443(11) 2046(38) 1390(12) 7335(110) 合 計 

 

 

３ 市町村別支援学級設置状況 

 

市町村名 

小  学  校 ・ （義 務 教 育 学 校 前 期 課 程） 

弱視 難聴 知的障がい 肢体不自由 病弱・身体虚弱 
自閉症・ 

情緒障がい 

言語 

障がい 

設置 

校数 

学級 

数計 

校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 

大 阪 市 ６ ６ ９ 11 282 601 112 112 71 71 282 732 

  

283 1533 

堺 市 - - ４ ４ 92 196 19 19 34 35 92 238 92 492 

豊 能 地 区 ２ ２ 10 10 65(3) 145(7) 30(2) 30(2) 26(3) 26(3) 65(3) 229(10) 65(3) 442(22) 

豊 中 市 １ １ ２ ２ 38(1) 85(2) 18(1) 18(1) 18(1) 18(1) 38(1) 143(6) 38(1) 267(10) 

池 田 市 １ １ ２ ２ ９(1) 23(3) ２(1) ２(1) ５(1) ５(1) ９(1) 28(2) 9(1) 61(7) 

箕 面 市 - - ５ ５ 14 33 10 10 ２ ２ 14 54 14 104 

能 勢 町 - - - - (１) (２) - - (１) (１) (１) (２) (１) (５) 

豊 能 町 - - １ １ ４ ４ - - １ １ ４ ４ ４ 10 

三 島 地 区 ８ ８ 13 13 120 281 40 40 36 37 120 365 120 744 

吹 田 市 - - ３ ３ 35 122 18 18 22 22 35 127 35 292 

高 槻 市 ３ ３ ６ ６ 40 55 10 10 ６ ７ 40 134 40 215 

茨 木 市 ４ ４ ４ ４ 31 72 11 11 ３ ３ 31 62 31 156 

摂 津 市 １ １ - - 10 21 - - ３ ３ 10 27 10 52 

島 本 町 - - - - ４ 11 １ １ ２ ２ ４ 15 ４ 29 

北 河 内 地 区 ３ ３ ８ ８ 118(2) 306(7) 43(2) 43(2) 19 20 118(2) 369(7) 118(2) 749(16) 

守 口 市 １ １ ４ ４ 12(1) 27(4) ５(1) ５(1) １ １ 12(1) 45(3) 12(1) 83(8) 

枚 方 市 １ １ ３ ３ 44 117 22 22 ６ ７ 44 156 44 306 

寝 屋 川 市 １ １ - - 23 72 ３ ３ ２ ２ 23 63 23 141 

大 東 市 - - - - 12 35 ６ ６ ５ ５ 12 34 12 80 

門 真 市 - - １ １ 13 27 ６ ６ ３ ３ 13 30 13 67 

四 條 畷 市 - - - - ６ 16 - - ２ ２ ６ 21 ６ 39 

交 野 市 - - - - ８(1) 12(3) １(1) １(1) - - ８(1) 20(4) ８(1) 33(8) 

中 河 内 地 区 ６(1) ６(1) ５ ７ 84(3) 156(5) 34(3) 34(3) 20 20 85(3) 186(9) 85(3) 409(18) 

東 大 阪 市 ４(1) ４(1) １ ２ 49(2) 86(4) 27(2) 27(2) ４ ４ 49(2) 109(8) 49(2) 232(15) 

八 尾 市 ２ ２ ４ ５ 27(1) 58(1) ７(1) ７(1) 12 12 27(1) 57(1) 27(1) 141(3) 

柏 原 市 - - - - ８ 12 - - ４ ４ ９ 20 ９ 36 

南 河 内 地 区 １ １ ４ ４ 75(1) 135(3) 20 20 13 13 76(1) 183(3) 76(1) 356(6) 

富 田 林 市 - - １ １ 16 23 ５ ５ ３ ３ 16 47 16 79 

河 内 長 野 市 - - ２ ２ 12 22 １ １ ２ ２ 12 29 12 56 

松 原 市 １ １ １ １ 15 35 ５ ５ ３ ３ 15 33 15 78 

羽 曳 野 市 - - - - 12(1) 25(3) １ １ ２ ２ 13(1) 30(3) 13(1) 58(6) 

藤 井 寺 市 - - - - ７ 11 ４ ４ ２ ２ ７ 23 ７ 40 

大 阪 狭 山 市 - - - - ７ 11 ３ ３ １ １ ７ 12 ７ 27 

太 子 町 - - - - ２ ２ １ １ - - ２ ３ ２ ６ 

河 南 町 - - - - ２ ４ - - - - ２ ４ ２ ８ 

千 早 赤 阪 村 - - - - ２ ２ - - - - ２ ２ ２ ４ 

泉 北 地 区 - - １(1) １(1) 35(2) 70(3) ９ ９ ４ ４ 35(2) 89(4) 35(2) 173(8) 

泉 大 津 市 - - - - ８ 19 １ １ ２ ２ 8 25 ８ 47 

和 泉 市 - - (1) (1) 18(2) 34(3) ６ ６ １ １ 18(2) 46(4) 18(2) 87(8) 

高 石 市 - - １ １ ７ 11 ２ ２ - - ７ 15 ７ 29 

忠 岡 町 - - - - ２ ６ - - １ １ ２ ３ ２ 10 

泉 南 地 区 ２ ２ ４ ４ 73(1) 168(1) 13 14 ５ ５ 74(1) 198(1) 74(1) 391(2) 

岸 和 田 市 １ １ ３ ３ 24 46 ２ ３ ４ ４ 24 76 24 133 

貝 塚 市 - - １ １ 10(1) 22(1) ２ ２ １ １ 10(1) 23(1) 10(1) 49(2) 

泉 佐 野 市 - - - - 12 31 ４ ４ - - 13 42 13 77 

泉 南 市 - - - - 10 28 ２ ２ - - 10 21 10 51 

阪 南 市 - - - - ８ 17 ２ ２ - - ８ 19 ８ 38 

熊 取 町 - - - - ５ 17 - - - - ５ ９ ５ 26 

田 尻 町 １ １ - - １ ２ - - - - １ ３ １ ６ 

岬 町 - - - - ３ ５ １ １ - - ３ ５ ３ 11 

合 計 28(1) 28(1) 58(1) 62(1) 944(12) 2058(26) 320(7) 321(7) 228(3) 231(3) 946(12) 2589(34) 948(12) 5289(72) 

※（ ）内は、義務教育学校における設置数を示す（外数）。なお、大阪市のみ義務教育学校における設置数は、小・中学校に含む。 

− 44 −− 44 −



 

 

（令和７年５月１日現在） 

中  学  校 ・ （義 務 教 育 学 校 後 期 課 程） 合 計 

市町村名 弱視 難聴 知的障がい 肢体不自由 病弱・身体虚弱 
自閉症・  

情緒障がい 

言語 

障がい 設 置 

校 数 

学 級 

数 計 

設 置 

校 数 
学級数 

校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 

３ ３ ９ ９ 129 252 48 48 23 23 129 297 

  

129 632 411 2165 大 阪 市 

- - ２ ２ 41 82 ５ ５ 11 11 43 91 43 191 135 683 堺 市 

３ ３ １ １ 30(3) 56(4) 15(2) 15(2) ６(2) ７(2) 30(3) 78(5) 30(3) 160(13) 95(3) 602(35) 豊 能 地 区 

３ ３ - - 16(1) 30(2) ７(1) ７(1) ４(1) ５(1) 16(1) 51(2) 16(1) 96(6) 54(1) 363(16) 豊 中 市 

- - １ １ ４(1) 10(1) ２ ２ １ １ ４(1) ９(2) ４(1) 23(3) 13(1) 84(10) 池 田 市 

- - - - ８ 14 ６ ６ １ １ ８ 16 ８ 37 22 141 箕 面 市 

- - - - (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (１) (４) (１) (９) 能 勢 町 

- - - - ２ ２ - - - - ２ ２ ２ ４ ６ 14 豊 能 町 

４ ４ ４ ４ 57 107 13 13 11 11 57 130 57 269 177 1013 三 島 地 区 

- - ２ ２ 18 38 ３ ３ ６ ６ 18 35 18 84 53 376 吹 田 市 

３ ３ ２ ２ 18 25 ４ ４ ３ ３ 18 57 18 94 58 309 高 槻 市 

１ １ - - 14 30 ６ ６ １ １ 14 21 14 59 45 215 茨 木 市 

- - - - ５ ９ - - - - ５ 11 ５ 20 15 72 摂 津 市 

- - - - ２ ５ - - １ １ ２ ６ ２ 12 ６ 41 島 本 町 

１ １ ２ ２ 58(2) 113(3) 10(1) 10(1) ８ ８ 58(2) 135(7) 58(2) 269(11) 176(2) 1018(27) 北 河 内 地 区 

- - - - ７(1) 14(1) (１) (１) １ １ ７(1) 19(3) ７(1) 34(5) 19(1) 117(13) 守 口 市 

１ １ ２ ２ 19 40 ６ ６ ４ ４ 19 50 19 103 63 409 枚 方 市 

- - - - 12 23 - - １ １ 12 26 12 50 35 191 寝 屋 川 市 

- - - - ８ 13 ２ ２ - - ８ 15 ８ 30 20 110 大 東 市 

- - - - ６ 12 １ １ - - ６ 13 ６ 26 19 93 門 真 市 

- - - - ３ ５ １ １ １ １ ３ ５ ３ 12 ９ 51 四 條 畷 市 

- - - - ３(1) ６(2) - - １ １ ３(1) ７(4) ３(1) 14(6) 11(1) 47(14) 交 野 市 

- - １ １ 42(3) 66(5) ７ ７ ８ ８ 41(3) 78(4) 42(3) 160(9) 127(3) 569(27) 中 河 内 地 区 

- - 1 1 23(2) 39(4) ７ ７ ６ ６ 23(2) 51(3) 23(2) 104(7) 72(2) 336(22) 東 大 阪 市 

- - - - 14(1) 20(1) - - ２ ２ 13(1) 18(1) 14(1) 40(2) 41(1) 181(5) 八 尾 市 

- - - - ５ ７ - - - - ５ ９ ５ 16 14 52 柏 原 市 

- - １ １ 36(1) 57(1) ４ ４ ２ ２ 35(1) 67(1) 36(1) 131(2) 112(1) 487(8) 南 河 内 地 区 

- - - - ８ ９ - - １ １ ８ 18 ８ 28 24 107 富 田 林 市 

- - - - ７ 11 - - - - ６ 12 ７ 23 19 79 河 内 長 野 市 

- - １ １ ７ 15 ２ ２ １ １ ７ 13 ７ 32 22 110 松 原 市 

- - - - ５(1) ８(1) - - - - ５(1) ９(1) ５(1) 17(2) 18(1) 75(8) 羽 曳 野 市 

- - - - ３ ５ - - - - ３ ８ ３ 13 10 53 藤 井 寺 市 

- - - - ３ ５ ２ ２ - - ３ ３ ３ 10 10 37 大 阪 狭 山 市 

- - - - １ １ - - - - １ ２ １ ３ ３ ９ 太 子 町 

- - - - １ ２ - - - - １ １ １ ３ ３ 11 河 南 町 

- - - - １ １ - - - - １ １ １ ２ ３ ６ 千 早 赤 阪 村 

１ １ - - 15(1) 24(1) ５ ５ - - 15(2) 39(2) 15(2) 69(3) 50(2) 242(11) 泉 北 地 区 

- - - - ３ ４ - - - - ３ ８ ３ 12 11 59 泉 大 津 市 

- - - - ８(1) 16(1) ５ ５ - - ８(2) 25(2) ８(2) 46(3) 26(2) 133(11) 和 泉 市 

１ １ - - ３ ３ - - - - ３ ５ ３ ９ 10 38 高 石 市 

- - - - １ １ - - - - １ １ １ ２ ３ 12 忠 岡 町 

- - ４ ４ 32 74 ４ ４ ２ ２ 33 81 33 165 107(1) 556(2) 泉 南 地 区 

- - ２ ２ 11 26 ３ ３ １ １ 11 38 11 70 35 203 岸 和 田 市 

- - - - ４ 13 - - １ １ ４ 11 ４ 25 14(1) 74(2) 貝 塚 市 

- - - - ５ 11 - - - - ５ 12 ５ 23 18 100 泉 佐 野 市 

- - - - ４ 11 - - - - ４ ７ ４ 18 14 69 泉 南 市 

- - - - ３ ６ - - - - ４ ８ ４ 14 12 52 阪 南 市 

- - １ １ ３ ５ - - - - ３ ３ ３ ９ ８ 35 熊 取 町 

- - １ １ １ １ - - - - １ １ １ ３ ２ ９ 田 尻 町 

- - - - １ １ １ １ - - １ １ １ ３ ４ 14 岬 町 

12 12 24 24 440(10) 831(14) 111(3) 111(3) 71(2) 72(2) 441(11) 996(19) 443(11) 2046(38) 1390(12) 7335(110) 合 計 

 

 

３ 市町村別支援学級設置状況 

 

市町村名 

小  学  校 ・ （義 務 教 育 学 校 前 期 課 程） 

弱視 難聴 知的障がい 肢体不自由 病弱・身体虚弱 
自閉症・ 

情緒障がい 

言語 

障がい 

設置 

校数 

学級 

数計 

校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 校 級 

大 阪 市 ６ ６ ９ 11 282 601 112 112 71 71 282 732 

  

283 1533 

堺 市 - - ４ ４ 92 196 19 19 34 35 92 238 92 492 

豊 能 地 区 ２ ２ 10 10 65(3) 145(7) 30(2) 30(2) 26(3) 26(3) 65(3) 229(10) 65(3) 442(22) 

豊 中 市 １ １ ２ ２ 38(1) 85(2) 18(1) 18(1) 18(1) 18(1) 38(1) 143(6) 38(1) 267(10) 

池 田 市 １ １ ２ ２ ９(1) 23(3) ２(1) ２(1) ５(1) ５(1) ９(1) 28(2) 9(1) 61(7) 

箕 面 市 - - ５ ５ 14 33 10 10 ２ ２ 14 54 14 104 

能 勢 町 - - - - (１) (２) - - (１) (１) (１) (２) (１) (５) 

豊 能 町 - - １ １ ４ ４ - - １ １ ４ ４ ４ 10 

三 島 地 区 ８ ８ 13 13 120 281 40 40 36 37 120 365 120 744 

吹 田 市 - - ３ ３ 35 122 18 18 22 22 35 127 35 292 

高 槻 市 ３ ３ ６ ６ 40 55 10 10 ６ ７ 40 134 40 215 

茨 木 市 ４ ４ ４ ４ 31 72 11 11 ３ ３ 31 62 31 156 

摂 津 市 １ １ - - 10 21 - - ３ ３ 10 27 10 52 

島 本 町 - - - - ４ 11 １ １ ２ ２ ４ 15 ４ 29 

北 河 内 地 区 ３ ３ ８ ８ 118(2) 306(7) 43(2) 43(2) 19 20 118(2) 369(7) 118(2) 749(16) 

守 口 市 １ １ ４ ４ 12(1) 27(4) ５(1) ５(1) １ １ 12(1) 45(3) 12(1) 83(8) 

枚 方 市 １ １ ３ ３ 44 117 22 22 ６ ７ 44 156 44 306 

寝 屋 川 市 １ １ - - 23 72 ３ ３ ２ ２ 23 63 23 141 

大 東 市 - - - - 12 35 ６ ６ ５ ５ 12 34 12 80 

門 真 市 - - １ １ 13 27 ６ ６ ３ ３ 13 30 13 67 

四 條 畷 市 - - - - ６ 16 - - ２ ２ ６ 21 ６ 39 

交 野 市 - - - - ８(1) 12(3) １(1) １(1) - - ８(1) 20(4) ８(1) 33(8) 

中 河 内 地 区 ６(1) ６(1) ５ ７ 84(3) 156(5) 34(3) 34(3) 20 20 85(3) 186(9) 85(3) 409(18) 

東 大 阪 市 ４(1) ４(1) １ ２ 49(2) 86(4) 27(2) 27(2) ４ ４ 49(2) 109(8) 49(2) 232(15) 

八 尾 市 ２ ２ ４ ５ 27(1) 58(1) ７(1) ７(1) 12 12 27(1) 57(1) 27(1) 141(3) 

柏 原 市 - - - - ８ 12 - - ４ ４ ９ 20 ９ 36 

南 河 内 地 区 １ １ ４ ４ 75(1) 135(3) 20 20 13 13 76(1) 183(3) 76(1) 356(6) 

富 田 林 市 - - １ １ 16 23 ５ ５ ３ ３ 16 47 16 79 

河 内 長 野 市 - - ２ ２ 12 22 １ １ ２ ２ 12 29 12 56 

松 原 市 １ １ １ １ 15 35 ５ ５ ３ ３ 15 33 15 78 

羽 曳 野 市 - - - - 12(1) 25(3) １ １ ２ ２ 13(1) 30(3) 13(1) 58(6) 

藤 井 寺 市 - - - - ７ 11 ４ ４ ２ ２ ７ 23 ７ 40 

大 阪 狭 山 市 - - - - ７ 11 ３ ３ １ １ ７ 12 ７ 27 

太 子 町 - - - - ２ ２ １ １ - - ２ ３ ２ ６ 

河 南 町 - - - - ２ ４ - - - - ２ ４ ２ ８ 

千 早 赤 阪 村 - - - - ２ ２ - - - - ２ ２ ２ ４ 

泉 北 地 区 - - １(1) １(1) 35(2) 70(3) ９ ９ ４ ４ 35(2) 89(4) 35(2) 173(8) 

泉 大 津 市 - - - - ８ 19 １ １ ２ ２ 8 25 ８ 47 

和 泉 市 - - (1) (1) 18(2) 34(3) ６ ６ １ １ 18(2) 46(4) 18(2) 87(8) 

高 石 市 - - １ １ ７ 11 ２ ２ - - ７ 15 ７ 29 

忠 岡 町 - - - - ２ ６ - - １ １ ２ ３ ２ 10 

泉 南 地 区 ２ ２ ４ ４ 73(1) 168(1) 13 14 ５ ５ 74(1) 198(1) 74(1) 391(2) 

岸 和 田 市 １ １ ３ ３ 24 46 ２ ３ ４ ４ 24 76 24 133 

貝 塚 市 - - １ １ 10(1) 22(1) ２ ２ １ １ 10(1) 23(1) 10(1) 49(2) 

泉 佐 野 市 - - - - 12 31 ４ ４ - - 13 42 13 77 

泉 南 市 - - - - 10 28 ２ ２ - - 10 21 10 51 

阪 南 市 - - - - ８ 17 ２ ２ - - ８ 19 ８ 38 

熊 取 町 - - - - ５ 17 - - - - ５ ９ ５ 26 

田 尻 町 １ １ - - １ ２ - - - - １ ３ １ ６ 

岬 町 - - - - ３ ５ １ １ - - ３ ５ ３ 11 

合 計 28(1) 28(1) 58(1) 62(1) 944(12) 2058(26) 320(7) 321(7) 228(3) 231(3) 946(12) 2589(34) 948(12) 5289(72) 

※（ ）内は、義務教育学校における設置数を示す（外数）。なお、大阪市のみ義務教育学校における設置数は、小・中学校に含む。 

− 45 −− 44 − − 45 −



４ 病院内学級・病弱支援学校（本校・分教室）設置一覧 

 設 置 者 学 校 名 病   院   名 所  在  地 

病

院

内

 

支

援

学

級 

堺市 家原寺小 
津久野中 堺市立総合医療センター 堺市西区家原寺町 1-1-1 

(072-272-1199) 

豊中市 
桜井谷小 
第十三中 市立豊中病院 

豊中市柴原町 4-14-1 
(06-6858-3605) 

池田市 池田小 市立池田病院 
池田市城南 3-1-18 
(072-751-2881) 

箕面市 萱野小 
第五中 

箕面市立病院 箕面市萱野 5-7-1 
(072-728-2001) 

吹田市 岸部第一小 
第二中 

市立吹田市民病院 吹田市岸部新町 5-7 
(06-6387-3311) 

高槻市 高槻小 大阪医科薬科大学病院 高槻市大学町 2-7 
(072-683-1221) 

枚方市 

桜丘北小 
桜丘中 星ヶ丘医療センター 枚方市星丘 4-8-1 

(072-840-2641) 

禁野小 
第一中 市立ひらかた病院 

枚方市禁野本町 2-14-1 
(072-847-2821) 

東大阪市 
意岐部小 
意岐部中 市立東大阪医療センター 

東大阪市西岩田 3-4-5 
(06-6781-5101) 

八尾市 龍華小 八尾市立病院 八尾市龍華町 1-3-1 
(072-922-0881) 

泉大津市 旭小 泉大津市立病院 泉大津市下条町 16-1 
(0725-32-5622) 

岸和田市 八木南小 市立岸和田市民病院 岸和田市額原町 1001 
(072-445-1000) 

１１市 １９校 １２病院  

病

院

内

 
支

援

学

校

本

校

�
分

教

室 

大阪府 

刀根山支援 

独立行政法人 国立病院機構  

大阪刀根山医療センター 
豊中市刀根山 5-1-1 
(06-6853-0200) 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 
大阪精神医療センター 

枚方市宮之阪 3-16-21 
(072-847-6951) 

大阪大学医学部附属病院 吹田市山田丘 2-15 
(06-6876-5229) 

関西医科大学附属病院 枚方市新町 2-3-1 
(072-845-7033) 

関西医科大学総合医療センター 
守口市文園町 10-15 
(06-6995-5215) 

羽曳野支援 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 
大阪はびきの医療センター 

羽曳野市はびきの 3-7-1 
(072-958-5000) 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 
大阪急性期・総合医療センター 

大阪市住吉区万代東 3-1-56 
(06-6606-5723) 

地方独立行政法人 大阪府立病院機構 
大阪母子医療センター 

和泉市室堂町 840 
(0725-56-9085) 

堺咲花病院 堺市南区原山台 2-7-1 
(072-299-5463) 

独立行政法人 労働者健康安全機構 
大阪労災病院 

堺市北区長曾根町 1179-3 
(072-252-8088) 

近畿大学病院 
堺市南区三原台 1-14-1※ 
(072-366-2505) 

阪南病院 
堺市中区八田南之町 277 
(072-277-2888) 

光陽支援 
大阪市立総合医療センター 大阪市都島区都島本通 2-13-22 

(06-6929-1221) 

大阪公立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町 1-5-7 
(06-6645-2891) 

 ３校 １４病院  

 総計 ２２校 ２６病院  
 

※令和 7 年 11 月 1 日より、大阪狭山市大野東 377-2 から移転 
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５　令和７年度 通級による指導担当教員配置校

　（小学校・義務教育学校(前期課程)・支援学校） 「数」・・・ 配置数　

市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数
大 阪 市 柏 里 小 発達障がい 11 (大阪市) 大 宮 小 発達障がい 11 (大阪市) 北 田 辺 小 発達障がい 11 ( 堺 市 ) 新 金 岡 小 発達障がい 11 (箕面市) 萱 野 北 小 発達障がい 11

十 三 小 発達障がい 11 高 殿 小 発達障がい 11 東 田 辺 小 発達障がい 11 光 竜 寺 小 発達障がい 11 彩都の丘小 発達障がい 22
西 淡 路 小 言語障がい 11 新森小路小 発達障がい 11 南 田 辺 小 発達障がい 11 新金岡東小 発達障がい 11 能 勢 町 能勢ささゆり学園 発達障がい 11
菅 北 小 言語障がい 11 太 子 橋 小 発達障がい 11 南 百 済 小 発達障がい 11 北 八 下 小 発達障がい 11 豊 能 町 東 能 勢 小 発達障がい 11
上 福 島 小 言語障がい 11 鯰 江 小 発達障がい 11 育 和 小 発達障がい 11 百 舌 鳥 小 発達障がい 11 吉 川 小 発達障がい 11
成 育 小 言語障がい 11 鴫 野 小 発達障がい 11 鷹 合 小 発達障がい 11 東三国丘小 発達障がい 11 光 風 台 小 発達障がい 22
森 之 宮 小 発達障がい 11 諏 訪 小 発達障がい 11 今 川 小 発達障がい 11 東浅香山小 発達障がい 11 東ときわ台小 発達障がい 11
南 小 言語障がい 11 す み れ 小 発達障がい 11 平 野 西 小 発達障がい 11 金 岡 小 発達障がい 11 吹 田 市 吹田第二小 発達障がい 11
九 条 東 小 言語障がい 11 東 中 浜 小 発達障がい 11 平 野 小 発達障がい 11 金 岡 南 小 発達障がい 11 吹田第三小 発達障がい 11

発達障がい 11 放 出 小 発達障がい 11 長 吉 小 発達障がい 11 五 箇 荘 小 発達障がい 11 吹 田 南 小 発達障がい 11
長 居 小 言語障がい 11 関 目 東 小 発達障がい 11 瓜 破 小 発達障がい 11 五箇荘東小 発達障がい 11 千里第一小 発達障がい 11

発達障がい 11 鯰 江 東 小 発達障がい 11 加 美 小 発達障がい 11 新浅香山小 発達障がい 11 千里第二小 発達障がい 11
玉 出 小 発達障がい 11 榎 本 小 発達障がい 11 加美南部小 発達障がい 11 中百舌鳥小 発達障がい 11 東佐井寺小 発達障がい 11
北 鶴 橋 小 言語障がい 11 茨 田 北 小 発達障がい 11 平 野 南 小 発達障がい 11 大 泉 小 発達障がい 11 岸部第一小 発達障がい 11
金 塚 小 発達障がい 11 今 津 小 発達障がい 11 長 吉 東 小 発達障がい 11 黒 山 小 発達障がい 11 豊津第一小 発達障がい 11
田 辺 小 言語障がい 11 茨 田 西 小 発達障がい 11 瓜 破 北 小 発達障がい 11 平 尾 小 発達障がい 11 片 山 小 発達障がい 11

発達障がい 11 横 堤 小 発達障がい 11 加 美 北 小 発達障がい 11 美 原 北 小 発達障がい 11 山田第二小 発達障がい 11
喜 連 西 小 発達障がい 11 み ど り 小 発達障がい 11 喜 連 北 小 発達障がい 11 八 上 小 発達障がい 11 山田第三小 発達障がい 11
池 島 小 発達障がい 11 鶴 見 南 小 発達障がい 11 加 美 東 小 発達障がい 11 美 原 西 小 発達障がい 11 東 山 田 小 発達障がい 11
西 九 条 小 発達障がい 11 玉 造 小 発達障がい 11 新平野西小 発達障がい 11 さ つ き 野 小 発達障がい 11 南 山 田 小 発達障がい 11
島 屋 小 発達障がい 11 南 大 江 小 発達障がい 22 堺 市 三 宝 小 発達障がい 11 豊 中 市 克 明 小 発達障がい 11 西 山 田 小 発達障がい 11
高 見 小 発達障がい 11 中 大 江 小 発達障がい 11 錦 西 小 発達障がい 11 言語障がい 11 北 山 田 小 発達障がい 11
酉 島 小 発達障がい 11 中 央 小 発達障がい 11 市 小 発達障がい 11 桜 塚 小 発達障がい 22 佐 竹 台 小 発達障がい 11
春 日 出 小 発達障がい 11 西 船 場 小 発達障がい 11 錦 綾 小 発達障がい 11 大 池 小 発達障がい 11 高 野 台 小 発達障がい 11
市 岡 小 発達障がい 11 日 吉 小 発達障がい 11 浅 香 山 小 発達障がい 11 蛍 池 小 発達障がい 11 津 雲 台 小 発達障がい 11
磯 路 小 発達障がい 11 九 条 北 小 発達障がい 11 錦 小 発達障がい 11 桜 井 谷 小 発達障がい 11 青 山 台 小 発達障がい 11
三 先 小 発達障がい 11 本 田 小 発達障がい 11 熊 野 小 発達障がい 11 熊 野 田 小 発達障がい 22 千里たけみ小 発達障がい 11
波 除 小 発達障がい 11 堀 江 小 発達障がい 11 榎 小 発達障がい 11 中 豊 島 小 発達障がい 22 高 槻 市 高 槻 小 発達障がい 11
南 市 岡 小 発達障がい 11 堀江小分校 発達障がい 11 三 国 丘 小 発達障がい 11 豊 島 小 発達障がい 22 芥 川 小 発達障がい 22
弁 天 小 発達障がい 11 泉 尾 東 小 発達障がい 11 英 彰 小 発達障がい 11 原 田 小 発達障がい 22 磐 手 小 発達障がい 11
野 里 小 発達障がい 11 中 泉 尾 小 発達障がい 11 新 湊 小 発達障がい 11 小 曽 根 小 発達障がい 11 清 水 小 発達障がい 22
姫 里 小 発達障がい 11 北恩加島小 発達障がい 11 少 林 寺 小 発達障がい 11 豊 南 小 発達障がい 11 如 是 小 発達障がい 11
姫 島 小 発達障がい 11 南恩加島小 発達障がい 11 安 井 小 発達障がい 11 上 野 小 発達障がい 11 阿 武 野 小 発達障がい 11
大 和 田 小 発達障がい 11 鶴 町 小 発達障がい 11 大 仙 西 小 発達障がい 11 南 桜 塚 小 発達障がい 11 五 領 小 発達障がい 11
川 北 小 発達障がい 11 平 尾 小 発達障がい 11 神 石 小 発達障がい 11 新 田 小 発達障がい 22 桃 園 小 発達障がい 11
御 幣 島 小 発達障がい 11 三軒家東小 発達障がい 11 大 仙 小 発達障がい 11 庄 内 南 小 発達障がい 11 三 箇 牧 小 発達障がい 11
佃 西 小 発達障がい 11 塩草立葉小 発達障がい 22 東 陶 器 小 発達障がい 11 庄 内 西 小 発達障がい 11 富 田 小 発達障がい 11
加 島 小 発達障がい 11 難波元町小 発達障がい 11 西 陶 器 小 発達障がい 11 千 成 小 発達障がい 11 大 冠 小 発達障がい 11
三 津 屋 小 発達障がい 11 浪 速 小 発達障がい 11 福 田 小 発達障がい 11 北 丘 小 発達障がい 11 南 大 冠 小 発達障がい 11
新 高 小 発達障がい 11 粉 浜 小 発達障がい 11 東百舌鳥小 発達障がい 11 東 丘 小 発達障がい 11 北 大 冠 小 発達障がい 11
木 川 小 発達障がい 11 安 立 小 発達障がい 11 土 師 小 発達障がい 11 東 豊 中 小 発達障がい 22 桜 台 小 発達障がい 11
三 国 小 発達障がい 11 敷 津 浦 小 発達障がい 11 八田荘西小 発達障がい 11 豊 島 西 小 発達障がい 22 芝 生 小 発達障がい 11
北 中 島 小 発達障がい 11 住 吉 川 小 発達障がい 11 宮 園 小 発達障がい 11 西 丘 小 発達障がい 11 日 吉 台 小 発達障がい 22
塚 本 小 発達障がい 11 加賀屋東小 発達障がい 11 久 世 小 発達障がい 11 高 川 小 発達障がい 11 西 大 冠 小 発達障がい 22
西 三 国 小 発達障がい 11 新 北 島 小 発達障がい 11 深 阪 小 発達障がい 11 刀 根 山 小 発達障がい 22 上 牧 小 発達障がい 11
宮 原 小 発達障がい 11 南 港 桜 小 発達障がい 11 深 井 小 発達障がい 11 南 丘 小 発達障がい 11 北 清 水 小 発達障がい 11
東 淡 路 小 発達障がい 11 南港みなみ小 発達障がい 11 深 井 西 小 発達障がい 11 豊 島 北 小 発達障がい 11 赤 大 路 小 発達障がい 22
菅 原 小 発達障がい 11 清 江 小 発達障がい 11 日 置 荘 小 発達障がい 11 泉 丘 小 発達障がい 11 津 之 江 小 発達障がい 11
新 庄 小 発達障がい 11 依 羅 小 発達障がい 11 日置荘西小 発達障がい 11 少 路 小 発達障がい 11 柱 本 小 発達障がい 11
豊 里 小 発達障がい 11 墨 江 小 発達障がい 11 登美丘東小 発達障がい 11 言語障がい 11 郡 家 小 発達障がい 11
小 松 小 発達障がい 11 清 水 丘 小 発達障がい 11 登美丘西小 発達障がい 11 野 畑 小 発達障がい 11 寿 栄 小 発達障がい 11
井 高 野 小 発達障がい 11 南 住 吉 小 発達障がい 11 登美丘南小 発達障がい 11 東 豊 台 小 発達障がい 11 五 百 住 小 発達障がい 11
大 桐 小 発達障がい 11 大 空 小 発達障がい 11 野 田 小 発達障がい 11 箕 輪 小 発達障がい 11 竹 の 内 小 発達障がい 11
豊 新 小 発達障がい 11 大 領 小 発達障がい 11 南 八 下 小 発達障がい 11 北 条 小 発達障がい 22 安 岡 寺 小 発達障がい 11
東井高野小 発達障がい 11 苅 田 小 発達障がい 11 八 下 西 小 発達障がい 11 寺 内 小 発達障がい 11 松 原 小 発達障がい 11
豊 里 南 小 発達障がい 11 山 之 内 小 発達障がい 11 白 鷺 小 発達障がい 11 緑 地 小 発達障がい 11 若 松 小 発達障がい 11
滝 川 小 発達障がい 11 苅 田 北 小 発達障がい 11 浜寺石津小 発達障がい 11 桜井谷東小 発達障がい 11 丸 橋 小 発達障がい 11
堀 川 小 発達障がい 11 岸 里 小 発達障がい 11 浜 寺 東 小 発達障がい 11 東 泉 丘 小 発達障がい 11 奥 坂 小 発達障がい 11
扇 町 小 発達障がい 11 千 本 小 発達障がい 11 向 丘 小 発達障がい 11 北 緑 丘 小 発達障がい 11 真 上 小 発達障がい 11
豊崎本庄小 発達障がい 11 橘 小 発達障がい 11 平 岡 小 発達障がい 11 新 田 南 小 発達障がい 22 南 平 台 小 発達障がい 11
中 津 小 発達障がい 11 ま つ ば 小 発達障がい 11 福 泉 小 発達障がい 11 庄内さくら 発達障がい 11 北日吉台小 発達障がい 11
大 淀 小 発達障がい 11 南 津 守 小 発達障がい 11 福 泉 上 小 発達障がい 11 学 園 言語障がい 11 阿 武 山 小 発達障がい 11
豊 仁 小 発達障がい 11 新 今 宮 小 発達障がい 11 福 泉 東 小 発達障がい 11 池 田 市 池 田 小 発達障がい 22 茨 木 市 茨 木 小 発達障がい 22
中 之 島 小 発達障がい 11 真 田 山 小 発達障がい 22 鳳 小 発達障がい 11 秦 野 小 発達障がい 22 春 日 小 発達障がい 22
中 野 小 発達障がい 11 味 原 小 発達障がい 11 鳳 南 小 発達障がい 11 北 豊 島 小 発達障がい 22 春 日 丘 小 発達障がい 11
高 倉 小 発達障がい 11 桃 陽 小 発達障がい 11 津 久 野 小 発達障がい 11 呉 服 小 発達障がい 22 三 島 小 発達障がい 22
都 島 小 発達障がい 11 五 条 小 発達障がい 11 家 原 寺 小 発達障がい 11 石 橋 小 発達障がい 22 中 条 小 発達障がい 22
東 都 島 小 発達障がい 11 聖 和 小 発達障がい 11 上 野 芝 小 発達障がい 11 五 月 丘 小 発達障がい 11 玉 櫛 小 発達障がい 11
友 渕 小 発達障がい 11 天 王 寺 小 発達障がい 22 浜 寺 小 発達障がい 11 石 橋 南 小 発達障がい 11 安 威 小 発達障がい 11
友渕小分校 発達障がい 11 大 池 小 発達障がい 11 福泉中央小 発達障がい 11 緑 丘 小 発達障がい 22 玉 島 小 発達障がい 11
福 島 小 発達障がい 11 田 島 南 小 発達障がい 11 桃 山 台 小 発達障がい 11 神 田 小 発達障がい 22 福 井 小 発達障がい 11
玉 川 小 発達障がい 11 巽 小 発達障がい 11 竹 城 台 小 発達障がい 11 ほそごう学園 発達障がい 11 大 池 小 発達障がい 22
野 田 小 発達障がい 11 北 巽 小 発達障がい 11 上 神 谷 小 言語障がい 11 箕 面 市 箕 面 小 発達障がい 22 豊 川 小 発達障がい 11
吉 野 小 発達障がい 11 生野未来学園 発達障がい 11 茶 山 台 小 発達障がい 11 止々呂美小 発達障がい 22 中 津 小 発達障がい 11
鷺 洲 小 発達障がい 11 巽 南 小 発達障がい 11 三 原 台 小 発達障がい 11 萱 野 小 発達障がい 22 東 小 発達障がい 11
北 中 道 小 発達障がい 11 巽 東 小 発達障がい 11 槇 塚 台 小 発達障がい 11 北 小 発達障がい 11 水 尾 小 発達障がい 22
中 本 小 発達障がい 11 高 松 小 発達障がい 22 は る み 小 発達障がい 11 南 小 発達障がい 22 郡 山 小 発達障がい 11
東 中 本 小 発達障がい 11 常 盤 小 発達障がい 11 原山ひか り小 発達障がい 11 西 小 発達障がい 22 太 田 小 発達障がい 11
片 江 小 発達障がい 11 常盤小分校 発達障がい 11 庭 代 台 小 発達障がい 11 東 小 発達障がい 22 天 王 小 発達障がい 11
神 路 小 発達障がい 11 晴 明 丘 小 発達障がい 11 御 池 台 小 発達障がい 11 西 南 小 発達障がい 22 葦 原 小 発達障がい 22
深 江 小 発達障がい 11 阪 南 小 発達障がい 11 赤 坂 台 小 発達障がい 11 萱 野 東 小 発達障がい 22 郡 小 発達障がい 11
宝 栄 小 発達障がい 11 長 池 小 発達障がい 11 新檜尾台小 発達障がい 11 豊 川 北 小 発達障がい 22 庄 栄 小 発達障がい 11
清 水 小 発達障がい 11 苗 代 小 発達障がい 11 美 木 多 小 発達障がい 11 中 小 発達障がい 22 沢 池 小 発達障がい 11
古 市 小 発達障がい 11 桑 津 小 発達障がい 11 城 山 台 小 発達障がい 11 豊 川 南 小 発達障がい 33 畑 田 小 発達障がい 11
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「数」・・・ 配置数　

市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数 市 町 村 学 校 名 種 別 数
(茨木市) 山 手 台 小 発達障がい 11 (寝屋川市) 和 光 小 発達障がい 22 (東大阪市) 楠 根 東 小 発達障がい 11 (松原市) 天 美 西 小 発達障がい 11 岸和田市 中 央 小 発達障がい 11

耳 原 小 発達障がい 11 国松緑丘小 発達障がい 22 柏 田 小 発達障がい 11 松 原 西 小 発達障がい 11 城 内 小 発達障がい 11
穂 積 小 発達障がい 11 楠 根 小 発達障がい 11 西 堤 小 発達障がい 22 中 央 小 発達障がい 11 浜 小 発達障がい 11
白 川 小 発達障がい 11 宇 谷 小 発達障がい 11 意岐部東小 発達障がい 11 天 美 北 小 発達障がい 11 朝 陽 小 発達障がい 11
東 奈 良 小 発達障がい 11 石 津 小 発達障がい 11 藤 戸 小 発達障がい 22 松 原 東 小 発達障がい 11 東 光 小 発達障がい 11
西 小 発達障がい 11 望 が 丘 小 発達障がい 22 大 蓮 小 発達障がい 22 河 合 小 発達障がい 11 旭 小 発達障がい 11
西 河 原 小 発達障がい 11 大 東 市 南 郷 小 発達障がい 11 桜 橋 小 言語障がい 11 恵 我 南 小 発達障がい 11 太 田 小 発達障がい 11
彩 都 西 小 発達障がい 11 住 道 北 小 発達障がい 11 発達障がい 11 羽曳野市 古 市 小 発達障がい 22 天 神 山 小 発達障がい 11

摂 津 市 鳥 飼 小 発達障がい 11 住 道 南 小 発達障がい 11 布 施 小 発達障がい 11 駒 ヶ 谷 小 発達障がい 11 修 斉 小 発達障がい 11
味 舌 小 発達障がい 11 四 条 小 発達障がい 11 池 島 学 園 発達障がい 11 西 浦 小 発達障がい 11 東 葛 城 小 発達障がい 11
千 里 丘 小 発達障がい 11 四 条 北 小 発達障がい 11 くすは縄手南校 発達障がい 11 高 鷲 小 発達障がい 11 春 木 小 発達障がい 11
味 生 小 発達障がい 11 深 野 小 発達障がい 11 八 尾 市 八 尾 小 発達障がい 22 丹 比 小 発達障がい 22 大 芝 小 発達障がい 11
摂 津 小 発達障がい 22 北 条 小 発達障がい 22 山 本 小 発達障がい 11 羽曳が丘小 発達障がい 33 大 宮 小 発達障がい 11
別 府 小 発達障がい 11 氷 野 小 発達障がい 11 用 和 小 発達障がい 22 白 鳥 小 発達障がい 11 城 北 小 発達障がい 11
三宅柳田小 発達障がい 11 泉 小 発達障がい 11 久 宝 寺 小 発達障がい 22 高 鷲 南 小 発達障がい 22 新 条 小 発達障がい 22
鳥 飼 西 小 発達障がい 22 諸 福 小 発達障がい 22 龍 華 小 発達障がい 11 古 市 南 小 発達障がい 11 八 木 北 小 発達障がい 11
鳥 飼 北 小 発達障がい 11 灰 塚 小 発達障がい 11 大 正 小 発達障がい 11 恵我之荘小 発達障がい 11 八 木 小 発達障がい 11
鳥 飼 東 小 発達障がい 11 三 箇 小 発達障がい 11 安 中 小 言語障がい 11 埴 生 南 小 発達障がい 22 八 木 南 小 発達障がい 22

島 本 町 第 一 小 発達障がい 33 門 真 市 門 真 小 発達障がい 22 発達障がい 11 高 鷲 北 小 発達障がい 11 光 明 小 発達障がい 22
第 二 小 発達障がい 33 大 和 田 小 発達障がい 11 竹 渕 小 発達障がい 11 西 浦 東 小 発達障がい 11 常 盤 小 発達障がい 22
第 三 小 発達障がい 22 二 島 小 発達障がい 11 南 高 安 小 発達障がい 22 はびきの埴生学園 発達障がい 11 山 直 北 小 発達障がい 22
第 四 小 発達障がい 22 四 宮 小 発達障がい 22 曙 川 小 発達障がい 22 藤井寺市 藤 井 寺 小 発達障がい 33 城 東 小 発達障がい 11

守 口 市 守 口 小 発達障がい 22 古 川 橋 小 発達障がい 22 北 山 本 小 発達障がい 11 藤井寺南小 発達障がい 22 貝 塚 市 東 小 発達障がい 22
庭 窪 小 発達障がい 11 沖 小 発達障がい 11 南 山 本 小 発達障がい 11 藤井寺西小 発達障がい 22 西 小 発達障がい 22
八 雲 小 発達障がい 11 上 野 口 小 発達障がい 22 志 紀 小 発達障がい 22 藤井寺北小 発達障がい 33 南 小 発達障がい 22
錦 小 発達障がい 22 速 見 小 発達障がい 11 高 美 小 発達障がい 22 道 明 寺 小 発達障がい 33 北 小 発達障がい 22
金 田 小 発達障がい 11 北 巣 本 小 発達障がい 22 長 池 小 発達障がい 22 道明寺東小 発達障がい 22 木 島 小 発達障がい 11
梶 小 発達障がい 11 五 月 田 小 発達障がい 22 東 山 本 小 発達障がい 11 道明寺南小 発達障がい 33 中 央 小 発達障がい 11
藤 田 小 発達障がい 11 東 小 発達障がい 11 美 園 小 発達障がい 22 東 小 発達障がい 33 東 山 小 発達障がい 11
八 雲 東 小 発達障がい 11 門真みらい小 発達障がい 22 永 畑 小 発達障がい 22 西 小 発達障がい 33 二 色 学 園 発達障がい 11
佐 太 小 発達障がい 11 水 桜 小 発達障がい 11 刑 部 小 発達障がい 11 南 第 一 小 発達障がい 22 泉佐野市 第 一 小 発達障がい 11
よ つ ば 小 発達障がい 11 四條畷市 田 原 小 発達障がい 11 高 美 南 小 発達障がい 11 南 第 二 小 発達障がい 22 第 二 小 発達障がい 11
さ く ら 小 発達障がい 11 四 條 畷 小 発達障がい 22 西 山 本 小 発達障がい 11 北 小 発達障がい 33 日 新 小 発達障がい 11
寺 方 南 小 発達障がい 22 四條畷南小 発達障がい 11 高 安 西 小 発達障がい 22 南 第 三 小 発達障がい 22 北 中 小 発達障がい 22
さ つ き 学 園 発達障がい 22 忍 ヶ 丘 小 発達障がい 33 曙 川 東 小 発達障がい 11 第 七 小 発達障がい 33 長 坂 小 発達障がい 11

枚 方 市 枚 方 小 発達障がい 11 岡 部 小 発達障がい 33 亀 井 小 発達障がい 22 太 子 町 磯 長 小 発達障がい 11 日 根 野 小 発達障がい 22
枚方第二小 言語障がい 11 くすのき小 発達障がい 33 上 之 島 小 発達障がい 11 山 田 小 発達障がい 11 上 之 郷 小 発達障がい 11
蹉 跎 小 発達障がい 11 交 野 市 郡 津 小 発達障がい 11 大 正 北 小 発達障がい 22 河 南 町 近つ飛鳥小 発達障がい 11 長 南 小 発達障がい 11
香 里 小 発達障がい 11 岩 船 小 発達障がい 11 高 安 小 中 発達障がい 11 かなん桜小 発達障がい 11 末 広 小 発達障がい 22
開 成 小 発達障がい 11 倉 治 小 発達障がい 11 柏 原 市 柏 原 小 発達障がい 11 赤 阪 小 発達障がい 11 佐 野 台 小 発達障がい 11
五 常 小 発達障がい 11 旭 小 発達障がい 11 柏 原 東 小 発達障がい 11 千早小吹台小 発達障がい 11 中 央 小 発達障がい 11
春 日 小 発達障がい 11 藤 が 尾 小 発達障がい 11 堅 下 小 発達障がい 11 泉大津市 戎 小 発達障がい 22 泉 南 市 新 家 小 発達障がい 11
桜 丘 小 発達障がい 11 私 市 小 発達障がい 22 国 分 小 発達障がい 11 旭 小 発達障がい 22 信 達 小 発達障がい 22
山 田 小 発達障がい 11 交野みらい学園 発達障がい 22 玉 手 小 発達障がい 11 穴 師 小 発達障がい 22 東 小 発達障がい 11
明 倫 小 発達障がい 11 東大阪市 縄 手 小 発達障がい 22 堅 下 北 小 発達障がい 11 上 條 小 発達障がい 33 西 信 達 小 発達障がい 22
殿山第一小 発達障がい 11 縄 手 北 小 発達障がい 22 堅 下 南 小 発達障がい 11 浜 小 発達障がい 22 樽 井 小 発達障がい 22

難 聴 11 枚 岡 東 小 発達障がい 22 旭 ヶ 丘 小 発達障がい 11 条 東 小 発達障がい 33 雄 信 小 発達障がい 11
殿山第二小 発達障がい 11 枚 岡 西 小 発達障がい 11 富田林市 富 田 林 小 発達障がい 22 条 南 小 発達障がい 22 一 丘 小 発達障がい 11
津 田 小 発達障がい 22 石 切 小 発達障がい 22 新 堂 小 発達障がい 22 楠 小 発達障がい 22 砂 川 小 発達障がい 22
氷 室 小 発達障がい 11 孔 舎 衙 小 発達障がい 11 喜 志 小 発達障がい 33 和 泉 市 国 府 小 発達障がい 66 新 家 東 小 発達障がい 11
牧 野 小 発達障がい 11 上 四 条 小 発達障がい 11 大 伴 小 発達障がい 11 和 気 小 発達障がい 44 鳴 滝 小 発達障がい 11
交 北 小 発達障がい 11 縄 手 東 小 発達障がい 11 彼 方 小 発達障がい 11 伯 太 小 発達障がい 33 阪 南 市 尾 崎 小 発達障がい 22
中 宮 小 発達障がい 11 孔舎衙東小 発達障がい 11 錦 郡 小 発達障がい 11 池 上 小 発達障がい 22 西 鳥 取 小 発達障がい 22
小 倉 小 発達障がい 11 石 切 東 小 発達障がい 22 川 西 小 発達障がい 11 黒 鳥 小 発達障がい 33 下 荘 小 発達障がい 22
磯 島 小 発達障がい 11 成 和 小 発達障がい 22 寺 池 台 小 発達障がい 22 芦 部 小 発達障がい 33 東 鳥 取 小 発達障がい 22
蹉 跎 西 小 発達障がい 11 北 宮 小 発達障がい 11 東 条 小 発達障がい 11 北 池 田 小 発達障がい 44 舞 小 発達障がい 22
樟 葉 西 小 発達障がい 11 弥 栄 小 発達障がい 22 高 辺 台 小 発達障がい 11 いぶき 野小 発達障がい 33 朝 日 小 発達障がい 22
川 越 小 発達障がい 11 玉 川 小 発達障がい 11 久野喜台小 発達障がい 22 南 池 田 小 発達障がい 33 上 荘 小 発達障がい 22
津 田 南 小 発達障がい 11 玉 美 小 発達障がい 22 伏 山 台 小 発達障がい 11 緑 ケ 丘 小 発達障がい 33 桃の木台小 発達障がい 22
船 橋 小 発達障がい 11 英 田 北 小 発達障がい 22 喜 志 西 小 発達障がい 11 青葉はつが野小 発達障がい 33 熊 取 町 中 央 小 発達障がい 11
菅 原 東 小 発達障がい 22 若 江 小 発達障がい 22 藤 沢 台 小 発達障がい 11 北 松 尾 小 発達障がい 33 西 小 発達障がい 11
山 田 東 小 発達障がい 11 花 園 小 発達障がい 11 小 金 台 小 発達障がい 22 幸 小 発達障がい 11 南 小 発達障がい 11
平 野 小 発達障がい 11 鴻 池 東 小 発達障がい 22 向 陽 台 小 発達障がい 22 信 太 小 発達障がい 33 北 小 発達障がい 11
長 尾 小 言語障がい 11 玉 串 小 発達障がい 22 千 代 田 小 発達障がい 22 鶴山台北小 発達障がい 22 東 小 発達障がい 22
伊 加 賀 小 発達障がい 22 岩 田 西 小 発達障がい 11 長 野 小 発達障がい 22 鶴山台南小 発達障がい 22 田 尻 町 町 立 小 発達障がい 11
西 長 尾 小 発達障がい 11 英 田 南 小 発達障がい 22 小 山 田 小 発達障がい 11 光明台北小 発達障がい 33 岬 町 淡 輪 小 発達障がい 11
禁 野 小 発達障がい 11 加 納 小 発達障がい 22 天 野 小 発達障がい 11 光明台南小 発達障がい 33 深 日 小 発達障がい 11

寝屋川市 東 小 発達障がい 11 花 園 北 小 発達障がい 11 高 向 小 発達障がい 11 南松尾はつが野学園 発達障がい 22 多 奈 川 小 発達障がい 11
西 小 発達障がい 11 荒 川 小 発達障がい 22 三 日 市 小 発達障がい 22 槇 尾 学 園 発達障がい 11
南 小 発達障がい 22 長 堂 小 発達障がい 22 加 賀 田 小 発達障がい 11 高 石 市 高 石 小 発達障がい 11
北 小 発達障がい 11 高井田東小 発達障がい 22 天 見 小 発達障がい 11 羽 衣 小 発達障がい 11
第 五 小 発達障がい 22 森 河 内 小 発達障がい 22 楠 小 発達障がい 22 高 陽 小 発達障がい 11
成 美 小 発達障がい 11 高井田西小 発達障がい 11 石 仏 小 発達障がい 11 取 石 小 発達障がい 22
池 田 小 発達障がい 11 楠 根 小 発達障がい 22 川 上 小 発達障がい 11 東 羽 衣 小 発達障がい 22
中 央 小 発達障がい 11 意 岐 部 小 発達障がい 11 美加の台小 発達障がい 11 清 高 小 発達障がい 11
啓 明 小 発達障がい 11 小 阪 小 発達障がい 11 南 花 台 小 発達障がい 11 加 茂 小 発達障がい 11
三 井 小 発達障がい 11 上 小 阪 小 発達障がい 22 松 原 市 松 原 小 発達障がい 11 忠 岡 町 忠 岡 小 発達障がい 11
木 屋 小 発達障がい 11 弥 刀 小 発達障がい 11 松 原 南 小 発達障がい 11 東 忠 岡 小 発達障がい 11
木 田 小 発達障がい 22 長 瀬 北 小 発達障がい 11 松 原 北 小 発達障がい 11
神 田 小 発達障がい 11 長 瀬 東 小 発達障がい 11 天 美 小 発達障がい 11
堀 溝 小 発達障がい 11 八戸の里小 発達障がい 11 布 忍 小 発達障がい 11
田 井 小 発達障がい 11 長 瀬 南 小 発達障がい 11 恵 我 小 発達障がい 11
桜 小 発達障がい 22 弥 刀 東 小 発達障がい 22 三 宅 小 発達障がい 11
点 野 小 発達障がい 11 長 瀬 西 小 発達障がい 11 天 美 南 小 発達障がい 11

小学校 796校（1041名）
義務教育学校（前期課程）13校（17名）

計 809校（1058名）

22

堺 聴 覚
支 援 学 校

22

中 央 聴 覚
支 援 学 校

22

府立

生 野 聴 覚
支 援 学 校

難聴言語
障がい

（令和７年５月１日現在）

河 内
長 野 市

大 阪
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　（中学校・義務教育学校(後期課程)・支援学校） 「数」・・・ 配置数　

市町村 学 校 名 種 別 数 市町村 学 校 名 種 別 数 市町村 学 校 名 種 別 数 市町村 学 校 名 種 別 数 市町村 学 校 名 種 別 数
大阪市 東 中 発達障がい 11 堺 市 月 州 中 発達障がい 11 茨木市 養 精 中 発達障がい 22 東大阪市 縄 手 中 発達障がい 11 泉大津市 東 陽 中 発達障がい 22

西 中 発達障がい 11 浅 香 山 中 発達障がい 11 西 中 発達障がい 22 枚 岡 中 発達障がい 11 誠 風 中 発達障がい 22
春 日 出 中 発達障がい 11 殿 馬 場 中 発達障がい 11 東 中 発達障がい 22 石 切 中 発達障がい 22 小 津 中 発達障がい 22
梅 香 中 発達障がい 11 大 浜 中 発達障がい 11 豊 川 中 発達障がい 11 縄 手 北 中 発達障がい 11 和泉市 和 泉 中 発達障がい 33
市 岡 中 発達障がい 11 陵 西 中 発達障がい 11 南 中 発達障がい 11 孔 舎 衙 中 発達障がい 11 郷 荘 中 発達障がい 22
港 中 発達障がい 11 旭 中 発達障がい 11 三 島 中 発達障がい 11 盾 津 中 発達障がい 22 石 尾 中 発達障がい 33
港 南 中 発達障がい 11 東百舌鳥中 発達障がい 11 北 中 発達障がい 11 玉 川 中 発達障がい 11 北 池 田 中 発達障がい 11
淀 中 発達障がい 11 八 田 荘 中 発達障がい 11 東 雲 中 発達障がい 11 英 田 中 発達障がい 22 南 池 田 中 発達障がい 11
西 淀 中 発達障がい 11 深 井 中 発達障がい 11 天 王 中 発達障がい 22 花 園 中 発達障がい 11 富 秋 中 発達障がい 11
歌 島 中 発達障がい 11 平 井 中 発達障がい 11 西 陵 中 発達障がい 11 若 江 中 発達障がい 11 信 太 中 発達障がい 11
十 三 中 発達障がい 11 深井中央中 発達障がい 11 平 田 中 発達障がい 22 長 栄 中 発達障がい 11 光 明 台 中 発達障がい 11
新 北 野 中 発達障がい 11 日 置 荘 中 発達障がい 11 北 陵 中 発達障がい 11 新 喜 多 中 発達障がい 11 南 松 尾 は つ が 野 学 園 発達障がい 11
三 国 中 発達障がい 11 登 美 丘 中 発達障がい 11 太 田 中 発達障がい 11 金 岡 中 発達障がい 11 槇 尾 学 園 発達障がい 11
美 津 島 中 発達障がい 11 野 田 中 発達障がい 11 彩 都 西 中 発達障がい 11 上 小 阪 中 発達障がい 11 高石市 高 石 中 発達障がい 22
宮 原 中 発達障がい 11 浜 寺 中 発達障がい 11 摂津市 第 一 中 発達障がい 22 楠 根 中 発達障がい 11 高 南 中 発達障がい 11
瑞 光 中 発達障がい 11 上 野 芝 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11 意 岐 部 中 発達障がい 11 取 石 中 発達障がい 11
東 淀 中 発達障がい 11 鳳 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11 高 井 田 中 発達障がい 11 忠岡町 忠 岡 中 発達障がい 11
井 高 野 中 発達障がい 11 津 久 野 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 22 小 阪 中 発達障がい 11 岸和田市 岸 城 中 発達障がい 11
新 東 淀 中 発達障がい 11 浜 寺 南 中 発達障がい 11 第 五 中 発達障がい 11 長 瀬 中 発達障がい 11 野 村 中 発達障がい 11
大 桐 中 発達障がい 11 宮 山 台 中 発達障がい 11 島本町 第 一 中 発達障がい 11 弥 刀 中 発達障がい 11 桜 台 中 発達障がい 22
北 稜 中 発達障がい 11 若 松 台 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11 柏 田 中 発達障がい 11 土 生 中 発達障がい 11
大 淀 中 発達障がい 11 三 原 台 中 発達障がい 11 守口市 第 一 中 発達障がい 11 布 施 中 発達障がい 11 久 米 田 中 発達障がい 11
豊 崎 中 発達障がい 11 晴 美 台 中 発達障がい 11 庭 窪 中 発達障がい 11 池 島 学 園 発達障がい 22 春 木 中 発達障がい 11
天 満 中 発達障がい 11 庭 代 台 中 発達障がい 11 八 雲 中 発達障がい 11 くすは縄手南校 発達障がい 11 貝塚市 第 一 中 発達障がい 11
中 之 島 中 発達障がい 11 赤 坂 台 中 発達障がい 11 梶 中 発達障がい 11 八尾市 八 尾 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11
高 倉 中 発達障がい 11 美 木 多 中 発達障がい 11 大 久 保 中 発達障がい 11 久 宝 寺 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 22
都 島 中 発達障がい 11 金 岡 北 中 発達障がい 11 錦 中 発達障がい 11 龍 華 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 11
友 渕 中 発達障がい 11 陵 南 中 発達障がい 11 さつき学園 発達障がい 11 成 法 中 言語障がい 11 泉佐野市 佐 野 中 発達障がい 11
八 阪 中 発達障がい 11 長 尾 中 発達障がい 11 枚方市 第 一 中 情緒障がい 11 南 高 安 中 発達障がい 22 新 池 中 発達障がい 11
下 福 島 中 発達障がい 11 金 岡 南 中 発達障がい 11 発達障がい 11 曙 川 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11
東 陽 中 発達障がい 11 五 箇 荘 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11 志 紀 中 発達障がい 11 日 根 野 中 発達障がい 11
相 生 中 発達障がい 11 中百舌鳥中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11 上 之 島 中 発達障がい 22 長 南 中 発達障がい 11
旭 陽 中 発達障がい 11 大 泉 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 11 高 美 中 発達障がい 11 泉南市 泉 南 中 発達障がい 22
旭 東 中 発達障がい 11 美 原 中 発達障がい 11 津 田 中 発達障がい 11 曙 川 南 中 発達障がい 11 西 信 達 中 発達障がい 11
今 市 中 発達障がい 11 美 原 西 中 発達障がい 11 枚 方 中 発達障がい 11 東 中 発達障がい 11 一 丘 中 発達障がい 11
蒲 生 中 発達障がい 11 さつき野中 発達障がい 11 中 宮 中 発達障がい 11 亀 井 中 発達障がい 11 信 達 中 発達障がい 22
城 陽 中 発達障がい 11 豊中市 第 一 中 発達障がい 11 招 堤 中 発達障がい 11 柏原市 柏 原 中 発達障がい 11 阪南市 鳥 取 中 発達障がい 11
菫 中 発達障がい 22 第 二 中 発達障がい 11 楠 葉 中 発達障がい 11 国 分 中 発達障がい 11 貝 掛 中 発達障がい 11
鯰 江 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11 楠 葉 西 中 発達障がい 11 堅 下 北 中 発達障がい 11 鳥 取 東 中 発達障がい 11
茨 田 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 11 東 香 里 中 発達障がい 11 堅 下 南 中 発達障がい 11 飯 の 峯 中 発達障がい 11
緑 中 発達障がい 11 第 五 中 発達障がい 11 長 尾 中 発達障がい 11 玉 手 中 発達障がい 11 熊取町 熊 取 中 発達障がい 11
今 津 中 発達障がい 11 第 七 中 発達障がい 11 杉 中 発達障がい 11 富田林市 第 一 中 発達障がい 22 田尻町 町 立 中 発達障がい 11
南 中 発達障がい 11 第 八 中 発達障がい 11 山 田 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11 岬 町 岬 中 発達障がい 11
上 町 中 発達障がい 11 第 九 中 発達障がい 11 渚 西 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11
花 乃 井 中 発達障がい 11 第 十 一 中 発達障がい 11 桜 丘 中 発達障がい 11 金 剛 中 発達障がい 22
堀 江 中 発達障がい 11 第 十 二 中 発達障がい 11 蹉 跎 中 発達障がい 11 葛 城 中 発達障がい 11
大 正 東 中 発達障がい 11 第 十 三 中 発達障がい 11 招 堤 北 中 発達障がい 11 喜 志 中 発達障がい 11
大正中央中 発達障がい 11 第 十 四 中 発達障がい 11 長 尾 西 中 発達障がい 11 藤 陽 中 発達障がい 33
大 正 北 中 発達障がい 11 第 十 五 中 発達障がい 11 寝屋川市 第 一 中 発達障がい 11 明 治 池 中 発達障がい 22
難 波 中 発達障がい 11 第 十 六 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 11 長 野 中 発達障がい 11
日 本 橋 中 発達障がい 11 第 十 七 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11 西 中 発達障がい 11
加 賀 屋 中 発達障がい 11 第 十 八 中 発達障がい 11 第 五 中 発達障がい 11 東 中 発達障がい 22
住 之 江 中 発達障がい 11 庄内さくら学園 発達障がい 11 第 六 中 発達障がい 11 千 代 田 中 発達障がい 22
新 北 島 中 発達障がい 11 池田市 池 田 中 発達障がい 22 第 七 中 発達障がい 11 加 賀 田 中 発達障がい 11
南 港 北 中 発達障がい 11 石 橋 中 発達障がい 22 第 八 中 発達障がい 11 南 花 台 中 発達障がい 11
南 港 南 中 発達障がい 11 渋 谷 中 発達障がい 11 第 九 中 発達障がい 11 美加の台中 発達障がい 11
真 住 中 発達障がい 11 北 豊 島 中 発達障がい 22 第 十 中 発達障がい 11 松原市 松 原 中 発達障がい 11
三 稜 中 発達障がい 11 ほそごう学園 発達障がい 11 友 呂 岐 中 発達障がい 11 松原第二中 発達障がい 11
我 孫 子 中 発達障がい 11 箕面市 第 一 中 発達障がい 22 中 木 田 中 発達障がい 11 松原第三中 発達障がい 11
住 吉 中 発達障がい 11 止々呂美中 発達障がい 11 望 が 丘 中 発達障がい 11 松原第四中 発達障がい 11
大 和 川 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 22 大東市 南 郷 中 発達障がい 11 松原第五中 発達障がい 11
東我孫子中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 22 住 道 中 発達障がい 22 松原第六中 発達障がい 11
墨 江 丘 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 22 四 条 中 発達障がい 11 松原第七中 発達障がい 11
天下茶屋中 発達障がい 11 第 五 中 発達障がい 11 深 野 中 発達障がい 11 羽曳野市 誉 田 中 発達障がい 11
今 宮 中 発達障がい 11 第 六 中 発達障がい 11 北 条 中 発達障がい 11 高 鷲 中 発達障がい 11
成 南 中 発達障がい 11 彩都の丘中 発達障がい 11 谷 川 中 発達障がい 11 峰 塚 中 発達障がい 22
玉 出 中 発達障がい 11 能勢町 能勢ささゆり学園 発達障がい 11 諸 福 中 発達障がい 11 高 鷲 南 中 発達障がい 11
天 王 寺 中 発達障がい 11 豊能町 吉 川 中 発達障がい 22 大 東 中 発達障がい 11 河 原 城 中 発達障がい 11
夕 陽 丘 中 発達障がい 11 吹田市 第 二 中 発達障がい 11 門真市 第 二 中 発達障がい 22 藤井寺市 藤 井 寺 中 発達障がい 33
高 津 中 発達障がい 11 豊 津 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 22 道 明 寺 中 発達障がい 22
桃 谷 中 発達障がい 11 山 田 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 22 第 三 中 発達障がい 44
生野未来学園 発達障がい 11 千 里 丘 中 発達障がい 11 第 五 中 発達障がい 22 狭 山 中 発達障がい 22
東 生 野 中 発達障がい 11 竹 見 台 中 発達障がい 11 第 七 中 発達障がい 22 南 中 発達障がい 22
巽 中 発達障がい 11 古 江 台 中 発達障がい 11  門真はすはな中 発達障がい 22 第 三 中 発達障がい 22
新 生 野 中 発達障がい 11 高槻市 第 一 中 発達障がい 11 四條畷市 四 條 畷 中 発達障がい 33 太子町 町 立 中 発達障がい 11
文 の 里 中 発達障がい 11 第 二 中 発達障がい 22 四條畷西中 発達障がい 33 河南町 町 立 中 発達障がい 11
阪 南 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11 田 原 中 発達障がい 11 千早赤阪村 村 立 中 発達障がい 11
田 辺 中 発達障がい 11 第 四 中 発達障がい 22 交野市 第 二 中 発達障がい 11
東 住 吉 中 発達障がい 11 第 六 中 発達障がい 11 第 三 中 発達障がい 11
中 野 中 発達障がい 11 第 七 中 発達障がい 11 交野みらい学園 発達障がい 11
矢 田 中 発達障がい 11 第 八 中 発達障がい 11
白 鷺 中 発達障がい 11 第 九 中 発達障がい 11
摂 陽 中 発達障がい 11 柳 川 中 発達障がい 11
平 野 中 発達障がい 11 阿 武 野 中 発達障がい 11
加 美 中 発達障がい 11 五 領 中 発達障がい 11
長 吉 西 中 発達障がい 11 川 西 中 発達障がい 11
喜 連 中 発達障がい 11 如 是 中 発達障がい 11
加 美 南 中 発達障がい 11 芝 谷 中 発達障がい 11
平 野 北 中 発達障がい 11

河 内
長野市

大 阪
狭山市

中学校 366校（431名）
義務教育学校（後期課程）10校（11名）

計 376校（442名）

府立
難聴言語
障がい

（令和７年５月１日現在）

生 野 聴 覚
支 援 学 校

堺 聴 覚
支 援 学 校

中 央 聴 覚
支 援 学 校

22

22

22
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Ⅴ 令和６年度支援学校・中学校及び義務教育学校支援学級卒業生の進路状況 

(1) 大阪府内 支援学校 中学部卒業生の進路状況（令和７年５月１日現在） 

 

 

(2)  大阪府内 支援学校 高等部卒業生の進路状況（令和７年５月１日現在） 

 

 

＊ 大阪府立、堺市立、国立大学法人大阪教育大学附属の支援学校（特別支援学校）を含む。 

＊ 知肢併置校は、支援学校（生活課程）と支援学校（普通課程）にそれぞれの数を分けて計数。 

＊ 病弱支援学校には、羽曳野支援学校、刀根山支援学校の他に光陽支援学校の病弱部門を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位 人） 

（単位 人） 
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(3)中学校及び義務教育学校支援学級卒業生の進路状況（令和７年５月１日現在） 

 

 

 

 

○中学校（支援学級）卒業後の進学状況 

 

 

  

 

39.7 48.8 36.4 40.6 45.5
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高等学校等への進学割合 支援学校高等部への進学割合

※高等学校等：高等学校及び中等教育学校後期課程、高等専門学校 

※平成 28 年度以降は、義務教育学校（後期課程）に設置された支援学級の状況を含む。 

(％） 

(卒業年度) 

（単位 人） 
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Ⅵ 施策等の状況 

１ 主な取組み  

主主なな取取組組みみ  主主なな事事業業名名等等  内内    容容  

府立支援学校の教

育環境の充実 

知的障がい支援学校

新校整備事業 

「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」

（令和２年 10 月策定）等を踏まえ、生野支援学校の大阪わか

ば高校敷地内への移転・併設に向け、新築工事に着手する。 

また、国の「特別支援学校設置基準」の適合や教室不足の解

消のために、豊中市南部地域及び大阪市北東部地域における

新校整備にかかる実施設計をそれぞれ行うほか、交野支援学

校四條畷校の本校化に向けた整備にかかる基本設計を行う。 

通学時間の短縮に向

けた通学バスの充実 

府立支援学校通学バ

ス運行事業 

自主通学が困難な幼児児童生徒のため、片道乗車時間 60 分以

内を目標に通学バスを運行。 

令和７年度、在籍数の増加に対応するため６台増車(合計 358 台) 

小・中学校における

支援学級・通級指導

教室の充実 

障がい種別ごとの支

援学級の設置の拡充 

小・中学校において、個々の障がいにきめ細かく対応するた

め、障がい種別による支援学級の設置を進める。 

通級による指導担当

教員の配置 

通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒への指導・支援

の充実を図るため、府内全市町村に通級による指導担当教員

を配置。 

医療的ケアを実施

する体制整備の支援 

医療的ケア実施体制

整備事業 

府立支援学校において、医療的ケアを必要とする幼児児童生

徒が安全安心に学校生活を送るため、法定研修を含めた研修

会を実施し、教員の知識理解や学校看護師の指導技術等の向

上を図る。また、関係機関等と連携し、課題等の整理を行う。 

医療的ケア通学支援

事業 

府立学校において、通学中に医療的ケアが必要なために通学

バスを利用できない等の理由により通学が困難な児童生徒等

の学習機会を保障する。 

市町村医療的ケア等

実施体制サポート事

業 

学校看護師の普及・啓発や定着支援を行うとともに、医療的

ケアを必要とする児童生徒や学校教育法施行令第22条の３に

該当する児童生徒が新たに転入学する際の施設改修や備品購

入、外部人材活用、医療的ケア等の障がいのある児童生徒の

通学支援を行う市町村に対し、その経費の一部を補助する。 

企業等との連携によ

る就労支援の充実 

就労支援アドバイザ

ー派遣事業 

府立支援学校において、生徒の働く意欲のより早期からの醸

成と、教員の就労支援に係る専門性のより一層の向上等を図

るため、障がい者就労に関する有識者等を就労支援アドバイ

ザーに任命し、学校に派遣する。 

早期からのキャリア

教育の充実 

中学部生徒及び保護

者を対象とした職場

体験実習の実施 

府立支援学校において、中学部生徒を対象とした職場体験実

習及び企業等による保護者等への講義を通じ、働くための意

識づけや就労意欲の醸成に寄与し、早期から卒業後の社会的

自立に向けた支援の充実を図る機会とする。 

関係部局の連携に

よる就労支援の充実 

知的・精神障がい者を

対象とした庁内職場

実習 

府立支援学校等の生徒や就労支援機関等を利用する知的障が

い者・精神障がい者を対象に、府庁内での職場実習を実施。 

部局連携による合同

職員研修や学校見学

会の実施 

部局（商工労働部、福祉部、教育庁）連携の合同職員研修や

企業を対象とした支援学校見学会を実施し、関係機関の就労

支援ネットワークの充実・強化を促進する。 

府立支援学校におけ

るセンター的機能の

発揮 

特別支援学校教員免

許法認定講習事業 

教員の特別支援学校教諭二種免許状の取得を推進するため、

免許法認定講習を堺市と共催で実施（詳細はＰ55～56を参照）。 

支援教育地域支援整

備事業 

各支援学校のリーディングスタッフが地域の小・中学校等か

らの要請に応えて、訪問相談等の地域支援を実施し、小・中

学校等における校内支援体制の構築に係る助言及び個々の支

援教育に関するニーズに応じた適切な助言・支援を行う。 
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主主なな取取組組みみ  主主なな事事業業名名等等  内内    容容  

通常の学級に在籍す

る発達障がい等のあ

る児童・生徒等への

支援 

「市町村リーディン

グチーム」充実支援事

業 

市町村における「リーディングチーム」のチーム力向上や、「リ

ーディングチーム」構成メンバーの専門性向上を図り、域内

の小中学校等からの支援要請に対応できる体制づくりを促進

することで、支援の必要な児童生徒への即応性を高め、すべ

ての障がいのある子どもを包容した学校づくりの推進を支援

する。 

高校における障がい

のある生徒への取組

み 

知的障がいのある生

徒の教育環境整備事

業 

知的障がいのある生徒が高校において学ぶ制度として、「知的

障がい生徒自立支援コース」「共生推進教室」を設置（設置校

は以下を参照）。 

高等学校支援教育力

充実事業 

自立支援推進校等から４校を支援教育サポート校と位置づけ、

府立高校及び府内の私立高校への訪問・来校相談や支援教育

コーディネーター連絡会を実施。また、専門家チームを設置

し、必要に応じて府立高校に専門家を派遣し、指導助言等を

実施。（支援教育サポート校：柴島高校、枚方なぎさ高校、松

原高校、堺東高校） 

府立高校における通

級による指導 

府立高校で学ぶ発達障がいや、その特性のある生徒を対象と

した通級指導教室を府立高校 11 校に設置。 

設置校：教育センター附属高校、野崎高校、布施高校（全日

制）、富田林高校、大手前高校（全日制）、柴島高校、箕面東

高校、松原高校、和泉総合高校（全日制）、岬高校、中央高校 

 
 

令和７年度 自立支援推進校（知的障がい生徒自立支援コース設置校） 

学学    校校    名名  

府立園芸高校 府立阿武野高校 府立柴島高校 府立枚方なぎさ高校 

府立八尾翠翔高校 府立西成高校 府立松原高校 府立堺東高校 

府立貝塚高校 府立桜宮高校 府立東淀工業高校  

 

令和７年度 共生推進校（共生推進教室設置校および本校となる高等支援学校）  

学学    校校    名名  本本    校校    名名  

府立千里青雲高校 
府立とりかい高等支援学校 

府立北摂つばさ高校 

府立芦間高校 
府立むらの高等支援学校 

府立緑風冠高校 

府立枚岡樟風高校 
府立たまがわ高等支援学校 

府立金剛高校 

府立信太高校 
府立すながわ高等支援学校 

府立久米田高校 

府立東住吉高校 
府立なにわ高等支援学校 

府立今宮高校 
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２ 特別支援教育就学奨励費負担金等の支給費目一覧  

区     分 

  支  援  学  校 小・中学校 

幼 稚 部 小 学 部 中 学 部 
高  等  部 支援学級・ 

令 22 条の３ 本科・別科 専攻科 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ・Ⅱ Ⅲ 

教 科 用 図 書 購 入 費 - - - - - - - - - 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 - - 

学 校 給 食 費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 1/2 - 

交 
 
 
 
 
 
 
 

通 
 
 
 
 
 
 
 

費 

通 
 
 

学 
 
 

費 

本 人 経 費 10/10 10/10 10/10 10/10 

1/2 1/2 

10/10 

1/2 1/2 

10/10 

1/2 

10/10 10/10 1/2 - 10/10 1/2 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

付 

添 

人 

経 

費 

付 添 中 10/10 10/10 10/10 

1～3 年 1～3 年 1～3 年 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - 

10/10 
1/2 1/2 
1/2 1/2 

4～6 年 4～6 年 4～6 年 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

付 添 い 
の た め 

10/10 10/10 10/10 

1～3 年 
10/10 

1～3 年 
10/10 

1～3 年 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - 4～6 年 
(肢重) 
10/10 

4～6 年 
(肢重) 
10/10 

4～6 年 
(肢重) 
10/10 

帰 
 
 

省 
 
 

費 

本 

人 

１ ～ ３ 回 10/10 10/10 10/10 10/10 

1/2 1/2 

10/10 

1/2 1/2 

10/10 

1/2 

10/10 10/10 1/2 - - - 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

４ ～ 3 9 回 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 1/2 - - - 

付 

添 

人 

経 

費 

１
�
３
回 

付添中 10/10 10/10 10/10 10/10 

1/2 1/2 

10/10 

1/2 1/2 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - 

1/2 1/2 1/2 1/2 

付添い 
のため 

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - 

４ ～ 3 9 回 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - 

職場実習費（交通費） - - - - - - 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10 1/2 10/10 1/2 - 
中学 
10/10 

中学 
1/2 

交 流 及 び 共 同 学 習 費 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10 1/2 10/10 10/10 1/2 - - - 10/10 1/2 

寄宿舎居住に 

伴 う 経 費 

寝 具 購 入 費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - - - - 

日用品等購入費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - 

食 費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - 

修 

学 

旅 

行 
修 学 
旅 行 費 

本 人 経 費 - - - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - - 1/2 - 

付添人経費 - - - 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - - - - 

校 外 活 動 等 
参 加 費 

本 人 経 費 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - - 1/2 - 

付添人経費 10/10 1/2 - 

1～3 年 
10/10 

1～3 年 
1/2 

- 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- 
(肢重) 
10/10 

(肢重) 
1/2 

- - - - - - 4～6 年 
(肢重) 
10/10 

4～6 年 
(肢重) 
1/2 

職 場 実 習 宿 泊 費 - - - - - - - - - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - 

学
用
品
購
入
費 

学 用 品 ・ 通 学 用 品 
購 入 費 

10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 

10/10 
 

(ICT) 
10/10 

1/2 
 

(ICT) 
10/10 

- 
 

(ICT) 
10/10 

- - - 1/2 - 

新入学児童・生徒学用品・
通 学 用 品 購 入 費 

- - - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - 10/10 1/2 - - - - 1/2 - 

オ ン ラ イ ン 学 習 通 信 費 - - - 10/10 -  10/10 - - 10/10 - - 10/10 - - 
（支弁区
分Ⅰ） 
1/2 

- 

（注)１ 網掛け（   ）の欄は、負担金分を示し、その他の欄は、補助金分を示す。 

    ２ 表中「令２２条の３」は学校教育法施行令第２２条の３に規定する障がいの程度に該当する児童生徒が対象である。 

３ 表中「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」は、保護者の経済的負担能力による区分である。 

    ４ 表中「肢」は肢体不自由の児童・生徒、「重」は重度・重複障がいを有する児童・生徒である。 

    ５ 交通費の付添人経費で「付添中」は、幼児、児童又は生徒に付添っている場合であり、「付添いのため」は、幼児、児童又は生徒送 

迎のため保護者が単独で往復する場合である。 

   ６ 特別支援学級の交通費のうち職場実習費については、中学校が対象である。 

７ 高等部の学用品・通学用品購入費のうち、「ＩＣＴ」はＩＣＴ機器購入費（加算分）である。 
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Ⅶ 講習・研究・研修 

 

１ 特別支援学校教育職員免許法認定講習会の概要 
 
 

(1)開講科目一覧 

（第１欄）                 （第３欄） 

共通科目 共通科目 

科目名 単位数 科目名 単位数 

特別支援教育基礎論 １ 言語・発達障がい教育概論 １ 

 重複・ＬＤ教育概論 １ 

 

（第２欄） 

視覚領域 聴覚領域 知的・肢体・病弱領域 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 

視覚障がい者の心理・生理・病理 １ 聴覚障がい者の心理・生理・病理      １ 知的障がい教育総論 １ 

視覚障がい教育課程と指導法 １ 聴覚障がい教育課程と指導法 １ 肢体不自由教育総論 １ 

 病弱教育総論 １ 

 

注１）特別支援学校教諭二種免許状の取得には、第１欄から１科目（１単位）、第２欄から３科目（３単

位）、第３欄から２科目（２単位）以上の単位修得が必要。（３年以上の実務経験者の場合） 

注２）開講科目及び開講数は、年度毎に異なる。  

 

 

(2)開講期間 

①通常は毎年１回、夏季休業期間 

②１科目あたり２日間開講 
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(3)開講実績 

【過去３年間の単位修得者数】 

 

年度等 
区分 

開講科目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

特別支援学校教諭 
二種免許状 

特別支援教育基礎論 104 428 － 

言語・発達障がい教育概論 388 44 449 

重複・ＬＤ教育概論 405 51 451 

視覚障がい者の心理・生理・病理 104 98 121 

視覚障がい教育課程と指導法 108 110 120 

聴覚障がい者の心理・生理・病理 107 115 119 

聴覚障がい教育課程と指導法 105 112 120 

知的障がい教育総論 381 58 450 

肢体不自由教育総論 119 109 － 

病弱教育総論 119 422 － 

合計  1940 1547 1830 

  

 

 (4)令和７年度開講予定科目（令和７年５月１日現在） 

 

視覚領域 聴覚領域 共通科目 

科目名 科目名 科目名 

視覚障がい者の心理・生理・病理 聴覚障がい者の心理・生理・病理      特別支援教育基礎論 

視覚障がい教育課程と指導法 聴覚障がい教育課程と指導法 肢体不自由教育総論 

  病弱教育総論 

 

（単位 人） 
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(3)開講実績 

【過去３年間の単位修得者数】 

 

年度等 
区分 

開講科目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

特別支援学校教諭 
二種免許状 

特別支援教育基礎論 104 428 － 

言語・発達障がい教育概論 388 44 449 

重複・ＬＤ教育概論 405 51 451 

視覚障がい者の心理・生理・病理 104 98 121 

視覚障がい教育課程と指導法 108 110 120 

聴覚障がい者の心理・生理・病理 107 115 119 

聴覚障がい教育課程と指導法 105 112 120 

知的障がい教育総論 381 58 450 

肢体不自由教育総論 119 109 － 

病弱教育総論 119 422 － 

合計  1940 1547 1830 

  

 

 (4)令和７年度開講予定科目（令和７年５月１日現在） 

 

視覚領域 聴覚領域 共通科目 

科目名 科目名 科目名 

視覚障がい者の心理・生理・病理 聴覚障がい者の心理・生理・病理      特別支援教育基礎論 

視覚障がい教育課程と指導法 聴覚障がい教育課程と指導法 肢体不自由教育総論 

  病弱教育総論 

 

（単位 人） 

２ 研究指定校等一覧  

年度 指定名・事業名等 対象校等 

Ｓ２６ 
 
 
Ｓ３８ 
 
Ｓ４１ 
 
Ｓ５４ 
 
 
Ｓ５６ 
 
 
 
 
 

Ｓ５７ 
 
Ｓ５８ 
 
 
 

Ｓ５９ 
 
Ｓ６０ 
 
 
 
 

Ｓ６１ 
 
 
 

Ｓ６２ 
 
 
 
 
 

Ｓ６３ 
 
 
 
 
 

Ｈ元 
 
 
 
 
 

Ｈ２ 
 
 
 
 
 
 

精神遅滞児教育研究指定校の指定（特殊学級計画設
置） 
 
歯科技工士養成所（厚生省） 
 
理学療法士養成機関（厚生省） 
 
心身障害児理解推進校（文部省） 
 
 
障害児理解推進校 

文部省実験学校（文部省） 

心身障害児理解推進校（文部省） 
 

教育課程研究校（文部省） 
 
障害児理解推進校 

心身障害児理解推進校（文部省） 
 
 
心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 
 
障害児理解推進校 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

心身障害児理解推進校（文部省） 
 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

国立特殊教育総合研究所特別研究における 
研究協力機関 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

障害児理解推進校 

心身障害児理解推進校（文部省） 
 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

心身障害児職業自立推進のための調査研究（文部省
委嘱） 
 
 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

障害児理解推進校 

心身障害児理解推進校（文部省） 
 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 

学校におけるコンピュータ利用等に関する研究校（文部
省） 

特殊教育教育課程研究校 
 
 

 
 
 
府立堺聾学校 
 
府立盲学校 
 
豊中市立北緑丘小学校 
岸和田市立岸城中学校 (昭和 54・55) 
 
府立盲学校等７校 (昭和56･57) 

府立豊中養護学校 (昭和 56･57･58) 

泉大津市立穴師小学校 
富田林市立金剛中学校 (昭和 56･57) 

府立堺養護学校 (昭和 57･58) 
 
府立盲学校等７校 (昭和58･59) 

大阪市立東桃谷小学校 
高槻市立如是中学校  (昭和58･59) 
 
府立寝屋川養護学校 
 
府立盲学校等７校 (昭和60･61) 

府立佐野養護学校 

羽曳野市立西浦小学校 
大阪市立三陵中学校 (昭和 60･61) 

府立佐野養護学校 

府立豊中養護学校 
 

府立富田林養護学校 

府立生野高等聾学校等７校 (昭和62･63) 

摂津市立三宅小学校 
豊中市立第十八中学校 (昭和 62･63) 

府立富田林養護学校 

府立盲学校 
府立生野高等聾学校 
府立佐野養護学校 
府立交野養護学校 （昭和63･平成元) 

府立和泉養護学校 （平成元・2） 

府立生野聾学校等７校 （平成元・2） 

岸和田市立旭小学校 
交野市立第三中学校 （平成元・2） 

府立和泉養護学校 

府立盲学校 （平成2・3） 
 

府立堺聾学校 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

Ｈ３ 
 
 
 
 
 
 
Ｈ４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ５ 
 
 
 
 
Ｈ６ 
 
 
 
 
 
Ｈ７ 
 
 
Ｈ８ 
 
 
 
Ｈ９ 
 
 
 
 
 
 
Ｈ１０ 
 
 
 
 
 
Ｈ１１ 
 
 
 
 
 
Ｈ１２ 
 
 
 
 
 
 
 

Ｈ１３ 
 
 
 
 

心身障害児適正就学推進研究校（文部省） 
 
障害児理解推進校 
 
心身障害児理解推進校（文部省） 
 
 
社会の変化に対応した新しい学校運営等に関する調
査研究協力校（文部省） 
 
 
心身障害児適正就学推進に関する調査研究協力校
（文部省） 
 
通級による指導に関する研究協力校（文部省） 
 
心身障害児理解推進校（文部省） 
 
 
障害児理解推進校 
 
心身障害児交流活動地域推進研究校（文部省） 
 
社会の変化に対応した新しい学校運営等に関する調
査研究協力校（文部省） 
 
 
心身障害児理解推進校（文部省） 
 
 
盲学校、聾学校及び養護学校就業促進に関する調査
研究推進校（文部省） 
 
 
交流教育地域推進事業（文部省） 
 
 
 
 
特殊教育実験学校（文部省） 
 
特殊教育実験学校（文部省） 
 
 
光ファイバー網による学校ネットワーク活用方法研究開
発事業（文部省） 
 
交流教育地域推進事業（文部省） 
 
 
 
 
 
研究開発学校（文部省） 
 
マルチメディアを活用した補充指導についての調査研
究校（文部省） 
 
知的障害のある生徒の高等学校受入れに係る調査研
究校 
 

障害のある子どものための教育相談体系化推進事業
（文部科学省委嘱） 
 
学習障害児（ＬＤ）に対する指導体制の充実事業（文部
科学省委嘱） 

府立豊中養護学校 
 
府立盲学校等７校 （平成3・4） 
 
八尾市立八尾小学校 
堺市立赤坂台中学校 （平成3・4） 
 
府立盲学校、豊中養護学校、東大阪養護学
校（以上府）及び住之江養護学校、西淀川養
護学校（以上大阪市） （平成4・5） 
 
府立豊中養護学校 
 
 
府下6小学校 
 
泉佐野市立日根野小学校 
羽曳野市立峰塚中学校 （平成5・6） 
 
府立盲学校等７校 （平成5・6） 
 
府立茨木養護学校 （平成6・7） 
 
府立盲学校、豊中養護学校、東大阪養護学
校（以上府）及び住之江養護学校、西淀川養
護学校（以上大阪市）を継続 
 
寝屋川市立木田小学校 
柏原市立玉手中学校 （平成7・8） 
 
センター校：府立佐野養護学校 
研究推進校：府立盲学校、寝屋川養護学校 
        東大阪養護学校 
 
豊能地区（府立箕面養護学校と箕面市立第四
中学校） 
南河内地区（府立藤井寺養護学校と藤井寺市
立藤井寺小学校） （平成9・10） 
 
府立守口養護学校 （平成9・10・11） 
 
府立刀根山養護学校中宮分教室 （平成10・
11・12） 
 
府立盲学校 (平成10・11・12） 
 
 
三島地区（府立吹田養護学校と吹田市立江坂
大池小学校） 
北河内地区（府立交野養護学校と枚方市立五
常小学校） （平成11・12） 
 
 
府立盲学校を指定 （平成12・13・14） 
 
府立羽曳野養護学校 
府立刀根山養護学校 （平成12・13） 
 
阿武野、西成、柴島、松原の各府立高校 （平
成13・14・15・16・17）  

大阪市と阪南市 （平成13・14） 
 
 
堺市、高槻市、河内長野市 （平成13・14） 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

Ｈ１４ 
 
 
Ｈ１５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ１６ 
 
 
Ｈ１７ 
 
 
 
 
 
Ｈ１８ 
 
 
 
 
 
 
Ｈ１９ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

知的障害のある生徒の高等学校受入れに係る調査研
究校 
 
特別支援教育推進体制モデル事業（文部科学省委嘱） 
 
 
障害のある子どものための教育相談体系化推進事業
（文部科学省委嘱） 
 
養護学校における医療的ケアに関するモデル事業（文
部科学省委嘱） 
 
 
 
特別支援教育推進体制モデル事業（文部科学省委嘱） 
 
 
特別支援教育体制推進事業（文部科学省委嘱） 
 
 
 
 
 
特別支援教育体制推進事業（文部科学省委嘱） 
 
 
 
 
 
 
特別支援教育体制推進事業（文部科学省委嘱） 
 
 
 
 
 
 
発達障害早期総合支援モデル事業（文部科学省委嘱） 
 
 
 
高等学校における発達障害支援モデル事業（文部科
学省委嘱） 
 
 
障害のある児童生徒への教育支援事業の研究拠点校
（文部科学省委嘱） 
 
発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（文部科
学省委嘱） 
 
 
 
 
 
発達障害早期総合支援モデル事業（文部科学省委嘱） 
 
 
 
 
 
 

府立園芸高校 （平成15・16・17） 
 
 
池田市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、
岸和田市 （平成15・16） 
 
大阪市と吹田市 （平成15） 
 
 
府立堺養護学校、茨木養護学校、東大阪養
護学校、岸和田養護学校、藤井寺養護学校、
交野養護学校、箕面養護学校、守口養護学
校 （平成 15・16） 
 
寝屋川市、富田林市、泉大津市、和泉市、 
貝塚市 （平成16） 
 
豊中市、池田市、箕面市、吹田市、守口市、
寝屋川市、大東市、東大阪市、八尾市、富田
林市、羽曳野市、大阪狭山市、泉大津市、和
泉市、高石市、貝塚市、泉佐野市の17市  
（平成17） 
 
豊中市、池田市、箕面市、豊能町、吹田市、
守口市、寝屋川市、大東市、東大阪市、八尾
市、柏原市、富田林市、河内長野市、松原
市、羽曳野市、大阪狭山市、泉大津市、和泉
市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市の
22市町 （平成18） 
 
豊中市、池田市、箕面市、豊能町、吹田市、
守口市、寝屋川市、大東市、門真市、交野
市、東大阪市、八尾市、柏原市、富田林市、
河内長野市、松原市、大阪狭山市、泉大津
市、和泉市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉
佐野市、泉南市の24市町 （平成19） 
 
豊中市、池田市、豊能町、高槻市、八尾市、
富田林市、大阪狭山市、泉大津市、泉南市の
9市町 （平成19・20） 
 
府立枚方なぎさ高等学校 
府立佐野工科高等学校定時制の課程 
 （平成19・20） 
 
茨木市、寝屋川市、和泉市内の 3 中学校区の
幼稚園・小学校・中学校 （平成 19） 
 
池田市、箕面市、豊能町、吹田市、守口市、
寝屋川市、大東市、交野市、東大阪市、八尾
市、柏原市、富田林市、河内長野市、大阪狭
山市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚
市、泉佐野市、泉南市、大阪市、堺市の２２市
町 （平成20） 
 
豊中市、池田市、豊能町、高槻市、八尾市、
富田林市、大阪狭山市、泉大津市、泉南市の
9市町 （平成19・20） 
河内長野市、岸和田市の２市 （平成20･21） 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２２ 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２５ 
 
 
Ｈ２６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高等学校における発達障害支援モデル事業 
 
 
 
 
 
障がいのある児童生徒への教育支援事業の研究拠点
校 
 
発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（文部科
学省委嘱） 
 
 
 
 
 
発達障害早期総合支援モデル事業（文部科学省委嘱） 
 
高等学校における発達障害支援モデル事業（文部科
学省委嘱） 
 
特別支援教育総合推進事業（文部科学省委託事業）  
・特別支援教育の体制整備の推進 
 
 
 
 
・高等学校における発達障害のある生徒への支援  
 
特別支援教育総合推進事業（文部科学省委託事業）  
・特別支援教育の体制整備の推進 
 
 
 
 
・高等学校における発達障害のある生徒への支援 
 
 
インクルーシブ教育システム構築モデル事業（交流及
び共同学習）（文部科学省委託事業） 
 
インクルーシブ教育システム構築モデル事業（交流及
び共同学習）（文部科学省委託事業） 
 
個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業
（文部科学省委託事業） 
 
キャリア教育・就労支援等の充実事業（文部科学省委
託事業） 
 
 
 
 
 
 
個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業
（文部科学省委託事業） 
 
キャリア教育・就労支援等の充実事業（文部科学省委
託事業） 
 
 
 
 
 

府立枚方なぎさ高等学校 
府立佐野工科高等学校定時制の課程  
（平成19・20） 
府立桃谷高等学校多部制単位制の課程（Ⅰ
部、Ⅱ部） （平成20・21） 
 
茨木市、寝屋川市、和泉市内の3中学校区の
幼稚園・小学校・中学校 （平成20） 
 
豊中市、池田市、箕面市、豊能町、高槻市、
守口市、寝屋川市、大東市、四條畷市、交野
市、東大阪市、八尾市、柏原市、富田林市、
河内長野市、松原市、大阪狭山市、泉大津
市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
泉南市、大阪市、堺市の25市町 （平成21） 
 
河内長野市、岸和田市 （平成20･21） 
 
府立桃谷高等学校多部制単位制の課程（Ⅰ
部、Ⅱ部） （平成20・21） 
 
豊中市、箕面市、能勢町、豊能町、高槻市、
守口市、大東市、四條畷市、交野市、東大阪
市、八尾市、柏原市、富田林市、大阪狭山
市、泉大津市、高石市、岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、大阪市、堺市の21市町 （平成22） 
 
府立松原高等学校 
 
箕面市、能勢町、豊能町、高槻市、守口市、
大東市、四條畷市、交野市、東大阪市、八尾
市、柏原市、富田林市、大阪狭山市、泉大津
市、高石市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
大阪市、堺市の20市町に再委託 （平成23） 
 
府立松原高等学校（平成 22・23） 
府立柴島高等学校（平成 23） 
 
茨木市、高石市、能勢町の３市町に再委託 
（平成 25・26） 
 
茨木市、高石市、能勢町の３市町に再委託 
（平成 25・26） 
 
府立岬高等学校（平成 26・27・28） 
 
 
モデル校  府立高槻支援学校 

府立寝屋川支援学校 
府立堺支援学校 

連携校   府立柴島高等学校 
府立枚方なぎさ高等学校 
府立堺東高等学校 

（平成 26） 
 
府立岬高等学校（平成 26・27・28） 
 
 
モデル校  府立高槻支援学校 

府立寝屋川支援学校 
府立堺支援学校 

連携校   府立柴島高等学校 
府立枚方なぎさ高等学校 
府立堺東高等学校 

（平成 26・27） 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｈ２８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｈ２９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｈ３０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害の可能性のある児童生徒等に対する早期・継
続支援事業（系統性のある支援研究事業）（文部科学
省委託事業） 
 
インクルーシブ教育システム推進事業（医療的ケアの
ための看護師） 
・（府）高度医療サポート看護師配置事業 
 
個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育モデル事業
（文部科学省委託事業） 
 
キャリア教育・就労支援等の充実事業（文部科学省委
託事業） 
 
 
 
 
 
 
発達障害の可能性のある児童生徒等に対する早期・継
続支援事業（系統性のある支援研究事業）（文部科学
省委託事業） 
 
インクルーシブ教育システム推進事業（医療的ケアの
ための看護師） 
・（府）高度医療サポート看護師配置事業 
 
発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上
事業（特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研
究開発事業） 
 
高等学校における特別支援教育推進のための拠点校
整備事業（文部科学省委託事業） 
 
交流及び共同学習推進事業（文部科学省委託事業） 
 
 
 
教育課程改善事業（文部科学省委託事業） 
 
 
インクルーシブ教育システム推進事業（医療的ケアの
ための看護師） 
・（府）高度医療サポート看護師配置事業 
 
医療的ケア実施体制構築事業（文部科学省委託事業） 
 
 
発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性
充実事業（文部科学省委託事業） 
 

教育課程改善事業（文部科学省委託事業） 
 
 
発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上
事業（特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研
究開発事業） 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業（医療的ケアのた
めの看護師） 
・（府）高度医療サポート看護師配置事業 
 

府立松原高等学校 
枚方市、四條畷市の２市に再委託 
（平成 27・28） 
 
府立箕面支援学校 
（平成 27・28） 
 
 
府立岬高等学校（平成 26・27・28） 
 
 
モデル校  府立高槻支援学校 

府立寝屋川支援学校 
府立堺支援学校 

連携校   府立柴島高等学校 
府立枚方なぎさ高等学校 
府立堺東高等学校 

（平成 26・27・28） 
 

府立松原高等学校 
枚方市、四條畷市の２市に再委託 
（平成 27・28） 
 
府立箕面支援学校 
（平成 27・28） 
 
 
柏原市、富田林市、貝塚市の３市に再委託 
（平成 29・30） 
 
 
府立柴島高等学校 
（平成 29） 
 
府立高槻支援学校 府立枚方支援学校 
府立東淀川支援学校 府立藤井寺支援学校 
府立たまがわ高等支援学校 （平成 29・30） 
 
府立生野支援学校 府立東淀川支援学校 
（平成 29・30） 
 
府立箕面支援学校 府立交野支援学校 
 
 
 
府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 
 
府立柴島高等学校 府立松原高等学校 
（平成 30・令和元） 
 

府立生野支援学校 府立東淀川支援学校 
（平成 29・30） 
 
柏原市、富田林市、貝塚市の３市に再委託 
（平成 29・30） 
 
 
府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 府立光陽支援学校 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

 
 
 
 
 
 
 

Ｒ元 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療的ケア実施体制構築事業（文部科学省委託事業） 
 
 
交流及び共同学習推進事業（文部科学省委託事業） 
 
 
 
発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性
充実事業（文部科学省委託事業） 
 
 
 
 
 
 
教育課程改善事業（文部科学省委託事業） 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）高度医療サポート看護師配置事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援モデル事業 

介護タクシー等同乗看護師 
 
 
・（府）医療的ケア通学支援モデル事業 

校内医療的ケア対応看護師 
 
・（府）福祉医療関係人材活用事業 
 
医療的ケア実施体制構築事業（文部科学省委託事業） 
 
 
交流及び共同学習推進事業（文部科学省委託事業） 
 
 
 
 
課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業(小学校) 
・（府）支援教育地域支援整備事業 
 
 
 
 
 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）キャリア教育支援体制強化事業 
 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 

府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 府立光陽支援学校 
 
府立高槻支援学校 府立枚方支援学校 
府立東淀川支援学校 府立藤井寺支援学校 
府立たまがわ高等支援学校 （平成 29・30） 
 
府立柴島高等学校 府立松原高等学校 
（平成 30・令和元） 
府立大手前高等学校 府立岬高等学校 
高槻市立如是中学校 
四條畷市立四條畷西中学校 
松原市立松原第六中学校 
岸和田市立春木中学校 （令和元） 
 
府立生野支援学校 府立東淀川支援学校 
 
府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 府立光陽支援学校 
 
府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 府立岸和田支援学校 
府立東大阪支援学校 
 
府立岸和田支援学校 府立東大阪支援学校 
 
 
府立支援学校 43 校 1 分校 
 
府立箕面支援学校 府立茨木支援学校 
府立交野支援学校 府立光陽支援学校 
 
府立高槻支援学校 府立枚方支援学校 
府立東淀川支援学校 府立藤井寺支援学校 
府立たまがわ高等支援学校  
（平成 29・30・令和元） 
 
府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
茨木市立彩都西小学校 
摂津市立千里丘小学校 
大東市立氷野小学校 
柏原市立柏原小学校 
羽曳野市立高鷲南小学校 
和泉市立国府小学校 
泉佐野市立末広小学校 
 
府立思斉支援学校 
府立交野支援学校 四條畷校 
 
府立支援学校 44 校 2 分校 
 
府立支援学校 16 校 
府立高等学校 4 校 
 
府立支援学校 11 校 
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Ｒ３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・（府）福祉医療関係人材活用事業 
 
・（府）医師への相談事業 
 
課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
スマートスクール推進事業 
 
「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書
実証事業」（文部科学省） 
 
 
「ともに学び・育つ」学校づくり支援事業(中学校) 
・（府）支援教育地域支援整備事業 
 
 
 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 
課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
令和３年度補正予算「GIGAスクール構想推進のための
学習者用デジタル教科書活用事業」及び令和４年度
「学びの保証・充実のための学習者用デジタル教科書
実証事業」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）キャリア教育支援体制強化事業 
 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 

府立支援学校 43 校 1 分校 
 
府立支援学校 19 校 
 
府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
府立なにわ高等支援学校 
 
府立大阪南視覚支援学校 
府立堺聴覚支援学校 
府立東淀川支援学校 
 
池田市立池田中学校 
島本町立第二中学校 
門真市立第五中学校 
河内長野市立千代田中学校 
泉大津市立小津中学校 
 
 
府立支援学校 44 校 2 分校 
 
府立学校 
 
 
府立支援学校 12 校 
 
 
府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
府立大阪南視覚支援学校 
府立大阪北視覚支援学校 
府立生野聴覚支援学校 
府立堺聴覚支援学校 
府立中央聴覚支援学校 
府立豊中支援学校 
府立堺支援学校 
府立堺支援学校大手前分校 
府立東大阪支援学校 
府立藤井寺支援学校 
府立西淀川支援学校 
府立東住吉支援学校 
府立刀根山支援学校 
 
府立思斉支援学校 
府立交野支援学校 四條畷校 
 
府立支援学校 44 校 2 分校 
 
府立学校 
 
 
府立支援学校 21 校 
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Ｒ５ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
「市町村リーディングチーム」充実支援事業 
 
 
 
学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書
実証事業 
 
 
 
 
 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 
課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
「市町村リーディングチーム」充実支援事業 
 
 
 
高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール) 
 
府立支援学校就労支援アドバイザー派遣事業 
 
学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科
書実証事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 

府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
豊中市教育委員会 
枚方市教育委員会 
東大阪市教育委員会 
 
府立大阪北視覚支援学校 
府立生野聴覚支援学校 
府立堺聴覚支援学校 
府立中央聴覚支援学校 
府立堺支援学校 
府立茨木支援学校 
府立東大阪支援学校 
府立東住吉支援学校 
 
府立支援学校 44 校２分校 
 
府立学校 
 
 
府立支援学校 27 校 
 
 
府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
池田市教育委員会 
門真市教育委員会 
松原市教育委員会 
 
府立だいせん聴覚高等支援学校 
 
府立支援学校 45 校２分校 
 
府立大阪北視覚支援学校 
府立生野聴覚支援学校 
府立堺聴覚支援学校 
府立中央聴覚支援学校 
府立堺支援学校 
府立堺支援学校大手前分校 
府立茨木支援学校 
府立東大阪支援学校 
府立岸和田支援学校 
府立東住吉支援学校 
府立刀根山支援学校 
 
 
府立支援学校 45 校 2 分校 
 
府立学校 
 
 
府立支援学校 29 校 
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年度 指定名・事業名等 対象校等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｒ７ 

 
 
課題を抱える生徒フォローアップ事業 
 
 
 
 
 
「市町村リーディングチーム」充実支援事業 
 
 
高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール) 
 
府立支援学校就労支援アドバイザー派遣事業 
 
切れ目ない支援体制整備充実事業 
・（府）安全対策事業 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 

介護タクシー同乗看護師等 
 
・（府）医療的ケア通学支援事業 
     校内医療的ケア対応看護師 
 
 
「市町村リーディングチーム」充実支援事業 
 
 
 

 
 
府立たまがわ高等支援学校 
府立とりかい高等支援学校 
府立すながわ高等支援学校 
府立むらの高等支援学校 
府立なにわ高等支援学校 
 
箕面市教育委員会 
交野市教育委員会 
 
府立だいせん聴覚高等支援学校 
 
府立支援学校 45 校２分校 
 
 
府立支援学校 45 校 2 分校 
 
府立学校 
 
 
府立支援学校 31 校 
 
 
 
四條畷市教育委員会 
羽曳野市教育委員会 
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番号
研修名

【担当室】
研修のねらいと概要

実施日／公開日
f:全日 a:午前 p:午後

w:Web開催

募集
時期

支

【支援教育推進室】

支

【支援教育推進室】

高 支

【企画室・支援教育推進室】

高 支

【学校経営研究室・支援教育推進
室】

高 支

【高等学校教育推進室・支援教育
推進室】

支

【支援教育推進室】

支

【支援教育推進室】

小 中

【支援教育推進室】

1090
支援学校初任者研修

【ねらい】新任教諭に対して、教育公務員特例法第23条の規定に基
づき、現職研修の一環として、１年間の研修を実施し、実践的指導
力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させる。

【概要】講義、授業研究、研究協議等を通して、授業づくり、児童生
徒理解、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用、人権
教育、セルフマネジメント等について学ぶ。

年間21回、主として
火・木曜日

―
新規採用教諭

支援学校幼稚部新規採用
教員研修

【ねらい】新規に採用された支援学校幼稚部教諭に対して、幼児理
解や実践的な指導にかかわる研修を実施し、実践的指導力と使命
感を養うとともに、幅広い知見を得させる。

【概要】講義、保育研究、研究協議等を通して、教育課程、幼児理
解、保育づくり、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活
用、人権教育、セルフマネジメント等について学ぶ。

年間11回、主として木
曜日

―
新規採用教諭

３　大阪府教育センターにおける支援教育関係の事業

(1)所在地　大阪市住吉区苅田４丁目13番23号　電話　06-6692-1882

(2)支援教育関係研修（支援教育推進室所管）

　支援学校の教諭を対象に、教職経験年数に応じた総合研修として、初任者研修、インターミディエイトセミナー、アド
バンストセミナー、10年経験者研修を実施し、実践的な指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させる。また、
幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び支援学校の教員を対象に、学校園で
の役割に応じた研修として、支援学校新転任教員研修、新任支援学級担当教員研修、支援教育コーディネーター研
修、高等学校における支援教育コーディネーター研修、通級による指導担当教員研修を実施し、役割に応じた実践的
な指導力の向上を図る。加えて、障がいのある当事者等の願いを知る研修や障がい種別ごとの研修として、障がい理
解・啓発推進研修、支援教育実践研修を実施し、障がいに対する理解を深めるとともに、一人ひとりの障がいの状態や
教育的ニーズに応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

対象校種及び対象者

1020

1109

府立学校インターミディエ
イトセミナー(２～４年次研
修）

【ねらい】教職経験２～４年めの教諭に対して、初任者研修の一環と
して研修を実施し、より実践的な指導力と使命感を養うとともに、幅
広い知見を得させる。

【概要】「子ども主体の授業づくりとその評価」(理論)、（実践）、(検証)
を研修課題とし、学習評価に関する理解を深め、授業改善を実践す
る意識を高める。

年間4回

個別
２～４年めの教諭

1209

府立学校アドバンストセミ
ナーＡ（支援教育・ロジカ
ルシンキング）

【ねらい】教職経験５年めから９年めの教諭に対して、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】大阪府における支援教育の現状と課題について認識を深
め、共生社会に向けた支援教育の推進について理解する。

7/30-8/20w

個別
５～９年めの教諭

1260

支援学校10年経験者研修

【ねらい】教育公務員特例法第24条の規定に基づき、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】教職経験10年めの教諭に対して、講義、授業研究、研究協
議等を通して、教育諸課題である授業づくり、組織づくり等につい
て、ユニット型（理論）、（実践）、（検証）の研修を通して学ぶ。

年間14回程度

―
10年めの教諭

2199
支援学校新転任教員研修

【ねらい】支援学校に勤務する教員としての基本的資質と指導力の
向上を図る。

【概要】支援教育における法制度、学習指導要領に基づく教育課程
の編成を知り、障がい特性を踏まえた的確な実態把握に基づいた
指導や授業づくり、学習指導案の書き方について学ぶ。
また、班別協議を通じて、子ども理解に基づいた指導の在り方につ
いて考える。

5/14p, 11/4p

個別

令和7年度に府立支援
学校に赴任した教員
で、支援学校での指導
経験のない者（初任者
研修、新規採用教員研
修の受講者を除く）

2209

新任支援学級担当教員研
修

【ねらい】支援教育に関する基礎・基本となる内容及び支援学級に
おける指導の実際についての研修を行い、支援学級担当教員とし
ての資質の向上を図る。

【概要】講義・演習を通して、「個別の教育支援計画」「個別の指導
計画」の作成・活用について、また学校における合理的配慮や基礎
的環境整備、子どもの適切なアセスメントと自立活動の指導につい
て学ぶ。

4/21-5/12w, 6/20-
7/4w

個別支援学級を初めて担当
する教員

1249

府立学校アドバンストセミ
ナーD（授業づくり）

【ねらい】教職経験５年めから９年めの教諭に対して、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】指導と評価の一体化の必要性について学び、主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた指導方法と評価方法の改善・充実の
ための方策について考えるとともに、1人1台環境におけるICTの効
果的な活用方法について考える。

5/30p, 11/28p

個別
５～９年めの教諭
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番号
研修名

【担当室】
研修のねらいと概要

実施日／公開日
f:全日 a:午前 p:午後

w:Web開催

募集
時期

支

【支援教育推進室】

支

【支援教育推進室】

高 支

【企画室・支援教育推進室】

高 支

【学校経営研究室・支援教育推進
室】

高 支

【高等学校教育推進室・支援教育
推進室】

支

【支援教育推進室】

支

【支援教育推進室】

小 中

【支援教育推進室】

1090
支援学校初任者研修

【ねらい】新任教諭に対して、教育公務員特例法第23条の規定に基
づき、現職研修の一環として、１年間の研修を実施し、実践的指導
力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させる。

【概要】講義、授業研究、研究協議等を通して、授業づくり、児童生
徒理解、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用、人権
教育、セルフマネジメント等について学ぶ。

年間21回、主として
火・木曜日

―
新規採用教諭

支援学校幼稚部新規採用
教員研修

【ねらい】新規に採用された支援学校幼稚部教諭に対して、幼児理
解や実践的な指導にかかわる研修を実施し、実践的指導力と使命
感を養うとともに、幅広い知見を得させる。

【概要】講義、保育研究、研究協議等を通して、教育課程、幼児理
解、保育づくり、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活
用、人権教育、セルフマネジメント等について学ぶ。

年間11回、主として木
曜日

―
新規採用教諭

３　大阪府教育センターにおける支援教育関係の事業

(1)所在地　大阪市住吉区苅田４丁目13番23号　電話　06-6692-1882

(2)支援教育関係研修（支援教育推進室所管）

　支援学校の教諭を対象に、教職経験年数に応じた総合研修として、初任者研修、インターミディエイトセミナー、アド
バンストセミナー、10年経験者研修を実施し、実践的な指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させる。また、
幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び支援学校の教員を対象に、学校園で
の役割に応じた研修として、支援学校新転任教員研修、新任支援学級担当教員研修、支援教育コーディネーター研
修、高等学校における支援教育コーディネーター研修、通級による指導担当教員研修を実施し、役割に応じた実践的
な指導力の向上を図る。加えて、障がいのある当事者等の願いを知る研修や障がい種別ごとの研修として、障がい理
解・啓発推進研修、支援教育実践研修を実施し、障がいに対する理解を深めるとともに、一人ひとりの障がいの状態や
教育的ニーズに応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

対象校種及び対象者

1020

1109

府立学校インターミディエ
イトセミナー(２～４年次研
修）

【ねらい】教職経験２～４年めの教諭に対して、初任者研修の一環と
して研修を実施し、より実践的な指導力と使命感を養うとともに、幅
広い知見を得させる。

【概要】「子ども主体の授業づくりとその評価」(理論)、（実践）、(検証)
を研修課題とし、学習評価に関する理解を深め、授業改善を実践す
る意識を高める。

年間4回

個別
２～４年めの教諭

1209

府立学校アドバンストセミ
ナーＡ（支援教育・ロジカ
ルシンキング）

【ねらい】教職経験５年めから９年めの教諭に対して、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】大阪府における支援教育の現状と課題について認識を深
め、共生社会に向けた支援教育の推進について理解する。

7/30-8/20w

個別
５～９年めの教諭

1260

支援学校10年経験者研修

【ねらい】教育公務員特例法第24条の規定に基づき、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】教職経験10年めの教諭に対して、講義、授業研究、研究協
議等を通して、教育諸課題である授業づくり、組織づくり等につい
て、ユニット型（理論）、（実践）、（検証）の研修を通して学ぶ。

年間14回程度

―
10年めの教諭

2199
支援学校新転任教員研修

【ねらい】支援学校に勤務する教員としての基本的資質と指導力の
向上を図る。

【概要】支援教育における法制度、学習指導要領に基づく教育課程
の編成を知り、障がい特性を踏まえた的確な実態把握に基づいた
指導や授業づくり、学習指導案の書き方について学ぶ。
また、班別協議を通じて、子ども理解に基づいた指導の在り方につ
いて考える。

5/14p, 11/4p

個別

令和7年度に府立支援
学校に赴任した教員
で、支援学校での指導
経験のない者（初任者
研修、新規採用教員研
修の受講者を除く）

2209

新任支援学級担当教員研
修

【ねらい】支援教育に関する基礎・基本となる内容及び支援学級に
おける指導の実際についての研修を行い、支援学級担当教員とし
ての資質の向上を図る。

【概要】講義・演習を通して、「個別の教育支援計画」「個別の指導
計画」の作成・活用について、また学校における合理的配慮や基礎
的環境整備、子どもの適切なアセスメントと自立活動の指導につい
て学ぶ。

4/21-5/12w, 6/20-
7/4w

個別支援学級を初めて担当
する教員

1249

府立学校アドバンストセミ
ナーD（授業づくり）

【ねらい】教職経験５年めから９年めの教諭に対して、現職研修の一
環として、個々の教諭の能力、適性等に応じて必要な事項に関する
研修を実施し、指導力の向上等、教諭としての資質の向上を図る。

【概要】指導と評価の一体化の必要性について学び、主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた指導方法と評価方法の改善・充実の
ための方策について考えるとともに、1人1台環境におけるICTの効
果的な活用方法について考える。

5/30p, 11/28p

個別
５～９年めの教諭

番号
研修名

【担当室】
研修のねらいと概要

実施日／公開日
f:全日 a:午前 p:午後

w:Web開催

募集
時期

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

幼 小 中 高 支

【支援教育推進室】

高

【支援教育推進室】

小 中 高 支

【支援教育推進室】

対象校種及び対象者

2214

障がい理解・啓発推進研
修

【ねらい】共生社会の実現に向けた「ともに学び、ともに育つ」教育を
進めるため、当事者等の願いや経験、実践を知り、障がいに対する
理解を深める。

【概要】当事者等の願いや経験、支援教育に期待することについて
の講演を通し、障がいに対する理解を深め、障がいのある子どもの
支援の在り方を考える。

10/15p

第４期
校園所長・教職員

2223

支援教育実践研修Ａ（視
覚障がいに関する内容）

【ねらい】視覚障がいのある子どもの教育に関する知識や技能につ
いての認識を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに
応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】視覚障がいの特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた
目標・指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・
活用する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた指導を考える。また、支援機器等を子どもの支援に
活かす方法を学ぶ。

9/5a

第３期
教員

2233

支援教育実践研修Ｂ（聴覚
障がいに関する内容）

【ねらい】聴覚障がいのある子どもの教育に関する知識や技能につ
いての認識を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに
応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】聴覚障がいの特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた
目標・指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・
活用する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた指導を考える。

9/1p

第３期
教員

2243

支援教育実践研修Ｃ（知的
障がいに関する内容）

【ねらい】知的障がいのある子どもの教育に関する知識や技能につ
いての認識を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに
応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】知的障がいの特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた
目標・指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・
活用する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた指導を考える。

9/10ｐ

第３期
教員

2253

支援教育実践研修Ｄ（肢
体不自由に関する内容）

【ねらい】肢体不自由のある子どもの教育に関する知識や技能につ
いての認識を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに
応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】肢体不自由の特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた
目標・指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・
活用する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた指導を考える。

9/22ｐ

第３期
教員

2263

 
支援教育実践研修Ｅ（病弱
に関する内容）

【ねらい】病気の子どもの教育に関する知識や技能についての認識
を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに応じた指導方
法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】病弱の特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた目標・
指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・活用
する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的ニーズ
に応じた指導を考える。

9/25ｐ

第３期
教員

2273

支援教育実践研修Ｆ（発達
障がいに関する内容）

【ねらい】発達障がいのある子どもの教育に関する知識や技能につ
いての認識を深め、一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズに
応じた指導方法や指導内容等、実践的な指導力を高める。

【概要】発達障がいの特性を踏まえた子どもの実態把握に基づいた
目標・指導内容の設定について理解し、「個別の指導計画」を作成・
活用する力を高め、自立活動の観点も含めて一人ひとりの教育的
ニーズに応じた指導を考える。

9/17ｐ

第３期
教員

2281

支援教育コーディネーター
研修

【ねらい】学校園において校内支援体制の充実を図り、支援教育を
推進するために、その中心となる支援教育コーディネーターの役割
を知り、実践的な指導力の向上を図る。

【概要】支援教育地域支援整備事業の取組み及び大阪府における
支援教育の推進の課題を知り、実践的なコンサルテーションの方法
を学ぶとともに、発達障がいの特性に関する最新の知見や子どもの
行動のとらえ方等、子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導
内容、方法につなげる実践力を高める。

6/5p, 9/19p,
11/14p,12/23p

第１期
教員

2291

高等学校における支援教
育コーディネーター研修

【ねらい】高等学校において校内支援体制の充実を図り、支援教育
を推進するため、支援教育コーディネーターとしての実践的な指導
力を身に付ける。

【概要】大阪府における支援教育の現状と課題を知り、配慮が必要
な生徒への指導・支援の在り方について学び、支援教育コーディ
ネーターとして求められている役割について考える。また「個別の指
導計画」の作成、指導実践に活かす方法を学ぶ。

6/9p, 9/29p,
11/14p,12/8p

第１期
教員

2301

通級による指導担当教員
研修

【ねらい】小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び聴覚支援
学校の通級による指導担当教員に対して、通級指導教室の果たす
役割や、通級による指導に必要な知識・技能についての研修を行
い、実践的な指導力を養う。

【概要】講義・演習・実践発表・協議を通して、通級指導教室の現状
と課題を知り、指導事例を基に自校の実践を振り返ると共に今後の
改善点等について考える。

6/20p,9/5p,
10/22p,11/14p

第１期通級による指導担当教
員
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（3） 調査・研究 

     ○通常の学級に在籍する支援が必要な子どもの指導・支援に関する調査・研究 

 

（4） 教育相談  

大阪府教育センターにおける教育相談の一環として、支援教育推進室では支援教育に関する相談

を行っている。令和６年度の相談状況は次のとおりである。 

○支援教育相談の内容・方法及び件数（延べ人数） 

○教育相談の状況（令和６年４月～令和７年３月） 

 
 

① すこやか教育相談（教育相談室） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②-1 支援教育相談（内容）                      ②-2 支援教育相談（方法） 
 

 

 

 

内  容 電話相談 メール相談 面接相談 LINE 相談 

不 登 校 傾 向 139 92 167 28 

学 校 ・ 教 職 員 の 問 題 503 219 0 170 

交 友 関 係 91 105 25 980 

家 族 関 係 165 61 13 278 

進 路 ・ 適 性 110 9 10 
436 

学 習 上 の 問 題 30 4 0 

神 経 症 的 傾 向 42 219 187 730 

支 援 教 育 関 係 43 8 62 5 

非 行 26 2 35 5 

性 格 ･ 行 動 4 7 0 0 

い じ め 119 64 39 48 

ハ ラ ス メ ン ト 34 25 0 2 

虐 待 1 4 4 14 

体 罰 7 9 0 2 

そ の 他 1,254 276 4 2,051 

合  計 2,568 1,104 546 4,749 

内  容 件 数 

視 覚 障 が い 0 

聴 覚 障 が い 0 

肢 体 不 自 由 0 

知 的 障 が い 7 

病 弱 0 

発 達 障 が い 7 

こ と ば 、 諸 検 査 等 0 

そ の 他 5 

合  計 19 

方  法 件 数 

電 話 相 談 8 

メ ー ル 相 談 0 

面 接 相 談 11 

訪 問 相 談 等 0 

合  計 19 
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大阪府教育センターにおける教育相談の一環として、支援教育推進室では支援教育に関する相談

を行っている。令和６年度の相談状況は次のとおりである。 

○支援教育相談の内容・方法及び件数（延べ人数） 
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内  容 電話相談 メール相談 面接相談 LINE 相談 

不 登 校 傾 向 139 92 167 28 

学 校 ・ 教 職 員 の 問 題 503 219 0 170 

交 友 関 係 91 105 25 980 

家 族 関 係 165 61 13 278 

進 路 ・ 適 性 110 9 10 
436 

学 習 上 の 問 題 30 4 0 

神 経 症 的 傾 向 42 219 187 730 

支 援 教 育 関 係 43 8 62 5 

非 行 26 2 35 5 

性 格 ･ 行 動 4 7 0 0 

い じ め 119 64 39 48 

ハ ラ ス メ ン ト 34 25 0 2 

虐 待 1 4 4 14 

体 罰 7 9 0 2 

そ の 他 1,254 276 4 2,051 

合  計 2,568 1,104 546 4,749 

内  容 件 数 

視 覚 障 が い 0 

聴 覚 障 が い 0 

肢 体 不 自 由 0 

知 的 障 が い 7 

病 弱 0 

発 達 障 が い 7 

こ と ば 、 諸 検 査 等 0 

そ の 他 5 

合  計 19 

方  法 件 数 

電 話 相 談 8 

メ ー ル 相 談 0 

面 接 相 談 11 

訪 問 相 談 等 0 

合  計 19 

Ⅷ その他の関連事項  

１ 障がいのある生徒に対する高等学校入学者選抜における受験上の配慮 

 障がいのある生徒の高等学校への受入れに関しては、入学者選抜において、障がいがあるという

理由で、不合理な取扱いがされることのないよう、選抜実施要項や実施細目の改善を図っている。 

 なお、令和７年度入学者選抜における配慮事項の概要は下表のとおりである。 

 

障がいのある生徒に対する配慮 

種類 対象者 内容 受験室 

１ 学力検査 

時間の延長 

(1) 点字による教育を受けている者 

 

(2) 強度の弱視者で、良い方の眼の矯

正視力が 0.15 未満の者 

(3) 体幹の機能障がいにより座位を

保つことができない者又は困難な

者 

(4) 両上肢機能の障がいが著しい者 

(5) その他、障がい等の状況により、

学力検査時間の延長を必要とする

者 

(1) 各検査教科等に規定した学力検査時間の

1.5 倍 

(2) 

 

(3) 

  各検査教科等に規定した学力検査時間

(4)  の約 1.3 倍 

(5) 

別室 

２ 代筆解答 障がいの状況により、筆記すること

が不可能又は困難な者 

(1) 代筆解答のみ 

(2) 代筆解答及び学力検査時間の延長（約 1.3

倍） 

別室 

上記「代筆解答」を認められた者及

び点字による受験が認められた者で、

自己申告書の代筆を必要とする者 

自己申告書の代筆 

― 

３ 介助者の 

配置 

 障がいの状況により、受験に際して

介助を必要とする者 

(1) 介助のみ 

(2) 介助及び学力検査時間の延長（約 1.3 倍） 

（注）介助の内容は、別途、中学校と府教

育委員会とで協議する。 

なお、介助者の配置は、検査室内に

原則として中学校教諭を１名とする。 

別室 

４ 問題用紙 

等の変更 

(1) 点字による教育を受けている者 

(2) 障がい等の状況により、通常の学

力検査問題用紙等による解答が困

難な者 

(1) 点字による問題用紙等の使用 

(2) ア 拡大した問題用紙等（原則Ｂ４判）

の使用 

  イ 漢字にひらがなのルビを付した問題

用紙等の使用 

  （注）国語の学力検査について「ルビ打

ち」の問題は「漢字の読み」の問題が

出題されない。 

原則 

として 

別室 

５ 英語のリス

ニングテスト

の筆答テスト

による代替 

原則として、両耳の聴力レベル（裸

耳）が 30 デシベル以上の者で、補聴

器等を使用しても語音が明瞭に聞き

取れない者 

筆答テストによる代替 
リスニン

グテスト

のみ別室 

６ 物品の持 

込み 

学力検査の実施にあたって、実施細

目により必ず携行するもの又は携行

してもよいものと定めたもの以外の

物品の持込みを必要とする者 

物品の持込み 
原則 

として 

別室 

○検査教科等には「小論文」及び総合学科（ステップスクール）において実施する「筆答による面接」を含む。 

○実技検査における配慮は、検査のねらいを損なわない範囲で、学力検査に準じて行う。 

 

（「令和７年度大阪府公立高等学校入学者選抜配慮要項」より抜粋） 

（教育振興室高等学校課） 
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２ 大阪府の小・中学校及び高等学校における障がい理解教育への取組み  

○ 大阪府内の市町村立小・中学校における障がい理解教育への取組み 

・大阪府では「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、障がいのある子どもと周りの子どもたち

が、集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認め合いながら、自尊感情を高め、互いを大切にす

る態度を育むとともに、地域社会の一員として人や社会とつながり、支えあいながら、生き生きと

活躍できる共生社会の実現をめざすよう、障がいへの理解を深める取組みの充実に努めている。 

・そのため、府教育委員会が作成した冊子「精神障がいについての理解を深めるために」（H20.５改

訂）、「福祉教育指導資料『ぬくもり』」（H22.３改訂）、「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさ

らなる充実のために」（H25.３改訂）の配付・ホームページへの掲載を行い、授業や校内研修等に

おいて一層の活用を促している。また、平成 25・26 年度に実施した「通常の学級における発達障

がい等支援事業」の取組みの成果をまとめ、ホームページに掲載したり、研修会等で周知したりす

るなど普及を図っている。 

・毎年、市町村教育委員会指導主事及び小・中・高等学校等教職員を対象にした障がい理解教育研修

会を実施しており、令和６年度は、教職員の障がいに対する理解や認識を深め、誰もが相互に人格

と個性を尊重しあう「共生社会」の実現に向けて、「子どもの心に寄り添う 具体的な関わり」「精

神障がいの理解と対応」「精神障がいの理解と当事者の思い」をテーマに、オンデマンド開催で実

施した。 

（市町村教育室小中学校課） 

 

○ 大阪府立高等学校における障がい理解教育への取組み 

・社会生活の中で人々が共に支え合い、一人ひとりが生きる喜びを味わうことができるよう、他人を

思いやる心や社会に貢献する意義の認識、実践する態度を養うことが大切である。そのために、幅

広い経験や能力を持った社会人を招聘するなど、開かれた学校づくりを進めるとともに、豊かな人

権意識や福祉マインドに基づく障がい理解教育の取組みを行っている。 

・高等学校における、障がいのある生徒への指導・支援の充実に向けて、「『ともに学び、ともに育つ』

支援教育のさらなる充実のために」（H25.３）、「医療的ケアが必要な生徒への配慮事項等」(R３.４)、

「通級による指導を始める高等学校教員のためのガイドブック」（R３.12）等を作成・配付し、教

職員の障がいに対する理解を進めるとともに、生徒一人ひとりの状況に応じた教育環境の整備や指

導の充実に努めている。また、高等学校で学ぶ発達障がいのある生徒への指導・支援の充実に向け、

「高校で学ぶ発達障がいのある生徒のための 明日からの支援に向けて」（H24.８）、「高校で学ぶ

発達障がいのある生徒のための 共感からはじまる「わかる」授業づくり」（H24.８）、「高校で学

ぶ発達障がいのある生徒のための 社会参加をみすえた自己理解 ～『よさ』を活かす指導・支援

～」（R２.９）の３冊の書籍を刊行した。 

・平成 26 年度より全ての府立高等学校で、「高校生活支援カード」を実施し、全ての入学者について

障がいをはじめとする個々の状況や教育的ニーズを共感的に把握する取組みを行い、多角的な支援

を行っている。 

・高等学校で学ぶ障がい等により配慮を要する生徒の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実に向け、

「高等学校における支援教育推進フォーラム」を開催し、学校における優れた取組みを発信し共有

することにより、生徒の社会的自立や社会参加をみすえた取組みの推進を図っている。令和６年度

は、「個別的なニーズのある生徒への卒業後の社会的自立に向けた支援について」をテーマとした

講演と、府立高校による実践発表を行った。 

 （教育振興室高等学校課・高校改革課） 
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２ 大阪府の小・中学校及び高等学校における障がい理解教育への取組み  

○ 大阪府内の市町村立小・中学校における障がい理解教育への取組み 

・大阪府では「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、障がいのある子どもと周りの子どもたち

が、集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認め合いながら、自尊感情を高め、互いを大切にす

る態度を育むとともに、地域社会の一員として人や社会とつながり、支えあいながら、生き生きと

活躍できる共生社会の実現をめざすよう、障がいへの理解を深める取組みの充実に努めている。 

・そのため、府教育委員会が作成した冊子「精神障がいについての理解を深めるために」（H20.５改

訂）、「福祉教育指導資料『ぬくもり』」（H22.３改訂）、「『ともに学び、ともに育つ』支援教育のさ

らなる充実のために」（H25.３改訂）の配付・ホームページへの掲載を行い、授業や校内研修等に

おいて一層の活用を促している。また、平成 25・26 年度に実施した「通常の学級における発達障

がい等支援事業」の取組みの成果をまとめ、ホームページに掲載したり、研修会等で周知したりす

るなど普及を図っている。 

・毎年、市町村教育委員会指導主事及び小・中・高等学校等教職員を対象にした障がい理解教育研修

会を実施しており、令和６年度は、教職員の障がいに対する理解や認識を深め、誰もが相互に人格

と個性を尊重しあう「共生社会」の実現に向けて、「子どもの心に寄り添う 具体的な関わり」「精

神障がいの理解と対応」「精神障がいの理解と当事者の思い」をテーマに、オンデマンド開催で実

施した。 

（市町村教育室小中学校課） 

 

○ 大阪府立高等学校における障がい理解教育への取組み 

・社会生活の中で人々が共に支え合い、一人ひとりが生きる喜びを味わうことができるよう、他人を

思いやる心や社会に貢献する意義の認識、実践する態度を養うことが大切である。そのために、幅

広い経験や能力を持った社会人を招聘するなど、開かれた学校づくりを進めるとともに、豊かな人

権意識や福祉マインドに基づく障がい理解教育の取組みを行っている。 

・高等学校における、障がいのある生徒への指導・支援の充実に向けて、「『ともに学び、ともに育つ』

支援教育のさらなる充実のために」（H25.３）、「医療的ケアが必要な生徒への配慮事項等」(R３.４)、

「通級による指導を始める高等学校教員のためのガイドブック」（R３.12）等を作成・配付し、教

職員の障がいに対する理解を進めるとともに、生徒一人ひとりの状況に応じた教育環境の整備や指

導の充実に努めている。また、高等学校で学ぶ発達障がいのある生徒への指導・支援の充実に向け、

「高校で学ぶ発達障がいのある生徒のための 明日からの支援に向けて」（H24.８）、「高校で学ぶ

発達障がいのある生徒のための 共感からはじまる「わかる」授業づくり」（H24.８）、「高校で学

ぶ発達障がいのある生徒のための 社会参加をみすえた自己理解 ～『よさ』を活かす指導・支援

～」（R２.９）の３冊の書籍を刊行した。 

・平成 26 年度より全ての府立高等学校で、「高校生活支援カード」を実施し、全ての入学者について

障がいをはじめとする個々の状況や教育的ニーズを共感的に把握する取組みを行い、多角的な支援

を行っている。 

・高等学校で学ぶ障がい等により配慮を要する生徒の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実に向け、

「高等学校における支援教育推進フォーラム」を開催し、学校における優れた取組みを発信し共有

することにより、生徒の社会的自立や社会参加をみすえた取組みの推進を図っている。令和６年度

は、「個別的なニーズのある生徒への卒業後の社会的自立に向けた支援について」をテーマとした

講演と、府立高校による実践発表を行った。 

 （教育振興室高等学校課・高校改革課） 

３ 教職員による幼児・児童・生徒に対する体罰やセクシュアル・ハラスメント防止の取組み  

「府立学校に対する指示事項」「市町村教育委員会に対する指導･助言事項」において、体罰、セクシュアル・

ハラスメントは子どもに対する重大な人権侵害であり、その未然防止のための取組みを進めるよう指示・指導

している。体罰、セクシュアル・ハラスメントが根絶されていない現状を重く受け止め、体罰、セクシュアル・

ハラスメントは絶対に許さないということを一人ひとりの教職員が改めて理解・認識するとともに、学校全体

として防止・根絶に取組む必要がある。 

障がいのある子どもは、状況によっては周囲の人たちから理解されにくく、人権侵害を受けやすい危険性が

あり、先頭に立って子どもの人権を守るべき立場にある教職員が体罰、セクシュアル・ハラスメントを行うこ

とは極めて許しがたい。教職員がこれらの行動に至った状況を鑑みると、障がいのある子どもの指導方法等に

対する理解が十分でない場合や、校内の指導体制そのものの工夫がさらに必要な状況が推察されることから、

校長・准校長のリーダーシップのもとに教職員全体で取り組んでいかなければならない課題であると考える。 

 

＜参考＞ 

○大阪府教育庁セクシュアル・ハラスメントガイドライン 

「教職員による児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止のために」 

～ 未然防止・子どもの立場にたった適切な対応の指針 ～ 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinkenkyoiku/index.html）      （平成29年５月改訂） 

 

○「セクシュアル・ハラスメント防止のために」 

－障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助等における留意点－          （令和７年７月改訂） 

  

○「児童・生徒に対するわいせつ行為等の防止に係る指導の徹底について（通達）」 

（令和４年９月16日・教職人第2730号） 

 

○「児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について（通達）」 

（令和４年１月24日・教職人第3847号） 

 

○「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」             （令和３年６月） 

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01584.html） 

 

○「児童・生徒に対するわいせつな行為の禁止の徹底について（通達）」 

（令和２年12月24日・教職人第3776号） 

 

○「児童・生徒とのＳＮＳ等による私的なやり取りの禁止について（通達）」 

（令和２年12月24日・教職人第3777号） 
 
○「子どもを守る被害者救済システム」                            （令和元年12月改訂） 

（https://www.pref.osaka.lg.jp/jidoseitoshien/kyuusai/） 

 

○「体罰防止マニュアル（改訂版）」～この痛み一生忘れない！～（＊Ｐ74～Ｐ77） 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinkenkyoiku/index.html）         （平成19年11月改訂） 
 
 

○「体罰根絶に向けた取組の徹底について」                                   （平成25年８月通知） 

 （https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338620.htm） 

 

○「体罰防止リーフレット - 力でおさえつける指導は絶対にしない -」          

～一人ひとりを大切にする指導・支援のために～   （＊Ｐ78～Ｐ79） 

 （http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/taibatsuboushi/index.html）                       
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【おことわり：一部、時代に合わせた変更を行っています。（例）同性⇒性の多様性に配慮したうえで同性】 

セ ク シ ュ ア ル ･ ハ ラ ス メ ン ト 防 止 の た め に  
－障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助等における留意点－ 

大阪府教育庁 

令和７年７月１日 

 各学校において障がいのある幼児・児童・生徒が、学校での生活を楽しんだり、円滑に学習活動に取り組んだ

りするためには、教職員における幼児・児童・生徒への適切な介助や支援は必要不可欠である。しかし、衣服の

着脱やトイレの介助などを教職員が行う際に、意図的ではないが、幼児・児童・生徒に不快感を与えていたり、

周囲から見ればセクシュアル･ハラスメントではないかとの指摘や誤解を招いたりする場合がある。そこで、「教

職員による児童・生徒に対するセクシュアル･ハラスメント防止のために」（平成 20 年 3 月改定）を踏まえて、

障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助時における具体的事例と留意点を示すこととした。 

 各学校においては、本資料を踏まえ、指導や介助の方法などを再度点検し、障がいのある幼児・児童・生徒が

教職員との信頼関係を基礎として、一層豊かな学校生活を送ることのできるように留意すること。 

  

① 幼児・児童・生徒や保護者との信頼関係を日頃から培っておく。 

② 幼児・児童・生徒の意思を可能な限り確認する。 

③ 介助の前に、これから何をするのか、幼児・児童・生徒に伝える。 

④ 必要以上の身体接触をなくすよう、介助方法についての研修や共通理解を深める。 

⑤ 身体的な接触を伴う介助が必要な場面では、複数で対応する。 

⑥ 介助は性の多様性に配慮したうえで同性が行うことを原則とし、同性であっても幼児・児童・ 

生徒に不快感を与えることは避ける。 

⑦ 人気の少ないところで教職員と幼児・児童・生徒が2人だけになることは可能な限り避ける。 

 

◎ 障がいのある幼児・児童・生徒の指導や介助におけるセクシュアル･ハラスメントについて具体的事例を通

しての留意事項 

（事例①）《登校時の挨拶など、親愛の感情を伝える場合》 

「おはよう」といいながら、教職員が幼児・児童・生徒に抱きつく。 

（留意点①）スキンシップは親愛の感情を伝える有効な方法の一つであると言われているが、幼児・児童・

生徒の年齢段階に留意して不必要な接触は行わない。また、周りから見て不自然と思われる行動は避ける。 

 

（事例②）《乗り物、通学バス乗降時や車椅子の介助の場合》 

背後から抱きかかえる時に不用意に胸を押さえたり、必要以上にお尻に触れたりする。 

（留意点②）幼児・児童・生徒を乗り物に乗せたりする場合、背後から抱きかかえる方法があるが、その際、

女子生徒の胸部を手で押さえてしまうことがあり、生徒に不快感を与えてしまう。また、脚部を保持する

場合も、必要以上に臀部に手を当てる行為は生徒に不快感を与えるだけでなく、周囲から見ても不自然で

不快と感じられるので十分な配慮を行う。 

乗り物やバスでは、介助しやすくなるよう座席の位置等を工夫したり、「ここを持って、これから抱え

るよ」と幼児・児童・生徒に声をかけて説明したりし、可能な限り本人の了解を得て介助を行うことが求

められる。 

 

（事例③）《自立活動の指導を行う場合》 

自立活動の指導場面では、教職員が直接、幼児・児童・生徒に身体接触する必要があり、その 

際、一対一の中で過度な接触が生じる。 

（留意点③）自立活動の「個別の指導計画」を作成する時点で、指導内容・指導方法等について、本人や保

護者と十分相談しておかなければならない。特に身体接触を必要とする指導については、真に必要なもの

かどうか、あるいは、別の方法が採用できないかなどについても確認しておく必要があり、可能な限り性

の多様性に配慮したうえで同性の指導者が指導にあたる配慮が必要である。 

 

セクシュアル･ハラスメント防止のための視点 
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（事例④）《更衣について介助や指導を行う場合》 

更衣の介助や指導を教室で行う時、カーテンの仕切りはあっても更衣する様子が周りからも見 

える。 

（留意点④）幼児・児童・生徒それぞれに応じた更衣の介助や指導は必要であるが、年齢にふさわしい更衣

場所を確保すべきである。カーテン等での仕切りを活用し、教室等において更衣をする場合、周りからは

見えないよう配慮しなければならない。また、児童・生徒が、男女同じ教室等で更衣することを避け、更

衣場所において児童・生徒だけの状態にしないことも大切である。 

 

（事例⑤）《トイレ時の介助の場合》 

トイレ時の介助の際に、異性の教職員が介助する。教室等において他の幼児・児童・生徒がい 

る中でおむつを替える。 

（留意点⑤）小学校低学年の児童に対するトイレ時の介助においても、トイレ内の指導介助は一対一になっ

てしまうことが多く、性の多様性に配慮したうえで同性が介助することを原則と考えなければならない。

おむつ交換はトイレ内に交換場所を確保すべきであるが、やむを得ず、教室等においておむつ交換を行う

場合は、衝立等を活用し、他の児童等から見えない場所で行うことが必要である。 

 

（事例⑥）《給食時の介助の場合》 

食事のための姿勢を保持しながら介助する際、教職員が膝の上に抱いたり、背後から身体を支 

えたりする場合があり、その時、身体が密着する。 

（留意点⑥）姿勢保持の介助は、安全に食事を行うために必要なことであるが、介助の方法については、補

助具の使用も含め、、事前に本人や保護者と十分に相談し、確認しておく必要がある。身体を密着する介助

が必要な場合、性の多様性に配慮したうえで同性の介助を原則とする。異性の介助となる場合でも、可能

な限り身体の直接接触を避ける工夫に努めることが大切である（バスタオル１枚を教職員と幼児・児童・

生徒との間に入れるなどの配慮をする）。 

 

（事例⑦）《移動時の介助の場合》 

高学年の児童・生徒と教職員が手をつないだり、腕を組んだりして歩く。 

（留意点⑦）てんかん発作や急な飛び出し等、常に配慮の必要な幼児・児童・生徒については、安全確保の

観点から、教職員が手をつなぐ場合がある。その際に、周りから見て一般的に違和感のあるケース（例え

ば、高等部の女子生徒と男性教職員）もあるため、児童・生徒の安全確保の方法についても十分な配慮が

必要である。 

 

（事例⑧）《ＳＮＳを活用した指導の場合》 

児童・生徒と教職員がSNS等で個人的な内容でやり取りを行う。 

（留意点⑧）令和２年 12 月 24 日付教職人第 3777 号「児童・生徒とのＳＮＳ等による私的なやり取り

の禁止について（通達）」において、ＳＮＳ等を使って教職員と児童・生徒が個人的なやり取りを行

うことは禁止されている。また、私物端末のみならず、一人一台端末を用いて、教職員が付与された

個人アドレスで児童・生徒個人に対し、私的なやりとりを行うことも禁止されている。さらにＳＮＳ

に限らず、児童・生徒との指導にかかるやりとりについても、過度な回数や、やり取りを行う時間帯

など、社会通念上、適切な範囲で行うよう留意する必要がある。 

 

◎ セクシュアル･ハラスメント防止のために 

 あらゆる教育活動は、幼児・児童・生徒一人ひとりの人格を最大限に尊重しながら進めなければならない。

そのため、指導等に当たる教職員は、障がいのある幼児・児童・生徒一人ひとりの立場に立って、常に心の痛

みや悩み等について自らの問題として受け止める感性と人権意識を身につけている必要がある。 

 特にセクシュアル･ハラスメントについては、発生した際の幼児・児童・生徒及び保護者に及ぼす影響が非

常に大きいため、各学校において、本資料の具体的事例を十分に活用し、研修を実施するとともに、日常的な 
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職場環境の整備を図り、人権尊重を基盤とした教育を一層推進するよう努めなければならない。 

  また、学校において幼児・児童・生徒が被害者となる事象（教職員による幼児・児童・生徒に対するセクシ

ュアル・ハラスメント及び体罰、幼児・児童・生徒間のいじめ等）が生起した際に、課題の解決や幼児・児童・

生徒の救済を図るため「被害者救済システム」リーフレットなどを活用し、相談窓口について幼児・児童・生

徒や保護者に周知しておくことも必要である。 

 なお、万が一にもセクシュアル･ハラスメントと思われる行為が発生したり、幼児・児童・生徒及び保護者

等から、その旨、告知、相談があった場合は、すぐに支援教育課に報告するとともに、「教職員による児童・

生徒に対するセクシュアル･ハラスメント防止のために」（平成 29 年 5 月改定）に基づいて速やかに問題解決

に向けて対処することが重要である。 
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体
罰

が
人

権
侵

害
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

認
識

し
、

法
令

遵
守

の
意

識
を

明
確

に
持

っ
て

子
ど

も
に

か
か

わ
る

こ
と

は
当

然
の

こ
と

で
あ

る
。

 
 

そ
の

上
で

、
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

へ
の

体
罰

の
根

絶
の

た
め

に
は

、
た

と
え

ば
、

自
傷

行
為

や
他

傷
行

為
等

の
行

動
上

の
問

題
か

ら
、

子
ど

も
本

人
を

守
る

た
め

に
は

ど
う

い
っ

た
方

法
が

あ
る

の
か

、
ま

た
、

そ
の

よ
う

な
状

況
に

な

ら
な

い
よ

う
に

ど
の

よ
う

に
指

導
上

の
方

策
を

講
じ

て
い

け
ば

よ
い

の
か

と
い

う
観

点
を

持
つ

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

そ
の

た
め

、
個

々
の

教
職

員
が

子
ど

も
理

解
を

深
め

る
と

と
も

に
、

管
理

職
が

率
先

し
て

、
指

導
方

法
等

に
関

す
る

学
校

全
体

と
し

て
の

体
制

の
整

備
や

シ
ス

テ
ム

の
工

夫
や

環
境

（
雰

囲
気

）
づ

く
り

に
努

め
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 
（（

１１
））

 体体
罰罰

をを
おお

ここ
ささ

せせ
なな

いい
校校

内内
体体

制制
のの

工工
夫夫

やや
シシ

スス
テテ

ムム
づづ

くく
りり

  
①

  
互

い
の

信
頼

感
に

基
づ

い
た

教
職

員
の

関
係

づ
く

り
を

す
す

め
る

。
 

・
教

職
員

間
に

日
常

的
に

情
報

交
換

し
や

す
い

雰
囲

気
を

醸
成

す
る

。
 

・
そ

れ
ぞ

れ
の

子
ど

も
の

指
導

や
指

示
が

、
教

職
員

の
連

携
に

よ
ら

な
い

で
、

個
々

の
教

員
ま

か
せ

に
 

な
っ

て
い

な
い

か
。
さ

ら
に

そ
の

結
果

、
力

で
子

ど
も

を
制

圧
す

る
指

導
を

許
し

て
い

な
い

か
点

検
し

、

協
力

し
て

指
導

に
あ

た
る

雰
囲

気
づ

く
り

を
す

す
め

る
。

 
・

行
き

過
ぎ

た
指

導
に

な
っ

て
い

な
い

か
、

お
互

い
が

切
磋

琢
磨

し
あ

え
る

よ
う

な
関

係
づ

く
り

が
必

要

で
あ

る
。

  
②

 
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

が
安

心
し

て
充

実
し

た
活

動
が

で
き

る
学

級
・

学
年

集
団

づ
く

り
を

す
る

。
 

・
教

職
員

が
子

ど
も

に
か

か
わ

る
姿

は
、

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
周

り
の

子
ど

も
の

か
か

わ
り

に
も

大
き

く
影

響
す

る
。

教
職

員
も

子
ど

も
ど

う
し

の
か

か
わ

り
を

観
察

し
、

教
職

員
と

子
ど

も
の

一
対

一

の
関

係
か

ら
、

子
ど

も
ど

う
し

の
集

団
づ

く
り

へ
と

高
め

て
い

く
目

標
を

持
つ

こ
と

。
 

③
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

等
を

校
内

に
し

っ
か

り
位

置
づ

け
る

。
 

・
特

別
支

援
教

育
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
、

支
援

学
級

の
担

任
、

通
常

の
学

級
の

担
任

等
の

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

明
確

化
し

た
う

え
で

、
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

効
果

的
な

指
導

の
体

制
を

つ
く

る
。

 
・

継
続

性
の

あ
る

連
携

と
経

験
の

蓄
積

が
で

き
る

指
導

の
体

制
整

備
が

必
要

で
あ

る
。

 
・

担
任

等
が

指
導

面
で

孤
立

し
な

い
よ

う
、

教
職

員
が

連
携

し
、

チ
ー

ム
で

子
ど

も
の

支
援

に
あ

た
る

体

制
を

つ
く

る
。

 
④

 
い

ざ
と

い
う

と
き

の
協

力
体

制
を

整
え

る
。

 
・

子
ど

も
が

自
傷

行
為

、
他

傷
行

為
等

の
危

険
な

行
為

を
起

こ
し

た
場

合
、

複
数

の
教

職
員

で
対

応
が

で

き
る

よ
う

な
協

力
体

制
を

日
頃

か
ら

準
備

し
て

お
く

。
 

⑤
 
情

報
の

収
集

と
共

有
化

を
図

る
。

 
・

教
職

員
が

子
ど

も
の

情
報

を
共

有
・

交
換

で
き

る
場

や
機

会
を

計
画

的
に

設
定

す
る

。
 

⑥
 

管
理

職
へ

の
す

み
や

か
な

報
告

・
連

絡
・

相
談

の
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

。
 

・
万

が
一

ト
ラ

ブ
ル

が
起

こ
っ

た
時

は
、

す
ぐ

に
管

理
職

に
報

告
・

連
絡

・
相

談
を

す
る

こ
と

で
、

学
校

内
の

情
報

の
共

通
理

解
が

で
き

、
保

護
者

の
信

頼
も

得
ら

れ
、

速
や

か
な

問
題

解
決

に
つ

な
が

る
。

 
⑦

 
教

職
員

の
資

質
及

び
専

門
性

向
上

の
た

め
の

研
修

等
を

実
施

す
る

。
 

・
校

内
の

教
職

員
へ

の
研

修
や

初
任

者
・

転
任

者
へ

の
研

修
に

つ
い

て
、

指
導

事
例

研
究

や
参

加
体

験
型

の
研

修
を

取
り

入
れ

、
計

画
的

に
実

施
す

る
。

 
⑧

 
教

育
課

程
の

あ
り

方
を

必
要

に
応

じ
て

見
直

す
。

 
・

個
別

の
教

育
支

援
計

画
や

個
別

の
指

導
計

画
を

教
育

課
程

の
編

成
に

も
反

映
さ

せ
る

。
 

 

「
こ

の
痛

み
一

生
忘

れ
な

い
」

体
罰

防
止

マ
ニ

ュ
ア

ル
改

訂
版

（
平

成
1
9
年

1
1
月

 大
阪

府
教

育
委

員
会

）
よ

り
抜

粋
 

 

【
お

こ
と

わ
り

：
一

部
、

時
代

に
合

わ
せ

た
変

更
を

行
っ

て
い

ま
す

。
（

例
）

養
護

学
校

⇒
支

援
学

校
、

広
汎

性
発

達
障

害
⇒

自
閉

ス
ペ

ク
ト

ラ
ム

症
 等

】
 

（（
２２

））
教教

職職
員員

一一
人人

ひひ
とと

りり
がが

子子
どど

もも
のの

障障
がが

いい
のの

特特
性性

等等
をを

理理
解解

しし
、、
体体

罰罰
をを

起起
ここ

ささ
なな

いい
指指

導導
方方

針針
をを

設設
定定

  
①

 
子

ど
も

の
障

が
い

の
特

性
等

を
理

解
す

る
こ

と
に

よ
り

、
一

人
ひ

と
り

に
応

じ
た

適
切

な
支

援
を

す
る

。
 

②
 

子
ど

も
に

と
っ

て
苦

手
な

場
面

を
予

測
し

、
必

要
な

対
応

を
す

る
。

 
・

障
が

い
名

だ
け

で
判

断
す

る
の

で
は

な
く

、
個

々
の

子
ど

も
に

つ
い

て
、

日
々

の
観

察
や

行
動

の
分

析
な

ど

か
ら

総
合

的
に

理
解

す
る

。
 

・
家

庭
や

以
前

学
ん

で
い

た
教

育
機

関
に

お
け

る
子

ど
も

の
様

子
の

聞
き

取
り

、
福

祉
・

医
療

機
関

か
ら

の
情

報
な

ど
、
総

合
的

に
子

ど
も

の
実

態
を

把
握

す
る

。（
⑤
「

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
の

行
動

上
の

困
難

へ
の

対

応
」

参
照

）
 

③
 

子
ど

も
に

応
じ

た
指

導
方

法
を

見
つ

け
、

体
罰

を
起

こ
さ

な
い

指
導

方
針

を
も

つ
。

 
・

一
貫

性
の

あ
る

指
導

は
必

要
で

あ
る

が
、

力
に

よ
る

強
制

や
強

い
叱

責
は

必
要

で
は

な
い

。
 

・
自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

を
起

こ
す

子
ど

も
の

場
合

は
、

子
ど

も
が

ど
れ

だ
け

自
分

自
身

を
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
す

る
こ

と
が

で
き

る
か

が
大

切
で

あ
り

、
粘

り
強

く
、「

望
ま

し
い

行
動

が
で

き
た

」
と

い
う

達
成

感
を

積
み

上

げ
な

が
ら

指
導

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
力

に
よ

る
強

制
や

強
い

叱
責

は
、

一
時

的
に

言
動

を
規

制

で
き

て
も

、
子

ど
も

の
自

尊
感

情
を

は
ぐ

く
み

な
が

ら
、

自
分

の
行

動
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

る
こ

と
に

は

つ
な

が
ら

な
い

。
 

 
（（

３３
））

個個
別別

のの
教教

育育
支支

援援
計計

画画
やや

個個
別別

のの
指指

導導
計計

画画
のの

作作
成成

・・
活活

用用
  

①
 
保

護
者

と
の

連
携

の
も

と
、

関
係

機
関

の
協

力
を

得
て

、
教

職
員

が
個

別
の

教
育

支
援

計
画

や
個

別
の

指
導

計
画

を
作

成
し

、
共

通
理

解
し

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
一

人
ひ

と
り

の
子

ど
も

の
状

況
を

踏
ま

え

た
適

切
な

指
導

を
行

う
。

 
・

一
人

ひ
と

り
の

子
ど

も
の

障
が

い
の

特
性

を
十

分
考

慮
し

た
個

別
の

指
導

計
画

を
作

成
す

る
。

 
・

保
護

者
の

思
い

を
聞

き
取

る
と

と
も

に
、

福
祉

・
医

療
・

労
働

等
の

関
係

機
関

と
の

連
携

を
は

か
り

、
個

別
の

教
育

支
援

計
画

を
作

成
す

る
。

 
・

個
別

の
教

育
支

援
計

画
や

個
別

の
指

導
計

画
を

も
と

に
、
保

護
者

と
教

職
員

間
で

指
導

目
標

や
指

導
方

法

を
共

通
理

解
す

る
。

 
 

 
 

（
個

別
の

教
育

支
援

計
画

及
び

個
別

の
指

導
計

画
は

、
小

学
校

、
中

学
校

及
び

高
等

学
校

学
習

指
導

要
領

に
お

い
て

「
特

別
支

援
学

級
に

在
籍

す
る

児
童

生
徒

や
通

級
に

よ
る

指
導

を
受

け
る

児
童

生
徒

に
つ

い
て

は
、

作

成
し

、
効

果
的

に
活

用
す

る
も

の
」

と
な

っ
て

い
ま

す
。
）

 
 

（（
４４

））
保保

護護
者者

かか
らら

信信
頼頼

ささ
れれ

るる
関関

係係
づづ

くく
りり

  
①

 
日

頃
か

ら
保

護
者

と
の

連
携

を
密

接
に

す
る

。
 

・
連

絡
帳

や
学

級
だ

よ
り

、
電

話
、

家
庭

訪
問

な
ど

で
子

ど
も

の
学

校
で

の
様

子
を

伝
え

、
保

護
者

か
ら

も

家
庭

や
地

域
の

活
動

の
様

子
を

伝
え

て
も

ら
う

。（
日

々
の

子
ど

も
の

様
子

を
つ

か
む

こ
と

が
で

き
、
子

ど

も
の

行
動

を
予

測
し

、
行

動
上

の
問

題
を

未
然

に
防

ぐ
等

の
対

処
も

し
や

す
く

な
る

。
）

 
②

 
個

別
の

教
育

支
援

計
画

や
個

別
の

指
導

計
画

の
作

成
を

通
し

、
保

護
者

と
指

導
目

標
や

指
導

方
法

な
ど

の
共

通
理

解
、

意
思

疎
通

を
図

っ
て

お
く

。
 

③
 

保
護

者
の

学
校

に
対

す
る

意
見

や
要

望
を

聞
く

機
会

を
設

け
た

り
、
保

護
者

に
学

校
の

取
組

み
を

知
っ

て
も

ら
う

工
夫

を
す

る
。

 

保保
護護

者者
とと

のの
関関

係係
づづ

くく
りり

でで
大大

切切
にに

しし
たた

いい
姿姿

勢勢
  

・
教

育
は

、
学

校
と

家
庭

の
共

同
作

業
で

あ
る

こ
と

を
互

い
に

理
解

し
、

保
護

者
と

一
緒

に
取

り
組

む
。

 
・

で
き

る
だ

け
子

ど
も

の
良

い
面

を
取

り
上

げ
て

話
を

す
る

。
 

・
支

援
の

道
筋

が
見

え
る

よ
う

に
話

を
す

る
。

 
・

保
護

者
の

心
の

ケ
ア

を
大

切
に

す
る

。
 

・
ク

ラ
ス

の
保

護
者

全
体

に
、

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
の

理
解

を
深

め
る

取
組

み
を

す
る

。
 

 

職場環境の整備を図り、人権尊重を基盤とした教育を一層推進するよう努めなければならない。 

  また、学校において幼児・児童・生徒が被害者となる事象（教職員による幼児・児童・生徒に対するセクシ

ュアル・ハラスメント及び体罰、幼児・児童・生徒間のいじめ等）が生起した際に、課題の解決や幼児・児童・

生徒の救済を図るため「被害者救済システム」リーフレットなどを活用し、相談窓口について幼児・児童・生

徒や保護者に周知しておくことも必要である。 

 なお、万が一にもセクシュアル･ハラスメントと思われる行為が発生したり、幼児・児童・生徒及び保護者

等から、その旨、告知、相談があった場合は、すぐに支援教育課に報告するとともに、「教職員による児童・

生徒に対するセクシュアル･ハラスメント防止のために」（平成 29 年 5 月改定）に基づいて速やかに問題解決

に向けて対処することが重要である。 
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障
が

い
の

あ
る

生
徒

に
対

す
る

体
罰

が
依

然
と

し
て

な
く

な
ら

な
い

。
体

罰
が

生
起

し
た

状
況

を
分

析
す

る
と

、
自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

、
暴

言
、

指
示

に
従

え
な

い
等

の
場

面
に

お
い

て
起

こ
っ

て
い

る
。

そ
の

よ
う

な
場

面
に

直
面

し

た
と

き
や

そ
れ

に
至

る
ま

で
の

指
導

方
法

に
つ

い
て

、
今

一
度

考
え

る
必

要
が

あ
る

。
以

下
に

自
傷

行
為

や
他

傷
行

為

の
あ

る
子

ど
も

へ
の

対
応

方
法

と
指

導
を

例
示

す
る

。
こ

こ
に

あ
げ

る
指

導
は

あ
く

ま
で

も
一

例
で

あ
る

の
で

、
こ

れ

ら
を

参
考

に
、
各

自
各

学
校

で
、
子

ど
も

の
個

々
の

状
況

に
合

わ
せ

た
対

応
や

指
導

方
法

を
検

討
し

て
欲

し
い

。
 

 （（
１１

））
 自自

傷傷
行行

為為
やや

他他
傷傷

行行
為為

等等
のの

行行
動動

上上
のの

困困
難難

をを
示示

すす
子子

どど
もも

へへ
のの

対対
応応

にに
つつ

いい
てて

  
 自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

等
の

行
動

は
、

当
該

の
子

ど
も

の
み

で
は

な
く

、
そ

の
周

り
の

子
ど

も
や

教
職

員
に

も

影
響

を
及

ぼ
す

。
自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

等
を

す
る

子
ど

も
に

か
か

わ
る

大
人

は
そ

の
行

動
の

み
に

注
意

が
い

き

が
ち

で
あ

る
が

、
困

っ
て

い
る

の
は

子
ど

も
自

身
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

忘
れ

て
は

い
け

な
い

。
 

子
ど

も
の

行
動

は
子

ど
も

を
取

り
巻

く
周

り
の

環
境

と
大

き
な

関
係

を
持

つ
。

必
ず

何
か

の
理

由
や

原
因

と
結

び
つ

い
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

行
動

を
す

る
子

ど
も

は
こ

の
行

動
に

よ
っ

て
周

囲
に

何
か

を
伝

え
よ

う
と

し
て

い

る
。

 
子

ど
も

の
行

動
を

理
解

す
る

に
は

、
ま

ず
子

ど
も

の
特

性
を

把
握

し
、

そ
の

行
動

を
客

観
的

に
分

析
す

る
こ

と

が
大

切
で

あ
る

。
以

下
に

、
そ

の
具

体
的

な
方

法
に

つ
い

て
例

記
す

る
。

 
 

１１
．．

実実
態態

把把
握握

  
  

子
ど

も
の

指
導

を
始

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
子

ど
も

の
障

が
い

の
特

性
の

理
解

や
生

育
歴

や
療

育
歴

な
ど

子
ど

も
の

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

の
理

解
､
保

護
者

の
子

ど
も

に
対

す
る

思
い

の
聞

き
取

り
、
認

知
面
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

面
等

の
発

達
状

態
の

把
握

や
、

家
庭

で
の

様
子

や
学

校
で

の
そ

れ
ぞ

れ
の

活
動

場
面

で
の

様
子

の
分

析
、

自
傷

行

為
や

他
傷

行
為

等
に

い
た

る
状

況
の

分
析

な
ど

を
行

い
、

総
合

的
に

子
ど

も
の

実
態

を
把

握
す

る
。

 
 

①①
  

障障
がが

いい
のの

特特
性性

やや
生生

育育
歴歴

、、
療療

育育
歴歴

等等
のの

ププ
ロロ

フフ
ィィ

ーー
ルル

のの
理理

解解
、、
本本

人人
のの

思思
いい

・・
保保

護護
者者

のの
子子

どど
もも

にに

対対
すす

るる
思思

いい
のの

聞聞
きき

取取
りり

  
  

一
人

ひ
と

り
の

子
ど

も
の

障
が

い
の

特
性

を
理

解
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

た
と

え
障

が
い

名
が

同
じ

だ
と

し
て

も
子

ど
も

の
特

性
は

様
々

で
､
一

人
ひ

と
り

違
う

。
障

が
い

名
や

診
断

名
の

み
で

判
断

す
る

よ
う

な
こ

と
が

な

い
よ

う
、

個
々

の
特

性
か

ら
子

ど
も

を
理

解
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

生
育

歴
や

療
育

歴
な

ど
に

つ
い

て
は

、
細

部
に

わ
た

っ
て

す
べ

て
の

情
報

を
収

集
す

る
の

で
は

な
く

､
指

導
に

必

要
な

情
報

の
み

集
め

る
よ

う
に

す
る

。
同

時
に

、
本

人
の

思
い

、
保

護
者

の
子

ど
も

に
対

す
る

思
い

や
学

校
に

対

す
る

期
待

も
聞

き
と

っ
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

（
ま

た
、

個
人

情
報

の
収

集
・

利
用

・
保

管
に

つ
い

て
は

、

個
人

情
報

保
護

の
観

点
か

ら
十

分
留

意
す

る
こ

と
）
。

 

 

②②
  

発発
達達

のの
様様

子子
のの

把把
握握

  
  

子
ど

も
の

発
達

の
様

子
に

つ
い

て
､
普

段
の

学
習

の
状

況
や

、
場

合
に

よ
っ

て
は

認
知
・
発

達
検

査
等

を
用

い
て

し
っ

か
り

と
把

握
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

そ
の

目
的

は
､
他

者
と

の
比

較
で

は
な

く
､
個

人
の

中
で

の
ば

ら
つ

き
（

個
人

内
差

）
を

理
解

す
る

こ
と

に
あ

る
。

 

③③
  

そそ
れれ

ぞぞ
れれ

のの
活活

動動
場場

面面
でで

のの
子子

どど
もも

のの
様様

子子
のの

分分
析析

  
  

子
ど

も
は

、
大

人
と

一
対

一
で

の
場

面
と

同
年

齢
の

子
ど

も
の

集
団

で
の

場
面

と
で

は
、

ま
っ

た
く

違
っ

た
側

面
を

見
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
ま

た
、

子
ど

も
を

取
り

巻
く

物
理

的
環

境
（

教
室

で
の

座
席

は
注

意
を

集
中

し
や

す

い
か

、
黒

板
に

書
か

れ
て

い
る

こ
と

や
掲

示
物

は
わ

か
り

や
す

く
整

理
さ

れ
て

い
る

か
等

）
や

人
的

環
境

（
ち

ょ

っ
か

い
を

か
け

た
り

、
話

し
か

け
に

対
し

て
反

応
し

て
し

ま
い

や
す

い
仲

間
と

の
距

離
が

近
す

ぎ
な

い
か

、
一

日

の
活

動
の

見
通

し
が

子
ど

も
に

伝
わ

っ
て

い
る

か
等

）
に

よ
っ

て
も

子
ど

も
の

行
動

は
変

わ
っ

て
く

る
。

自
傷

・

他
傷

等
の

行
動

が
現

れ
る

の
は

ど
の

よ
う

な
場

面
に

お
い

て
な

の
か

、
日

常
的

に
様

々
な

場
面

で
、

幅
広

く
そ

の

状
況

を
把

握
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

 
④④

  
自自

傷傷
行行

為為
やや

他他
傷傷

行行
為為

等等
のの

行行
動動

にに
いい

たた
るる

状状
況況

とと
そそ

のの
行行

動動
のの

結結
果果

がが
もも

たた
らら

すす
状状

況況
のの

分分
析析

  
  

子
ど

も
の

行
動

を
分

析
す

る
と

き
、「

パ
ニ

ッ
ク

」
や
「

自
傷

行
為

」
等

の
抽

象
的

な
こ

と
ば

で
あ

ら
わ

す
の

で

は
な

く
、

誰
が

見
て

も
そ

の
状

況
が

分
か

る
よ

う
に

具
体

的
に

記
録

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ど

の
よ

う
な

行

動
が

、
ど

れ
く

ら
い

の
頻

度
で

、
ど

れ
く

ら
い

の
時

間
、

ど
の

よ
う

な
程

度
で

、
ど

こ
で

、
誰

に
対

し
て

起
こ

る

の
か

と
い

っ
た

こ
と

を
で

き
る

だ
け

具
体

的
に

記
録

す
る

。
ま

た
、

そ
の

行
動

に
対

し
て

、
行

動
に

の
み

注
目

す

る
の

で
は

な
く

、
行

動
が

起
こ

る
前

の
状

況
、

行
動

が
起

こ
っ

た
後

の
状

況
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例
 

  

こ
の

よ
う

に
、

行
動

が
起

こ
る

前
の

状
況

と
行

動
後

の
状

況
を

記
録

し
た

後
、

そ
の

行
動

が
ど

の
よ

う
な

意
味

を
持

つ
か

を
分

析
す

る
。

例
の

場
合

で
は

、
好

き
な

活
動

を
要

求
す

る
こ

と
を

「
自

分
の

頭
を

叩
く

」
と

い
う

行

動
で

示
し

て
い

る
と

い
え

る
。
好

き
な

活
動

を
中

断
さ

せ
ら

れ
た

と
き

に
､
自

分
の

頭
を

叩
い

て
自

傷
行

為
を

行
う

こ
と

に
よ

り
､
注

意
さ

れ
た

あ
げ

く
「

し
ょ

う
が

な
い

な
あ

」
と

い
う

こ
と

で
、
好

き
な

活
動

を
さ

せ
て

も
ら

え
て

い
た

。
何

を
学

習
し

て
し

ま
っ

た
の

か
と

い
う

こ
と

を
振

り
返

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
事

例
で

は
、

頭
を

叩
く

と

好
き

な
こ

と
が

で
き

て
お

り
、

そ
れ

が
エ

ス
カ

レ
ー

ト
し

て
い

っ
た

と
分

析
で

き
る

。
 

様
々

な
行

動
が

持
つ

主
な

意
味

と
し

て
は

、
注

目
、

も
の

や
活

動
の

要
求

、
感

覚
刺

激
の

欲
求

、
逃

避
・

回
避

な
ど

が
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
そ

れ
ぞ

れ
の

行
動

の
持

つ
意

味
を

分
析

し
た

上
で

、
対

応
方

法
を

考
え

る
こ

と
が

ま

ず
必

要
で

あ
る

。
 

 
２２

．．
校校

内内
委委

員員
会会

等等
にに

よよ
るる

情情
報報

のの
共共

有有
とと

支支
援援

体体
制制

づづ
くく

りり
  

  
子

ど
も

の
実

態
把

握
を

し
た

後
、

そ
の

情
報

を
子

ど
も

に
か

か
わ

る
す

べ
て

の
教

職
員

や
保

護
者

な
ど

の
関

係

者
間

で
共

有
す

る
。

チ
ー

ム
で

支
援

す
る

よ
う

な
場

合
は

チ
ー

ム
の

メ
ン

バ
ー

す
べ

て
が

子
ど

も
の

実
態

を
把

握

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
指

導
者

に
よ

っ
て

指
導

方
法

が
変

わ
る

と
子

ど
も

は
混

乱
す

る
の

で
、

実
態

把

握
と

同
様

に
指

導
方

法
の

情
報

も
共

有
す

る
。

そ
の

際
、

チ
ー

ム
で

指
導

方
法

を
探

り
、

お
互

い
の

知
恵

を
出

し

合
う

と
い

う
観

点
が

大
切

で
あ

る
。

ま
た

、
保

護
者

と
も

指
導

目
標

や
指

導
方

法
に

つ
い

て
共

通
理

解
し

て
お

く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

ま
た

、
子

ど
も

の
対

応
に

は
一

貫
性

が
な

い
と

望
ま

し
い

行
動

に
導

く
こ

と
は

で
き

ず
、

さ
ら

に
行

動
を

エ
ス

カ
レ

ー
ト

さ
せ

る
可

能
性

も
あ

る
。
し

た
が

っ
て

、
学

校
に

と
ど

ま
ら

ず
、
家

庭
の

協
力

の
も

と
、
福

祉
・
保

健
・

医
療

機
関

と
も

連
携

し
て

対
応

で
き

る
よ

う
な

支
援

体
制

づ
く

り
を

追
求

す
る

こ
と

も
大

切
で

あ
る

。
そ

の
た

め

に
個

別
の

教
育

支
援

計
画

を
効

果
的

に
活

用
す

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

 

行
動

が
起

こ
る

前
の

状
況

 
 

 
 

 
行

動
 

 
 

 
 

 
 

 
行

動
後

の
状

況
 

好
き

な
活

動
を

中
断

さ

せ
ら

れ
る

 
自

分
の

頭
を

手
の

ひ
ら

で
強

く
叩

く
 

注
意

さ
れ

る
 

好
き

な
活

動
が

再
開

で
き

る
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障
が

い
の

あ
る

生
徒

に
対

す
る

体
罰

が
依

然
と

し
て

な
く

な
ら

な
い

。
体

罰
が

生
起

し
た

状
況

を
分

析
す

る
と

、
自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

、
暴

言
、

指
示

に
従

え
な

い
等

の
場

面
に

お
い

て
起

こ
っ

て
い

る
。

そ
の

よ
う

な
場

面
に

直
面

し

た
と

き
や

そ
れ

に
至

る
ま

で
の

指
導

方
法

に
つ

い
て

、
今

一
度

考
え

る
必

要
が

あ
る

。
以

下
に

自
傷

行
為

や
他

傷
行

為

の
あ

る
子

ど
も

へ
の

対
応

方
法

と
指

導
を

例
示

す
る

。
こ

こ
に

あ
げ

る
指

導
は

あ
く

ま
で

も
一

例
で

あ
る

の
で

、
こ

れ

ら
を

参
考

に
、
各

自
各

学
校

で
、
子

ど
も

の
個

々
の

状
況

に
合

わ
せ

た
対

応
や

指
導

方
法

を
検

討
し

て
欲

し
い

。
 

 （（
１１

））
 自自

傷傷
行行

為為
やや

他他
傷傷

行行
為為

等等
のの

行行
動動

上上
のの

困困
難難

をを
示示

すす
子子

どど
もも

へへ
のの

対対
応応

にに
つつ

いい
てて

  
 自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

等
の

行
動

は
、

当
該

の
子

ど
も

の
み

で
は

な
く

、
そ

の
周

り
の

子
ど

も
や

教
職

員
に

も

影
響

を
及

ぼ
す

。
自

傷
行

為
や

他
傷

行
為

等
を

す
る

子
ど

も
に

か
か

わ
る

大
人

は
そ

の
行

動
の

み
に

注
意

が
い

き

が
ち

で
あ

る
が

、
困

っ
て

い
る

の
は

子
ど

も
自

身
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を

忘
れ

て
は

い
け

な
い

。
 

子
ど

も
の

行
動

は
子

ど
も

を
取

り
巻

く
周

り
の

環
境

と
大

き
な

関
係

を
持

つ
。

必
ず

何
か

の
理

由
や

原
因

と
結

び
つ

い
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

行
動

を
す

る
子

ど
も

は
こ

の
行

動
に

よ
っ

て
周

囲
に

何
か

を
伝

え
よ

う
と

し
て

い

る
。

 
子

ど
も

の
行

動
を

理
解

す
る

に
は

、
ま

ず
子

ど
も

の
特

性
を

把
握

し
、

そ
の

行
動

を
客

観
的

に
分

析
す

る
こ

と

が
大

切
で

あ
る

。
以

下
に

、
そ

の
具

体
的

な
方

法
に

つ
い

て
例

記
す

る
。

 
 

１１
．．

実実
態態

把把
握握

  
  

子
ど

も
の

指
導

を
始

め
る

に
あ

た
っ

て
は

、
子

ど
も

の
障

が
い

の
特

性
の

理
解

や
生

育
歴

や
療

育
歴

な
ど

子
ど

も
の

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

の
理

解
､
保

護
者

の
子

ど
も

に
対

す
る

思
い

の
聞

き
取

り
、
認

知
面
・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

面
等

の
発

達
状

態
の

把
握

や
、

家
庭

で
の

様
子

や
学

校
で

の
そ

れ
ぞ

れ
の

活
動

場
面

で
の

様
子

の
分

析
、

自
傷

行

為
や

他
傷

行
為

等
に

い
た

る
状

況
の

分
析

な
ど

を
行

い
、

総
合

的
に

子
ど

も
の

実
態

を
把

握
す

る
。

 
 

①①
  

障障
がが

いい
のの

特特
性性

やや
生生

育育
歴歴

、、
療療

育育
歴歴

等等
のの

ププ
ロロ

フフ
ィィ

ーー
ルル

のの
理理

解解
、、
本本

人人
のの

思思
いい

・・
保保

護護
者者

のの
子子

どど
もも

にに

対対
すす

るる
思思

いい
のの

聞聞
きき

取取
りり

  
  

一
人

ひ
と

り
の

子
ど

も
の

障
が

い
の

特
性

を
理

解
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

た
と

え
障

が
い

名
が

同
じ

だ
と

し
て

も
子

ど
も

の
特

性
は

様
々

で
､
一

人
ひ

と
り

違
う

。
障

が
い

名
や

診
断

名
の

み
で

判
断

す
る

よ
う

な
こ

と
が

な

い
よ

う
、

個
々

の
特

性
か

ら
子

ど
も

を
理

解
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

生
育

歴
や

療
育

歴
な

ど
に

つ
い

て
は

、
細

部
に

わ
た

っ
て

す
べ

て
の

情
報

を
収

集
す

る
の

で
は

な
く

､
指

導
に

必

要
な

情
報

の
み

集
め

る
よ

う
に

す
る

。
同

時
に

、
本

人
の

思
い

、
保

護
者

の
子

ど
も

に
対

す
る

思
い

や
学

校
に

対

す
る

期
待

も
聞

き
と

っ
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

（
ま

た
、

個
人

情
報

の
収

集
・

利
用

・
保

管
に

つ
い

て
は

、

個
人

情
報

保
護

の
観

点
か

ら
十

分
留

意
す

る
こ

と
）
。

 

 

②②
  

発発
達達

のの
様様

子子
のの

把把
握握

  
  

子
ど

も
の

発
達

の
様

子
に

つ
い

て
､
普

段
の

学
習

の
状

況
や

、
場

合
に

よ
っ

て
は

認
知
・
発

達
検

査
等

を
用

い
て

し
っ

か
り

と
把

握
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

そ
の

目
的

は
､
他

者
と

の
比

較
で

は
な

く
､
個

人
の

中
で

の
ば

ら
つ

き
（

個
人

内
差

）
を

理
解

す
る

こ
と

に
あ

る
。

 

③③
  

そそ
れれ

ぞぞ
れれ

のの
活活

動動
場場

面面
でで

のの
子子

どど
もも

のの
様様

子子
のの

分分
析析

  
  

子
ど

も
は

、
大

人
と

一
対

一
で

の
場

面
と

同
年

齢
の

子
ど

も
の

集
団

で
の

場
面

と
で

は
、

ま
っ

た
く

違
っ

た
側

面
を

見
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
ま

た
、

子
ど

も
を

取
り

巻
く

物
理

的
環

境
（

教
室

で
の

座
席

は
注

意
を

集
中

し
や

す

い
か

、
黒

板
に

書
か

れ
て

い
る

こ
と

や
掲

示
物

は
わ

か
り

や
す

く
整

理
さ

れ
て

い
る

か
等

）
や

人
的

環
境

（
ち

ょ

っ
か

い
を

か
け

た
り

、
話

し
か

け
に

対
し

て
反

応
し

て
し

ま
い

や
す

い
仲

間
と

の
距

離
が

近
す

ぎ
な

い
か

、
一

日

の
活

動
の

見
通

し
が

子
ど

も
に

伝
わ

っ
て

い
る

か
等

）
に

よ
っ

て
も

子
ど

も
の

行
動

は
変

わ
っ

て
く

る
。

自
傷

・

他
傷

等
の

行
動

が
現

れ
る

の
は

ど
の

よ
う

な
場

面
に

お
い

て
な

の
か

、
日

常
的

に
様

々
な

場
面

で
、

幅
広

く
そ

の

状
況

を
把

握
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

 
④④

  
自自

傷傷
行行

為為
やや

他他
傷傷

行行
為為

等等
のの

行行
動動

にに
いい

たた
るる

状状
況況

とと
そそ

のの
行行

動動
のの

結結
果果

がが
もも

たた
らら

すす
状状

況況
のの

分分
析析

  
  

子
ど

も
の

行
動

を
分

析
す

る
と

き
、「

パ
ニ

ッ
ク

」
や
「

自
傷

行
為

」
等

の
抽

象
的

な
こ

と
ば

で
あ

ら
わ

す
の

で

は
な

く
、

誰
が

見
て

も
そ

の
状

況
が

分
か

る
よ

う
に

具
体

的
に

記
録

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ど

の
よ

う
な

行

動
が

、
ど

れ
く

ら
い

の
頻

度
で

、
ど

れ
く

ら
い

の
時

間
、

ど
の

よ
う

な
程

度
で

、
ど

こ
で

、
誰

に
対

し
て

起
こ

る

の
か

と
い

っ
た

こ
と

を
で

き
る

だ
け

具
体

的
に

記
録

す
る

。
ま

た
、

そ
の

行
動

に
対

し
て

、
行

動
に

の
み

注
目

す

る
の

で
は

な
く

、
行

動
が

起
こ

る
前

の
状

況
、

行
動

が
起

こ
っ

た
後

の
状

況
を

記
録

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例
 

  

こ
の

よ
う

に
、

行
動

が
起

こ
る

前
の

状
況

と
行

動
後

の
状

況
を

記
録

し
た

後
、

そ
の

行
動

が
ど

の
よ

う
な

意
味

を
持

つ
か

を
分

析
す

る
。

例
の

場
合

で
は

、
好

き
な

活
動

を
要

求
す

る
こ

と
を

「
自

分
の

頭
を

叩
く

」
と

い
う

行

動
で

示
し

て
い

る
と

い
え

る
。
好

き
な

活
動

を
中

断
さ

せ
ら

れ
た

と
き

に
､
自

分
の

頭
を

叩
い

て
自

傷
行

為
を

行
う

こ
と

に
よ

り
､
注

意
さ

れ
た

あ
げ

く
「

し
ょ

う
が

な
い

な
あ

」
と

い
う

こ
と

で
、
好

き
な

活
動

を
さ

せ
て

も
ら

え
て

い
た

。
何

を
学

習
し

て
し

ま
っ

た
の

か
と

い
う

こ
と

を
振

り
返

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
事

例
で

は
、

頭
を

叩
く

と

好
き

な
こ

と
が

で
き

て
お

り
、

そ
れ

が
エ

ス
カ

レ
ー

ト
し

て
い

っ
た

と
分

析
で

き
る

。
 

様
々

な
行

動
が

持
つ

主
な

意
味

と
し

て
は

、
注

目
、

も
の

や
活

動
の

要
求

、
感

覚
刺

激
の

欲
求

、
逃

避
・

回
避

な
ど

が
あ

る
。

こ
の

よ
う

に
そ

れ
ぞ

れ
の

行
動

の
持

つ
意

味
を

分
析

し
た

上
で

、
対

応
方

法
を

考
え

る
こ

と
が

ま

ず
必

要
で

あ
る

。
 

 
２２

．．
校校

内内
委委

員員
会会

等等
にに

よよ
るる

情情
報報

のの
共共

有有
とと

支支
援援

体体
制制

づづ
くく

りり
  

  
子

ど
も

の
実

態
把

握
を

し
た

後
、

そ
の

情
報

を
子

ど
も

に
か

か
わ

る
す

べ
て

の
教

職
員

や
保

護
者

な
ど

の
関

係

者
間

で
共

有
す

る
。

チ
ー

ム
で

支
援

す
る

よ
う

な
場

合
は

チ
ー

ム
の

メ
ン

バ
ー

す
べ

て
が

子
ど

も
の

実
態

を
把

握

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
指

導
者

に
よ

っ
て

指
導

方
法

が
変

わ
る

と
子

ど
も

は
混

乱
す

る
の

で
、

実
態

把

握
と

同
様

に
指

導
方

法
の

情
報

も
共

有
す

る
。

そ
の

際
、

チ
ー

ム
で

指
導

方
法

を
探

り
、

お
互

い
の

知
恵

を
出

し

合
う

と
い

う
観

点
が

大
切

で
あ

る
。

ま
た

、
保

護
者

と
も

指
導

目
標

や
指

導
方

法
に

つ
い

て
共

通
理

解
し

て
お

く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

ま
た

、
子

ど
も

の
対

応
に

は
一

貫
性

が
な

い
と

望
ま

し
い

行
動

に
導

く
こ

と
は

で
き

ず
、

さ
ら

に
行

動
を

エ
ス

カ
レ

ー
ト

さ
せ

る
可

能
性

も
あ

る
。
し

た
が

っ
て

、
学

校
に

と
ど

ま
ら

ず
、
家

庭
の

協
力

の
も

と
、
福

祉
・
保

健
・

医
療

機
関

と
も

連
携

し
て

対
応

で
き

る
よ

う
な

支
援

体
制

づ
く

り
を

追
求

す
る

こ
と

も
大

切
で

あ
る

。
そ

の
た

め

に
個

別
の

教
育

支
援

計
画

を
効

果
的

に
活

用
す

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

 

行
動

が
起

こ
る

前
の

状
況

 
 

 
 

 
行

動
 

 
 

 
 

 
 

 
行

動
後

の
状

況
 

好
き

な
活

動
を

中
断

さ

せ
ら

れ
る

 
自

分
の

頭
を

手
の

ひ
ら

で
強

く
叩

く
 

注
意

さ
れ

る
 

好
き

な
活

動
が

再
開

で
き

る
 

（（
２２

））
指指

導導
事事

例例
１１

（（
自自

傷傷
行行

為為
のの

ああ
るる

生生
徒徒

））
  

 
 

 
対対

象象
者者

  
高

等
部

３
年

生
の

男
子

。
療

育
手

帳
Ａ

、
身

体
障

が
い

者
手

帳
１

級
。

 
子子

どど
もも

のの
状状

況況
  

気
に

入
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
と

か
ん

し
ゃ

く
を

起
こ

し
､
自

分
の

こ
め

か
み

を
強

く
叩

く
。

 
概概

要要
  自
分

の
気

に
入

っ
て

い
る

活
動

（
音

楽
を

聴
く

、
音

楽
に

合
わ

せ
て

体
を

動
か

す
）

を
中

断
さ

せ
ら

れ
る

と
、

か
ん

し
ゃ

く
を

起
こ

し
て

物
を

投
げ

る
、

口
頭

で
叱

ら
れ

る
と

、
こ

め
か

み
を

強
く

叩
く

と
い

う
自

傷

行
動

が
見

ら
れ

､
教

職
員

が
自

傷
行

動
を

止
め

さ
せ

よ
う

と
制

止
す

る
と

､
近

く
に

あ
る

物
を

投
げ

つ
け

る
､

教
職

員
を

強
く

押
し

の
け

る
と

い
う

行
動

を
と

る
。

 
 １１

．．
行行

動動
のの

分分
析析

  
     

行
動

を
分

析
し

た
結

果
、
好

き
な

活
動

を
予

告
な

く
中

断
さ

れ
る

と
自

傷
行

為
を

行
い

、「
や

め
な

さ
い

！
」
と

口

頭
で

注
意

さ
れ

る
と

余
計

に
自

傷
行

為
を

エ
ス

カ
レ

ー
ト

さ
せ

､
近

く
に

あ
る

物
を

投
げ

､
注

意
し

た
教

職
員

を
突

き

飛
ば

す
等

の
行

動
に

発
展

し
て

い
た

。
そ

こ
で

教
職

員
は

散
歩

に
連

れ
て

行
っ

て
い

た
。

 
 ２２

．．
対対

応応
  

 問
題

と
な

る
自

傷
行

為
を

防
止

し
、

好
き

な
活

動
で

使
っ

て
い

る
カ

セ
ッ

ト
デ

ッ
キ

を
自

分
で

片
付

け
、

次
の

授

業
に

気
持

ち
よ

く
参

加
す

る
こ

と
を

目
標

と
し

た
。

 
好

き
な

活
動

に
熱

中
す

る
と

、
終

わ
り

の
見

通
し

が
も

て
な

い
の

で
､
好

き
な

活
動

を
す

る
前

に
約

束
カ

ー
ド
（

時

計
の

図
入

り
）

を
示

し
て

終
わ

り
の

見
通

し
を

持
た

せ
、

終
わ

り
の

５
分

前
に

タ
イ

マ
ー

を
鳴

ら
し

、
終

了
を

予
告

す
る

よ
う

に
し

た
。

 
ま

た
、

事
後

の
対

応
と

し
て

は
、

好
き

な
活

動
を

止
め

な
い

こ
と

を
叱

る
よ

り
も

、
活

動
を

止
め

よ
う

と
し

た
と

き
､
止

め
た

と
き

に
た

く
さ

ん
ほ

め
る

よ
う

に
し

た
（

手
を

握
っ

て
左

右
に

振
る

）
。

 
か

ん
し

ゃ
く

を
起

こ
す

こ
と

な
く

活
動

を
止

め
る

こ
と

が
で

き
た

と
き

に
は

、
約

束
カ

ー
ド

に
大

好
き

な
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
シ

ー
ル

を
貼

る
よ

う
に

し
た

。
望

ま
し

い
行

動
が

起
こ

ら
な

か
っ

た
と

き
に

は
、

何
度

も
繰

り
返

し
て

中
止

の
指

示
を

す
る

の
で

は
な

く
､
で

き
る

だ
け

望
ま

し
い

行
動

の
生

起
を

待
っ

た
。
そ

れ
で

も
自

傷
行

為
に

移
行

し
た

と

き
に

は
、

口
頭

で
注

意
を

与
え

る
の

で
は

な
く

､
静

か
に

手
を

握
り

､
自

傷
を

制
止

し
た

。
片

づ
け

が
で

き
な

い
と

き

に
は

、
教

職
員

が
て

つ
だ

っ
て

い
っ

し
ょ

に
片

付
け

を
し

た
。

 
 ３３

．．
展展

開開
  

  
一

応
の

効
果

が
認

め
ら

れ
た

も
の

の
､
ま

だ
し

ば
し

ば
自

傷
行

為
が

見
ら

れ
た

の
で

､
望

ま
し

い
行

動
が

で
き

た
と

き
の

ほ
め

方
を

変
え

た
。

ス
ロ

ー
プ

を
コ

ー
ス

タ
ー

で
滑

り
降

り
る

活
動

が
大

好
き

な
こ

と
が

わ
か

り
、

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

シ
ー

ル
が

５
枚

た
ま

れ
ば

ス
ロ

ー
プ

コ
ー

ス
タ

ー
を

実
施

す
る

よ
う

に
し

た
。
そ

の
結

果
､
自

傷
行

為
は

ほ
ぼ

な

く
な

っ
た

。
 

行
動

が
起

こ
る

前
の

状
況

 
 

 
 

 
行

動
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
行

動
後

の
状

況
 

好
き

な
活

動
を

中
断

さ
せ

ら
れ

る
 

自
傷

行
為

を
す

る
（

こ

め
か

み
を

叩
く

）
 

注
意

さ
れ

る
と

さ
ら

に
エ

ス
カ

レ
ー

ト
 

散
歩

に
行

け
る

 

（（
３３

））
指指

導導
事事

例例
２２

（（
他他

傷傷
行行

為為
のの

ああ
るる

幼幼
児児

））
  

 
 

対対
象象

者者
  

A
S
D
（

自
閉

ス
ペ

ク
ト

ラ
ム

症
）

と
診

断
さ

れ
た

４
歳

３
ヶ

月
の

男
児

 
子子

どど
もも

のの
状状

況況
  

自
分

の
思

い
が

通
ら

な
い

と
、

友
だ

ち
を

突
き

飛
ば

し
た

り
､
噛

み
付

い
た

り
す

る
 

生生
育育

歴歴
  

首
が

す
わ

る
-
２

ヶ
月

、
お

す
わ

り
-
５

ヶ
月

、
は

い
は

い
-
６

ヶ
月

、
つ

か
ま

り
立

ち
-
７

ヶ
月

､
一

人
歩

き
-
1
0

ヶ
月

と
い

う
よ

う
に

、
か

な
り

早
い

発
達

の
プ

ロ
フ

ィ
ー

ル
を

示
し

て
い

た
が

、
乳

児
期

に
人

見
知

り
を

せ
ず

､

３
歳

ま
で

言
葉

の
遅

れ
が

あ
り

、
エ

コ
ラ

リ
ア

（
反

響
言

語
）

が
あ

っ
た

。
３

歳
児

健
診

で
は

知
的

発
達

に
遅

れ
は

な
い

が
、

発
音

の
不

明
瞭

さ
と

社
会

性
の

遅
れ

を
指

摘
さ

れ
て

い
た

。
 

幼幼
稚稚

園園
でで

のの
様様

子子
  

先
生

と
は

遊
ぶ

こ
と

は
で

き
る

が
､
友

だ
ち

ど
う

し
の

か
か

わ
り

は
ほ

と
ん

ど
な

く
､
常

に
一

人
で

行
動

し
て

い
た

。
扇

風
機

や
換

気
扇

な
ど

､
回

る
も

の
に

極
端

に
興

味
を

示
し

､
１

０
分

程
度

そ
の

場
で

見
て

い
る

と
い

う

状
態

が
続

い
た

。
そ

の
状

態
の

と
き

に
、
友

だ
ち

に
後

ろ
か

ら
突

然
声

を
か

け
ら

れ
る

と
噛

み
付

い
た

り
､
突

き

飛
ば

し
た

り
す

る
な

ど
の

他
傷

行
為

が
起

こ
っ

た
。

 
 

１１
．．

本本
児児

のの
実実

態態
把把

握握
かか

らら
  

  
保

護
者

と
の

面
談

の
中

で
子

ど
も

の
認

知
能

力
に

は
か

な
り

の
ア

ン
バ

ラ
ン

ス
が

あ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
た

の
で

､

K
-A

BC
と

い
う

個
別

式
の

心
理

検
査

を
実

施
し

た
。

そ
の

結
果

､
物

事
を

視
覚

的
に

瞬
時

に
捉

え
て

統
合

す
る

能
力

に
比

べ
、
言

語
的

に
順

序
良

く
考

え
る

力
が

ま
だ

弱
い

こ
と

が
わ

か
っ

た
。
ま

た
、
面

接
で

の
様

子
か

ら
､
場

面
を

切

り
替

え
る

こ
と

の
難

し
さ

が
み

ら
れ

た
。
語

彙
の

数
は

多
い

も
の

の
､
具

体
的

に
知

識
と

し
て

定
着

し
て

い
な

い
様

子

が
見

ら
れ

た
。
感

情
を

表
す

言
葉

に
つ

い
て

の
知

識
量

が
少

な
く

､
自

分
の

感
情

を
言

葉
で

表
現

す
る

こ
と

が
で

き
ず

に
他

傷
と

い
う

行
動

で
自

分
の

感
情

を
表

現
し

て
し

ま
う

と
い

う
こ

と
が

仮
説

と
し

て
あ

げ
ら

れ
た

。
 

 ２２
．．

対対
応応

  
  

子
ど

も
の

大
好

き
な

遊
び

で
あ

る
､
ト

ラ
ン

プ
を

利
用

し
て

､
家

庭
で

は
保

護
者

と
､
幼

稚
園

で
は

先
生

と
一

緒
に

ト
ラ

ン
プ

の
ゲ

ー
ム

を
行

う
中

で
ル

ー
ル

を
理

解
し

た
り

、
順

番
を

守
っ

た
り

す
る

こ
と

で
、

か
ん

し
ゃ

く
を

起
こ

し
て

他
児

へ
他

傷
行

為
を

行
う

こ
と

を
減

ら
す

と
い

う
ア

プ
ロ

ー
チ

を
考

え
た

。
 

具
体

的
に

は
、
大

好
き

な
大

人
と

の
ゲ

ー
ム

の
中

で
ル

ー
ル

を
学

ぶ
こ

と
で

子
ど

も
の

自
信

を
高

め
､
そ

の
段

階
で

同
年

齢
の

子
ど

も
を

一
人

ず
つ

増
や

し
な

が
ら

、
か

ん
し

ゃ
く

を
起

こ
し

て
他

傷
行

為
を

起
こ

さ
ず

に
ゲ

ー
ム

を
楽

し
む

と
い

う
こ

と
を

目
標

に
実

施
し

た
。

 
 

３３
．．

展展
開開

  
ゲ

ー
ム

の
中

で
､
自

分
の

思
い

通
り

に
な

ら
な

い
と

き
に

友
だ

ち
の

手
を

噛
ん

だ
り

突
き

飛
ば

し
た

り
と

い
う

行

動
が

見
ら

れ
た

が
､
そ

の
た

び
に

大
好

き
な

ゲ
ー

ム
を

中
止

し
､
問

題
と

な
る

行
動

に
つ

い
て

言
葉

で
順

を
追

っ
て

説

明
し

､
そ

の
と

き
に

は
「

こ
う

す
る

の
だ

よ
」

と
い

う
よ

う
に

具
体

的
に

対
処

法
を

指
示

す
る

よ
う

に
し

た
。

 
ゲ

ー
ム

を
し

た
後

、
友

だ
ち

に
負

け
て

い
ら

い
ら

し
た

と
き

に
は

、
一

緒
に

遊
ん

で
い

る
大

人
が

「
○

○
だ

か
ら

～
な

ん
だ

ね
」

と
そ

の
と

き
の

感
情

を
言

語
化

す
る

よ
う

に
し

た
。

ま
た

、
園

と
家

庭
で

こ
の

よ
う

な
対

応
を

共
通

し
て

行
っ

た
。
そ

の
結

果
､
自

分
の

気
持

ち
を

言
葉

で
表

現
で

き
る

よ
う

に
な

り
､
他

児
へ

の
他

傷
行

為
は

減
少

し
た

。
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（（
４４

））
指指

導導
事事

例例
３３

（（
他他

傷傷
行行

為為
のの

ああ
るる

児児
童童

））
  

対対
象象

者者
  

  
男

子
 

６
年

（
1
2
歳

）
知

的
障

が
い

 
痙

性
両

麻
痺

 
言

語
障

が
い

 
療

育
手

帳
 

Ａ
 

身
体

障
が

い
者

手
帳

１
級

 

子子
どど

もも
のの

状状
況況

  
不

意
に

噛
み

つ
い

た
り

つ
ね

っ
た

り
す

る
。

急
に

大
泣

き
す

る
。

 
生生

育育
歴歴

等等
  

 
療

育
園

に
お

け
る

療
育

及
び

訓
練

を
経

て
肢

体
不

自
由

支
援

学
校

に
入

学
す

る
。

遠
城

寺
式

乳
幼

児
分

析
的

発
達

検
査

で
は

、
項

目
に

よ
っ

て
発

達
の

状
況

に
や

や
差

が
あ

り
、

1
1
ヶ

月
か

ら
３

歳
に

わ
た

っ
て

い
る

。
 

 

学学
校校

でで
のの

様様
子子

  

立
位

、
歩

行
は

困
難

で
あ

る
が

、
這

っ
て

移
動

が
で

き
る

。
手

で
つ

か
む

・
握

る
・

離
す

動
作

が
で

き
て

い

る
。

い
く

つ
か

の
玩

具
か

ら
好

き
な

も
の

を
選

ん
で

短
時

間
遊

ぶ
こ

と
が

で
き

る
。

キ
ー

ボ
ー

ド
や

音
の

鳴
る

玩
具

を
特

に
好

み
、

音
楽

は
大

好
き

で
あ

る
。

調
子

が
悪

い
と

き
は

、
急

に
大

泣
き

を
し

た
り

、
近

く
に

い
る

人
を

つ
ね

っ
た

り
噛

ん
だ

り
す

る
こ

と
が

あ
る

。
興

奮
し

た
と

き
は

教
職

員
に

向
か

っ
て

く
る

こ
と

も
あ

り
、

状
況

の
把

握
や

感
情

の
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
が

十
分

で
き

な
い

こ
と

が
あ

る
。

 
 

１１
．．

行行
動動

のの
分分

析析
  

 
噛

む
・

つ
ね

る
行

為
に

関
し

て
、

次
の

よ
う

な
記

録
を

と
っ

た
。

 
 
記

録
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４

月
 
 
 
 

 
 
 
1
2
日

 
 

 
 

 
1
0
時

 
4
7
分

 
  
 

 
 

行
動

が
起

こ
る

前
 

 
 

 
 

 
行

動
 

 
 

 
 

 
行

動
後

 

次
の

活
動

に
移

る
た

め
、
玩

具
を

教
職

員
が

片
付

け
る

。
 

 
 
・

泣
く

 
 

 
 

（
1
2
分

）
 

 
 
・

教
職

員
を

噛
む

 

 
 
注

意
さ

れ
る

。
よ

り
激

し
く

泣
く

。
 

 
 
キ

ー
ボ

ー
ド

を
与

え
る

。
 

 

 
記

録
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
５

月
 
 
 
 
 
 
２

日
 

 
 

 
 

1
1
時

 
６

分
 

 
 
 

行
動

が
起

こ
る

前
 

 
 

 
 

 
行

動
 

 
 

 
 

 
行

動
後

 

教
職

員
の

話
を

聞
い

て
い

る
と

き
、

隣
の

児
童

が
手

を
動

か
す

。
 

・
隣

に
い

た
児

童
の

手
を

噛
む

 

・
教

職
員

の
腕

を
つ

ね
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
（

９
分

）
 

注
意

さ
れ

る
。

 

席
を

移
動

す
る

。
 

し
ば

ら
く

か
か

わ
ら

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記
録

を
取

っ
て

い
く

と
、

３
時

間
め

に
他

傷
行

為
を

起
こ

す
こ

と
が

多
く

、
朝

食
を

食
べ

て
い

な
い

と
き

が
特

に

多
い

こ
と

が
わ

か
っ

た
。

ま
た

興
奮

し
て

い
る

と
き

、
目

の
前

で
動

く
も

の
が

あ
れ

ば
、

つ
ね

っ
た

り
噛

ん
だ

り
す

る
行

為
が

多
発

す
る

こ
と

が
わ

か
っ

た
。

 
 ２２

．．
対対

応応
  

噛
む

・
つ

ね
る

と
い

う
行

動
を

減
ら

す
た

め
、

叱
る

こ
と

か
ら

、
静

か
な

所
へ

移
動

し
て

興
奮

が
収

ま
る

ま
で

そ

っ
と

し
て

お
く

こ
と

に
切

り
替

え
た

。
ま

た
、

朝
食

を
食

べ
て

い
な

い
と

き
は

、
補

食
を

摂
ら

せ
る

こ
と

、
３

時
間

め
に

は
、

音
楽

等
の

好
き

な
活

動
を

取
り

入
れ

る
こ

と
で

噛
む

・
つ

ね
る

と
い

っ
た

行
動

は
減

少
し

つ
つ

あ
る

。
 

 
 

し
か

し
な

が
ら

、
気

温
の

変
化

・
体

調
・

き
ょ

う
だ

い
げ

ん
か

な
ど

他
の

要
因

で
不

意
に

パ
ニ

ッ
ク

を
起

こ
す

こ

と
が

あ
る

。
家

庭
と

の
連

携
の

中
、

子
ど

も
の

噛
む

・
つ

ね
る

と
い

っ
た

行
動

が
起

こ
る

先
行

条
件

が
あ

る
程

度
予

測
で

き
る

の
で

、
そ

の
よ

う
な

行
動

が
起

こ
っ

た
場

合
、

ゆ
と

り
を

も
っ

て
、

複
数

の
教

職
員

で
、

丁
寧

に
対

応
し

て
い

く
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

 

− 78 −− 78 −



力
で

お
さ

え
つ

け
る

指
導

は
絶

対
に

し
な

い
!!

 

～
 
一

人
ひ

と
り

を
大

切
に

す
る

指
導

・
支

援
の

た
め

に
 
～

 

 

あ
な
た
が
指
導
し
て
い
る
子
ど
も
が
 

急
に
他
傷
行
為
や
器
物
破
損
、
パ
ニ
ッ
ク
な
ど
“

気気
にに

なな
るる

行行
動動
”
を
と
っ
た
と
き
・
・
・
 

           

  

ああ
なな

たた
はは

どど
のの
よよ

うう
にに
対対

応応
しし
てて

いい
まま
すす

かか
？？
  

・
本
人
、
周
り
の
子
ど
も
が
け
が
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

・
全
体
の
学
習
活
動
の
明
ら
か
な
妨
げ
に
な
る
。
 

 
 
 
そ
の
よ
う
な
場
面
で
、
冷
静
に
「
気
に
な
る
行
動
」
に
対
応
で
き
て
い
ま
す
か
？
 

                 

一一
人人

でで
抱抱

ええ
込込

まま
ずず

にに
、、

チチ
ーー

ムム
でで

指指
導導

・・
支支

援援
すす

るる
ここ

とと
がが

大大
事事

でで
すす

。。
  

・・
「「

気気
にに

なな
るる

行行
動動

」」
へへ

のの
対対

応応
をを

一一
人人

でで
抱抱

ええ
込込

むむ
とと

、、
教教

員員
側側

のの
気気

持持
ちち

のの
余余

裕裕
がが

なな
くく

なな

りり
、、

周周
りり
がが

見見
ええ

なな
くく

なな
りり

まま
すす

。。
  

  

・・
余余

裕裕
のの
なな

ささ
がが

、、
「「

感感
情情

にに
任任

せせ
たた

指指
導導

」」「「
体体

罰罰
」」
なな

どど
にに

つつ
なな

がが
りり

まま
すす

。。
  

・・
幼幼

児児
児児
童童

生生
徒徒

のの
指指

導導
・・

支支
援援

にに
つつ

いい
てて

、、
チチ

ーー
ムム

でで
指指

摘摘
しし

合合
ええ

るる
関関

係係
がが

醸醸
成成

ささ
れれ

てて
いい

るる
ここ

とと
がが
、、

不不
適適

切切
なな

指指
導導

やや
体体

罰罰
のの

防防
止止

にに
つつ

なな
がが

りり
まま

すす
。。

  

                                   

カカ
ッッ

とと
なな

っっ
たた

とと
きき

はは
、、

次次
のの

３３
つつ

をを
思思

いい
出出

しし
まま

しし
ょょ

うう
ばば

  

①①
怒怒

りり
をを

感感
じじ

たた
らら

、、
深深

呼呼
吸吸

をを
しし

てて
１１

００
まま

でで
数数

ええ
るる

  
**
  

②②
障障

がが
いい

のの
ああ

るる
幼幼

児児
児児

童童
生生

徒徒
のの

状状
況況

をを
ふふ

まま
ええ

たた
指指

導導
でで

ああ
るる

ここ
とと

をを
思思

いい
返返

すす
  

③③
指指

導導
者者

がが
自自

分分
だだ

けけ
のの

とと
きき

はは
、、

誰誰
かか

他他
のの

教教
員員

をを
呼呼

ぶぶ
  

  
  

  
*
  

「
こ

の
痛

み
一

生
忘

れ
な

い
ば

～
体

罰
防

止
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
（
大

阪
府

教
育

委
員

会
 

平
成

1
9
〔
2
0
07

〕
年

11
月

改
訂

）
 
3
4

ペ
ー

ジ
よ

り
  

日日
ごご

ろろ
かか

らら
チチ

ェェ
ッッ

クク
しし

てて
おお

きき
まま

しし
ょょ

うう
ばば

  

□□
  
11
..  

体体
罰罰

がが
人人

権権
をを

傷傷
つつ

けけ
るる

行行
為為

でで
ああ

りり
、、

児児
童童

生生
徒徒

のの
人人

権権
をを

侵侵
害害

すす
るる

行行
為為

でで
ああ

るる
ここ

とと
をを

  

  
  

  
  

認認
識識

しし
てて

いい
まま

すす
かか

？？
  

□□
  
22
..  

““
ここ

れれ
くく

らら
いい

””
なな

らら
大大

丈丈
夫夫

だだ
とと

思思
っっ

てて
いい

まま
せせ

んん
かか

？？
  

□□
  
33
..  

必必
要要

以以
上上

にに
強強

いい
口口

調調
、、

大大
きき

なな
声声

でで
のの

指指
導導

にに
なな

っっ
てて

いい
まま

せせ
んん

かか
？？

  

（（
身身

体体
へへ

のの
直直

接接
的的

なな
指指

導導
でで

なな
けけ

れれ
ばば

体体
罰罰

にに
なな

らら
なな

いい
とと

思思
っっ

てて
いい

まま
せせ

んん
かか

？？
））
  

□□
  
44
..  

““
愛愛

のの
鞭鞭

””
とと

いい
うう

身身
勝勝

手手
なな

思思
いい

をを
持持

っっ
てて

いい
まま

せせ
んん

かか
？？

  

□□
  
55
..  

少少
々々

強強
いい

指指
導導

でで
なな

いい
とと

、、
わわ

かか
らら

せせ
るる

ここ
とと

がが
でで

きき
なな

いい
とと

思思
っっ

てて
いい

まま
せせ

んん
かか

？？
  

□□
  
66
..  

気気
にに

なな
るる

行行
動動

にに
対対

しし
てて

、、
１１

対対
１１

でで
指指

導導
しし

てて
いい

まま
せせ

んん
かか

？？
  

□□
  
77
..  

指指
導導

のの
難難

しし
いい

幼幼
児児

児児
童童

生生
徒徒

にに
つつ

いい
てて

、、
日日

頃頃
かか

らら
学学

年年
・・
学学

部部
でで

指指
導導

方方
法法

等等
のの

共共

通通
理理

解解
がが

でで
きき

てて
いい

まま
すす

かか
？？

  

□□
  
88
..  

指指
導導

にに
つつ

いい
てて

悩悩
んん

でで
いい

るる
とと

きき
だだ

けけ
でで

なな
くく

、、
普普

段段
かか

らら
相相

談談
でで

きき
るる

環環
境境

（（
教教

員員
間間

のの
  

  

人人
間間

関関
係係

））
をを

築築
いい

てて
いい

まま
すす

かか
。。

  

□□
  
99
..  

他他
のの

教教
員員

がが
強強

いい
指指

導導
をを

しし
てて

いい
るる

のの
をを

、、
黙黙

っっ
てて

見見
過過

ごご
しし

てて
いい

まま
せせ

んん
かか

。。
  

□□
  
11
00
..  

少少
しし

でで
もも

体体
罰罰

だだ
とと

感感
じじ

るる
場場

面面
をを

見見
たた

らら
、、

速速
やや

かか
にに

管管
理理

職職
にに

報報
告告

・・
相相

談談
すす

るる
ここ

とと
がが

でで
きき

まま
すす

かか
？？

  

障障
がが

いい
理理

解解
のの

たた
めめ

にに
（（
参参

考考
資資

料料
））
  

①
 「

こ
の

痛
み

一
生

忘
れ

な
い

ば
～

体
罰

防
止

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

（大
阪

府
教

育
委

員
会

 
平

成
19

〔2
0
07

〕年
1
1

月
改

訂
） 

ht
tp

://
w

w
w

.p
re

f.o
sa

ka
.lg

.jp
/k

ot
og

ak
ko

/ji
nk

en
ky

oi
ku

/in
de

x.
ht

m
l 

②
「

み
つ

め
よ

う
一

人
一

人
を

」
（

大
阪

府
教

育
セ

ン
タ

ー
令
和
６

〔
20

2
4〕

年
３
月
改

訂
）

 

 
 

 h
tt

ps
://

w
w

w
.o

sa
ka

-c
.e

d.
jp

/m
at

te
rs

/sp
ec

ia
ln

ee
ds

_f
ile

s/m
itu

m
ey

ou
.h

tm
l 

③
「
『

と
も

に
学

び
、
と

も
に

育
つ

』
支

援
教

育
の

さ
ら

な
る

充
実

の
た

め
に

」
(大

阪
府

教
育

委
員

会
平

成
25
〔

2
01

3〕
年

３
月

) 

ht
tp

://
w

w
w.

pr
ef

.o
sa

ka
.lg

.jp
/s

ho
ch

ug
ak

ko
/to

m
on

im
an

ab
i/i

nd
ex

.h
tm

l 
④

 
「
子

ど
も

自
身

が
目

標
の

達
成

を
実

感
で

き
る

授
業

づ
く

り
 

～
支

援
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

た
ち

が
輝

け
る

授
業

を
め

ざ
し

て
～

」 （
大

阪
府

教
育

セ
ン

タ
ー

 
平

成
30

〔2
0
18

〕
年

2
月

） 

ht
tp

s:
//w

w
w.

os
ak

a-
c.e

d.
jp

/m
at

te
rs

/sp
ec

ia
ln

ee
ds

_f
ile

s/
jy

ug
yo

u/
gu

id
e.

pd
f 

   
気
に
な
る

 
    

気気
にに

なな
るる

行行
動動

  

友友
だだ

ちち
をを
叩叩
くく

  
自自

分分
のの

頭頭
をを
  

叩叩
きき

続続
けけ

るる
  

大大
声声

でで
泣泣
きき

続続
けけ

るる
  

物物
をを

投投
げげ
るる

、、
壊壊

すす
  

ずず
っっ

とと
  

しし
ゃゃ

べべ
っっ
てて
いい

るる
  

注注
意意

ささ
れれ

てて
もも

  

笑笑
っっ

てて
いい

るる
  

       

いい
つつ

もも
はは

機機
嫌嫌

よよ
くく

  

にに
ここ

にに
ここ

しし
てて

いい
るる

子子
がが

  

急急
にに

・・
・・

・・
  

  

「「
なな

めめ
らら

れれ
たた

らら
ダダ

メメ
だだ
！！

  

ガガ
ツツ

ンン
とと

言言
っっ

てて
きき

かか
せせ
なな

けけ
れれ

ばば
!!
!!
」」

  

「「
問問

題題
行行

動動
はは

、、
そそ

のの
場場
でで

すす
ぐぐ

にに
やや
めめ

ささ
せせ

なな
けけ

れれ
ばば

！！
周周

りり
へへ

のの
影影
響響

もも
ああ

るる
しし
」」

  

「「
なな

んん
でで

、、
ここ

うう
なな

っっ
たた
んん

だだ
ろろ

うう
かか
！！

  

きき
っっ

とと
何何

かか
原原

因因
がが

ああ
るる
はは

ずず
」」
  

「「
強強

いい
指指

導導
がが

かか
ええ

っっ
てて
気気

にに
なな

るる
行行
動動

をを
  

助助
長長

ささ
せせ

るる
ここ

とと
もも

ああ
るる
しし

」」
  

− 79 −− 78 − − 79 −



リ
ー

フ
レ

ッ
ト

「
力

で
お

さ
え

つ
け

る
指

導
は

絶
対

に
し

な
い

！
！

」
（

作
成

：
平

成
27

年
3
月

 大
阪

府
教

育
委

員
会

支
援

教
育

課
 

平
成

31
年

4
月

一
部

改
訂

）
 

         集集
めめ

たた
情情

報報
をを

もも
とと

にに
「「

気気
にに

なな
るる

行行
動動

」」
のの

背背
景景

にに
つつ

いい
てて

仮仮
説説

をを
立立

てて
るる

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 あ
な

た
が

と
っ
て

い
る

指
導

・支
援

の
方

法
は

、
 

本
当

に
正

し
い

で
し

ょ
う

か
？

 

 

 

    
 

 

   本本
人人

、、
周周

りり
のの

子子
どど

もも
がが
けけ

がが
をを

しし
てて
しし

まま
うう

、、
  

物物
をを

ここ
わわ

しし
てて

しし
まま

うう
なな
どど

のの
可可

能能
性性
がが

ああ
るる

行行
動動
なな

どど
、、
  

速速
やや

かか
にに

制制
止止

しし
なな

けけ
れれ
ばば

なな
らら

なな
いい
場場

面面
はは

ああ
りり
まま

すす
。。

でで
もも
・・

・・
・・
  

 
 

                ・・
冷冷

静静
ささ

をを
欠欠

くく
指指

導導
はは
、、

体体
罰罰

にに
つつ
なな

がが
りり

かか
ねね
まま

せせ
んん

。。
  

・・
そそ

のの
場場

のの
感感

情情
だだ

けけ
でで
怒怒

るる
ここ

とと
でで
本本

人人
のの

気気
持持
ちち

がが
まま

すす
まま
すす

不不
安安

定定
にに
なな

るる
なな

どど
、、
かか

ええ
っっ

てて
新新
たた

なな
  

  

混混
乱乱

をを
引引

きき
起起

ここ
しし

たた
りり
、、

よよ
りり

深深
刻刻
なな

問問
題題

にに
発発
展展

すす
るる

ここ
とと
もも

ああ
りり

まま
すす
。。

  

  
気気

にに
なな

るる
行行

動動
のの

強強
化化

  
フフ

ララ
ッッ

シシ
ュュ

ババ
ッッ

クク
  

教教
員員

不不
信信

、、
学学

校校
不不

信信
  

   
気

に
な

る
 

    

友友
だだ

ちち
をを

叩叩
くく

  
自自

分分
のの

頭頭
をを

  

叩叩
きき

続続
けけ

るる
  

大大
声声

でで
泣泣

きき
続続

けけ
るる
  

物物
をを

投投
げげ

るる
、、

壊壊
すす

  

ずず
っっ

とと
  

しし
ゃゃ

べべ
っっ

てて
いい

るる
  

注注
意意

ささ
れれ
てて

もも
  

笑笑
っっ

てて
いい
るる

  

「「
気気

にに
なな

るる
行行

動動
」」

へへ
のの

対対
応応

はは
、、

子子
どど

もも
のの

障障
がが

いい
にに

つつ
いい

てて
のの

丁丁
寧寧

なな
実実

態態
把把

握握
とと

計計
画画

的的
なな

指指
導導

方方
針針

がが
必必

要要
でで

すす
。。

  

       

等
の
情
報

を
集
め
る

 

いい
つつ

  
どど

ここ
でで

  

だだ
れれ

とと
いい

るる
時時

  

何何
をを

しし
てて

いい
るる

時時
  

 具具
体体

的的
なな

支支
援援

策策
をを

考考
ええ

るる
  

苦苦
手手

なな
状状
況況

へへ
のの

  

配配
慮慮

、、
支支

援援
をを

  

考考
ええ

るる
  

うう
まま

くく
いい
っっ

てて
いい

るる
  

時時
のの

状状
況況

やや
、、
  

得得
意意

なな
ここ

とと
、、
  

好好
きき

なな
ここ

とと
なな

どど
もも

  

支支
援援

のの
ヒヒ

ンン
トト

にに
  

自
傷
や
パ

ニ
ッ
ク

 

・
嫌
い
な
活
動
か
ら
逃
げ
た
い
の
で
は
？
 

・
周
り
で
苦
手
（
不
快
）
な
音
が
し
て
い
る
の
で
は
？
 

・
体
調
が
悪
い
、
眠
た
い
、
お
腹
が
す
い
て
い
る
の
で
は
？
 

・
今
、
何
を
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
の
で
は
？
 

 
（
見
通
し
が
も
て
な
い
の
で
は
？
）
 

・
過

去
に

経
験

し
た

嫌
な

記
憶

が
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
し

て
い
る
の
で
は
？
 

友
だ
ち
や

周
り
の
人

を
叩
く

 

・
嫌
な
こ
と
を
「
い
や
！
」
と
表
現
で
き
な
い
な
ど
 

自
分
の
思
い
の
伝
え
方
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
？
 

・
友
だ
ち
の
声
や
関
わ
り
方
が
苦
手
な
の
で
は
？
 

・
先
生
や
友
だ
ち
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
は
？
 

・
良
い
行
動
、
悪
い
行
動
の
判
断
が
難
し
い
の
で
は
？
 

  

  
  

  
  

物物
をを

投投
げげ

たた
らら

  

  
  

  
  

  
ああ

ぶぶ
なな

いい
やや

ろろ
！！

  

  
（（
力力

づづ
くく
でで

もも
  

  
  

  
やや

めめ
ささ

せせ
なな

いい
とと

！！
））
  

  

  

ここ
らら

！！
友友

だだ
ちち

をを
  

  
  

  
  

叩叩
いい

たた
らら

  
ああ

かか
んん

やや
ろろ

！！
  

  
（（
ダダ

メメ
なな

ここ
とと

はは
  
ダダ

メメ
っっ

てて
  

  
  

  
徹徹

底底
的的

にに
わわ

かか
らら

せせ
なな

いい
とと

！！
））
  

  

気気
にに

なな
るる

行行
動動

  
たた

とと
ええ

ばば
・・

・・
・・

  

＊
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
：

大
き

な
声

で
叱

ら
れ

た
り

し
た

こ
と

が
心

的
な

外
傷

と
し

て
残

り
、

あ
と

に
な

っ
て

突
然

か
つ

非
常

に
鮮

明
に

思
い

出
さ

れ
た

り
す

る
 

 

こ
と

。
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
が

原
因

で
、

パ
ニ

ッ
ク

に
な

る
子

ど
も

も
い

る
。
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大
阪

府
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

 

はは
じじ

めめ
にに

  

大
阪
府
で
は
、
こ
れ

ま
で
も
、
い
じ
め
は
「
重
大
な
人
権
侵
害
事
象

で
あ

り
、
根

絶
す

べ
き

課
題

と
し

て
未

然
防

止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
い
じ
め
ら
れ
た
児
童
生
徒
の
立
場

に
な

っ
て

取
り

組
み

、
速

や
か

に
解

決
す

る

必
要
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、「

い
じ
め
防
止
指
針
」
を
は
じ
め

、「
い

じ
め

対
応

プ
ロ

グ
ラ

ム
Ⅰ
・
Ⅱ

」「
い

じ
め
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
践
事
例
集
」「

い
じ
め
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」「

携
帯
・
ネ

ッ
ト

上
の

い
じ

め
等

へ
の

対
処

方

法
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
「
５

つ
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
問
題
行
動
へ
の
チ
ャ
ー

ト
」

を
と

り
ま

と
め

、
様

々
な

い
じ

め
防

止

対
策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
 

平
成

26
年
４
月
に
は
、「

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
」
に
基
づ
き

定
め

ら
れ

た
国

の
基

本
方

針
を

受
け
「

大
阪

府

い
じ
め
防
止
基
本
方
針
」
を
策
定
し
、
こ
れ
を
も
と
に
し
た
対
策
を

講
じ

て
き

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

平
成

29
年

３

月
に
国
の
方
針
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
阪
府
い
じ
め
防
止
基

本
方

針
の

改
定

を
平

成
30

年
３

月
に

行
い

ま

し
た
。
 

大
阪
府
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
は
、
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
を

ふ
ま

え
、
学

校
の

設
置

者
で

あ
る

教
育

委
員

会

や
学
校
法
人
等
及
び
学
校
に
お
け
る
取
組
を
明
確
に
整
理
す
る
と
と

も
に

、
重

大
事

態
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
に

つ
い
て
も
定
め
た
、
府
と
し
て
の
い
じ
め
防
止
の
た
め
の
総
合
的
な

方
針

で
す

。
 

令
和
４
年
４
月
の
改
訂
で
は
、
教
職
員
が
い
じ
め
の
問
題
を
抱
え

込
ま

ず
、
い

じ
め

予
防

や
早

期
発

見
等

の
取

組

を
学
校
が
組
織
と
し
て
一
貫
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し

ま
し

た
。

 

大
阪
府
で
は
、
こ
の

基
本
方
針
に
基
づ
き
、
府
内
の
す
べ
て
の
学
校

や
関

係
機

関
を

は
じ

め
、
府

民
全

体
で

、
い

じ
め
問
題
の
克
服
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
 

大
阪
府
い

じ
め
防

止
基
本
方

針
（
令

和
４
年
４

月
改
訂

）
を
参
考

に
作
成

し
て
い
ま

す
。
 

 
ⅠⅠ

  
いい

じじ
めめ

防防
止止

等等
のの

たた
めめ

のの
基基

本本
的的

なな
考考

ええ
方方

  

１
 
い
じ
め
の
定
義
 

（
１
）
い
じ
め
防
止

対
策
推
進
法
に
よ
る
定
義
 

（
２
）
留
意
点
と
具

体
例
 

２
 
基
本
理
念
 

（
１
）
い
じ
め
は
絶

対
に
許
さ
れ
な
い
 

（
２
）
対
等
で
豊
か

な
人
間
関
係
を
築
く
 

（
３
）
地
域
社
会
全

体
で
取
り
組
む
 

３
 
い
じ
め
防
止
等
に
関
す
る
措
置
 

Ⅱ Ⅱ
  

府府
とと

しし
てて

取取
りり

組組
むむ

施施
策策

  

１
 
大
阪
府
い
じ
め
問
題
対
策
関
係
機
関
会
議
の
設

置
・
運
営
 

２
 
大
阪
府
立
学
校
い

じ
め
防
止
対
策
審
議
会
の
設
置
 

３
 
府
立
学
校
へ
の
支

援
 

（
１
）
学
校
の
取
組
に
対
す
る
指
導
等
 

（
２
）
教
員
の
資
質
向
上
 

４
 

相
談
機
関
の
整
備
と
周
知
 

（
１
）
教
育
相
談
の
実
施
 

（
２
）
被
害
者
救
済
シ
ス
テ
ム
の
実
施
 

（
３
）
相
談
窓
口
の
広
報
 

５
 

保
護
者
な
ど
府
民
へ
の
啓
発
活
動
 

Ⅲ Ⅲ
  

学学
校校

がが
実実

施施
すす

るる
施施

策策
  

１
 
学
校
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

の
策

定
 

（
１
）
学
校

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
の

内
容
 

（
２
）
学
校

基
本

方
針

の
運

用
 

２
 

い
じ
め

防
止

等
の

対
策

の
た

め
の

組
織
 

３
 

学
校
に

お
け

る
い

じ
め

の
防

止
等

に
関

す
る

措
置
 

（
１
）
い
じ

め
の

未
然

防
止
 

（
２
）
い
じ

め
の

早
期

発
見
 

（
３
）
い
じ

め
へ

の
対

処
 

（
４
）
い
じ

め
解

消
の

定
義
 

Ⅳ Ⅳ
  

重重
大大

事事
態態

へへ
のの

対対
処処

  

１
 

重
大
事

態
の

意
味

に
つ

い
て

 

２
 

重
大
事

態
の

報
告
 

３
 

調
査
の

主
体

と
組

織
 

（
１
）
学
校

が
主

体
と

な
っ

て
調

査
を

行
う

場
合

 

（
２
）
学
校

の
設

置
者

（
府

教
育

庁
及

び
学

校
法

人
等

）

が
主
体

と
な

っ
て

行
う

場
合
 

４
 

調
査
結

果
の

報
告

及
び

提
供

 

５
 

知
事
に

よ
る

再
調

査
等
 

（
１
）
再
調

査
の

方
法
 

（
２
）
再
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え

た
措

置
等
 

Ⅴ Ⅴ
  

関関
連連

資資
料料

  

大
阪
府
い

じ
め
防

止
基
本
方

針
の
概

要
 

      
い

じ
め

と
は

、「
学

校
の

内
外

を
問

わ
ず

、
児

童
生

徒
が

一
定

の
人

間
関

係
の

あ
る

者
か

ら
、
心

理

的
、

物
理

的
な

攻
撃

を
受

け
た

こ
と

に
よ

り
、

精
神

的
な

苦
痛

を
感

じ
て

い
る

も
の

」
で

、
個

々
の

行
為

が
い

じ
め

に
当

た
る

か
否

か
の

判
断

は
、

表
面

的
・

形
式

的
に

行
う

こ
と

な
く

、
い

じ
め

ら
れ

た
子

ど
も

の
立

場
に

立
っ

て
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

ま
ず

は
、「

ど
の

学
校

で
も

、
ど

の
子

ど
も

に
も

起
こ

り
得

る
」
も

の
で

あ
る

こ
と

を
十

分
に

認
識

し
て

お
く

こ
と

が
重

要
で

す
。

 

 
 各

学
校

に
お

い
て

は
、

以
下

の
点

に
留

意
し

て
取

り
組

む
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
 

■
 

教
職

員
は

、
子

ど
も

が
発

す
る

小
さ

な
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

な
い

こ
と

。
 

 
い

じ
め

は
、
い

じ
め

を
受

け
て

い
る

子
ど

も
に

精
神

的
な

苦
痛

を
感

じ
さ

せ
、
そ

の
人

格
を

否
定
し

、

自
尊

心
を

こ
と

ご
と

く
奪

う
と

と
も

に
、

身
近

な
人

に
さ

え
そ

の
思

い
を

な
か

な
か

訴
え

に
く

い
行

為
で

す
。

さ
ら

に
、

大
人

の
前

で
顕

在
化

す
る

こ
と

は
少

な
く

、
発

覚
し

に
く

い
も

の
で

す
。

ま
た

発
覚

し
て

も
、

被
害

を
過

小
評

価
す

る
傾

向
に

あ
り

ま
す

。
ど

ん
な

小
さ

な
サ

イ
ン

も
見

逃
さ

ず
、

子
ど

も
の

立
場

に
立

ち
、
子

ど
も

の
言

葉
や

気
持

ち
を

し
っ

か
り

と
受

け
止

め
る

こ
と

が
大

切
で

す
。
 

 

 
■

 
全

教
職

員
が

「
い

じ
め

は
絶

対
に

許
さ

な
い

」
と

い
う

強
い

決
意

の
も

と
対

応
す

る
こ

と
。

 

い
じ

め
は

、
子

ど
も

同
士

が
加

害
・

被
害

の
関

係
に

固
定

さ
れ

ず
、

そ
の

立
場

が
入

れ
か

わ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
い

じ
め

に
よ

っ
て

も
た

ら
さ

れ
る

直
接

の
被

害
ば

か
り

で
な

く
、

教
職

員
、

友
だ

ち
や

保
護

者
の

対
応

に
よ

っ
て

さ
ら

に
、

子
ど

も
が

傷
つ

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。
い

じ
め

の
解

決
に

は
、

学
校

全
体

で
共

通
認

識
を

も
っ

て
、

働
き

か
け

る
こ

と
が

大
切

で
す

。
 

 

■
 

子
ど

も
へ

の
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

の
視

点
を

大
切

に
す

る
こ

と
。

 

集
団

の
な

か
で

起
こ

る
い

じ
め

に
は

、
は

や
し

た
て

る
「

観
衆

」
が

い
た

り
、

見
て

見
ぬ

ふ
り

を
す

る
「

傍
観

者
」

の
存

在
も

あ
り

ま
す

。
学

校
は

、
加

害
の

子
ど

も
が

被
害

の
子

ど
も

に
謝

罪
す

る
こ

と
だ

け
が

、
い

じ
め

の
解

決
と

考
え

ず
、

子
ど

も
へ

の
エ

ン
パ

ワ
メ

ン
ト

の
視

点
を

大
切

に
し

な
が

ら
、

事
後

指
導

も
含

め
、

自
分

た
ち

で
解

決
す

る
力

の
育

成
や

、
学

校
や

学
年

・
ク

ラ
ス

単
位

で
の

中
長

期
的

な
人

間
関

係
の

修
復

に
努

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

   

いい
じじ

めめ
のの

基基
本本

認認
識識

  

い
じ
め
対

応
プ
ロ

グ
ラ
ム
よ

り
抜
粋

 
４ 児童・生徒に対するいじめ防止の取組み 

− 81 −− 80 − − 81 −



 

 
 

          １
）

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
い

じ
め

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ■
 

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
が

い
じ

め
を

受
け

て
い

る
時

、
そ

の
子

ど
も

自
身

が
「

抵
抗

す
る

」「
い

じ
め

の
状

況
を

適
切

に
周

囲
の

者
に

伝
え

る
」

な
ど

、
自

分
か

ら
助

け
を

求
め

る
行

動
を

起

こ
す

こ
と

が
難

し
い

場
合

が
多

く
見

ら
れ

ま
す

。
 

 ■
 

い
じ

め
の

発
生

場
所

に
つ

い
て

も
、

学
校

内
だ

け
で

な
く

、
子

ど
も

の
下

校
時

や
帰

宅
後

、

休
日

等
に

居
住

地
域

で
も

起
こ

る
場

合
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
障

が

い
の

あ
る

子
ど

も
に

対
す

る
い

じ
め

は
、
隠

匿
性

が
高

く
、
陰

湿
化

し
や

す
い

傾
向

に
あ

り
、

発
見

の
遅

れ
に

よ
っ

て
、

よ
り

深
刻

な
人

権
侵

害
事

象
と

な
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
 

 ２
）

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■
 学

校
の

す
べ

て
の

教
職

員
が

、
い

ち
早

く
子

ど
も

の
変

化
に

気
づ

く
こ

と
が

大
切

で
す

。
 

 
■

 子
ど

も
と

の
日

々
の

か
か

わ
り

の
中

で
、
「

理
由

の
は

っ
き

り
し

な
い

あ
ざ

や
け

が
が

あ
る

」
、

「
原

因
は

わ
か

ら
な

い
が

怯
え

て
い

る
よ

う
に

見
え

る
」
、「

決
ま

っ
た

場
所

に
行

き
た

が
ら

な

い
」
等

、
少
し

で
も

普
段

と
異

な
る

様
子

が
見

ら
れ

た
時

、
教

職
員

間
で

連
絡

を
密

に
し

、
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

状
況

に
よ

っ
て

、
迅

速
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。
 

 ３
）

家
庭

と
の

連
携

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
■

 保
護

者
の

気
づ

き
や

訴
え

か
ら

い
じ

め
が

発
覚

す
る

場
合

も
あ

る
の

で
、
学

校
と

家
庭

で
子

ど

も
の

様
子

を
交

流
し

合
う

な
ど

、
普

段
か

ら
保

護
者

と
の

連
携

を
密

に
し

、
信

頼
関

係
を

築
く

努
力

が
必

要
で

す
。

 
 
■

 学
校

は
、
求

め
ら

れ
て

か
ら

情
報

を
提

供
す

る
の

で
は

な
く

、
保

護
者

に
対

し
て

積
極

的
に

情

報
を

提
供

し
ま

し
ょ

う
。
た

と
え

ば
、
連

絡
帳

な
ど

を
通

し
て

、
毎

日
の

学
校

で
の

活
動

内
容

や
そ

の
と

き
の

子
ど

も
の

様
子

を
具

体
的

に
伝

え
ま

し
ょ

う
。

 
 ３

 
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

の
状

況
把

握
と

対
応

 

各
学

校
に

お
い

て
は

、
日
頃

か
ら

教
職

員
が

、
子

ど
も

一
人

ひ
と

り
の

障
が

い
の

状
況

等
に

応

じ
た

適
切

な
指

導
と

支
援

に
努

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
普

段
と

少
し

で
も

異
な

る
様

子
が

見
ら

れ
た

時
は

、
前

日
の

下
校

後
の

様
子

や
当

日
の

学
校

で
の

様
子

等
に

つ
い

て
、
保

護
者

等
と

の
連

携
を

密
に

し
、
教

職
員

間
で

情
報

を
共

有
す

る
と

と
も

に
、
的

確
な

状
況

把
握

の
も

と
、
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

校
内

体
制

を
整

え
て

お
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

い
じ
め
対

応
プ
ロ

グ
ラ
ム
よ

り
抜
粋

 
■

 課
題

と
な

る
行

動
や

学
習

内
容

な
ど

に
対

し
て

、
家

庭
で

で
き

る
こ

と
が

ら
に

つ
い

て
具

体
的

に
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

い
、

学
校

と
保

護
者

の
つ

な
が

り
を

強
く

す
る

こ
と

も
大

切
で

す
。

 
 
■

 こ
の

よ
う

な
学

校
か

ら
の

積
極

的
な

働
き

か
け

が
、
保

護
者

か
ら

学
校

に
気

軽
に

話
が

で
き

る

雰
囲

気
を

つ
く

る
こ

と
に

つ
な

が
り

ま
す

。
 

 ４
）

地
域

と
の

連
携

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
■

 支
援

学
校
（

特
別

支
援

学
校

）
に

通
う

子
ど

も
、
小
・
中

学
校

に
通

う
子

ど
も

、
高

等
学

校
に

通
う

子
ど

も
す

べ
て

が
、
地

域
で
「

と
も

に
学

び
、
と

も
に

育
つ

」
よ

う
、
地
域

ぐ
る

み
の

見

守
り

体
制

の
整

備
が

必
要

で
す

。
 

 
■

 Ｐ
Ｔ

Ａ
や

地
域

の
方

々
か

ら
寄

せ
ら

れ
る

情
報

に
よ

り
、
学

校
で

は
見

え
に

く
い

地
域

に
お

け

る
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

へ
の

い
じ

め
の

発
見

に
つ

な
が

る
可

能
性

も
あ

り
ま

す
。

 
           障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

に
対

す
る

い
じ

め
防

止
の

た
め

の
参

考
資

料
 

 ＊
「

い
じ

め
の

重
大

事
態

の
調

査
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

改
訂

に
つ

い
て

」
 

（
令

和
６

年
８

月
 

文
部

科
学

省
）

 

 ＊
「

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
基

本
的

な
方

針
」

の
改

定
及

び
「

い
じ

め
の

重
大

事
案

の
実

態
の

調
査

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

策
定

に
つ

い
て

 
 
（

平
成

2
9
年

３
月

 
文

部
科

学
省

）
  

＊
「

大
阪

府
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

」
 

（
令

和
４

年
４

月
 

大
阪

府
）

 
 ＊

「
『

と
も

に
学

び
、

と
も

に
育

つ
』

～
支

援
教

育
の

さ
ら

な
る

充
実

の
た

め
に

～
」

 
（

平
成

2
5
年

３
月

 
大

阪
府

教
育

委
員

会
）

 
 ＊

「
い

じ
め

対
応

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

Ⅰ
・

Ⅱ
」

 
（

平
成

1
9
年

６
月

・
８

月
 

大
阪

府
教

育
委

員
会

）
 

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
に

対
す

る
い

じ
め

に
つ

い
て

 

  
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

た
ち

の
中

に
は

、
い

じ
め

を
受

け
て

い
て

も
、
そ

の
こ

と
を

す
ぐ

に

訴
え

た
り

、
自

分
の

気
持

ち
を

う
ま

く
表

現
で

き
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

 
そ

の
こ

と
か

ら
、
い

じ
め

事
象

が
見

過
ご

さ
れ

、
長

期
間

に
わ

た
っ

て
い

じ
め

を
受

け
る

な

ど
、

深
刻

な
事

態
に

陥
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
教

職
員

は
、
普

段
か

ら
、
ア

ン
テ

ナ
を

高
く

し
て

、
些

細
な

子
ど

も
の

変
化

や
、
周

り
の

子

ど
も

た
ち

の
言

動
等

に
も

十
分

注
意

を
払

っ
て

見
て

い
く

こ
と

、
ま

た
、
教

職
員

同
士

、
保

護

者
と

の
連

絡
・

情
報

共
有

に
、

心
が

け
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
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          １
）

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
い

じ
め

に
つ

い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ■
 

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
が

い
じ

め
を

受
け

て
い

る
時

、
そ

の
子

ど
も

自
身

が
「

抵
抗

す
る

」「
い

じ
め

の
状

況
を

適
切

に
周

囲
の

者
に

伝
え

る
」

な
ど

、
自

分
か

ら
助

け
を

求
め

る
行

動
を

起

こ
す

こ
と

が
難

し
い

場
合

が
多

く
見

ら
れ

ま
す

。
 

 ■
 

い
じ

め
の

発
生

場
所

に
つ

い
て

も
、

学
校

内
だ

け
で

な
く

、
子

ど
も

の
下

校
時

や
帰

宅
後

、

休
日

等
に

居
住

地
域

で
も

起
こ

る
場

合
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
障

が

い
の

あ
る

子
ど

も
に

対
す

る
い

じ
め

は
、
隠

匿
性

が
高

く
、
陰

湿
化

し
や

す
い

傾
向

に
あ

り
、

発
見

の
遅

れ
に

よ
っ

て
、

よ
り

深
刻

な
人

権
侵

害
事

象
と

な
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
 

 ２
）

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■
 学

校
の

す
べ

て
の

教
職

員
が

、
い

ち
早

く
子

ど
も

の
変

化
に

気
づ

く
こ

と
が

大
切

で
す

。
 

 
■

 子
ど

も
と

の
日

々
の

か
か

わ
り

の
中

で
、
「

理
由

の
は

っ
き

り
し

な
い

あ
ざ

や
け

が
が

あ
る

」
、

「
原

因
は

わ
か

ら
な

い
が

怯
え

て
い

る
よ

う
に

見
え

る
」
、「

決
ま

っ
た

場
所

に
行

き
た

が
ら

な

い
」
等

、
少
し

で
も

普
段

と
異

な
る

様
子

が
見

ら
れ

た
時

、
教

職
員

間
で

連
絡

を
密

に
し

、
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

状
況

に
よ

っ
て

、
迅

速
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。
 

 ３
）

家
庭

と
の

連
携

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
■

 保
護

者
の

気
づ

き
や

訴
え

か
ら

い
じ

め
が

発
覚

す
る

場
合

も
あ

る
の

で
、
学

校
と

家
庭

で
子

ど

も
の

様
子

を
交

流
し

合
う

な
ど

、
普

段
か

ら
保

護
者

と
の

連
携

を
密

に
し

、
信

頼
関

係
を

築
く

努
力

が
必

要
で

す
。

 
 
■

 学
校

は
、
求

め
ら

れ
て

か
ら

情
報

を
提

供
す

る
の

で
は

な
く

、
保

護
者

に
対

し
て

積
極

的
に

情

報
を

提
供

し
ま

し
ょ

う
。
た

と
え

ば
、
連

絡
帳

な
ど

を
通

し
て

、
毎

日
の

学
校

で
の

活
動

内
容

や
そ

の
と

き
の

子
ど

も
の

様
子

を
具

体
的

に
伝

え
ま

し
ょ

う
。

 
 ３

 
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

の
状

況
把

握
と

対
応

 

各
学

校
に

お
い

て
は

、
日
頃

か
ら

教
職

員
が

、
子

ど
も

一
人

ひ
と

り
の

障
が

い
の

状
況

等
に

応

じ
た

適
切

な
指

導
と

支
援

に
努

め
る

こ
と

が
重

要
で

す
。
普

段
と

少
し

で
も

異
な

る
様

子
が

見
ら

れ
た

時
は

、
前

日
の

下
校

後
の

様
子

や
当

日
の

学
校

で
の

様
子

等
に

つ
い

て
、
保

護
者

等
と

の
連

携
を

密
に

し
、
教

職
員

間
で

情
報

を
共

有
す

る
と

と
も

に
、
的

確
な

状
況

把
握

の
も

と
、
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
な

校
内

体
制

を
整

え
て

お
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

い
じ
め
対

応
プ
ロ

グ
ラ
ム
よ

り
抜
粋

 
■

 課
題

と
な

る
行

動
や

学
習

内
容

な
ど

に
対

し
て

、
家

庭
で

で
き

る
こ

と
が

ら
に

つ
い

て
具

体
的

に
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

い
、

学
校

と
保

護
者

の
つ

な
が

り
を

強
く

す
る

こ
と

も
大

切
で

す
。

 
 
■

 こ
の

よ
う

な
学

校
か

ら
の

積
極

的
な

働
き

か
け

が
、
保

護
者

か
ら

学
校

に
気

軽
に

話
が

で
き

る

雰
囲

気
を

つ
く

る
こ

と
に

つ
な

が
り

ま
す

。
 

 ４
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地
域

と
の

連
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■

 支
援

学
校
（

特
別

支
援

学
校

）
に

通
う

子
ど

も
、
小
・
中

学
校

に
通

う
子

ど
も

、
高

等
学

校
に

通
う

子
ど

も
す

べ
て

が
、
地

域
で
「

と
も

に
学

び
、
と

も
に

育
つ

」
よ

う
、
地
域

ぐ
る

み
の

見

守
り

体
制

の
整

備
が

必
要

で
す

。
 

 
■

 Ｐ
Ｔ

Ａ
や

地
域

の
方

々
か

ら
寄

せ
ら

れ
る

情
報

に
よ

り
、
学

校
で

は
見

え
に

く
い

地
域

に
お

け

る
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

へ
の

い
じ

め
の

発
見

に
つ

な
が

る
可

能
性

も
あ

り
ま

す
。

 
           障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
に

対
す

る
い

じ
め

防
止

の
た

め
の

参
考

資
料

 

 ＊
「

い
じ

め
の

重
大

事
態

の
調

査
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

改
訂

に
つ

い
て

」
 

（
令

和
６

年
８

月
 

文
部

科
学

省
）

 

 ＊
「

い
じ

め
の

防
止

等
の

た
め

の
基

本
的

な
方

針
」

の
改

定
及

び
「

い
じ

め
の

重
大

事
案

の
実

態
の

調
査

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

策
定

に
つ

い
て

 
 
（

平
成

2
9
年

３
月

 
文

部
科

学
省

）
  

＊
「

大
阪

府
い

じ
め

防
止

基
本

方
針

」
 

（
令

和
４

年
４

月
 

大
阪

府
）

 
 ＊

「
『

と
も

に
学

び
、

と
も

に
育

つ
』

～
支

援
教

育
の

さ
ら

な
る

充
実

の
た

め
に

～
」

 
（

平
成

2
5
年

３
月

 
大

阪
府

教
育

委
員

会
）

 
 ＊

「
い

じ
め

対
応

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

Ⅰ
・

Ⅱ
」

 
（

平
成

1
9
年

６
月

・
８

月
 

大
阪

府
教

育
委

員
会

）
 

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
に

対
す

る
い

じ
め

に
つ

い
て

 

  
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

た
ち

の
中

に
は

、
い

じ
め

を
受

け
て

い
て

も
、
そ

の
こ

と
を

す
ぐ

に

訴
え

た
り

、
自

分
の

気
持

ち
を

う
ま

く
表

現
で

き
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 

 
そ

の
こ

と
か

ら
、
い

じ
め

事
象

が
見

過
ご

さ
れ

、
長

期
間

に
わ

た
っ

て
い

じ
め

を
受

け
る

な

ど
、

深
刻

な
事

態
に

陥
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

 

 
教

職
員

は
、
普

段
か

ら
、
ア

ン
テ

ナ
を

高
く

し
て

、
些

細
な

子
ど

も
の

変
化

や
、
周

り
の

子

ど
も

た
ち

の
言

動
等

に
も

十
分

注
意

を
払

っ
て

見
て

い
く

こ
と

、
ま

た
、
教

職
員

同
士

、
保

護

者
と

の
連

絡
・

情
報

共
有

に
、

心
が

け
て

お
く

こ
と

が
大

切
で

す
。
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５ 支援教育関係主要事項年表  

年度 大 阪 府 ・ 市 関 係 文 部 科 学 省 関 係 

昭 
和 
22 
以 
前 

○明治12年大阪模範盲啞学校開校（翌年6月廃止） 

○明治33年私立大阪盲啞院開校（明治40年大阪市に移管、

現、府立大阪北視覚支援学校、府立中央聴覚支援学校） 

○大正3年私立大阪訓盲院開校（昭和3年府に移管、府立盲学

校と改称） 

○大正15年私立大阪聾口話学校開校（昭和8年府に移管、府

立聾啞学校と改称、同年6月府立聾口話学校と改称、現、府

立生野聴覚支援学校） 

○昭和15年大阪市立思斉学校開校（全国最初の精神薄弱校、

現、府立思斉支援学校） 

○大正12年盲学校及び聾啞学校令公布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭 
和 
22 

 

 

○学校教育法制定 

 

昭 
和 
23 

○大阪市立少年保養所附設貝塚学園（大阪市立大宝小学校、

同南中学校分校）設置（前、大阪市立貝塚養護学校） 

○北河内郡住道町四条村学校組合立讃良中学校（現、大東市

立四条中学校）に府内最初の特殊学級設置 

○府立聾口話学校を府立聾学校と改称し、幼稚部設置 

○盲･聾学校の就学義務・設置義務施行（政令

第79号）ただし、31年度に中学部までの義務

就学実施完了 

 

 

昭 
和 
24 

 
 

 

昭 
和 
25 

 
○特殊教育研究集会開催 

 

昭 
和 
26 

○府教育委員会に全国最初の特殊教育専任指導主事１名配

置 

 

 

昭 
和 
27 

○特殊教育研究集会開催 

○府立盲学校に肢体不自由児の実験学級（希望学級）設置

（現、府立堺支援学校） 

○府立聾学校幼稚部３歳児保育開始 

○特殊教育室新設 

 

 

 

昭 
和 
28 

○府立盲学校に弱視学級設置 

○府立大阪整肢学院に府立盲学校（希望学級）分教室設置

（現、府立中津支援学校） 

○精神薄弱教育該当者出現率調査 

○「教育上特別の取扱いを要する児童･生徒の

判別基準」作成 

○文部省精神薄弱児実態調査 

○精神薄弱児対策基本要綱決定 

昭 
和 
29 

○府立堺聾学校開校 

○府立聾学校を府立生野聾学校に改称し、鶴橋分校設置 

○中教審「特殊教育、へき地教育の振興につ

いて」答申 

昭 
和 
30 

  

昭 
和 
31 

○府立養護学校開校（現、府立堺支援学校） 

･･･全国最初の公立肢体不自由養護学校 

同中津分校設置 

○「特殊学級の手引－その設置と経営－」作成 

○公立養護学校整備特別措置法（6月公布翌

年4月1日全面施行） 

○盲学校及び聾学校について、小学部･中学

部の学習指導要領一般編通達(昭和32.3.15) 
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年度 大 阪 府 ・ 市 関 係 文 部 科 学 省 関 係 

昭 
和 
32 

○堺市立養護学校開校（現、堺市立百舌鳥支援学校） 

○大阪市教育委員会に特殊教育係設置 

○大阪市立盲学校に分校設置 

○大阪市立貝塚養護学校開校 

○大阪市立思斉小学校、中学校を統合して大阪市立思斉養護

学校と改称 

○特殊教育主任官室設置 

○学校教育法一部改正－養護学校への就学を

就学義務の履行とみなすことを規定 

○養護学校に就学奨励法適用 

 

 

昭 
和 
33 

○特殊学級設置第１次５ヵ年計画開始 

（目標 必要学級の20％） 

○大阪府立少年保養所（枚方学園）に教員派遣 

○府立堺聾学校に幼稚部設置 

○学校保健法公布（就学時健康診断規定） 

 

 

 

昭 
和 
34 

○「大阪公立小学校、中学校特殊学級（精神薄弱）設置要項」

作成（以後２～３年ごとに改訂） 

○大阪市立難波養護学校開校 

○中教審「特殊教育の振興について」答申 

○盲学校及び聾学校、高等部学習指導要領一

般編を通達(昭和35.2.6) 

昭 
和 
35 

○養護学校教員養成課程（京都教大）留学生派遣制度の発足 

○大阪市立助松養護学校開校 

○堺市立養護学校分校（精神薄弱対象、本校は病弱･虚弱児

対象）設置 

○精神薄弱者福祉法施行 

○養護学校教員臨時養成課程設置 

 

昭 
和 
36 

○「特殊学級教育課程実施要領の届出要領」作成 

○特殊教育担当指導主事１人増員（府） 

○府立生野聾学校鶴橋分校を本校に、本校を桃谷分校（前、

生野高等聾学校）とする 

○府立養護学校に高等部設置 

○特殊学級設置５ヵ年計画開始 

 

 

 

 

昭 
和 
37 

○大阪府教育課程審議会に「特殊教育の充実振興策」を諮問、

同答申 

○大阪市特殊教育審議会設置（大阪市条例による） 

○大阪市特殊教育振興会発足 

○大阪市立光陽養護学校開校 

○特殊教育課設置 

○「学校教育法施行令の一部改正」 

(22条の２の規定） 

○「教育上の特別な取扱いを要する児童･生徒

の教育的措置」通達（判別基準失効） 

昭 
和 
38 

○特殊学級設置第２次５ヵ年計画開始（目標必要学級数の小

35％ 中50％） 

○指導第二課に特殊教育係設置（４人）（府） 

○特殊教育に関する総合計画立案 

○府立堺聾学校に高等部設置 

○「大阪公立小学校･中学校特殊学級（精神薄弱）教育課程要

項」作成（以後適宜改訂） 

○大阪市立盲学校分校廃止 

○「養護学校学習指導要領（小中学部精神薄

弱教育編小学部肢体不自由教育編及び小

学部病弱教育編）」通達 

 

 

 

 

 

昭 
和 
39 

○「大阪府公立養護学校教育課程要項（肢体不自由）」作成 

○特殊教育振興委員会「精神薄弱教育施設計画に関する意見

書」作成 

○大阪市立思斉養護学校、同難波養護学校に高等部別科設

置 

○府立盲学校高等部専攻科にリハビリテーション科設置 

○「養護学校学習指導要領（中学部肢体不自

由教育編及び病弱教育編）」通達 

○「盲学校学習指導要領（小学部編）」告示 

○「聾学校学習指導要領（小学部編）」を告示 

○「養護学校及び精薄特殊学級設置計画（10

年計画）」発表 
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昭 
和 
40 

○「大阪府公立養護学校教育課程要項（病弱）」作成 

○「大阪府心身障害者対策要綱」作成（民生･衛生･労働･教育

の各部による心身障害者対策協議会） 

○特殊教育振興委員会「肢体不自由教育施設計画」に関する

調査研究（１年次） 

○大阪市立光陽養護学校に高等部別科設置 

○「盲学校学習指導要領（中学部編）」告示 

○「聾学校学習指導要領（中学部編）」告示 

○「理学療法士及び作業療法士法」の制定 

（厚生省） 

 

 

昭 
和 
41 

○府立高槻養護学校開校 

○府立堺聾学校高等部に専攻科（歯科技士科）設置 

○大阪市立助松養護学校廃止（貝塚養護学校に統合） 

○特殊教育振興委員会「肢体不自由教育施設計画」および「病

弱教育施設計画」に関する調査研究 

○「盲学校学習指導要領（高等部編）」告示 

○「聾学校学習指導要領（高等部編）」告示 

○「盲学校及び聾学校の高等部の学科を定め

る省令」制定 

○大阪教育大学教育学部附属養護学校開校 

昭 
和 
42 

○府立八尾養護学校、大阪市立生野養護学校開校 

○府立堺養護学校大手前分校設置 

○特殊教育担当指導主事１人増員（府） 

○特殊教育振興委員会「病弱教育施設計画に関する意見書」

「肢体不自由教育施設に関する意見書」報告 

○府立生野聾学校に聴能学級設置 

○堺市立養護学校分校廃止 

○特殊教育の基本に関する協力者会議 

○心身障害児総合実態調査 

○特殊教育推進地区の設置（吹田市他７市） 

○就学猶予･免除の事務は市町村教委専決と

なる。（昭和42.8.1から） 

○中学校卒業程度認定試験始まる。 

 

昭 
和 
43 

○堺市立百舌鳥養護学校開校 

○堺市立養護学校を堺市立浅香山養護学校に校名変更 

○特殊学級調整設置３ヵ年計画開始 

○大阪府学校教育審議会特殊教育分科会設置（府条例によ

る） 

○特殊教育総合研究調査会議報告 

 

 

 

 

昭 
和 
44 

○府立高槻養護学校に高等部設置 

○大阪府学校教育審議会特殊教育分科会により答申（特殊教

育の振興について） 

 

 

 

昭 
和 
45 

○心身障害児訪問教育指導制度実施 

○府立茨木養護学校、富田林養護学校開校 

○府立八尾養護学校に高等部設置 

○大阪市立光陽養護学校高等部別科を高等部本科に設置変

更 

○大阪市立生野養護学校に高等部本科設置 

○特殊教育担当指導主事１名増員（府） 

○「大阪府心身障害者対策協議会」設置 

○大阪府学校教育審議会特殊教育分科会へ諮問（聴覚障害

教育のあり方について） 

○盲･聾･養護学校教員の内地留学制度実施 

○「盲学校小学部･中学部学習指導要領」 

「聾学校小学部･中学部学習指導要領」 

「養護学校（肢体不自由教育）小学部･中学部

学習指導要領」 

「養護学校（病弱教育）小学部･中学部学習指

導要領」 

「養護学校（精神薄弱教育）小学部･中学部学

習指導要領」 告示（昭和46.3.13） 

○「心身障害者対策基本法」公布（厚生省） 

 

 

昭 
和 
46 

○府立茨木養護学校に高等部設置 

○特殊学級増設第３次５ヵ年計画開始 

○大阪市立思斉養護学校分校設置（児童福祉施設すみれ愛

育館内） 

○大阪市立思斉養護学校高等部別科を高等部本科に設置変

更 

○大阪市立難波養護学校高等部別科を高等部本科に設置変

更 

○大阪府学校教育審議会特殊教育分科会により答申（聴覚障

害教育のあり方について） 

○上記指導要領小学部実施 

○国立特殊教育総合研究所設置 

○中央教育審議会「今後における学校教育の

総合的な拡充整備のための基本的施策につ

いて」答申 

○盲学校･聾学校及び養護学校の小学部児童

指導要録並びに中学部生徒指導要録の改

訂（昭和47.2.23） 
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昭 
和 
47 

○府立茨木養護学校刀根山分校設置（国立療養所刀根山病院

内筋ジストロフィー病棟、現、刀根山支援学校） 

○府立堺養護学校太子分教室設置 

○特殊教育担当主幹１人増員（府） 

○国立特殊教育総合研究所へ研究生の派遣制度発足（長期･

短期） 

○大阪府学校教育審議会特殊教育分科会へ諮問（心身障害

児の就学対策について） 

○「特殊教育」を「養護教育」に変更（市） 

 

 

○上記指導要領中学部実施 

○特殊教育拡充整備計画策定 

 養護学校設置 ７年計画 

 特殊学級設置 10年計画 

 幼 稚 部 設 置 10年計画 

○「盲学校学習指導要領高等部編」および「聾

学校学習指導要領高等部編」の改正並びに

「養護学校（精神薄弱教育）高等部学習指導

要領」「養護学校（肢体不自由教育）高等部学

習指導要領」および「養護学校（病弱教育）高

等部学習指導要領」告示 

昭 
和 
48 

○府立佐野養護学校開校 

○府立佐野養護学校砂川分教室設置 

○府立富田林養護学校羽曳野分教室設置 

○府立富田林養護学校に高等部設置 

○府立盲学校に幼稚部設置 

○大阪市立生野養護学校に小学部設置 

○高槻市立養護学校開校 

○八尾市立養護学校開校 

○「特殊教育」を「養護教育」に変更（府） 

○養護教育担当指導主事１人増員（府） 

○大阪市立教育委員会事務局に養護教育課の設置 

○大阪府科学教育センターに養護教育研究室設置 

○府立生野聾学校桃谷分校を勝山分校に校名変更 

○上記高等部指導要領実施 

○盲･聾･養護学校高等部生徒指導要録の改訂

(昭和48.5.10) 

○「学校教育法中養護学校における就学義務

及び養護学校の設置義務に関する部分の施

行期日を定める政令」の公布 

(昭和48.11.20政令第339号) 

○学校教育法施行規則の一部改正 

(昭和49.2.9文部省令第２号） 

就学義務猶予又は免除の取り消し等に伴う

編入学 

○「国立久里浜養護学校」開校 

 

昭 
和 
49 

○府立豊中養護学校開校 

○府立佐野養護学校に高等部設置 

○養護教育担当主幹を廃し、養護教育担当参事を配置（府） 

○養護教育担当指導主事及び事務職員各１人増員（府） 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会より答申（心身障害

児の就学対策について） 

○同上諮問 

（大阪府における養護教育の今後の方向と施策について）

(昭和49.７) 

 

 

 

 

○学校教育法の一部改正（49法律第70号）第73

条に２及び３を追加「寄宿舎の設置及び寮母

について」（規定） 

○精神薄弱児通園施設に関する通知の改正に

伴い、「精神薄弱の学齢児童生徒に関する就

学について」 

(昭和32.7.2初中局長通達）の廃止 

(昭和49.4.4初中局長通達) 

○標準法一部改正－特殊学級１学級定員12人

（昭和49.6.22法律第90号） 

○特殊教育改善調査研究会より報告 

（重度･重複障害児に対する学校教育のあり

方について）（昭和50.3.31) 

昭 
和 
50 

○府立寝屋川養護学校開校 

○府立泉北養護学校開校 

○府立富田林養護学校羽曳野分教室を、府立泉北養護学校

に所管替え 

○堺市浅香山養護学校病院内学級（堺病院、労災病院、泉北

病院）を府に移管、府立泉北養護学校病院内学級として設置 

○高槻市教育委員会事務局に養護教育課の設置 

○府立堺聾学校新築移転 

○大阪府障害児就学指導委員会設置 

○国連障害者の権利宣言 
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昭 
和 
51 

○府立東大阪養護学校開校 

○府立泉北養護学校に寄宿舎開設 

本校校舎での授業開始 

 

 

 

昭 
和 
52 

○守口市立養護学校開校 

 

 

 

 

 

昭 
和 
53 

○府立和泉養護学校開校 

○大阪市立住之江養護学校開校 

○養護教育担当指導主事１人増員 

○養護教育就学指導員の配置（８人）（府） 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会より答申（大阪府に

おける養護教育養護教育の今後の方向と施策について） 

(昭和53.6.29) 

○大阪市立思斉養護学校分校（すみれ愛育館内）廃止 

○特殊教育100年 

○養護学校義務制に伴う学校教育法施行令 

及び同法施行規制の改正 

  （昭和53.8.18） 

○教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の

教育措置について（通達） 

  （昭和53.10.6） 

 

昭 
和 
54 

○府立岸和田養護学校開校 

○大阪市立西淀川養護学校開校 

○養護教育諸学校訪問教育実施 

 

 

○養護学校義務制実施 

○養護教育諸学校学習指導要領の改訂 

(昭和54.7.2） 

○養護教育諸学校の小･中学部生徒指導要録

改訂(昭和55.3.31) 

昭 
和 
55 

○府立藤井寺養護学校開校 

○府立堺養護学校太子分教室を府立藤井寺養護学校の分教

室に所管替え 

○堺市立浅香山養護学校廃止 

○標準法の一部を改正(昭和55.5.22) 

 

 

 

昭 
和 
56 

○府立交野養護学校開校 

○学校教育審議会養護教育分科会設置(昭和56.7.1） 

 

 

○国際障害者年 

○心身障害児就学相談事例集(昭和57.3) 

○養護教育諸学校高等部生徒指導要録改訂

(昭和57.3.5) 

昭 
和 
57 

○学校教育審議会養護教育分科会より答申（養護教育諸学校

の今後の整備について（昭和57.6.29) 

○学校教育審議会養護教育分科会設置（昭和57.8.21) 

○府立藤井寺養護学校太子分教室を廃止 

○心身障害児に係る早期教育及び後期中等教

育の在り方(昭和57.10.7) 

 

 

昭 
和 
58 

○大阪市立平野養護学校開校 

○共に生きる社会をめざして－障害者対策に関する大阪府長

期計画（国障年） 

○肢体不自由養護学校（交野･東大阪）高等部に精神薄弱児を

対象とする生活課程を設置 

 

昭 
和 
59 

○府立生野聾学校勝山分校を府立生野高等聾学校として独立 

○府立茨木養護学校刀根山分校を府立刀根山養護学校として

独立 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会より答申（府立養護

教育諸学校における教育の充実について)  (昭和59.７) 

○心身障害児の就学指導資料 

－心身の障害の特性と就学指導－(昭和59.10) 

 

 

 

昭 
和 
60 

○府立箕面養護学校開校（高等部に精神薄弱児を対象とする

生活課程を併置） 
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昭 
和 
61 

 

 

 

 

 

 

昭
和 
62 

○府立堺養護学校中津分校を府立中津養護学校として独立 

 

 

○心身障害児交流活動地域推進研究校実施 

 

 

 

昭 
和 
63 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会より答申（病弱・身体

虚弱教育の充実について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「心身障害者雇用促進法の一部を改正する

法律」の施行に伴う「精神薄弱者」の取扱いに

ついて(昭和63.4)（労働省） 

○教育公務員特例法及び地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部改正 

(昭和63.5)（文部省） 

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

に関する法律の一部を改正及び柔道整復師

の一部を改正(昭和63.5)（厚生省） 

○学校教育法施行令の一部を改正(昭和63.8) 

○教育職員免許法の一部を改正(昭和63.12) 

○教育課程審議会答申(昭和63.12) 

盲学校・聾学校及び養護学校の教育課程の

基準の改善について 

○教育職員免許法施行規則の一部を改正 

（平成元.3、公布） 

平 
成 
元 

○府立泉北養護学校羽曳野分教室を府立泉北養護学校羽曳

野分校とする。 

○府立佐野養護学校砂川分教室を廃止（平成元.3） 

○肢体不自由養護学校（堺・茨木）高等部に精神薄弱児を対象

とする生活課程を設置 

 

 

 

 

 

 

 

○あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

に関する法律の一部を改正する法律等の施

行について（通知）（平成元.10) 

○学校教育法施行規則の一部を改正する省令

及び盲学校及び聾学校の高等部の学科を定

める省令の一部を改正する省令の制定並び

に盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育

要領を定める告示、盲学校、聾学校及び養

護学校小学部・中学部学習指導要領の全部

を改正する告示及び盲学校、聾学校及び養

護学校高等部学習指導要領の全部を改正す

る告示の公示について（通達）（平成元.10) 

平 
成 
２ 

○府立和泉養護学校分教室を堺市立百舌鳥養護学校内に設

置（高等部） 

○府立及び大阪市立盲学校高等部専攻科に保健理療科を設

置し、別科保健理療科を募集停止とする。 

○今後の養護教育のあり方に関する調査（委託） 

○医療との連携のあり方に関する検討委員会及び職業教育の

充実のための調査研究委員会の設置 

○指導第二課養護教育係を課内室として独立させ、指導班と

企画推進班からなる養護教育室（室員･･････養護教育室長１

人、首席指導主事１人、主任指導主事３人（うち班長２人）、指

導主事５人）を設置、養護教育室長１人、養護教育担当指導

主事１人増員（府） 

○盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要

領」の施行 

○盲学校、聾学校及び養護学校の小学部児童

指導要録及び中学部生徒指導要録の改訂

（平成3.3.20) 
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平 
成 
３ 

 

○府立寝屋川養護学校分教室を守口市立養護学校内に設置

（高等部） 

○養護教育室に行政職員2人（主査１人、主事１人）増員、主任

指導主事１人を廃し、指導主事１人を配置（府） 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会設置（平成3.9.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○標準法の実施 

○社会の変化に対応した新しい学校運営等に

関する調査研究協力者会議のまとめを発表

（平成4.2.20 文部省） 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令」（平成4.3.23 文部省令第４号公布） 

○「学校５日制について」 

（平成4.3.23通知) 

○青少年の学校外活動に関する調査研究協力

者会議のまとめを発表（平成4.2.26 文部省） 

○通級による指導に関する充実方策について

（審議のまとめ） 

（平成4.3.30 通級学級に関する調査研究協

力者会議） 

平 
成 
４ 

○「学校週５日制大阪府推進会議」設置 （平成4.2.20） 

○府立和泉養護学校分教室を移転 

○府立高槻養護学校分教室を設置 

○堺市立百舌鳥養護学校分校（肢）開校 

○府立盲学校高等部専攻科に「情報処理科」設置 

○「学校週５日制大阪府推進会議」に第３分科会（養護教育諸

学校）設置（平成4.5.18） 

○養護教育室の首席指導主事を廃し、参事を配置するとともに

行政職員１人（主幹）を増員 

○大阪府学校教育審議会養護教育分科会より答申（今後の養

護教育のあり方について）（平成4.12.18） 

○通級による指導を実施する場合の事務取扱い等について

（通知）（平成5.3.25） 

○「盲学校、聾学校及び養護学校小学部学習

指導要領」の施行 

○学校週５日制の実施（平成4.9.1） 

○「学校教育法施行規則の一部改正等」 

（平成5.1.28公布、平成5.4.1施行）（73条に

21、22を加える） 

○通級による指導の対象とすることが適当な児

童生徒について（通達）（平成5.1.28） 

 

 

 

 

 

平 
成 
５ 

○養護教育室を調整班、指導班、推進班と再編成し、首席指導

主事１人を増員（府） 

○大阪府科学教育センターを廃し、大阪府教育センターを設

置、同センター内に養護教育室を設置 

○「新大阪府障害者計画（愛称：ふれあい おおさか障害者計

画）」の策定（平成6.3） 

 

○盲学校、聾学校及び養護学校中学部学習指

導要領」の施行 

○通級による指導の実施（制度化） 

○盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒

指導要録の改訂（平成5.7.29） 

○心身障害者対策基本法の一部改正 

「障害者基本法」に改める（平成5.12.3） 

平 
成 
６ 

○指導第二課養護教育室を課として独立させ、振興係・指導

係・推進係からなる養護教育課（課長１人、参事１人、首席指

導主事１人、課長代理１人、係長３人、指導主事７人、主事２

人、計16人）を設置 

 

 

 

 

 

○サラマンカ声明と行動大綱 

○「盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習

指導要領」の施行 

○児童の権利に関する条約（発効） 

（平成6.5.22） 

○病気療養児の教育について（通知） 

（平成6.12.12） 

○就学指導資料（発行）（平成7.１） 

○学習障害児等に対する指導について（中間

報告）（平成7.3.27） 
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平
成 
７ 

○障害児理解推進校による研究を終え、新たに障害児理解推

進事業として、全府立養護教育諸学校で実施 

○養護教育課指導係に指導主事１人を増員 

○守口市立養護学校廃止（平成8・3） 

 

 

 

○第15期中央教育審議会発足（平成7.4.26） 

○障害者プラン～ノーマライゼーション７ヵ年戦

略～（総理府障害者施策本部決定） 

（平成7.12） 

○盲学校、聾学校及び養護学校の高等部にお

ける職業教育等のあり方について（報告） 

  （平成8.3.18） 

平 
成 
８ 

○府立守口養護学校開校 

○養護教育課指導主事１人を指導係から減員、推進係に増員 

 

 

 

 

○教育改革プログラム策定（文部省） 

（平成9.1.24） 

○特殊教育の改善・充実について 

（第１次報告）（平成9.1.24） 

○学校図書館司書教諭講習規定の一部改正

（平成9.3.26） 

平 
成 
９ 

○府立富田林養護学校新築移転 

○養護教育振興係に主事１人を増員 

 

 

 

○小学校及び中学校の教諭の普通免許状授

与に係る教職員免許法の特例等に関する法

律（平成9.6.18） 

○特殊教育の改善・充実について（第２次報告）

（平成9.9.19） 

平 
成 
10 

○府立吹田養護学校開校 

○府立羽曳野養護学校開校 

○府立守口養護学校全面開校 

○介護体験実習開始 

○大阪府学校教育審議会第３分科会より中間答申（平成

10.5.21）（ノーマライゼーションの動向等に対応した養護教育

の在り方について）答申（平成11.1.22） 

○府立和泉養護学校神石分教室を府立泉北養護学校内に 

移転（平成10.7.22） 

 

○教育改革プログラム（改訂）（文部省） 

（平成10.4.28） 

○教育課程審議会 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学

校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準

改善について（答申）（平成10.7.29） 

○幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指

導要領の告示（平成10.12.14） 

○盲学校・聾学校及び養護学校、高等学校学

習指導要領の告示（平成11.3.29） 

平 
成 
11 

○府立泉北養護学校を知的障害養護学校（高等部）に改編（平

成11.4.1） 

○早期教育相談の在り方に関する実践研究（平成11・12） 

○教育改革プログラム策定（平成11.4） 

○ふれあいおおさか障害者計画後期行動計画策定 

（平成11.5） 

○「精神薄弱」の用語「知的障害」とする関係法

律の改正（平成11.4.１） 

○学習障害児に対する指導について（最終報

告）（平成11.7.２） 

 

 

平 
成 
12 

○教育委員会組織再編により、養護教育課を、教育振興室障

害教育課（調整グループ、養護教育諸学校・養護学級グルー

プ）とする。調整グループにケースワーカー職を配置 

（平成12.4.13） 

○障害保健福祉室に就労支援課が新たに設置され、障害教育

課職員が併任する。（平成12.4.13） 

○大阪府学校教育審議会専門部会を設置 

（平成12.7.21）、「知的障害のある生徒の後期中等教育の充

実方策について」提言（平成12.11.8） 

○学校における医療的ケア対策検討委員会を設置 

○「盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育

要領」の施行 

○省庁再編により、文部省特殊教育課が文部

科学省特別支援教育課となる。 

○「21世紀の特殊教育の在り方」に関する調査

研究協力者会議最終報告 

（平成13.1.15） 
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平 
成 
13 

○知的障害のある生徒の高等学校受入れに係る調査研究を開

始（平成13.4.1） 

○大阪府教育センター養護教育室を障害教育室とし、大阪府

教育委員会教育振興室障害教育課養護教育諸学校・養護学

級グループを盲聾養護学校・養護学級グループとする。 

（平成13.4） 

○盲・聾・養護学校高等部生活・職業自立支援事業「情報チャ

レンジドコース」「生活自立支援コース」をモデル設置 

○医療的ケア巡回相談事業 

学校における医療的ケア支援推進チーム設置 

○障害者ケアマネジメント充実事業を健康福祉部障害保健福

祉室と共催で開始 

○府立養護学校教員と府立障害者施設の福祉職との人事交流

を開始 

○聾学校（堺・大阪市立）に通級指導担当教員の配置 

○大阪府学校教育審議会より答申（平成14.3.26） 

「知的障害養護学校高等部の今日的課題に対する改善方策

について」 

○「特別支援教育の在り方」に関する調査研究

協力者会議発足（平成13.10.9～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 
成 
14 

○知的障害のある生徒の就業促進支援事業を実施 

（平成14.15.16） 

○府立刀根山養護学校関西医科大学附属病院分教室及び、

大阪市立平野養護学校南大阪療育園分教室を開設（平成

14.4.1） 

○小・中学校の通常の学級に在籍する障害等のある児童生徒

に対する教育の在り方に関する検討会設置 

○大阪府教育センター障害教育室を教育課題研究室障害教

育グループとする。（平成14.4） 

○文部科学省委嘱「盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル

事業」実施（平成14.15） 

○障害教育IT活用支援事業（平成14.15.16） 

○府立生野聾学校の改築が完了（平成15.1） 

○「盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学

部学習指導要領」の施行 

○「学校教育法施行令の一部改正について」

（平成14.4.24通知 平成14.9.1施行） 

（就学基準・手続の改正） 

○「障害のある児童生徒の就学について」 

（平成14.5.27通知） 

○「今後の特別支援教育の在り方について」 

中間まとめ（平成14.10） 

○「今後の特別支援教育の在り方について」 

最終報告（平成15．3） 

 

 

平 
成 
15 

○大阪府教育委員会教育振興室障害教育課調整グループを

調整・養護学級グループとする。（平成15.4） 

○大阪府教育センター教育課題研究室障害教育グループを人

権・教育課題研究室障害教育グループとする。（平成15.4） 

○肢体不自由養護学校高等部訪問教育を本格実施（平成

15.4.1） 

○知的障害のある生徒の高等学校受入れに係る調査研究を府

立園芸高校において開始（平成15.4.1） 

○障害教育IT活用支援事業による教材CDを作成 

（平成15.5） 

○茨木支援学校高等部に情報コース、守口支援学校高等部に

職業コースを設置 

 

平 
成 
16 

○大阪府教育委員会教育振興室障害教育課内に新たに新校

整備推進グループを発足する。（平成16.4） 

○大阪府教育センター人権・教育課題研究室障害教育グルー

プを特別支援教育研究室とする。（平成16.4） 

○高槻市立養護学校閉校(平成17.3.31) 

○「特別支援教育を推進するための制度のあり

方について（中間報告）」（平成16.12） 

○盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取

り扱いについて（通知）（平成16.10.22） 
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平 
成 
17 

○大阪府教育委員会教育振興室障害教育課調整・養護学級グ

ループを調整グループ、養護学級グループとする。 

（平成17.4） 

○文部科学省委嘱 「盲・聾・養護学校における医療的ケア実

施体制整備事業」実施（平成17） 

○大阪府学校教育審議会答申「高等学校における知的障害の

ある生徒の受入れ方策について」（平成17.8） 

○府立生野高等聾学校閉校（平成18.3.31） 

○府立堺聾学校高等部閉部（平成18.3.31） 

○新校整備推進グループを廃止する。（平成18.3.31） 

○八尾支援学校高等部にフロンティアコースを設置 

○発達障害者支援法の施行（平成17.4.1） 

○発達障害のある児童生徒等への支援につい

て（通知）（平成17.4.1） 

○中央教育審議会「特別支援教育を推進する

ための制度の在り方について」を答申 

（平成17.12.8） 

 

 

 

 

 

平 
成
18 

○府立たまがわ高等支援学校開校（平成18.4.1） 

○府立高校９校、大阪市立高校2校に知的障害生徒自立支援

コースを設置（平成18.4.1） 

○府立たまがわ高等支援学校の共生推進教室を府立枚岡樟

風高等学校内に設置（平成18.4.1） 

○府立だいせん高等聾学校開校（平成18.4.1） 

○府立刀根山養護学校関西医科大学附属枚方病院分教室開

設（平成18.4.1） 

○障害教育地域支援整備事業実施 

○大阪府特別支援教育連携協議会発足（平成18.4.1） 

○障害教育専門性育成事業実施 

○市町村医療的ケア体制整備推進事業実施 

○学校教育法施行規則の一部改正により、学

習障害、注意欠陥多動性障害の児童生徒の

通級指導が制度化（平成18.4.1施行） 

○学校教育法一部改正（平成18.6.21）により、

特別支援教育が制度化（平成19.4.1施行）。 

○教育職員免許法の一部改正（平成18.6）によ

り特別支援学校教員免許状創設（平成19.4.1

施行） 

○障害者自立支援法の施行（平成18.10.1） 

 

 

 

平 
成 
19 

○府立盲学校、府立八尾養護、富田林養護、佐野養護、寝屋

川養護学校に副校長を配置 

 

 

 

 

○改正学校教育法施行（平成19.4.1） 

○学校教育法施行令一部改正（平成19.4.1施

行）（障害のある児童生徒の就学先決定時に

おける保護者からの意見聴取の義務付け） 

○「特別支援教育の推進について」（通知） 

（平成19.4.1） 

平 
成 
20 

○障害教育課から支援教育課へ課名変更 

 支援教育課のグループ名変更 

 盲・聾・養護学校グループから支援学校グループへ 

 養護学級グループから支援学級グループへ 

○府立盲学校、聾学校及び養護学校（府立たまがわ高等支援

学校を除く）の校名を変更 

○公立小中学校の養護学級を支援学級と名称変更 

○副校長の名称を准校長に変更 

新たに、高槻支援学校、堺支援学校、茨木支援学校、交野

支援学校に准校長を配置 

 

○幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指

導要領の告示（平成20.3.28） 

○「情緒障害者」を対象とする特別支援学級の

名称について（平成21.2.3） 

「自閉症・情緒障害特別支援学級」に変更 

○「特別支援教育の更なる充実に向けて（審議

の中間とりまとめ）～早期からの教育支援の

在り方について～」（平成21．2.12） 

○特別支援学校幼稚部教育要領、小学部・中

学部学習指導要領、高等部学習指導要領の

告示（平成21.3.9） 

平 
成 
2１ 

○大阪府教育委員会教育振興室支援教育課内に新たに学校

整備グループを発足する。（平成21.4） 

○堺市立上神谷支援学校開校（平成21.4） 

○「大阪府支援教育専門家チーム」の設置（平成21.10） 

○府立知的障がい支援学校「職業コース」設置方針（平成22.1） 
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平 
成 
22 

○府立支援学校の分校を開校（平成22.4.1） 

 ・吹田支援学校 鳥飼校 （高等部） 

 ・交野支援学校 四條畷校 （中学部・高等部） 

 ・八尾支援学校 東校 （高等部） 

 ・佐野支援学校 砂川校 （高等部） 

○府立たまがわ高等支援学校の共生推進教室を府立千里青

雲高等学校、府立芦間高等学校、府立久米田高等学校内に

設置（平成22.4.1） 

○大阪府教育センター 教育企画部支援教育研究室を教育課

程開発部支援教育研究室とする。（平成22.4） 

○高等学校における支援教育推進会議を設置（平成22.7） 

 

平 
成 
23 

○新たに、吹田支援学校に准校長を配置 

○佐野支援学校、佐野支援学校砂川校、泉北高等支援学校、

堺支援学校の高等部に職業コースを設置 

○冊子「障がいのある生徒のための就労支援のすすめ」を緊急

雇用創出基金事業「障がいのある生徒の雇用実現マッチン

グ事業」により作成、配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律の一部改正（平

成23.4.1施行、2及び3に関する事項は、平成

24.4.1施行）（1.学級編制の標準の改定 2.学

級編制に関する都道府県教育委員会の関与

の見直し 3.教職員定数の標準の基礎となる

学級数の見直し） 

○障害者基本法一部改正（インクルーシブ教育

システムの構築・障害者〔定義〕にＩＣＦの考え

方・社会的障壁の除去〔合理的配慮〕の位置

づけ） 

○「通常の学級に在籍する特別な教育支援を

必要とする児童生徒に関する調査」協力者会

議を設置（H23.12.1～H25.3.31） 

○介護サービスの基盤強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律による社会福祉

士及び介護福祉士法の一部改正（平成

23.6.22公布） 

○特別支援学校等における医療的ケアの今後

の対応について（通知）（平成23.12.20） 

平 
成 
24 

○医療的ケアの新制度において、大阪府教育委員会が登録研

修機関となり、認定特定行為業務従事者養成を開始 

○豊中支援学校、和泉支援学校、吹田支援学校、箕面支援学

校の高等部に職業コースを設置 

○府立羽曳野支援学校に阪南病院分教室を設置 

○大阪市立光陽特別支援学校に、市立大学医学部附属病院

分教室及び市立総合医療センター分教室を設置 

○発達障がいのある生徒支援連絡会議を高等学校における支

援教育推進会議に統合 

○高等学校支援教育力充実事業のサポート校として、柴島、枚

方なぎさ、松原、堺東の府立高校４校を指定 

○府立吹田支援学校鳥飼校閉校（平成25.3.31） 

 

 

 

○介護サービスの基盤強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律による社会福祉

士及び介護福祉士法の一部改正（平成

24.4.1施行） 

○中央教育審議会初等中等教育分科会特別

支援教育の在り方に関する特別委員会報告 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システム構築のための特別支援教育の推

進」 

○文部科学省「通常の学級に在籍する発達障

害の可能性のある特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に関する調査結果について」

（平成24.12.5） 
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平 
成 
25 

○府立摂津支援学校、府立とりかい高等支援学校開校 

（平成25.4.1） 

○とりかい高等支援学校の共生推進教室を府立北摂つばさ高

等学校に設置（平成25.4.1） 

○府立千里青雲高等学校に設置している共生推進教室の本校

を府立たまがわ高等支援学校から府立とりかい高等支援学

校に変更（平成25年度入学生より） 

○府立佐野支援学校砂川校を旧府立砂川高等学校跡に移転

し、同校に中学部を設置（平成25.4.1） 

○高槻支援学校、富田林支援学校、寝屋川支援学校、東大阪

支援学校、交野支援学校四條畷校の高等部に職業コースを

設置 

○大阪市立東住吉特別支援学校開校（平成25.4.1） 

○大阪発達総合療育センター内に設置されている平野特別支

援学校南大阪療育園分教室を廃止し、東住吉特別支援学校

訪問学級に移行（平成25.4.1） 

○府立佐野支援学校砂川校閉校（平成26.3.31） 

○就労系障害福祉サービスにおける教育と福

祉の連携の一層の推進について 

（平成25.4.26） 

○文部科学省初等中等教育局長通知（平成

25.6.28）「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律の公布について（通知）」 

○学校教育法一部改正（平成25.9.1施行） 

(障害のある児童生徒の就学先を決定する仕

組みの改正） 

○文部科学省初等中等教育局長通知（平成

25.10.4）「障害のある児童生徒等に対する早

期からの一貫した支援について（通知）」 

○「障害者の権利に関する条約」日本で発効

（平成26.2.19） 

 

 

 

平 
成 
26 

○府立泉南支援学校、府立すながわ高等支援学校開校 

（平成26.4.1） 

○府立すながわ高等支援学校の共生推進教室を府立信太高

等学校に設置（平成26.4.1） 

○府立久米田高等学校に設置している共生推進教室の本校を

府立たまがわ高等支援学校から府立すながわ高等支援学

校に変更（平成26年度入学生より） 

○大阪市会 大阪市立学校設置条例一部改正を可決 

（平成26.9.19）平成28年4月に府移管するため、市立特別支

援学校を廃止 

○大阪府議会 大阪府立学校条例一部改正を可決 

（平成26.10.27）大阪市立特別支援学校を府立支援学校とし

て設置（規則により、平成28年１月１日に設置） 

○府立八尾支援学校東校閉校（平成27.3.31） 

 

平
成
27 

○府立枚方支援学校、府立むらの高等支援学校開校 

（平成27.4.1） 

○府立西浦支援学校開校（平成27.4.1） 

○大阪市立東淀川特別支援学校開校（平成27.4.1） 

○大阪市立なにわ高等特別支援学校開校（平成27.4.1） 

○大阪市立難波特別支援学校を移転・拡充（移転にあわせ大

阪市立なにわ高等特別支援学校と併設）（平成27.4.1） 

○大阪市立難波特別支援学校小学部を新設（平成27.4.1） 

○大阪府教育委員会教育振興室支援教育課内の学校整備グ

ループを廃止し、新たに学校移管グループを発足する 

（平成27.4.1） 

○大阪府教育センター 教育課程開発部支援教育研究室をカ

リキュラム開発部支援教育推進室とする（平成27.4.1） 

○府立むらの高等支援学校の共生推進教室を府立緑風冠高

等学校に設置（平成27.4.1） 

○府立たまがわ高等支援学校の共生推進教室を府立金剛高

等学校に設置（平成27.4.1） 

○府立芦間高等学校に設置している共生推進教室の本校を府

立たまがわ高等支援学校から府立むらの高等支援学校に変

更（平成27年度入学生より） 
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○冊子「障がいのある生徒の職場定着をめざして～職場定着

支援事例集～」を雇用創出基金事業 地域人づくり事業（雇

用拡大プロセス）「支援学校卒業生職場定着支援者育成事

業」により作成、配付 

○高等学校における特別支援教育の推進に関

する調査研究協力者会議報告「高等学校に

おける通級による指導の制度化及び充実方

策について」（平成28.3.31） 

平
成
28 

○大阪府教育委員会事務局を大阪府教育庁とする。 

（平成28.4.1） 

○大阪府教育庁教育振興室支援教育課内の学校移管グルー

プを廃止し、支援学校グループを生徒支援グループと学事・

教務グループの２グループとして新たに編成。また、調整グ

ループを企画調整グループに名称変更。（平成28.4.1） 

○大阪市立特別支援学校を大阪府に移管（平成28.4.1） 

○生野支援学校高等部、東淀川支援学校高等部に職業コース

を設置 

 

 

 

○「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」（「障害者差別解消法」）施行（平成

28.4.1） 

○「発達障害者支援法」の改正（平成28.5.25） 

○「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、

福祉、教育等の連携の一層の推進につい

て」（平成28.6.3） 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令等の公布」（「高等学校における通級による

指導の制度化」）（平成28.12.9） 

○幼稚園教育要領、小学校及び中学校学習指

導要領の告示（平成29.3.31） 

平
成
29 

○難波支援学校高等部、東住吉支援学校高等部に職業コース

を設置 

○新たに、西浦支援学校に准校長を配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律の一部改正（平

成29.4.1施行）（通級による指導担当教員に

ついて配置基準を新設） 

○特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学

校小学部・中学部学習指導要領の告示（平成

29.4.28） 

○小学校及び中学校の学習指導要領等に関

する移行措置並びに移行期間中における

学習指導等について（通知）（平成29.7.7） 

○特別支援学校小学部・中学部学習指導要

領に関する移行措置並びに移行期間中に

おける学習指導等について（通知）（平成

29.12.27） 

○ 高等学校学習指導要領の 告示（平成

30.3.30） 

平
成
30 

○府立柴島高等学校、府立松原高等学校に通級指導教室を

設置 

○思斉支援学校高等部、住之江支援学校高等部に職業コース

を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令等の施行」（「高等学校における通級による

指導の制度化」）（平成30.4.1） 

○文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知「教育と

福祉の一層の連携等の推進について（通

知）」（平成30.5.24） 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令等の施行」（「個別の教育支援計画による関

係機関等との情報共有」）（平成30.8.27） 

○文部科学省初等中等教育局長通知「小・中

学校等における病気療養児に対する同時双

方向型授業配信を行った場合の指導要録上

の出欠の取扱い等について」（平成30.9.20） 
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○特別支援学校高等部学習指導要領の全

部を改正する告示及び平成31年４月１日

から新特別支援学校高等部学習指導要領

が適用されるまでの間における現行特別

支援学校高等部学習指導要領の特例を定

める告示等の公示について（通知）（平成

31.2.4） 

○文部科学省初等中等教育局長通知「学校に

おける医療的ケアの今後の対応について」

（平成31.3.20） 

○「平成30年度公立小・中学校等における教育

課程の編成・実施状況調査の結果及び平成

31年度以降の教育課程の編成・実施につい

て」（平成31.3.29） 

○文部科学省初等中等教育局長通知「小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校

等における児童生徒の学習評価及び指導

要録の改善等について」（平成31.3.29） 

令
和
元 

○府立大手前高等学校（全日制の課程）、府立岬高等学校に

通級指導教室を設置 

○新たに、枚方支援学校に准校長を配置 

 

 

 

 

 

 

○「医療的ケアが必要な幼児児童生徒のスクー

ルバスなどの専用通学車両による登下校時

の安全確保について」(令和元.5.21) 

○「人工呼吸器等の医療機器を使用する幼児

児童生徒が在籍する学校における災害時の

対応について」(令和元.11.11) 

○文部科学省初等中等教育局長「高等学校

等におけるメディアを利用して行う授業に

係る留意事項について（通知）」 

（令和元.11.26） 

○文部科学省初等中等教育局長「医療的ケ

ア児に関わる主治医と学校医等との連携等

について（通知）」（令和2.3.16） 

令
和
２ 

○府立なにわ高等支援学校の共生推進教室を府立東住吉高

等学校、府立今宮高等学校に設置（令和2.4.1） 

○大阪府学校教育審議会に諮問（令和3.1.25） 

 「今後の府立高校のあり方等について」 

 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令の施行について」（令和2.5.15） 

 （高等学校段階の病気療養中等の生徒に対

する、遠隔教育の要件緩和） 

○「人工呼吸器等の周辺における携帯電話端

末の利用について」（令和2.７.10） 

○「平成31年度『電波の植込み型医療機器及

び在宅医療機器等への影響に関する調査

等』報告書について」（令和2.8.6） 

○「『医療的ケア児等医療情報共有システム

(MEIS)』の活用について」（令和2.8.7） 

〇中央教育審議会「『令和の日本型学校教

育』の構築を目指して～全ての子供たちの

可能性を引き出す、個別最適な学びと、協

働的な学びの実現～（答申）」 

（令和3.1.26） 
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令
和
３ 

○大阪府教育庁教育振興室支援教育課内の学事・教務グルー

プと生徒支援グループの２グループを廃止し、学事・教務・支

援グループと制度推進グループの２グループとして新たに

編成。（令和3.4.1） 

○大阪府学校教育審議会より中間報告（令和3.8.27） 

  「今後の府立高校のあり方等について」 

○大阪府学校教育審議会答申（令和4.1.11） 

  「今後の府立高校のあり方等について」 

 

○「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律の一部改正」（令

和3.4.1施行） 

〇内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学

省初等中等教育局長・厚生労働省医政局長・

厚生労働省子ども家庭局長・厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知「医療的ケ

ア児及びその家族に対する支援関法律 の

公布について」（令和3.6.18） 

○文部科学省初等中等教育局特別支援教育

課「小学校等における医療的ケア実施支援

資料～医療的ケア児を安心安全に受け入れ

るために～」（令和3.6） 

○文部科学省初等中等教育局長「障害のある

子供の教育支援の手引～子供たち一人一人

の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向

けて～について（通知）」（令和3.6.30） 

○「学校教育法施行規則の一部を改正する省

令の施行について（通知）」（令和3.8.23） 

 （医療的ケア看護職員等について、名称及び

職務内容を規定） 

○「特別支援学校設置基準の公布等について

（通知）」（令和3.9.24） 

令 
和 
４ 

○大阪府教育庁教育振興室に新たに高校教育改革課を設置。 

（高校における自立支援コース、共生推進教室、通級指導教

室の担当を支援教育課から高校教育改革課へ移管） 

○教育センター附属高等学校、府立野崎高等学校、府立布施

高等学校（全日制の課程）、府立富田林高等学校、府立箕面

東高等学校、府立和泉総合高等学校（全日制の課程）に通

級指導教室を設置（令和4.4.1） 

○大阪市立高等学校の大阪府への移管に伴い、府立桜宮高

等学校、府立東淀工業高等学校に知的障がい生徒自立支

援コースを引き続き設置（令和4.4.1） 

○「特別支援学級及び通級による指導の適切

な運用について（通知）」（令和4.4.27） 

○「学校保健安全法施行規則の一部改正に

ついて（通知）」（令和4.12.28） 

○「通常の学級に在籍する障害のある児童生

徒への支援に係る方策について（通知）」（令

和5.3.13） 

○「小・中学校等における病気療養児に対する

ICT等を活用した学習活動を行った場合の指

導要録上の出欠の取扱い等について(通知)」

（令和5.3.30） 

○「高等学校等の病気療養中等の生徒に対す

るオンデマンド型の授業に関する改正につ

いて（通知）」（令和5.3.30） 

令
和 
５ 

○大阪府教育庁教育振興室支援教育課内に新たに学校整備

グループを発足。また、学事・教務・支援グループと制度推

進グループを廃止し、学事・教務グループと生徒支援グルー

プの２グループとして新たに編成。（令和5.4.1） 

○府立中央高等学校に通級指導教室を設置（令和5.4.1） 

○「高等学校等における多様な学習ニーズに

対応した柔軟で質の高い学びの実現につい

て（通知）」（令和6.2.13） 

○「義務教育段階における質の高い教育の実

現に向けた遠隔教育の活用について（通

知）」（令和6.3.29） 

令 
和 
６ 

○府立出来島支援学校開校（令和6.4.1） 

○大阪府教育庁教育振興室の高校教育改革課と高校再編整

備課を統合し、新たに高校改革課を設置。（令和6.4.1） 

○「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ

インの改訂について（通知）」（令和6.8.30） 
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令 
和 
７ 

○新たに、豊中支援学校に准校長を配置 

〇大阪府教育庁教育振興室高校改革課内の教育DX・共生グ

ループを共生・魅力発信グループに名称変更。（令和7.4.1） 

○大阪府学校教育審議会に諮問（令和7.7.3） 

 「今後における府立視覚支援学校、聴覚支援学校のあり方に

ついて」 
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